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信　託 《貯蓄の達人》のご案内

この目論見書により行う「金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権 
愛称：貯蓄の達人」についての内国信託受益権の募集については、みず
ほ信託銀行は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定
により有価証券届出書に代えて、募集事項等記載書面を、直前の特定
期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて2025年12月
18日に関東財務局長に提出しており、2025年12月19日に届出の効
力が発生しております。

発行者名：みずほ信託銀行株式会社

代表者の役職氏名：取締役社長　笹田　賢一

本店の所在場所： 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号

届出の対象とした募集有価証券の名称：金銭信託（予定配当率固定型）＜第１受益権＞　[愛称：貯蓄の達人]

届出の対象とした募集有価証券の金額：3兆円を上限とします。

 但し、運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、

上限額に達しない場合でも一時的な募集制限をさせていただくことがあ

ります。なお、募集制限の有無は、当行と代理店で異なることがあります。

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所：該当事項はありません。

外部監査の対象および結果の概要は、以下のとおりです。

○財務諸表監査の有無：有

○財務諸表監査の概要

　・監査人の名称：EY新日本有限責任監査法人

　・財務諸表監査の対象事業年度：第47期（2025年３月20日～2025年９月19日）

　・監査意見の類型

　　金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務諸表監査：無限定適正意見
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お申し込みの際には、本書を十分にお読みください。

● 《貯蓄の達人》は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証 
するものではありません。
● 預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。また、預金保険、
投資者保護基金の対象ではありません。
● 原則として中途解約はできません。やむを得ず中途解約される場合は 
解約手数料がかかりますので、お受取額が当初の信託元本を下回ること 
（元本割れ）があります。
⇒詳しくは12ページをご覧ください。
● 信託期間満了による信託の終了のほか、運用の状況により元本の償還を 
停止し、信託を終了する場合があります。
⇒詳しくは10ページをご覧ください。

●以下のリスクにより、元本割れとなるおそれがあります。
・ 運用対象とする固定金利型の信託受益権等が市場金利の上昇に伴いその 
価格が下落したり、市場金利の低下により収益が減少した場合等
【金利変動リスク】
・ 信託受益権等の裏付けとなる金銭債権（自動車ローン等）に当初の予想を
超えた不良債権が発生した場合等【信用リスク】
・ 一時期に想定を超える大量の中途解約が発生するなどにより支払準備のため
の資金が著しく不足した場合等【流動性リスク】
・ 金銭債権の回収業務等を委託している会社（管理委託先）が営業停止などに 
より債権の回収が困難になった場合等【管理委託先にかかるリスク】

⇒詳しくは９ページをご覧ください。
●お申し込みから償還までの間にご負担いただく費用は以下のとおりです。
・ 信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬は、信託元本に対して 
上限年率3％から下限年率0.01％の範囲内とし、運用成果に基づき計算 
します。
・ その他、信託財産の中から監査費用などの信託事務の処理に必要な費用 
を支払う場合があります。
・ 原則として中途解約はできませんが、やむを得ず中途解約される場合は 
解約手数料がかかります。
・ 代理店がお取り扱いする場合の追加費用はありません。

⇒詳しくは13ページをご覧ください。
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《貯蓄の達人》の特徴

主に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム資金の
貸付金、住宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権などに投資する
実績配当型の金銭信託です。安全性と収益性のバランスを重視した
運用を行い、安定的な予定配当の実現をめざします。

ファンドの運用資産の平均的な信用力を示す目安として､ファンド
信用格付け｢Ａｆｃ（シングルエーエフシー）｣※を取得しています｡
※ファンド信用格付け「Afc」については5、16ページをご覧ください。

お申込時には予定配当率をお示しします。信託期間中は、市場金利に
変動があった場合でも予定配当率の見直しは行いません。

信託期間は「１年」「２年」および「５年」の３種類です。

個人のお客さま専用の信託商品です。

お申し込みは1契約につき10万円以上1円単位です。

・元本の安全性に配慮した運用
・ファンド信用格付け「Afc」

金銭信託（予定配当率固定型）

・自動車ローンなどを裏付資産
とした信託受益権などに投資

安全性 収益性
実績配当型の金銭信託

＊この商品は預金ではありません。商品名にある「貯蓄」とは、預貯金を表わす意味ではなく、
金融商品全般を表わす意味で用いています。
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信　託 《貯蓄の達人》のご案内

運用の仕組み
● 《貯蓄の達人》は、みずほ信託銀行（以下、「当行」または「受託者」ということがあります。）が、お客さまから
信託いただいたご資金を、安全性と収益性のバランスを重視して信託受益権等で運用する金銭信託です。
● 《貯蓄の達人》の主な運用対象は、自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、
住宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権です。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ
契約を締結することがあります。
● 《貯蓄の達人》は、ファンドの運用資産の平均的な信用力を示す目安として、ファンド信用格付け「Ａｆｃ 
（シングルエーエフシー）」を取得しています。

〈主な運用対象資産〉金銭信託（予定配当率固定型）

《貯蓄の達人》
第1受益権

（個人のお客さま向け商品）

ファンド信用格付け

第2受益権
（法人のお客さま向け商品）

ファンド信用格付け「Afc」

個人のお客さま

＜運用の仕組み概要図＞

法人のお客さま

自動車ローン

…など

金銭債権等信託、提携ローンファンドの信託受益権

運　用

信託金

信託金

〈余裕資金等〉

元本・収益金
主な運用対象資産は､すべて取得時点において格付機関より信用力が相対的に
高いことを意味する格付け｛長期A格､短期 a－2格以上（a－2格のものは期間3ヵ月
以内）｝が付されているものとします｡

コールローン …など

国債、社債、資産担保証券 …など

リフォームローン、
住宅ローン

ショッピング
クレジット債権

第1受益権と第2受益権を合同運用しています。

※金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結することがあります。

元本・収益金

ファンド信用格付け「Afc」について

ファンド信用格付けファンド信用格付け

《貯蓄の達人》は株式会社格付投資情報センター（R＆I）よりファンド信用格付け「Afc（シングル 
エーエフシー）」を取得しています。「Afc」の定義は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が、 
A（シングルエー）の債券と同程度である。」です。なおAの債券の格付けの定義については「信用力 
は高く、部分的に優れた要素がある」です（格付けの定義については16ページをご覧ください）。

（2025年10月31日現在）

■ 格付投資情報センターのファンド信用格付けは、当該ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する見解を示す
ものです。当格付けは、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの
購入、売却、保有を推奨するものではありません。当格付けは信頼すべき情報に基づいた格付投資情報センターの
意見であり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当格付けは、原則として依頼者（みずほ信託
銀行）から所定の手数料を受領して行うものです。 情報提供：株式会社 格付投資情報センター
■ ファンド信用格付けについては、将来の運用成果等を保証するものではありません。

●予定配当率とは
信託期間中（信託契約日から償還日の前日まで）に適用 
予定の配当率を｢予定配当率｣といいます｡予定配当率は
ファンドや市場の状況等を勘案して決定し、当行店頭に
表示するほか、代理店においてもお示しします｡なお、 
《貯蓄の達人》は実績配当型の金銭信託であり､予定配当
率はこれを保証するものではありません。

予定配当率について

●金銭債権等信託
信販会社等（委託者）が個人や企業に対して持っている 
貸付金等の金銭債権を当行（受託者）へ信託する仕組みの 
ことです。

●金利スワップ
変動金利と固定金利を交換する取引をいいます。 
当事者Ａと当事者Ｂが金利スワップ契約を締結した 
場合、ＡはＢに対して固定金利を支払う一方、ＢはＡ 
に対して変動金利を支払います。

用語の説明
●提携ローンファンド
受託者である当行が、主に個人のお客さまへ提携信販会社
を通じて、提携ローンの貸し付けを行うことで運用してい
るファンド（信託）です。回収業務等についても提携信販会
社に委任しています。

●コールローン
金融機関相互間の資金運用・調達市場におけるきわめて 
短期（通常１日）の資金の貸し借りのことをいいます。

●ご契約に適用する予定配当率について
ご契約に適用する予定配当率は、信託契約日時点の予定
配当率を適用します｡このため、お申込日の予定配当率 
とは異なる場合がありますのであらかじめご了承くだ 
さい｡なお、各信託契約ごとの予定配当率は、信託 
契約後に市場金利に変動があった場合でも、信託期間中
の見直しは行いません｡



7

運
用
の
内
容
に
つ
い
て

信　託 《貯蓄の達人》のご案内

運用の基本方針等について
● 運用の基本方針について
お客さまから信託いただいたご資金は、《貯蓄の達人》の信託約款に基づく信託契約により信託いただい
た他の資金と合同して運用します（以下、合同運用財産といいます）。《貯蓄の達人》は、元本の安全性に 
配慮し、安定的な予定配当の実現を目的として、合同運用財産を主に自動車ローンやショッピングクレジット
債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権などで運用します。 
なお、合同運用財産の一部は満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産で
運用します。また、金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結すること
があります。

● 損益分配の基準について
毎計算期日（毎年３月・９月の各19日）における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間に、 
合同運用財産が受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について 
実現した売却益（償還益を含みます。）の各金額の合計額から当該計算期間に合同運用財産から支払った
租税・事務費用、利息、収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損
（償還損を含みます。）の各金額の合計額を控除した残額について、下記手続きを行った後の金額（純収 
益額）を各受益者ごとの予定配当額で按分して分配します。

純収益額が負の値（信託損失）となったときは、信託損失は当該計算期日における各受益者の信託金の 
元本の額で按分した額で各受益者に帰属します。

①信託報酬を控除
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当

● 分別管理について
《貯蓄の達人》の信託財産は、法律（信託法）によって、信託銀行自身の財産（貸付金等の固有財産）や、他の
信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。

《貯蓄の達人》の
信託財産

他の信託の
信託財産

信託銀行の
固有財産

（貸付金など）

《貯蓄の達人》の
お客さま
（受益者）

他の信託の
お客さま
（受益者）

預金取引の
お客さま
（預金者）

＜信託銀行＞

分別管理

分別管理
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● 主な運用対象とする信託受益権の優先劣後構造について
《貯蓄の達人》が主な運用対象とする信託受益権は、優先受益権と劣後受益権の2種類から成る信託受益
権のうち、優先受益権の部分です。
ローン等をご利用いただいている方から返済される元利金は、まず優先受益権に充てられ、劣後受益権
にはその残余が充てられます。このしくみを「優先劣後構造」といいます。
「優先劣後構造」を活用することにより、ローン等をご利用いただいている方の一部に貸し倒れが発生 
するなど、信託財産に損失が発生した場合にも、損失が劣後受益権で負担できる範囲に収まっている限
り、優先受益権の元本へは影響が及びません。
《貯蓄の達人》は、こうした工夫によって、運用対象となる資産の安全度を高めています。なお、格付機関は、
過去の貸し倒れや中途解約等のデータをもとに優先劣後構造を評価しています。

●優先劣後構造のイメージ図

〈優先受益者〉

〈金銭債権等信託〉

信託受益権
購入

金銭
債権等の
信託 ローン

契約

受益権
購入
代金

①

優先受益権

③

②

劣後受益者

元利金

元利金
返済
（＊）

損失の大きさ 優先受益者

①

③

②
負担しない
負担しない

劣後受益者
全額負担
全額負担

劣後受益権

等
れ
倒
し
貸

等
れ
倒
し
貸

等
れ
倒
し
貸

《貯蓄の達人》
（個人向け商品）

（法人向け商品）

優先的に元利金
が支払われる

元利金支払いは
優先部分に劣後

優先受益権が
負担する

貸し倒れ等の部分

多数の債権に
よる運用

（＊）
回収業務は
信販会社等に委任

各受益者が負担する貸し倒れ等のリスク

貸し倒れ等が劣後受益権を超える
部分のみを負担 劣後受益権元本を上限として負担

ロ
ー
ン
等
の
ご
利
用
者

信
販
会
社
等
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信　託 《貯蓄の達人》のご案内

リスクについて
《貯蓄の達人》の運用成果に影響を与える主なリスク（元本割れの原因になり得るリスク要因）としては、以下
のものがあります。

金利変動リスク

市場金利が上昇した場合、運用対象資産である固定金利型の信託受益権、
資産担保証券、国債等の価格が下落することにより、予定配当額通りの 
配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、
市場金利が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下するため、
予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれ
があります。

信用リスク

運用対象資産である信託受益権等の裏付けとなる金銭債権（自動車ローン等）
に当初の予想を超えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当
がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、運用
対象資産である公社債等の発行体、コールローン等や金利スワップ契約等
の取引の相手方の信用状況等に問題が生じた場合、発行体等からの元利金
の支払いがとどこおることにより、予定配当額通りの配当がなされな 
かったり、元本に損失が生じるおそれがあります。

流動性リスク

一時期に想定を超える大量の中途解約が発生するなどにより支払準備の
ための資金が著しく不足した場合、解約請求や満期償還に対する支払いが
できなくなるおそれがあります。また、支払準備のための資金が不足し、
換金処分のため運用対象資産を売却する際、本来の評価額よりも安い
価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に
損失が生じるおそれがあります。

管理委託先
にかかるリスク

運用対象資産である信託受益権等の裏付けとなる金銭債権（自動車ローン等）
の回収業務等を委託している信販会社等管理委託先が、営業停止などに
より債権回収が困難となり、やむを得ず信託受益権を売却した場合、本来の
評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされ
なかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、債権回収後に
管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者（当行）が受領できない場合、
予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれ
があります。



10

運
用
の
内
容
に
つ
い
て

● 支払停止･強制終了について
左記リスク等により以下の事由が生じた場合、当行は元本の償還を停止することがあります。さらに、
必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する
手続きを行うことがあります。

（1） 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損失
が発生することが明らかであると当行が認めたとき

（2） 合同運用財産の総額が100億円を下回り、その運用に支障をきたす状況となったとき、または
その状況となることが明らかであると当行が認めたとき

（3） 支払準備資金等が著しく減少し、償還日等における信託財産の交付に支障をきたしたとき、 
またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき

（4） 予定配当額通りの配当ができない決算が2回以上続いたとき

なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産（信託受益権等）が含まれますが、これらの資産は資金化
が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分できなくなるおそれが
あります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示
を受け、そのうちもっとも高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分
することとします。

運用管理体制およびリスク管理体制について
《貯蓄の達人》の運用管理・リスク管理は、受託者であるみずほ信託銀行において以下の体制で運営します。

・運用およびリスク管理に必要な重要事項の審議
・適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針の決定取締役会等

・運用方針・法令等の遵守状況およびリスク管理状況等のモニタリング
・適正な運用を行うための内部規程等の制定
・問題点の原因分析に基づく管理・指導

リスク管理所管部

・信託約款および運用方針等に基づく信託財産の運用
・問題点についてのリスク管理所管部への報告ならびに自主的な分析・改善運用所管部

※ 上記の運用管理体制・リスク管理体制は、本商品説明書作成日現在におけるものであり、今後組織変更等により変更になることが 
あります。

基本方針の決定
組織体制の整備 重要事項の報告

モニタリングの実施
問題点の改善指導 報告
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信　託 《貯蓄の達人》のご案内

元本のお受け取り等について
● 元本のお受取時期
元本は償還日以降に金銭でお支払いいたしますので、お申込時に所定の普通預金口座をご指定ください。
ご指定いただいていない場合は、お受取時に当行所定のお手続きをお取りください。
償還日が銀行休業日の場合は、翌営業日からのお支払いとなります。
なお、《貯蓄の達人》は預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。

● 自動継続について
お申込時に自動継続の方法をご指定いただいた場合は、償還日を信託契約日として従来のご契約と 
同期間の《貯蓄の達人》に更新いたします。その際、事前に最新の商品説明書をお送りいたします。お申込時
に自動継続の方法をご指定いただいた方で、償還日にお受け取りをご希望されるときは、償還日までにお
手続きをお取りください。なお、自動継続の場合の予定配当率は、自動継続により新たに設定される信託契
約日時点の予定配当率が適用されます。また、自動継続によるご契約も原則として中途解約はできません。

収益金について

● 収益金の課税関係
収益金の配当に際しては、利子所得として、20.315％（国税15.315％、地方税5％）の税金が源泉分離課税さ
れますので確定申告する必要はありません。（※1）（※2）
（※1） マル優制度をご利用の場合には、上記の税金はかかりません。当行にて、マル優種別「合同運用信託」で非課税申告して

いる場合にマル優制度をご利用になれます。
（※2）税務の取り扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。

● 収益金の計算方法
収益金の額は､各契約ごとに適用する予定配当率を用いて計算する予定配当額を原則とします｡

予定配当額（※） ＝ 信託金（100円未満切り捨て）×予定配当率×計算期間の日数÷365 ※円未満切り捨て
（計算期間）① 初回の収益金支払時：信託契約日から初回定例計算日まで

② 2回目以降の収益金支払時：前回定例計算日の翌日から定例計算日まで
③ 信託金の償還時：前回定例計算日の翌日から償還日の前日まで

（定例計算日･･･毎年3月・9月の各19日）

《貯蓄の達人》は実績配当型の金銭信託です。信託財産の運用成果によっては、実際の収益金は予定配当額
を下回ったり、配当がなされないことがあります。

● 収益金の配当時期
収益金は､原則として毎年3月･9月の各20日および償還日（中途解約の場合は解約お申し出日）にお支払い
します｡3月・9月の各20日が銀行休業日の場合、翌営業日にお支払いします。

●収益金のお受取方法
収益金のお受取方法は､お申込時に次の方法をお選びいただけます｡

①元本に組み入れる（信託金として追加する）方法（※）
②預金口座に入金する方法
※ 《貯蓄の達人》は追加信託ができませんが､収益金については元本に組み入れて運用すること（収益金の追加信託）が
できます。
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中途解約について
● 中途解約の取り扱い
《貯蓄の達人》は、原則として信託期間中の解約はできません。また、自動継続によるご契約も原則として
中途解約はできません。やむを得ないご事情により、中途解約のお申し出があった場合は、ご契約単位で
解約に応じることがあります｡なお、各ご契約について、契約金額の一部を解約することはできません。 
中途解約の場合は、お申し出日に解約手数料を差し引いた後、金銭でお支払いします。このため、お受取額
が当初の信託元本を下回ることがあります。ただし、償還を迎えた契約が自動継続扱いで更新された場合
に限り、契約が更新された日の翌月の応当日までの解約については、解約お申し出日の普通預金利率を 
用いて収益金の計算を行い、解約手数料は差し引きません。また、相続による解約払戻時は、解約手数料は
差し引きません。
※ 代理店がお取り扱いする場合には、ご解約のお申し出時間により、お申し出日の翌営業日のお取り扱い
とさせていただくことがあります。

●解約手数料の計算方法
解約手数料＝信託契約日における信託金の元本の額÷1,000×千円当たり解約手数料
千円当たり解約手数料＝1,000×｛（残存期間別基準利率－予定配当率）＋0.2%｝÷12×残存月数
ただし、残存期間別基準利率－予定配当率≦0の時は、千円当たり解約手数料＝1,000×0.2％÷12×残存月数
※千円当たり解約手数料の計算において、円未満は切り上げ。
※残存月数において、残存期間に端日数がある場合は、切り上げて月数単位として計算。

残存期間別基準利率は、当行が市場金利をふまえて決定します。市場金利が上昇している局面では当該 
利率も上昇し、その結果、解約手数料が高くなる場合があります。
（残存期間別基準利率の具体的な水準につきましては、窓口にお問い合わせください）
なお、解約手数料は、合同運用財産に組み入れます。

＜ご参考＞解約手数料とお受取合計額との関係
例① お受取合計額が信託元本を下回るケース（5年もの）

例② お受取合計額が信託元本を上回るケース（2年もの）

信託元本が100万円、予定配当率が0.6%（年）、契約期間5年、残存期間4年、残存期間別基準利率1.6%（年）、解約日を 
収益金の計算日の翌日（収益金支払日）とすると、千円当たり解約手数料＝1,000×｛（1.6%－0.6%）＋0.2%｝／12×48ヵ月＝48円

信託元本が100万円、予定配当率が0.4%（年）、契約期間2年、残存期間1年、残存期間別基準利率0.5%（年）、解約日を 
収益金の計算日の翌日（収益金支払日）とすると、千円当たり解約手数料＝1,000×｛（0.5%－0.4%）＋0.2%｝／12×12ヵ月＝3円

①すでにお受取済の収益金
（税引き前）＝100万円×0.6%×181日／365日＝2,975円
（税引き後）＝2,372円

②解約時にお支払いする収益金
（税引き前）＝100万円×0.6%×184日／365日＝3,024円
（税引き後）＝2,410円
③信託元本
100万円

①すでにお受取済の収益金
（税引き前）＝100万円×0.4%×181日／365日＝1,983円
（税引き後）＝1,581円

②解約時にお支払いする収益金
（税引き前）＝100万円×0.4%×184日／365日＝2,016円
（税引き後）＝1,608円
③信託元本
100万円

④解約手数料
100万円／1,000×48＝48,000円

⑤解約お受取額
③100万円＋②2,410円－④48,000円
＝954,410円

④解約手数料
100万円／1,000×3＝3,000円

⑤解約お受取額
③100万円＋②1,608円－④3,000円
＝998,608円

お受取合計額 ＝ ①2,372円＋⑤954,410円＝956,782円

お受取合計額 ＝ ①1,581円＋⑤998,608円＝1,000,189円
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信　託 《貯蓄の達人》のご案内

費用について

《貯蓄の達人》のお申し込みから償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく費用は次のとおりです。
なお、これらの費用の総額については、お申込時点では確定しないため表示できません。また、代理店が 
お取り扱いする場合の追加費用はありません。

信託報酬
信託報酬は、原則として定例計算日（毎年3月・9月の各19日）に信託財産
の中からいただきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率３％から
下限年率0.01％の範囲内とし、信託財産の運用成果に基づき計算します。

その他信託財産
にかかる費用

監査費用などの信託事務の処理に必要な費用（租税公課を含みます）を、 
信託財産の中から支払う場合があります。
当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。

１．直接ご負担いただく費用

２．間接的にご負担いただく費用

申込手数料 申込手数料はかかりません。

解約手数料

原則として中途解約はできません。やむを得ず中途解約される場合は、解約
手数料がかかります。解約手数料は下記の計算式に基づき算出されます。

解約手数料
　＝信託契約日における信託金の元本の額÷1,000×千円当たり解約手数料
千円当たり解約手数料
　＝1,000×｛（残存期間別基準利率－予定配当率）＋0.2%｝÷12×残存月数
ただし、残存期間別基準利率－予定配当率≦0の時は、
　千円当たり解約手数料＝1,000×0.2％÷12×残存月数
※千円当たり解約手数料の計算において、円未満は切り上げ。
※ 残存月数において、残存期間に端日数がある場合は、切り上げて月数単位と 
して計算。

（中途解約についての詳細は12ページをご覧ください）
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● 信託の目的について
《貯蓄の達人》は受益者のために利殖することを目的とします。

その他留意事項について

● 信託業務の委託について
当行は､以下に掲げる業務の全部または一部について、以下の基準および手続きに従い選定される者（当行
の利害関係人を含む）に委託することがあります。

委託業務および
委託先の範囲

①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務
　 金融機関､証券会社､外国の法令に準拠して外国において有価証券の 
保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を 
業として営む者
②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務
　 金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および
外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③金銭債権の回収にかかる業務
　法務大臣の許可を受けた債権回収会社

委託先の基準

①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
② 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実に処理する
能力があると認められること。

③ 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産と 
を区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行
するための体制が整備されていること。

④ 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任
の適切な履行の観点に照らし相応の水準であること。

委託先決定の
手続き

当行は､上記に定める委託先の選定にあたっては､委託を実施する部署に
おいて委託先が上記に定める基準のすべてに適合する者であるかを精査
し､内部管理に関する業務を所管する部署において確認のうえ､委託を 
実施する部署の決裁権者が決定します。

※ 上記にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者（当行の利害関係人を含む）に委託することができる
ものとします。
　①信託財産の保存にかかる業務
　②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
　③当行（当行から指図の権限の委託を受けた者を含む）のみの指図により委託先が行う業務
　④当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
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信　託 《貯蓄の達人》のご案内

● 当行の銀行勘定、本信託の信託業務の委託先、
　利害関係人、他の信託財産との取引について
《貯蓄の達人》では、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずる
ことがないものとして法令に定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定（第三者との間において信託
財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を含みます）、本信託の信託
業務の委託先、利害関係人、他の信託財産との間で取引を行ったり、当行の銀行勘定（この場合、当行の 
店頭に表示する利率で付利します）に運用する場合があります。なお、利害関係人とは、株式の所有関係 
または人的関係において、当行、または本信託の信託業務の委託先と密接な関係を有する者として法令で
定める者をいいます。

● お客さまへの報告事項について
当行は、以下に掲げる書面について、お客さまへ郵送等によりお渡しします｡

● 信託の終了について
《貯蓄の達人》は、以下の事由が生じた場合に終了します。
①信託期間の満了
②お客さまからのお申し出による中途解約
③信託約款の変更に対する買取請求
④当行による強制終了

● 信託の登記等について
 （1）  信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること

とします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
 （2）  （1） のただし書にかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または

登録をするものとします。
 （3）  信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する

旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものと 
します。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが
あります。

 （4）  動産（金銭を除く）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに 
する方法により分別して管理することがあります。

書面 発送時期 記載内容

お申込時 信託設定のお知らせ 契約日の3営業日以降
信託契約日、お申込金額、予定配
当率（年率）、収益金のお受取方法
など

信託期間中

決算のご報告 毎年3月・9月の各19日
の決算日の2~3ヵ月後

本商品を運用するファンドの資
産・負債、信託元本、収支、ファン
ド信用格付け、収益配当、格付け
別・裏付資産別の運用資産構成の
状況など

収益金およびお取引
残高のお知らせ 決算日の4営業日以降 決算収益金とご契約残高

満期のお知らせ 信託期間満了日が
属する月の前月中旬

信託期間満了となるご契約の内
容、お受取予定額

信託期間満了時 最終計算のご報告 信託期間満了日の2営業
日以降

償還日における最終計算結果（自
動継続の場合は、自動継続後のご
契約内容も記載）

中途解約時
（原則として中途解
約できません）

解約計算書 解約日の3営業日以降 中途解約となったご契約の内容、
お受取金額
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● 受益権の譲渡・質入について
《貯蓄の達人》の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。当行がやむを 
得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、 
受益権の譲受人または質権者がこの信託の信託約款に同意することを条件とします。

● 受益者の変更について
《貯蓄の達人》の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。

● 公告の方法について
信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞へ掲載する方法により行います。

● 当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体
ございません。

● 当行が契約している指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会 連絡先 信託相談所
電話番号　0120-817-335又は03-6206-3988

● その他
・お申し込みは、原則として名義人ご本人さまのお手続きが必要となります。
・  無通帳式でのお取り扱いとなります。証書のお取り扱いはありません。
・償還日以降の収益は、お支払日の当行普通預金利率により計算します。
・  受益者の利益のために必要と認められる場合、またやむを得ない事情が発生した場合は、金融庁長官の
認可を得て、またはお客さまの承諾を得て、信託約款を変更することがあります。また、信託約款の変更
に該当しない事項（お取り扱いする信託契約の期間、ファンド信用格付けに係る格付機関等）は事前に
予告することなく変更することがあります。

・  運用に影響が出るほどお申し込みが増えた場合など状況によっては、販売上限額に達しない場合でも
一時的な販売制限をさせていただくことがあります。なお、販売制限の有無は、当行と代理店で異なる
ことがあります。

株式会社 格付投資情報センターの格付けの定義について

ファンド信用
格付けの定義

AAAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。
AAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。
Afc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。
BBBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。
BBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。
Bfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。
CCCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。
CCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。
Cfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。

参考：
長期個別債務の
格付けの定義

AAA 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。
AA 信用力は極めて高く、優れた要素がある。
A 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。
BBB 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。
BB 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。
B 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。
CCC 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。

債務不履行に陥った債権は回収が十分には見込めない可能性がある。
CC 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。

債務不履行に陥った債権は回収がある程度しか見込めない。
C 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。
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信　託 《貯蓄の達人》のご案内

金銭信託（予定配当率固定型）約款

この信託約款は、信託設定後に交付する書面ならびに本書面における当行が契約している指定紛
争解決機関および公告の方法の記載箇所と合わせて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第2条第1項にて準用する信託業法第26条（信託契約締結時の情報の提供）に基づきお渡しする書
面となります。

第１条（信託目的・受益者・証券類の受入れ等）
（1） 委託者は、この証書面（証書式以外の場合は別途交付する書面（法

令の定めに従い、委託者の承諾を得た場合には、書面の交付に代
えて電磁的方法により提供することができるものとします。以下
同じ））記載の金銭(以下、この信託約款に従い信託された金銭を
「信託金」という)を、受益者のために利殖する目的で信託し、当行
は受託者としてこれを引受けました。

（2） この信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定また
は変更することはできません。

（3） この信託契約は、当行が信託金を受入れた日を信託契約日 
または追加信託日とします。

（4） 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済され
た日を信託契約日とします。受入れた証券類が不渡りとなったと
きは信託金にはなりません。不渡りとなった証券類は、証書と引
き換えに（証書式以外の場合は領収証と引き換えに）、当店で返却
します。

第２条（信託金の受入れ）
（1） この信託で受入れる信託金は、次の各号の通りとします。

① 次条第１項で定める第１契約で受入れる信託金は、金
100,000円以上とします。ただし、追加信託の方法により受取
ることとした第14条第３号に定める収益金を追加信託する場
合はこの限りではありません。
② 次条第１項で定める第２契約で受入れる信託金は、金
100,000,000 円以上とします。

（2） この信託には、信託金を追加することはできません（信託金を受
入れた場合には、金銭を受入れる都度、新規の信託契約を締結し
ます）。ただし、第１契約において、第14条第３号に定める収益金
を追加信託の方法により受取ることとした場合は、この限りでは
ありません。

第３条（信託契約の種類・募集）
（1） この信託においては、前条第１項で定める信託金の最低受入額の

多寡等の条件が異なる第１受益権および第２受益権の２種類の
受益権を設けるものとし、これら各受益権に係る信託契約をそ
れぞれ第１契約および第２契約といいます。
 なお、第２契約は前条第１項第２号の条件を満たす契約であっ
て、かつ当行が第２契約である旨委託者に示したうえで受託した
契約に限るものとし、これ以外は第１契約とします。

（2） 前項に定める各受益権は、次条第２項にしたがって信託契約の期
間を定め、受益権の種類および信託契約の期間毎に、信託の募集
を行います。信託の募集を行う場合には、募集を行う期間（以下
「募集期間」という）を定め、募集を行う都度別途定める商品説明
書または募集要項に、当該募集を行う受益権の種類、信託契約の
期間、募集期間等を記載のうえ当行の店頭に表示（掲示、備置き等
による方法を含む。以下同じ）します。

（3）信託契約の種類は変更することができません。

第４条（信託期間）
（1） 信託契約の期間は、信託契約日に始まり、証書面（証書式以外の場

合は別途交付する書面）記載の償還日の前日（以下「信託期間満了
日」という）をもって終了するものとします。

（2） 前項の信託契約の期間は、１ヵ月から10年の範囲内で定めるも
のとします。

（3）信託契約の期間は延長できません。

第５条（合同運用）
（1） 当行は、信託金をこの信託約款に基づく信託契約（第１契約、第２契

約のいずれかを問わない）により受託する他の信託金と合同して運
用します。

（2） 前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」とい
う｡なお､本約款において｢信託財産｣とは信託金およびその運用に
より取得した財産をいう）について生じた損益は、第14条、第18条
および第20条に定める方法により各受益者に帰属します。

（3） 合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用に 
かかる信託法第37条第２項に定める財産状況開示資料を閲覧また
は謄写することができるものとします。

第６条（合同運用財産の運用）
（1） 当行は、利息等の安定的な収入の確保により合同運用財産の成長

を図ることを目的として、合同運用財産を主として次の各号に掲
げる資産に運用します。ただし、取得時において、第７項第１号に
掲げるいずれかの特定格付が付された資産に限ることとし、ま
た、このうちａ－2、J－2、Ｐ－2、Ａ－2、Ｆ2およびこれらと同等
と当行が認めた格付が付された資産については、満期までの期間
が３ヵ月以内のものに限ることとします。
① 信託受益権および信託受益証券（当行を受託者とするものを
含みます）
②資産担保証券、資産担保コマーシャルペーパー
③ 国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券お
よび非居住者円貨建債券
④コマーシャルペーパー
⑤前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産

（2） 当行は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕
金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、前項にかかわ
らず、合同運用財産を次の各号に掲げる資産に運用します。ただ
し、当行は次の各号に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的
な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずるこ
とがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
施行規則第23条第３項第２号ニに定める場合に該当するとき
は、当行の銀行勘定（この場合、当行の店頭に表示する利率で付利
します）に運用することができます。
① 前項各号の資産のうち､満期までの期間が１ヵ月以内または
随時解約もしくは換金の可能な資産であって、取得時におい
て第７項第２号に掲げるいずれかの適格格付を取得している
もの
② 取得時において第７項第２号に掲げるいずれかの適格格付を
有する金融機関に対する満期までの期間が１ヵ月以内もしく
は随時解約可能な預金またはコールローン
③ 前２号と同等の流動性および安全性を有するものとして当行
が適当と認めた資産

（3） 当行は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用すること
があります。ただし、運用する期間は１ヵ月以内とし、貸付先は第
７項第２号に掲げるいずれかの適格格付を有する者に限ります。

（4） 当行は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変
動等のヘッジのため、有価証券・金利に係る先物取引・指数先物取
引・オプション取引・スワップ取引その他これらに類する取引を
行うことがあります。

（5） 当行は、前２項に掲げる取引および有価証券の売買取引その他第
１項および第２項各号に掲げる財産の取得･処分にかかる取引、
為替取引等合同運用財産の運用に必要な取引（取引の委託を含
む）を、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受
益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信
託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第３項に定める場
合に該当するときは、当行の銀行勘定（第三者との間において信
託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人と
なって行う取引を行う場合を含む）、当行の利害関係人（金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信
託業法第29条第２項第１号に定める｢利害関係人｣をいい、同法
第22条第２項により読み替えられる場合を含む。以下同じ）、第
８条に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産
との間で行うことがあります。

（6） 当行は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をするこ
とがあります。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と
同一の方法により運用します。

（7） 本条において、「特定格付」および「適格格付」とは次の各号に定め
る通りとします。
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① 特定格付とは、次のアからオに掲げる格付機関（当該機関の営
業を譲り受け、または承継した者を含む。以下同じ）が付した
当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等
と当行が認めた格付けをいいます。
　ア. 株式会社格付投資情報センター

 ＡＡＡ、ＡＡ＋、ＡＡ、ＡＡ－、Ａ＋、Ａ、ａ－1＋、
 ａ－1、ａ－2
　イ. 株式会社日本格付研究所

 ＡＡＡ、ＡＡ＋、ＡＡ、ＡＡ－、Ａ＋、Ａ、J－1＋、
 J－1、J－2
　ウ. ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

 Ａａａ、Ａａ1、Ａａ2、Ａａ3、Ａ1、Ａ2、Ｐ－1、
 Ｐ－2
　エ. スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・

 サービシズ
 ＡＡＡ、ＡＡ＋、ＡＡ、ＡＡ－、Ａ＋、Ａ、Ａ－1＋、
 Ａ－1、Ａ－2
　オ. フィッチ・レーティングス・リミテッド

 ＡＡＡ、ＡＡ＋、ＡＡ、ＡＡ－、Ａ＋、Ａ、Ｆ1＋、
 Ｆ1、Ｆ2
② 適格格付とは、第１号の特定格付のほか、次のアからオに掲げ
る格付機関が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付
けおよびこれらと同等と当行が認めた格付けをいいます。
　ア. 株式会社格付投資情報センター

 Ａ－、ＢＢＢ＋、ＢＢＢ、ＢＢＢ－
　イ. 株式会社日本格付研究所

 Ａ－、ＢＢＢ＋、ＢＢＢ、ＢＢＢ－
　ウ. ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

 Ａ3、Ｂａａ1、Ｂａａ2、Ｂａａ3
　エ. スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・

 サービシズ
 Ａ－、ＢＢＢ＋、ＢＢＢ、ＢＢＢ－
　オ. フィッチ・レーティングス・リミテッド

 Ａ－、ＢＢＢ＋、ＢＢＢ、ＢＢＢ－

第７条（信託の登記・登録の留保等）
（1） 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、

信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認め
る場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

（2） 前項ただし書に関わらず、受益者保護のために当行が必要と認め
るときは、速やかに登記または登録をするものとします。

（3） 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託
財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をすると
ともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するも
のとします。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにす
る方法により分別して管理することがあります。

（4） 動産（金銭を除く）については、外形上区別することができる方法
によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理す
ることがあります。

第８条（信託業務の委託）
（1） 当行は､次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該

各号に掲げる者（当行の利害関係人を含む）に委託することがあ
ります。
① 信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業
務：金融機関､証券会社､外国の法令に準拠して外国において
有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で
有価証券の保管を業として営む者
② 信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務：金融商品取
引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者およ
び外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業
として営む者
③ 金銭債権の回収にかかる業務：法務大臣の許可を受けた債権
回収会社

（2） 当行は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の
中から以下に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選
定します｡
① 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念が
ないこと｡
② 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし､委託業務を確実
に処理する能力があると認められること。
③ 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の
財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業

務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
④ 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受
託者責任の適切な履行の観点に照らし相応の水準であること。

（3） 当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施す
る部署において委託先が前項に定める基準の全てに適合する者
であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署におい
て確認の上、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。

（4） 前３項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める
者（当行の利害関係人を含む）に委託することができるものとし
ます。
①信託財産の保存にかかる業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または
改良を目的とする業務
③ 当行（当行から指図の権限の委託を受けた者を含む）のみの指
図により委託先が行う業務
④ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

第９条（競合行為）
（1） 当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理とし

て行うことができる取引その他の行為（以下「競合行為」という）
について、当行の銀行勘定または当行の利害関係人の計算で行う
ことができるものとします。なお、当行の利害関係人が当該利害
関係人の計算で行う場合も同様とします。

（2） 当行は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないもの
とします。

（3） 第１項の定めにかかわらず、当行は、同項の競合行為を行うこと
が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。

第10条（元本補てん・利益補足）
当行は、運用対象資産の市場価格（金利等）の変動、運用先の信用
状況悪化等により、信託金の元本に欠損が生じた場合の元本の
補てん、および利益の補足は行いません。

第11条（予定配当率）
（1） 当行は、合同運用財産の運用状況、既に契約済の受益権に関して

適用している予定配当率および金融情勢等を勘案し、将来におけ
る収益金の分配可能性を十分検討したうえ、信託契約の種類、期
間等に応じて、予定配当率を決定し、当行の本支店の店頭に表示
する方法により示します。この場合、第１契約の予定配当率は、当
該予定配当率の決定時において信託契約と期間を同じくする市
場金利に年2.0％を加算した率を上限とし、第２契約の予定配当
率は、同様に年4.0％を加算した率を上限とします。信託の募集
に際して示す予定配当率は、市場金利に変動があった場合におい
ても、募集期間中変更しないことがあります。

（2） 第１契約において、信託契約締結時における信託金が金1,000万
円以上の契約には、前項で定める第１契約の予定配当率に年1.0
％以内の範囲で当行が適当と認める率を加算した率を適用する
ことがあります。

（3） 各受益者の予定配当率は、信託契約日に前２項の定めに基づき示
した率を信託契約の期間中を通じてそれぞれ適用します。なお、各
受益者に分配する収益金の額は第14条、第18条または第20条に
定める方法により計算します。各受益者に示した予定配当率は、そ
れによる収益金の支払いを当行が保証するものではありません。

第12条（租税・事務費用）
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な
費用は、信託財産の中から支払います。

第13条（計算期日）
この信託は、毎年３月・９月の各19日（以下「計算期日」という）お
よびこの信託が終了した日（以下「最終計算期日」という）におい
て、受益者の収益金の額の計算を行います。

第14条（収益金の分配等）
毎計算期日における前回計算期日の翌日から当該計算期日まで
の期間（以下「計算期間」という）に、合同運用財産に関して、受領
した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同
運用財産について実現した売却益（償還益を含みます。）の各金
額の合計額から当該計算期間に合同運用財産から支払った第12
条に定める租税・事務費用、利息、第18条第１項ないし第３項お
よび第７項の定めに従って支払った収益金、およびこれらに類
する費用並びに合同運用財産について実現した売却損（償還損
を含みます。）の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利
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信　託 《貯蓄の達人》のご案内

益とし、この信託の利益は次の順序により当該計算期日に処理
します。
① この信託の信託元本に対し次条の定めにしたがい当行が決定
する率（以下「信託報酬率」という）を乗じて計算される信託報
酬を当該計算期日に控除します。
② 信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があ
るときは、その損失に充当します。
③ 前２号の処理を行った後の残額（以下「純収益額」という）は、
各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予
定配当額で按分して分配するものとし（各受益者への分配額
に１円未満の端数が生じたときは切り捨てます）、受益者があ
らかじめ指定した方法により、第１契約については当該計算
期日の翌日以降に、第２契約については当該計算期日の翌営
業日以降に金銭で支払います。収益金の支払日が当該計算期
日の翌日以後となった場合も、収益金について付利は行いま
せん。なお、予定配当額は信託契約日に各契約毎に当行が示し
た予定配当率と当該計算期日における信託金の元本の額に当
該計算期間中の日数を乗じ365で除す方法により計算される
額とします（以下同じ）。
④ 第１号および第２号の処理の結果、前号に定める純収益額が
負の値（以下本条および第19条において「信託損失」という）と
なったときは、信託損失は当該計算期日における各受益者の
信託金の元本の額で按分した額で各受益者に帰属するものと
します。

第15条（信託報酬率）
前条第１号に定める信託報酬率は、同条に定めるこの信託の利
益から、同条第２号に定める損失および同条第３号に定める各
受益者毎に計算される予定配当額の合計額を控除した額を、当該
計算期日における信託元本で除した率とします。ただし、年３％を
上限、年0.01％を下限とします。

第16条（信託の終了事由）
（1）この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。

①第４条に定める信託期間の満了
② 第17条第１項ただし書に定める受益者からのお申し出による
全部解約
③第24条第３項に定める買取請求
④第20条第１項に定める当行による強制終了
⑤次条に定める解約

（2） この信託が終了したときは、当行は最終計算書を作成し、受益者
に承認を求めるものとします。この場合は、最終計算期日前に既
に受益者あて報告した各計算期間についての報告を省略できる
ものとします。なお、当行が受益者に対し承認を求めた日から1
ヵ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認
したものとみなします。

第16条の２（反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金
供与等の排除）
（1） 当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適

切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全
部の解約ができるものとします。なお、この解約によって生じた
損害については、当行は責任を負いません。また、この解約によ
り当行に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただく
ものとします。
① 委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申
告をしたことが判明した場合
② 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約
の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会
屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その
他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という）、ま
た次のいずれかに該当すると認められる場合
ア． 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有
すること

イ． 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる
関係を有すること

ウ． 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または
第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力
団員等を利用していると認められる関係を有すること

エ． 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与す
るなどの関与をしていると認められる関係を有すること

オ． 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等

と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約
の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のアないしオに
該当する行為をした場合
ア．暴力的な要求行為
イ．法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ． 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ． 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用
を毀損し、または当行の業務を妨害する行為

オ．その他アないしエに準ずる行為
④ この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済
制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそ
れがあると合理的に認められる場合

（2） 第26条に基づく受益権の譲渡または質入に際しては、本条 
第１項第２号のいずれかに該当する者、もしくは同項第３号のいず
れかに該当する行為をしたことがある者が、受益者ある 
いは質権者となるような方法で、受益権の譲渡または質入を行っ
てはならないものとします。

第16条の３（マネー・ローンダリング等に係る取引の制限）
（1） 当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等

を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提
出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由
なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託約
款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。

（2） 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益
者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容
およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、
テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが
あると判断した場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を
制限する場合があります。

（3） 前２項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受
益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金
供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解
消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除しま
す。

第17条（信託契約の解約）
（1） この信託契約は、信託期間満了前に解約することはできません。

ただし、やむを得ない事由により受益者から全部解約のお申し出
があり、当行がこれを認めたときは全部解約に応じることがあり
ます。

（2） この信託契約の一部のみを解約することはできません。
（3） 当行は、解約に当たっては、原則として、信託契約締結時における

信託金の元本の額、当行所定の率（解約お申し出日に信託期間満
了日までの期間に対応する市場金利を基準として算出した当行
所定の率をいい、以下「残存期間別基準利率」という）、信託契約日
に示した予定配当率、および残存月数に基づき、下記計算式によ
り決定する解約手数料を申し受けます（本条および次条において
は、受益者からの全部解約のお申し出日を「解約お申し出日」、解
約お申し出日から信託期間満了日までの期間を「残存期間」、残存
期間に対応する月数を「残存月数」という）。解約手数料は、合同運
用財産に帰属するものとします。なお、第１契約を信託契約日の
翌月の応当日までに解約した場合には、解約手数料を申し受けな
いことがあります。この場合は、次条第２項に基づく計算におい
ては、信託契約日に当行が示した予定配当率に代えて解約お申し
出日に当行の本支店の店頭に表示する普通預金利率を用いるこ
ととします。

＜解約手数料の計算式＞
　解約手数料
　　＝「信託金の元本」÷1,000×千円当たり解約手数料 
　千円当たり解約手数料
　　＝1,000×｛（残存期間別基準利率－予定配当率）＋0.2%｝ 
　　　÷12×残存月数
　 ただし、残存期間別基準利率≦予定配当率のときは、 
残存期間別基準利率－予定配当率＝０として計算する。

第18条（信託財産の交付）
（1） 第16条第１項第１号に掲げる事由により信託が終了したとき

は、前回計算期日の翌日（ただし、信託契約日以後一度も計算期日
を迎えていない場合には信託契約日。以下本条において同じ）か
ら信託期間満了日までの日数、信託契約日に当行が示した予定配
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当率および信託期間満了日における信託金の元本の額に基づき
収益金の額を計算し、償還日以降に、信託金の元本とともに、受益
者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭
をもって支払います。

（2） 第16条第１項第２号に掲げる事由により信託が終了したとき
は、前回計算期日の翌日から解約お申し出日の前日までの日数、
信託契約日に当行が示した予定配当率および解約お申し出日に
おける信託金の元本の額に基づき計算した収益金の額と信託金
の元本の合計額から、前条第３項に定める解約手数料を差引いた
後の残額を、解約お申し出日に、受益者があらかじめ指定した方
法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。

（3） 第16条第１項第３号に掲げる事由により信託が終了したとき
は、前項に定める方法により支払います。ただし、当行が認めると
きは解約手数料を差引かないことがあります。

（4） 第１項において、やむを得ない事情のため支払いが償還日の翌日
以後となる場合、当該償還日から支払日の前日までの期間につい
ては、信託金の元本（第14条第３号に定める収益金を追加信託の
方法により受け取ることとした場合は、信託期間満了日における
信託金の元本に第１項の定めにより信託金の元本とともに支払
うこととした収益金を加えた額）に対して、支払日に、当行の本支
店の店頭に表示する普通預金利率により計算した額を収益金と
して支払います。ただし、第２契約については、支払いが償還日の
翌日以後となった場合も、付利は行いません。

（5） 第１契約において、第16条第１項第１号（金銭の支払方法が既に
指定されている場合を除きます）から第３号までおよび第5号の
事由による信託の終了に際しては、受益者は当行所定の請求書に
届出の印章により記名押印して当店に提出してください。ただ
し、本項の規定は受益者が当行所定の手続きをしたことによっ
て、印影の確認を不要とした取引においては当行所定の請求書へ
の押印は不要とします。なお、同条同項第５号の事由による信託
の終了の場合には、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出
または保証人を求めることがあります。

（6） 信託証書は、信託財産の交付により効力を失いますので、ただち
に当行にご返却ください。

（7） 第16条第１項第５号に掲げる事由により信託が終了したとき
は、前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの
日数、信託契約日に当行が示した予定配当率および解約を実
施する日における信託金の元本の額に基づき計算した収益金
の額と信託金の元本の合計額から、前条第３項に定める解約
手数料と同額の解約調整金を差引いた後の残額を、解約を実
施する日に、受益者があらかじめ指定した方法により合同運
用財産に属する金銭をもって支払います。

第19条（支払停止）
次の各号に掲げる事由（以下「支払停止事由」という）が生じた場
合、第16条第１項第１号から第３号までの定めにかかわらず、信
託が終了せず、当行は、前条に定める信託財産の交付を行わない
こと（以下「支払停止」という）があります。なお、支払停止事由が
速やかに解消し、当行が次条に定める強制終了する必要がないと
認めた場合には、支払停止を解除することがあります。
① 合同運用財産の計算期日において、第14条第４号に定める信
託損失が発生したとき
② 合同運用財産につき、計算期間において信託損失が発生する
ことが明らかであると当行が認めたとき
③ 合同運用財産の総額が100億円を下回り、その運用に支 
障をきたす状況となったとき、またはその状況となることが
明らかであると当行が認めたとき
④ 支払準備資金等（第６条第２項に基づき運用する合同運用財
産をいう）が著しく減少し、第18条第１項、同条第２項および
同条第３項に定める信託財産の交付に支障をきたしたとき、
またはその状況となることが明らかであると当行が認めたと
き

⑤ 合同運用財産の計算期日において、第14条第３号に定める純
収益額が各受益者毎に計算される予定配当額の合計額を下回
ることが２回以上続いたとき

第20条（強制終了等）
（1） 当行は、前条に定める支払停止を行った場合において、必要があ

ると認めたときは、次の各号の定めにしたがいこの信託約款に
基づくすべての信託契約を解約します（以下「強制終了」とい
う）。
① 当行は、強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れた
るすべての受益者に書面をもって通知し、店頭に表示します。

② 当行は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産
を換金処分するものとします。なお、取引所の相場がない資産
の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提
示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相
当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③ 当行は、強制終了を決定したときから６ヵ月以内の一の日を
定め次項の定めにしたがって信託の計算を行い（当該計算を
行う日を「臨時計算日」という）、臨時計算日以降の一の日（以
下「一括償還日」という）を定めて、この信託約款に基づき信託
契約を締結しているすべての受益者に対し、信託金の元本お
よび収益金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に
属する金銭をもって交付します。ただし、臨時計算日において
換金処分が未了の残余財産があるときは、合同運用財産に属
する金銭を臨時計算日における計算結果に基づき各受益者に
按分して一括償還日にそれぞれ交付し、残余については、以後
一定の期間毎に交付日を設けて、当該交付日における合同運
用財産に属する金銭を一括償還日と同様の割合で各受益者に
按分して交付します。
④ 前号ただし書の場合においては、まず元本に充当し、残余があ
れば収益金として交付するものとします。
⑤ 前各号の定めにしたがい、合同運用財産に属するすべての資産
を換金処分し受益者に交付したとき（一括償還日または合同運
用財産に属する金銭の最終交付日）に、信託は終了します。

（2） 前項第３号に定める臨時計算日においては、前回計算期日の翌
日から臨時計算日までの期間（以下「臨時計算期間」という）に、
合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれ
らに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益（償
還益を含みます。）の各金額の合計額から臨時計算期間に合同運
用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用、利息、第18
条第１項ないし第３項および第７項の定めに従って支払った収益
金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現
した売却損（償還損を含みます。）の各金額の合計額を控除した
残額をこの信託の利益とし、この信託の利益を次の順序により
臨時計算日に処理します。
①第14条第１号に準じて計算した信託報酬を控除します。
② 信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失が
あるときは、その損失に充当します。

③ 前２号の処理を行った後の残額を、各受益者に対する収益金
として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分して帰属
させるものとします。

④ 第１号および第２号の処理を行った後の残額が負の値（以下
本条において「信託の損失」という）となったときは、信託の損
失は臨時計算日における各受益者の信託金の元本の額で按分
した額で各受益者に帰属するものとします。

第21条（受益者への報告事項等）
（1） 当行は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付

するものとします。ただし、法令の定めに従い、受益者の承諾を得
た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供すること
ができるものとします。
① 第14条第３号により分配する収益金の額および支払方法を記
載した書面
②信託終了時の最終計算を記載した書面
③ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて
準用する信託業法第27条第１項に定める信託財産状況報告書
④ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項に
て準用する信託業法第29条第３項に従い信託財産と当行の
銀行勘定､当行の利害関係人、第８条第１項に定める委託先
およびその利害関係人、または他の信託財産との取引の状況
を記載した書面

（2） 当行は、前項第３号の書面交付により、信託法第37条第３項の報
告に代えるものとします。

（3） 当行は、信託法第31条第３項の通知に代えて第１項第４号の
書面を交付するものとし、信託法第31条第３項の通知は行わ
ないものとします。

（4） 受益者は、信託法第37条第２項に定める財産状況開示資料の作成
に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報およ
び受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託
法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはで
きないものとします。

（5） 委託者と受益者が異なる場合において、当行は、受益者に対し、受
益権の取得または喪失について通知する義務を負わないものと
します。
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（6） 当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定め
る受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受
益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないこと
が、法令に違反するものについてはこの限りではありません。

第22条（善管注意義務）
（1） 当行は、この契約の本旨にしたがい善良なる管理者の注意をもっ

て信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、一切の損
害について責任を負いません。

（2） 当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、
信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産
に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。

（3） 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置
について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、この
信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える原状回復の方
法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当
行が認める場合は、この限りではありません。

第23条（権利の消滅）
第14条、第18条および第20条に定める信託財産の交付が、当行
の責に帰さない事由によってできない場合で、受益者が信託終了
の日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その
権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。

第24条（信託約款の変更）
（1） 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむ

を得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、また
は、委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できる
ものとします。

（2） 当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするとき
は、変更の内容および変更について異議ある委託者または受益者は
一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。

（3） 前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べ
なかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託
者または受益者が異議を述べた場合には、受益者は当行に対して
受益権の買取を請求することができます。この場合、第17条第１項
本文の定めにかかわらず、当行は第18条第３項に定める解約手
続を行うこととします。

（4） 第２項の公告は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行
規則第35条に定める方法により行います。

（5） この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更は 
できません。

第25条（受託者の変更等）
（1） 受益者は、信託法第58条第４項によって行う場合を除き、受託者

を解任することはできないものとします。
（2） 委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して

何ら権利を有しないものとします。
（3） この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に

専属し相続されません。

第26条（譲渡・質入の禁止）
（1） この信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入する

ことができません。
（2） 当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場

合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受
人または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。

第27条（印鑑届出・印鑑照合）
（1） 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関

係者のご印鑑は、委託者からあらかじめ当店に届出るものとしま
す。ただし、委託者、受益者が当行所定の手続きをしたことによっ
て、印影の確認を不要とした取引においては委託者、受益者の印
鑑届出を要しないものとします。

（2） この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前
項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め
て取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の
事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任
を負いません。また、当行が印鑑届出を要しないとした取引につ
いては、受付時に相応の注意をもって本人確認を行い、本人から
の申出に相違ないものと認めて取扱いましたものは、確認に用い
た書類・電磁的認証等において偽造、変造その他の事故があって
もそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第28条（届出事項の変更・証書の再発行等）
（1） 次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人

または受益者は直ちに当店にお申し出のうえ、当行所定の手続き
をおとりください。この手続きの前に生じた損害については、当
行は責任を負いません。
①信託証書または印章の喪失もしくは毀損
②印章、名称、代表者、住所、通知先その他の届出事項の変更
③ 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関
係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の重要な変更

（2） 前項の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いまたは信託証
書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、
相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

（3） 信託証書を再発行する場合には、当行店頭に表示する再発行手数
料をいただきます。

第29条（成年後見人等の届出）
（1） 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合に

は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって
当店に届出てください。

（2） 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合に
は、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当
店に届出てください。

（3） すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または
任意後見監督人の選任がされている場合にも前２項と同様に
届出てください。

（4） 前３項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に
届出てください。

（5） 前４項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。

第30条（通知のみなし到達）
（1） 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発

送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達
すべき時に到達したものとみなします。

（2） 前項の規定は、当行が委託者、または受益者の住所を知ることがで
きず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。

第31条（新法の適用・引用条文等の変更）
（1） 本信託には新法（信託法（平成18年法律第108号）および信託法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第
109号）による改正後の法律）が適用されるものとします。

（2） 法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更
が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとしま
す。

以上　
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お申し込みにあたって
商品名（愛称） ○金銭信託（予定配当率固定型）〈第1受益権〉   〔愛称：貯蓄の達人〕

ご利用いただける方 ○個人のお客さま

お申し込み

○10万円以上1円単位で、原則として、いつでもお申し込みいただけます。
※各契約10 万円以上とさせていただきます。
※ 運用に影響が出るほどお申し込みが増えた場合など状況によっては、販売 
上限額に達しない場合でも一時的な販売制限をさせていただくことがあり 
ます。なお、販売制限の有無は、当行と代理店で異なることがあります。

信託期間

○ 現在お取り扱いしているのは｢１年もの｣｢２年もの｣および｢５年もの｣の３種
類です。
○自動継続することができますので、お申し込みの際にご指定ください。
○償還日以降の収益は、お支払日の当行普通預金利率によります。

運用の基本方針

○ お客さまから信託いただいたご資金は､《貯蓄の達人》の信託約款に基づく信託契
約により信託いただいた他の資金と合同して運用します（以下､合同運用財産
といいます）。
○ 《貯蓄の達人》は､元本の安全性に配慮し､安定的な予定配当の実現を目的として､ 
合同運用財産を主に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム 
資金の貸付金､住宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権などで運用します。
○ なお､合同運用財産の一部は満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため､コール 
ローン等の短期資産で運用します。
○ また､金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため､金利スワップ契約を 
締結することがあります。

主な運用対象

○ 円建ての信託受益権､資産担保証券等で､取得時点において格付機関（R&I、 
JCR、ムーディーズ、S&P等）より長期A格または短期a－2格以上（a－2格 
のものは期間3ヵ月以内）の格付けを取得しているものを主たる運用対象と 
します。

受託者における
運用管理体制
および
リスク管理体制

○ 運用所管部  運用方針および信託約款等に基づき信託財産の運用を
行います。運用において問題が生じた場合にはリスク 
管理所管部に速やかに報告の上、問題点の分析・改善を 
行います。

○ リスク管理所管部  運用方針、法令等の遵守状況および運用の状況等をモニ
タリングし、必要に応じて運用所管部に対し改善を求め
ます。また適正な運用を行うための内部規程等を制定 
し、運用所管部を管理・指導します。

○ 取締役会等  運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用
およびリスク管理に必要な重要事項について審議しま 
す。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針 
を決定します。
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重要事項

○ 《貯蓄の達人》は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するもの
ではありません。
○ 預金とは異なります。元本および利益の保証はありません。また、預金保険、 
投資者保護基金の対象ではありません。
○ 原則として中途解約はできません。やむを得ず中途解約される場合は解約 
手数料がかかりますので、お受取額が当初の信託元本を下回ること（元本割れ）
があります。
○ 信託期間満了による信託の終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、
信託を終了する場合があります。
○ 以下のリスクにより、元本割れとなるおそれがあります。
　・ 運用対象とする固定金利型の信託受益権等が市場金利の上昇に伴いその価格 
が下落したり、市場金利の低下により収益が減少した場合等 【金利変動リスク】

　・ 信託受益権等の裏付けとなる金銭債権（自動車ローン等）に当初の予想を 
超えた不良債権が発生した場合等 【信用リスク】

　・ 一時期に想定を超える大量の中途解約が発生するなどにより支払準備のため
の資金が著しく不足した場合等 【流動性リスク】

　・ 金銭債権の回収業務等を委託している会社（管理委託先）が営業停止などに 
より債権の回収が困難になった場合等 【管理委託先にかかるリスク】

○ 運用に影響が出るほどお申し込みが増えた場合など状況によっては、販売 
上限額に達しない場合でも一時的な販売制限をさせていただくことがあり 
ます。なお、販売制限の有無は、当行と代理店で異なることがあります。

お支払方法

○ 元本は償還日以降に金銭でお支払いいたしますので、お申込時に所定の普通預
金口座をご指定ください。ご指定いただいていない場合は、お受取時に当行所
定のお手続きをお取りください。償還日が銀行休業日の場合は、翌営業日から
のお支払いとなります。なお、《貯蓄の達人》は預金とは異なります。元本および
利益の保証はありません。

予定配当率等

○予定配当率
　・ 各信託契約の信託期間中に適用される配当率の予定として、予定配当率を 
お示しします。

　・予定配当率は、
　　　①合同運用財産の運用状況
　　　②すでに契約済の受益権に関して適用している予定配当率
　　　③金融情勢等
　　を勘案し、
　　　④将来における収益金の分配可能性
　　 を十分検討したうえ、信託契約の種類・期間等に応じて決定し、当行店頭に
表示するほか、代理店においてもお示しします。

○収益配当
　・ 原則として毎年３月・９月の各20日および償還日（中途解約のときは解約 

お申し出日）に、あらかじめお客さまからご指定いただいた口座にご入金するか、 
または元本に組み入れる（信託金として追加する）方法でお支払いします。3月・
9月の各20日が銀行休業日の場合、翌営業日にお支払いいたします。

○計算方法
　・ 収益金の額は、各受益者ごとに計算する予定配当額を原則とします。ただし 
信託財産の運用成果によっては、予定配当額と異なる場合があります。

　・ 予定配当額は、信託契約日に各契約ごとに当行がお示しした予定配当率と定例
計算日※（もしくは償還日の前日）における信託金の元本の額に前回定例 
計算日の翌日（もしくは信託契約日）から定例計算日（もしくは償還日の前日） 
までの日数を乗じて365で除する方法により計算する額とします。

　　※定例計算日…毎年３月・９月の各19日
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予定配当率等
○その他
　 ・ 《貯蓄の達人》は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証する 

ものではありません。

税金
○ 収益金の配当に際しては、利子所得として、20.315％（国税15.315％、地方税
5％）の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません（マル
優ご利用の場合は非課税となります）。

費用

○お申し込みから償還までの間にご負担いただく費用は以下のとおりです。
　 ・ 信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬は、信託元本に対して

上限年率３％から下限年率0.01％の範囲内とし、運用成果に基づき計算 
します。

　 ・ その他、信託財産の中から監査費用などの信託事務の処理に必要な費用を
支払う場合があります。

　 ・ 原則として中途解約はできませんが、やむを得ず中途解約される場合は 
解約手数料がかかります。

　　※代理店がお取り扱いする場合の追加費用はありません。

中途解約時の
お取り扱い

○《貯蓄の達人》は、原則として信託期間中の解約はできません。
○ やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、ご契約単位 
で解約に応じることがあります。各ご契約について、契約金額の一部を解約 
することはできません。
○自動継続によるご契約も原則として中途解約はできません。
○ 中途解約の場合は、お申し出日に解約手数料を差し引いた後、金銭でお支払い
します。このため、お受取額が当初の信託元本を下回ることがあります。ただ
し、償還を迎えた契約が自動継続扱いで更新された場合に限り、契約が更新さ
れた日の翌月の応当日までの解約については、解約お申し出日の普通預金利率
を用いて収益金の計算を行い、解約手数料は差し引きません。また、相続による
解約払戻時は、解約手数料は差し引きません。
　※ 代理店がお取り扱いする場合には、ご解約のお申し出時間により、お申し出
日の翌営業日のお取り扱いとさせていただくことがあります。

○ 解約手数料は、信託契約日における信託金の元本の額（通帳その他の書面に 
記載の元本の額）、解約されるご契約の予定配当率、解約お申し出日から償還日
までの期間（残存月数）および解約お申し出日における金利情勢などに基づき
決定します。特に市場金利が上昇している局面では解約手数料が高くなる 
場合があります。なお、解約手数料は合同運用財産に組み入れます。
　※詳しくは窓口までお問い合わせください。

付加できる
特約事項 ○マル優のお取り扱いができます。詳しくは窓口までお問い合わせください。

その他参考
となる事項

○予定配当率については、窓口までお問い合わせください。
○ お申込時に自動継続の方法をご指定いただいた場合は、償還日を信託契約日とし
て従来のご契約と同期間の《貯蓄の達人》に更新いたします。
○ お申込時に自動継続の方法をご指定いただいたお客さまで、償還日にお受け 
取りをご希望されるときは、償還日までにお手続きをお取りください。
○ 《貯蓄の達人》は、「金銭信託（予定配当率固定型）約款」によりお取り扱いいた 
します。詳しくは、「金銭信託（予定配当率固定型）約款」をご覧ください。



第一部 【証券情報】 

第１ 【内国信託受益権の募集（売出）要項】 

１ 【内国信託受益権の形態等】 

当信託は、記名式の合同運用指定金銭信託受益権です。 

金融商品取引法第２条第２項第１号に規定する信託の受益権として、金融商品取引法上の「第二項

有価証券」に該当します。 

金銭信託(予定配当率固定型)＜第１受益権＞ [愛称：貯蓄の達人](以下、「当信託」という場合が

あります)は、組入れ信託受益権等の信用リスク管理及び流動性管理を徹底することにより、株式会社

格付投資情報センター(以下、「R&I」という場合があります)より、2002年５月31日にファンド信用格

付け「Afc(シングルエーエフシー)」を取得しています。その後、毎年１回定例調査を受け、2025年10

月31日現在、同格付が継続しています。（信用格付けについては、R&Iが2010年９月30日付けで金融庁

に登録し、信用格付業者となっているため、信用格付業者から取得する信用格付けとなります。）な

お、取得したファンド信用格付けは、将来の投資環境の変動等により、予告なしに変更となる場合、

また取得を中止する場合がありますのでご留意下さい。 

 

《ファンド信用格付けとは》 

株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付けは、ファンドの管理・運用体制の

評価結果により格付け付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に

対する意見の表明であり、そのファンド信用格付けの主な評価対象は、ファンドの運用資産で

ある債券ポートフォリオです。評価は「AAAfc」から「Cfc」の９段階ですが、「AAfc」から

「CCCfc」までの格付けには、同一格付け符号内での上下を区別するため、プラス・マイナスが

付される場合があります。当信託のファンド信用格付けは、９段階の上から３番目となります。 
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《ファンド信用格付けの定義》 

 

符号 定義 

AAAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。 

AAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。 

Afc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。 

BBBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。 

BBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。 

Bfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。 

CCCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。 

CCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。 

Cfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。 
 

※ ファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が「A(シン

グルエー)」の債券と同程度である。」を意味します。 

※ ファンド信用格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。 

※ ファンド信用格付けの評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付け（発行体格付け、長期個別債務格付け、短

期格付け、保険金支払能力）が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用

格付けが示す債務履行の確実性（信用力）と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は、主と

して信用評価以外の事項を勘案しているため、信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの

管理・運用体制の評価結果は格付け付与の可否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付けの符号の水準に

影響しません。 

R&Iはファンド信用格付けによって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク（収益率変動リ

スク、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等）について、何ら意見を表明するものではありま

せん。ファンド信用格付けは、投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている

場合にその予定配当金額が支払われる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途換金に

より投資者の当初投資元本が毀損する可能性や元本支払いの一時停止が発生する可能性について評価したも

のではありません。 

R&Iは、ファンド信用格付けを行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これら

の情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファ

ンドの信用格付けを変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンド

の信用格付けを取り下げたりすることがあります。 

※ R&Iが信用格付業者として当ファンドの信用格付けを提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付け等の

事項がR&Iのホームページ（アドレス：https://www.r-i.co.jp/index.html）の「信用格付」のサイト（アド

レス:https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャードフ

ァイナンス、投資法人、ファンド信用格付」の一覧をクリックすると表示されるカテゴリー「ファンド信用

格付」において公表されます。システム障害や上記サイトのアドレス変更があった場合等には、情報が入手

できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。 

R&I：電話番号 03-6273-7471 
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《参考：長期個別債務の格付けの定義》 

 

符号 定義 

AAA 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 

AA 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 

A 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 

BBB 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 

BB 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 

B 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 

CCC 
債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が十分
には見込めない可能性がある。 

CC 
債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は回収
がある程度しか見込めない。 

C 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。 
 

※ 長期個別債務の格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。 

 

《株式会社格付投資情報センター（R&I）とは》 

わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー（CP）、資産担保証券（ABS）、

金銭信託、投資信託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、公正な立場から格

付けを行っています。その格付けは投資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行さ

れたもののほとんどを網羅しています。 

 

２ 【発行（売出）数】 

該当事項はありません。 

 

３ 【発行（売出）価額の総額】 

３兆円を上限とします。 

但し、運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、上限額に達しない場合で

も一時的な募集制限をさせていただくことがあります。なお、募集制限の有無は、当行と代理店で異

なることがあります。 

 

４ 【発行（売出）価格】 

発行価格は額面100円につき金100円です。 
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５ 【給付の内容、時期及び場所】 

(1) 元本について 

① 元本のお受取時期 

元本は償還日以降に金銭でお支払いしますので、お申込時に所定の普通預金口座をご指定くだ

さい。ご指定いただいていない場合は、お受取時にみずほ信託銀行株式会社(以下、「当行」また

は「受託者」という場合があります)の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にて所定のお手

続きをお取りください (詳しくは当行までお問い合わせください)。償還日が銀行休業日の場合は、

翌営業日からのお支払いとなります。また、お申込み時に自動継続の方法をご指定いただいた場

合は、償還日を信託契約日として、改めてお申込みをいただくことなく、従来のご契約と同期間

の《貯蓄の達人》に更新いたします。 

なお、当信託は預金とは異なります。元本及び利益の保証はありません。 

 

② 自動継続について 

お申込み時に自動継続の方法をご指定いただいた場合は、償還日を信託契約日として、改めて

お申込みをいただくことなく、従来のご契約と同期間の契約として継続のお手続きをします。そ

の際、事前に最新の商品説明書をお送りします。お申込み時に自動継続の方法をご指定いただい

た方で、契約の継続をせずに償還日にお受取りをご希望されるときは、償還日までにお手続きを

お取りください。 

 

(2) 収益金について 

① 収益金の配当時期 

収益金は、原則として毎年３月・９月の各20日及び償還日(中途解約の場合は解約お申し出日)

にお支払いします。 

３月・９月の各20日が銀行休業日の場合、翌営業日にお支払いします。 

 

② 収益金のお受取り方法 

収益金のお受取り方法は、お申込み時に次の方法をお選びいただけます。お受取り方法を当行

の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にて所定の方法によりご指定ください(詳しくは当行

までお問い合わせください)。 

(a) 元本に組入れる(信託金として追加する)方法(※) 

(b) 預金口座に入金する方法 

(※) 当信託は追加信託ができませんが、収益金については元本に組入れて運用すること(収益金の追加信

託)ができます。 
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③ 収益金の課税関係（※） 

当信託は、所得税法第２条第１項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から発生

する収益は利子所得として扱われます。収益金の配当に際しては20.315％(国税15.315％、地方税

５％)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません(マル優ご利用の場合は

非課税となります)。 

(※) 課税上の取り扱いは、2025年12月18日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されるこ

とがあります。 

 

④ 収益金の計算方法 

収益金の額は、各契約ごとに適用する予定配当率を用いて計算する予定配当額を原則とします。 

予定配当額(円未満切捨て)＝信託金(100円未満切捨て)×予定配当率×計算期間の日数÷365 

《予定配当率》 信託期間中(信託契約日から償還日の前日まで)に適用予定の配当率

をいいます。 

予定配当率は信託財産の運用状況及び市場金利等を勘案して決定

し、当行店頭に表示するほか、代理店においてもお示しします。 

なお、当信託は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを

保証するものではありません。 

ご契約に適用する予定配当率は、信託契約日時点の予定配当率を適

用します。このため、お申込日の予定配当率とは異なる場合があり

ます。自動継続の場合の予定配当率は、自動継続により新たに設定

される信託契約日時点の予定配当率が適用されます。 

《計算期間》 (a) 初回の収益金お支払い時：信託契約日から初回定例計算日まで 

(b) ２回目以降の収益金お支払い時：前回定例計算日の翌日から定

例計算日まで 

(c) 信託金の償還時：前回定例計算日の翌日から償還日の前日まで 

《定例計算日》 毎年３月・９月の各19日 
 

なお、当信託は実績配当型の金銭信託です。信託財産の運用成果によっては、実際の収益金は

予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。 
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(3) 中途解約時の元本及び収益金のお取り扱い 

① 中途解約のお取り扱い 

当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。また、自動継続によるご契約も原則と

して中途解約はできません。やむを得ないご事情により、中途解約のお申し出があった場合は、

ご契約単位で解約に応じることがあります。なお、各ご契約について、契約金額の一部を解約す

ることはできません。中途解約の場合は、お申し出日に解約手数料を差し引いた後、金銭でお支

払いします。このため、お受取り額が当初の信託元本を下回ることがあります。ただし、償還を

迎えた契約が自動継続扱いで更新された場合に限り、契約が更新された日の翌月の応当日までの

解約については、解約お申し出日の普通預金利率を用いて収益金の計算を行い、解約手数料は差

し引きません。 

※代理店がお取り扱いする場合には、ご解約のお申し出時間により、お申し出日の翌営業日のお取り扱い

とさせていただくことがあります。 

 

② 解約手数料の計算方法 

解約手数料＝信託契約日における信託金の元本の額÷1,000×千円当たり解約手数料 

千円当たり解約手数料＝1,000×｛(残存期間別基準利率－予定配当率)＋0.2％｝÷12×残存月数 
 

ただし、残存期間別基準利率－予定配当率≦0の時は、千円当たり解約手数料＝1,000×0.2％÷

12×残存月数 

※ 千円当たり解約手数料の計算において、円未満は切上げ。 

※ 残存月数において、残存期間に端日数がある場合は、切上げて月数単位として計算。 

残存期間別基準利率は、当行が市場金利をふまえて決定します。市場金利が上昇している局面

では当該利率も上昇し、その結果、解約手数料が高くなる場合があります。(残存期間別基準利率

の具体的な水準につきましては、当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にお問合わせ

ください)。なお、解約手数料は、合同運用財産に組入れます。 

 

６ 【募集の方法】 

当信託は金融商品取引法で定められる一定数(500名)以上の受益者が所有することが見込まれる有価

証券として、募集(金融商品取引法第２条第３項第３号)を行っています。 

 

７ 【申込手数料】 

該当事項はありません。 

 

８ 【申込単位】 

当信託は１契約につき10万円以上１円単位で、各契約10万円以上でお申込みいただけます。 

ご利用いただける方は個人のお客さまです。法人のお客さまはご利用できません。 

現在お取り扱いしている信託期間は「１年」「２年」及び「５年」の３種類です。 

運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、一時的な募集制限をさせていた

だくことがあります。 
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９ 【申込期間及び申込取扱場所】 

(1) 申込期間 

継続募集期間：2025年12月19日から2026年12月18日まで 

なお、申込期間は、上記期間満了前に募集事項等記載書面並びに前申込期間に係る有価証券報告

書及びその添付書類を併せて提出することによって更新されます。 

 

(2) 申込取扱場所 

当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)および代理店等とします。詳細は下記ホームペー

ジをご参照ください。 

＜ホームページ＞ https://www.mizuho-tb.co.jp/index.html 

商品内容に関するご質問並びに最新の目論見書につきましては、当行の本店及び国内各支店(出張

所を含みます)および代理店等までお申し付けください。 

 

10 【申込証拠金】 

該当事項はありません。 

申込証拠金は無く、申込証拠金の利息及び信託財産の振替はありません。 

 

11 【払込期日及び払込取扱場所】 

払込期日は信託契約日とします。 

払込取扱場所は当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等とします。 

 

12 【引受け等の概要】 

該当事項はありません。 

 

13 【振替機関に関する事項】 

該当事項はありません。 

 

14 【その他】 

当信託のお申込みは、原則として名義人ご本人さまのお手続きが必要となります。 

申込証拠金は無く、申込証拠金の利息及び信託財産の振替はありません。 

当信託の受益権は、本邦以外での発行はありません。 

運用に影響が出るほどお申込みが増えた場合など状況によっては、上限額に達しない場合でも一時

的な募集制限をさせていただくことがあります。なお、募集制限の有無は、当行と代理店で異なるこ

とがあります。 
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第２ 【内国信託社債券の募集（売出）要項】 

該当事項はありません。 
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第二部 【信託財産情報】 

第１ 【信託財産の状況】 

１ 【概況】 

(1) 【信託財産に係る法制度の概要】 

金銭信託(予定配当率固定型)＜第１受益権＞[愛称：貯蓄の達人](以下、「当信託」という場合が

あります)は、金銭を当初の信託財産とする合同運用指定金銭信託です。 

受託者(みずほ信託銀行株式会社、以下、「当行」という場合があります)は、信託法、金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律(以下、「兼営法」という場合があります)、信託業法、金融商品

取引法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令

上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行っています。受託者(当行)は、受益権(受益債

権)の保有者(受益者)に対して、信託財産に属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなり

ます。なお、当信託の受益権は、みなし有価証券として、金融商品取引法の適用を受けます。 

(2) 【信託財産の基本的性格】 

主に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住宅ローンな

どを裏付資産とした信託受益権などに投資する実績配当型の金銭信託です。安全性と収益性のバラ

ンスを重視した運用を行い、安定的な予定配当の実現をめざします。 

(3) 【信託財産の沿革】 

当信託は2002年７月１日に取り扱いを開始しました。 

当信託の当初の信託財産たる金銭は、受益者のために利殖することを目的として、委託者(受益

者)から受託者(当行)に信託されたものです。 

(4) 【信託財産の管理体制等】 

① 【信託財産の関係法人】 

受託者  みずほ信託銀行株式会社 

当信託の受託者として、委託者の信託金につき元本の安全性に配慮した運用を行い、収益金の

配当、償還資金や中途解約金の支払い等を行います。 

販売会社 株式会社みずほ銀行 

ファンドの販売会社として、募集の取り扱い、解約申込の受付け等を行います。 
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② 【信託財産の運用（管理及び処分）に関する基本的態度】 

(a) 当信託は、委託者の信託金を、当信託の信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他

の信託金と合同して運用します(以下、これを「合同運用財産」という場合があります)。また、

当信託は、元本の安全性に配慮し、安定的な予定配当の実現を目的として、合同運用財産を主

に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住宅ローンな

どを裏付資産とした信託受益権などに運用します。主な運用対象資産は、すべて取得時点にお

いて格付機関より信用力が相対的に高いことを意味する格付け「長期A格、短期a-２格以上(a-

２格のものは期間３ヶ月以内)」が付されているものとします。なお、合同運用財産の一部は満

期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産に運用します。また、

金利変動に伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがありま

す。 

(b) ファンドの運用資産の平均的な信用力を示す目安として、株式会社格付投資情報センター

(R&I)から、ファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフシー)」を取得しています。 

(c) お申込時には予定配当率(信託期間中(信託契約日から償還日の前日まで)に適用予定の配当

率)をお示しします(当行の店頭・ホームページ等で公表します)。信託期間中は、市場金利に変

動があった場合でも当該契約に係る予定配当率の見直しは行いません。予定配当率は合同運用

財産の運用状況及び市場金利等を勘案して決定し、当行店頭に表示するほか、代理店において

もお示しします。ご契約に適用する予定配当率は、信託契約日時点の予定配当率を適用します。

このため、お申込日の予定配当率とは異なる場合があります。自動継続の場合の予定配当率は、

自動継続により新たに設定される契約については、信託契約日時点の予定配当率が適用されま

す(契約ごとの予定配当率は交付する書面に記載します)。なお、当信託は実績配当型の金銭信

託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。 

(d) 当信託は預金とは異なります。元本及び利益の保証はありません。また、預金保険、投資者

保護基金の対象ではありません。 
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③ 【信託財産の管理体制】 

当信託の信託財産は、法律(信託法)によって、受託者(当行)自身の財産(貸付金等の固有財産)

や、他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。当信託の信託財産

に関するリスク管理体制については、「第１ 信託財産の状況」－「３ 信託の仕組み」－(1) 信

託の概要－② 信託財産の運用（管理及び処分）に関する事項－(d) 運用管理体制及びリスク管理

体制についてをご参照ください。 
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２ 【信託財産を構成する資産の概要】 

(1) 【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】 

受託者(当行)は、信託法、兼営法、信託業法、金融商品取引法等の各種関連法令に基づき、善管

注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受

け(受託)を行います。 

(2) 【信託財産を構成する資産の内容】 

当信託の信託財産(当初)は、委託者(受益者)から信託いただいた金銭です。 

(当信託の信託財産の運用に関する事項については、「３ 信託の仕組み」をご参照ください。) 

(3) 【信託財産を構成する資産の回収方法】 

該当事項はありません。 

(当信託の信託財産の運用に関する事項については、「３ 信託の仕組み」をご参照ください。) 
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３ 【信託の仕組み】 

(1) 【信託の概要】 

① 【信託の基本的仕組み】 

(a) 仕組みの概要 

1) 当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託

金と合同して運用します。委託者(受益者)の信託金は、主に自動車ローンやショッピングク

レジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権

などに運用します。その際、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を締結する

ことがあります。なお、余裕資金等、合同運用財産の一部については、満期償還や中途解約

に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産に運用します。(下図①～③) 

2) 当信託は、主たる運用対象である信託受益権の裏付資産たる自動車ローンやショッピング

クレジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住宅ローンなどの利用者(債務者)から得ら

れる返済金について、主たる運用対象である信託受益権を通じて、元本と収益配当を受取り、

これを主たる原資として当信託の受益者へ分配金・償還金等の支払いを行います。(下図④～

⑥) 

 

《運用の仕組み概要図》 数字は投資資金の流れの順番を表します。 
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(b) 主な運用対象とする信託受益権の優先劣後構造について 

1) 当信託が運用対象としている自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォー

ム資金の貸付金、住宅ローンなどの金銭債権を裏付資産とした信託受益権は優先受益権と劣

後受益権の２種類に分けられますが、当信託は優先受益権を運用対象としています。 

2) ローン等をご利用いただいている方から返済される元利金は、まず優先受益権に充てられ

ます。その後、残余が劣後受益権に充てられることにより、優先受益権の安全度を高くする

ことが可能になります。これを「優先劣後構造」といいます。これにより、ローン等をご利

用いただいている方の一部に貸倒れが発生するなど、信託財産に損失が発生した場合でも、

その損失が劣後受益権で負担できる額を超えない限り、優先受益権の元本への影響がないよ

うに、また、万一の場合でも影響を軽減するように工夫されています。格付機関は、過去の

貸倒れや中途解約等のデータをもとに優先劣後構造を評価しています。 

 

《優先劣後構造の概要図》 
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(c) ファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフシー)」について 

R&Iのファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフシー)」 

当信託は、組入れ信託受益権等の信用リスク管理及び流動性管理を徹底することにより、

2025年10月31日現在において、株式会社格付投資情報センター(R&I)よりファンド信用格付け

「Afc(シングルエーエフシー)」を継続して取得しています。なお、取得したファンド信用格付

けは、将来の投資環境の変動等により、予告なしに変更となる場合、また取得を中止する場合

がありますのでご留意ください。 

 

《ファンド信用格付けとは》 

株式会社格付投資情報センター(R&I)のファンド信用格付けは、ファンドの管理・運用体制の

評価結果により格付け付与が可と判断された場合の、ファンドの運用資産の平均的な信用力に

対する意見の表明であり、そのファンド信用格付けの主な評価対象は、ファンドの運用資産で

ある債券ポートフォリオです。評価は「AAAfc」から「Cfc」の９段階ですが、「AAfc」から

「CCCfc」までの格付けには、同一格付け符号内での上下を区別するため、プラス・マイナスが

付される場合があります。当信託のファンド信用格付けは、９段階の上から３番目となります。 

 

《ファンド信用格付けの定義》 

 

符号 定義 

AAAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。 

AAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。 

Afc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。 

BBBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。 

BBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。 

Bfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。 

CCCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。 

CCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。 

Cfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。 
 

※ ファンド信用格付け「Afc(シングルエーエフシー)」は、「ファンドの運用資産の平均的な信用力が「A(シン

グルエー)」の債券と同程度である。」を意味します。 

※ ファンド信用格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。 

※ ファンド信用格付けの評価対象は、R&Iの付与する他の信用格付け（発行体格付け、長期個別債務格付け、短

期格付け、保険金支払能力）が評価対象とする発行体や債券等とは異なります。また、その評価は他の信用

格付けが示す債務履行の確実性（信用力）と異なります。なお、ファンドの管理・運用体制の評価は、主と

して信用評価以外の事項を勘案しているため、信用格付業以外の関連業務として行っています。ファンドの

管理・運用体制の評価結果は格付け付与の可否判断のみに用いられ、ファンドの信用格付けの符号の水準に

影響しません。 
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R&Iはファンド信用格付けによって、ファンドの運用資産の平均的な信用リスク以外のリスク（収益率変動リ

スク、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等）について、何ら意見を表明するものではありま

せん。ファンド信用格付けは、投資者の当初投資元本が毀損する可能性や配当の予定金額が明示されている

場合にその予定配当金額が支払われる可能性を評価したものではありません。また、ファンドの中途換金に

より投資者の当初投資元本が毀損する可能性や元本支払いの一時停止が発生する可能性について評価したも

のではありません。 

R&Iは、ファンド信用格付けを行うに際して用いた情報に対し、品質の確保の措置を講じていますが、これら

の情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、ファ

ンドの信用格付けを変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、ファンド

の信用格付けを取り下げたりすることがあります。 

※ R&Iが信用格付業者として当ファンドの信用格付けを提供し、または閲覧に供する場合には、信用格付け等の

事項がR&Iのホームページ（アドレス：https://www.r-i.co.jp/index.html）の「信用格付」のサイト（アド

レス：https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャード

ファイナンス、投資法人、ファンド信用格付」の一覧をクリックすると表示されるカテゴリー「ファンド信

用格付」において公表されます。システム障害や上記サイトのアドレス変更があった場合等には、情報が入

手できない場合があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。 

R&I：電話番号 03-6273-7471 

 

《参考：長期個別債務の格付けの定義》 

 

符号 定義 

AAA 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 

AA 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 

A 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 

BBB 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 

BB 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 

B 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 

CCC 
債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。債務不履行に陥った債権は回収が
十分には見込めない可能性がある。 

CC 
債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。債務不履行に陥った債権は
回収がある程度しか見込めない。 

C 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。 
 

※ 長期個別債務の格付けの定義は、予告なしに変更となる場合があります。 

 

《株式会社格付投資情報センター（R&I）とは》 

わが国最大の格付機関であり、社債やコマーシャルペーパー（CP）、資産担保証券（ABS）、

金銭信託、投資信託について、格付対象企業や金融機関から独立した中立、公正な立場から格

付けを行っています。その格付けは投資家から高い信頼を得ており、社債ではわが国で発行さ

れたもののほとんどを網羅しています。 
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② 【信託財産の運用（管理及び処分）に関する事項】 

(a) 運用の基本方針について 

当信託は、委託者の信託金を、信託約款に基づく信託契約により信託いただいた他の信託金

と合同して運用します。また、当信託は、元本の安全性に配慮し、安定的な予定配当の実現を

目的として、合同運用財産を主に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォー

ム資金の貸付金、住宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権などに運用します。なお、合同

運用財産の一部は満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、コールローン等の短期資産(換

金性、安全性の観点から当行が適当と認めたものに限ります)に運用します。また、金利変動に

伴うリスクをできる限り回避するため、金利スワップ契約を締結することがあります。 

(b) 運用対象及び方法 

1) 当行は、合同運用財産を主として次のa)～e)に掲げる資産に運用します。ただし、取得時

において、特定格付(※)が付された資産に限ることとし、また、このうちa-２、J-２、P-２、

A-２、F２及びこれらと同等と当行が認めた格付けが付された資産については、満期までの期

間が３ヵ月以内のものに限ることとします。 

a) 信託受益権及び信託受益証券(当行が受託するものを含みます) 

b) 資産担保証券、資産担保コマーシャルペーパー 

c) 国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券及び非居住者円貨建債券 

d) コマーシャルペーパー 

e) 上記a)～d)に掲げるものに類似する性質を有する資産 

2) 当行は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その

他必要と認めた場合には、上記1)にかかわらず、合同運用財産を以下a)～c)に掲げる資産に

運用します。ただし、当行は以下a)～c)に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用

に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令で定める

場合に該当するときは、当行の銀行勘定(この場合、当行の店頭に表示する利率で付利しま

す)に運用することができます。 

a) 上記１)のa)～e)の資産のうち、満期までの期間が１ヵ月以内または随時解約もしくは換

金可能な資産であって、取得時においていずれかの適格格付(※)を取得しているもの 

b) 取得時において適格格付(※)を有する金融機関に対する満期までの期間が１ヵ月以内も

しくは随時解約可能な預金またはコールローン 

c) 上記a)、b)と同等の流動性及び安全性を有するものとして当行が適当と認めた資産 

3) 当行は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運

用する期間は１ヵ月以内とし、貸付先はいずれかの適格格付を有する者に限ります。 

4) 当行は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、有

価証券・金利に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これら

に類する取引を行うことがあります。 
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5) 当行は、上記3)及び4)に掲げる取引、有価証券の売買取引その他上記1)のa)～e)及び上記

2)のa)～c)に掲げる財産の取得・処分に係る取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な

取引(取引の委託を含みます)を、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受

益者の保護に支障を生ずることがないものとして法令で定める場合に該当するときは、当行

の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の

代理人となって行う取引を行う場合を含みます)、当行の利害関係人、当信託の信託業務の委

託先及びその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。なお、利害関

係人とは、株式の所有関係または人的関係において、受託者(当行)または当信託の信託業務

の委託先と密接な関係を有する者として法令で定める者を言います。 

6) 当行は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入

金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。 

 

(※)特定格付と適格格付について 

● 特定格付 

特定格付とは、次の①から⑤に掲げる格付機関が付した当該①から⑤までにそれぞれ定める格付け及び

これらと同等と当行が認めた格付けをいいます。 

① 株式会社格付投資情報センター 

AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、a-１+、a-１、a-２ 

② 株式会社日本格付研究所 

AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、J-１+、J-１、J-２ 

③ ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

Aaa、Aa１、Aa２、Aa３、A１、A２、P-１、P-２ 

④ スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ 

AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-１+、A-１、A-２ 

⑤ フィッチレーティングスリミテッド 

AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、F１+、F１、F２ 

● 適格格付 

適格格付とは、特定格付のほか、次の①から⑤に掲げる格付機関が付した当該①から⑤までにそれぞれ

定める格付け及びこれらと同等と当行が認めた格付けをいいます。 

① 株式会社格付投資情報センター 

A-、BBB+、BBB、BBB- 

② 株式会社日本格付研究所 

A－、BBB+、BBB、BBB- 

③ ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

A３、Baa１、Baa２、Baa３ 

④ スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ 

A-、BBB+、BBB、BBB- 

⑤ フィッチレーティングスリミテッド 

A-、BBB+、BBB、BBB- 
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(c) 損益分配の基準について 

毎計算期日(毎年３月・９月の各19日)における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの

期間に、合同運用財産に関して受領した配当金、利息、手数料及びこれらに類する収益並びに

合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます)の各金額の合計額から、租税・事務

費用、利息、信託の終了に伴い支払った収益金、及びこれらに類する費用並びに合同運用財産

について実現した売却損(償還損を含みます)の各金額の合計額を控除した残額を信託の利益と

し、下記手続きを行った後の金額(純収益額)を各受益者ごとの予定配当額で按分して分配しま

す。 

1) 信託報酬を控除 

2) 信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当 

純収益額が負の値(信託損失)となったときは、信託損失は当該計算期日における各受益者の

信託金の元本の額で按分した額で各受益者に帰属します。 

(d) 運用管理体制及びリスク管理体制について 

当信託の運用管理・リスク管理は、以下の体制で運営します。 

 

 

 

上記体制は、2025年12月18日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。 
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(e) 信託業務の委託について 

当行は、以下に掲げる業務の全部または一部について、以下の基準及び手続きに従い選定さ

れる者(当行の利害関係人を含みます)に委託することがあります。 

 

委託業務及び 

委託先の範囲 

1) 信託財産に属する有価証券の処分及びこれに付随する業務 

金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営

む者及びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者 

2) 信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務 

金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者及び外国の法令に準拠

して外国において有価証券の運用を業として営む者 

3) 金銭債権の回収にかかる業務 

法務大臣の許可を受けた債権回収会社 

委託先の基準 

1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。 

2) 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認

められること。 

3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理

を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されているこ

と。 

4) 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行及び受託者責任の適切な履行の観

点に照らし相応の水準であること。 

委託先決定の手続き 

当行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施する部署において委託先が上

記に定める基準のすべてに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する

部署において確認のうえ、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。 
 

※ 上記にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める者(当行の利害関係人を含みます)に委託する

ことができるものとします。 

・ 信託財産の保存にかかる業務 

・ 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

・ 当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含みます)のみの指図により委託先が行う業務 

・ 当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

 

(f) 信託の登記等について 

1) 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録を

することとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することが

あります。 

2) 1)のただし書きにかかわらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに

登記または登録をするものとします。 

3) 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産

に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管

理するものとします。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分

別して管理することがあります。 

4) 動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を

明らかにする方法により分別して管理することがあります。 
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③ 【委託者の義務に関する事項】 

(a) 印鑑届出・印鑑照合 

1) 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者のご印鑑は、委

託者からあらかじめ当行に届出るものとします。 

2) 当行が、当信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を上記1)の届出の印

鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書

類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責

任を負いません。 

(b) 届出事項の変更等 

1) 以下の事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当行にお申し

出のうえ、当行所定の手続きをおとりください。この手続きの前に生じた損害については、

当行は責任を負いません。 

・ 印章の喪失もしくは毀損 

・ 印章、名称、代表者、住所、通知先その他の届出事項の変更 

・ 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の死亡または

その行為能力の変動、その他の重要な変更 

2) 上記1)の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いは、当行所定の手続きをした後に行

います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

(c) 成年後見人等の届出 

1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等

の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。 

2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の

氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出ることとします。 

3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がさ

れている場合にも、上記1)、2)と同様に届出ることとします。 

4) 上記1)～3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出ることとします。

また、この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 
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④ 【その他】 

(a) 信託期間について 

現在お取り扱いしている信託期間は「１年」「２年」及び「５年」です。 

(b) 費用について 

当信託のお申し込みから償還までの間に、直接または間接的にご負担いただく費用は次のと

おりです。なお、これらの費用の総額については、お申込み時点では確定しないため表示でき

ません(なお、当信託の収益金にかかる課税上の取り扱いについては、「第１ 信託財産の状況」

－「３ 信託の仕組み」－(2) 受益権をご参照ください)。 

1) 直接ご負担いただく費用 

a) 申込手数料：ございません。 

b) 解約手数料：原則として中途解約はできません。やむを得ず中途解約される場合は、解

約手数料がかかります。 

解約手数料は下記の計算式に基づき算出されます。 

解約手数料＝信託契約日における信託金の元本の額÷1,000×千円当たり解約手数料 

千円当たり解約手数料＝1,000×｛(残存期間別基準利率－予定配当率)＋0.2％｝÷12×

残存月数 

但し、残存期間別基準利率－予定配当率≦０の時は、千円当たり解約手数料＝

1,000×0.2％÷12×残存月数 

※ 千円当たり解約手数料の計算において、円未満は切上げ。 

※ 残存月数において、残存期間に端日数がある場合は、切上げて月数単位として計算。 

2) 間接的にご負担いただく費用 

a) 信託報酬 

信託報酬は、原則として定例計算日(毎年３月・９月の各19日)に信託財産の中からいた

だきます。信託報酬は、信託元本に対して上限年率３％から下限年率0.01％の範囲内とし、

信託財産の運用成果に基づき計算します。 

b) その他の信託財産にかかる費用 

監査費用などの信託事務の処理に必要な費用(租税公課を含みます)を、信託財産の中か

ら支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。 
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(c) 中途解約のお取り扱い 

当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。また、自動継続されたご契約も原則

として中途解約はできません。ただし、やむを得ないご事情により、中途解約のお申し出があ

った場合は、ご契約単位で解約に応じることがあります。なお、各ご契約について、契約金額

の一部を解約することはできません。中途解約の場合は、お申し出日に解約手数料(計算方法は

上記(b)費用について－1)直接ご負担いただく費用－b)解約手数料の計算式をご参照ください)

を差し引いた後、金銭でお支払いします。このため、お受取り額が当初の信託元本を下回るこ

とがあります。ただし、償還を迎えた契約が自動継続扱いで更新された場合に限り、契約が更

新された日の翌月の応当日までの解約については、解約お申し出日の普通預金利率を用いて収

益金の計算を行い、解約手数料は差し引きません。また、相続による解約払戻時は、解約手数

料は差し引きません。 

※代理店がお取り扱いする場合には、ご解約のお申し出時間により、お申し出の翌営業日のお取り扱

いとさせていただくことがあります。 

(d) 支払停止・強制終了について 

以下の事由が生じた場合、元本の償還を停止(支払停止)することがあります。さらに、必要

があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了

する手続き(強制終了)を行うことがあります。 

1) 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託

損失が発生することが明らかであると当行が認めたとき 

2) 合同運用財産の総額が100億円を下回り、その運用に支障をきたす状況となったとき、また

はその状況となることが明らかであると当行が認めたとき 

3) 支払準備資金等が著しく減少し、償還日等における信託財産の交付に支障をきたしたとき、

またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき 

4) 予定配当額通りの配当ができない決算が２回以上続いたとき 

なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益権等)が含まれますが、これらの

資産は資金化が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分

できなくなるおそれがあります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は

複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相

当と認められる方法、価額をもって処分することとします。 

(e) 信託の終了について 

当信託は以下の事由が生じた場合に終了します。 

1) 信託期間の満了 

2) 委託者(兼受益者)からのお申し出による中途解約 

3) 信託約款の変更に対する買取請求 

4) 当行による強制終了 
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(f) 信託約款の変更及び公告の方法 

当信託は、兼営法第５条に規定される「定型的信託約款」による信託に該当しますので、信

託約款の変更については下記のとおりとなります。 

1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生し

たときは、金融庁長官の認可を得て、または委託者及び受益者の承諾を得て、この信託約款

を変更できるものとします(これら以外の方法による変更はできません)。 

2) 当行は、金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更内容及び変更

について異議ある委託者又は受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告を日本経

済新聞へ掲載する方法により行うものとし、当該期間内に委託者又は受益者が異議を述べな

かった場合には、変更を承諾したものとして取り扱います。 

3) 上記2)において委託者又は受益者が異議を述べた場合には、受益者は当行に対して受益権

の買取を請求することができます。この場合、上記(c)中途解約の取り扱いの内容にかかわら

ず、当行は解約手続きを行います。この場合、解約手数料については頂かないことがありま

す。 

(g) 当行が対象事業者となっている認定投資者保護団体 

ございません。 

(h) 当行が契約している指定紛争解決機関 

一般社団法人 信託協会 連絡先 信託相談所 

電話番号 0120-817-335 又は 03-6206-3988 

(i) 合同運用財産にかかる他の種類の受益権について 

届出の対象となる第１受益権[愛称：貯蓄の達人]の他に、第２受益権があります。 

第２受益権は、申込単位、信託期間、予定配当率などの点で、第１受益権と条件が異なりま

すが、第１受益権との間で優先劣後関係(配当を受け取る順位や信託財産の償還順位が異なる

等)はありません。第２受益権の主な特徴は以下の通りです。 

1) お申込み：１億円以上１円単位(金融情勢の変化や信託財産の状況等によりお申込みできる

金額に上限を設ける場合や、下限を変更することがあります)。 

2) お申込いただける信託契約の期間：１ヶ月以上10年以内の範囲で、当行が募集を行う都度

定める募集要項に記載する期間となります。 

3) 予定配当率：信託契約の期間毎に当行が決定します。 
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(2) 【受益権】 

受益者は、信託約款に基づいて、元本の償還及び収益金を受取る権利を有します。 

但し、元本の補てん及び利益の保証は無く、受託者(当行)は信託財産に属する財産のみをもって

履行するものとします。 

受益者が受取る元本及び収益金の内容は以下のとおりです。 

＜元本について＞ 

① 元本のお受取時期 

元本は償還日以降に金銭でお支払いしますので、お申込時に所定の普通預金口座をご指定く

ださい。ご指定いただいていない場合は、お受取時に当行の本店及び国内各支店(出張所を含み

ます)等にて所定のお手続きをお取りください(詳しくは当行までお問い合わせください)。償還

日が銀行休業日の場合は、翌営業日からのお支払いとなります。また、お申込み時に自動継続

の方法をご指定いただいた場合は、償還日を信託契約日として、改めてお申込みをいただくこ

となく、従来のご契約と同期間の《貯蓄の達人》に更新いたします。 

なお、当信託は預金とは異なります。元本及び利益の保証はありません。 

② 自動継続について 

お申込み時に自動継続の方法をご指定いただいた場合は、償還日を信託契約日として、改め

てお申込みをいただくことなく、従来のご契約と同期間の契約として継続のお手続きをします。

その際、事前に最新の商品説明書をお送りします。お申込み時に自動継続の方法をご指定いた

だいた方で、契約の継続をせずに償還日にお受取りをご希望されるときは、償還日までにお手

続きをお取りください。 

＜収益金について＞ 

① 収益金の配当時期 

収益金は、原則として毎年３月・９月の各20日及び償還日(中途解約の場合は解約お申し出

日)にお支払いします。 

３月・９月の各20日が銀行休業日の場合、翌営業日にお支払いします。 

② 収益金のお受取り方法 

収益金のお受取り方法は、お申込み時に次の方法をお選びいただけます。お受取り方法を当

行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にて所定の方法によりご指定ください(詳しくは

当行までお問い合わせください)。 

(a) 元本に組入れる(信託金として追加する)方法(※) 

(b) 預金口座に入金する方法 

(※) 当信託は追加信託ができませんが、収益金については元本に組入れて運用すること(収益金の追加信

託)ができます。 
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③ 収益金の課税関係(※) 

当信託は、所得税法第２条第１項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、当信託から発

生する収益は利子所得として扱われます。収益金の配当に際しては20.315％(国税15.315％、地

方税５％)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません(マル優ご利用の

場合は非課税となります)。 

(※) 課税上の取り扱いは、2025年12月18日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更される

ことがあります。 

④ 収益金の計算方法 

収益金の額は、各契約ごとに適用する予定配当率を用いて計算する予定配当額を原則としま

す。 

予定配当額(円未満切捨て)＝信託金(100円未満切捨て)×予定配当率×計算期間の日数÷365 

《予定配当率》 信託期間中(信託契約日から償還日の前日まで)に適用予定の配当率をいいま

す。 

 予定配当率は信託財産の運用状況及び市場金利等を勘案して決定し、当行店

頭に表示するほか、代理店においてもお示しします。 

なお、当信託は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証する

ものではありません。 

ご契約に適用する予定配当率は、信託契約日時点の予定配当率を適用しま

す。このため、お申込日の予定配当率とは異なる場合があります。自動継続

の場合の予定配当率は、自動継続により新たに設定される信託契約日時点の

予定配当率が適用されます。 

《計算期間》 (a) 初回の収益金お支払い時：信託契約日から初回定例計算日まで 

 (b) ２回目以降の収益金お支払い時：前回定例計算日の翌日から定例計算日

まで 

 (c) 信託金の償還時：前回定例計算日の翌日から償還日の前日まで 

《定例計算日》 毎年３月・９月の各19日 
 

なお、当信託は実績配当型の金銭信託です。信託財産の運用成果によっては、実際の収益金

は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。 

 

50

信
託
財
産
情
報



＜中途解約時の元本及び収益金のお取り扱い＞ 

① 中途解約のお取り扱い 

当信託は、原則として信託期間中の解約はできません。また、自動継続によるご契約も原則

として中途解約はできません。やむを得ないご事情により、中途解約のお申し出があった場合

は、ご契約単位で解約に応じることがあります。なお、各ご契約について、契約金額の一部を

解約することはできません。中途解約の場合は、お申し出日に解約手数料を差し引いた後、金

銭でお支払いします。このため、お受取り額が当初の信託元本を下回ることがあります。ただ

し、償還を迎えた契約が自動継続扱いで更新された場合に限り、契約が更新された日の翌月の

応当日までの解約については、解約お申し出日の普通預金利率を用いて収益金の計算を行い、

解約手数料は差し引きません。また、相続による解約払戻時は、解約手数料は差し引きません。 

※ 代理店がお取り扱いする場合には、ご解約のお申し出時間により、お申し出日の翌営業日のお取り

扱いとさせていただくことがあります。 

② 解約手数料の計算方法 

解約手数料＝信託契約日における信託金の元本の額÷1,000×千円当たり解約手数料 

千円当たり解約手数料＝1,000×｛(残存期間別基準利率－予定配当率)＋0.2％｝÷12×残存

月数 

ただし、残存期間別基準利率－予定配当率≦０の時は、千円当たり解約手数料＝

1,000×0.2％÷12×残存月数 

※ 千円当たり解約手数料の計算において、円未満は切上げ。 

※ 残存月数において、残存期間に端日数がある場合は、切上げて月数単位として計算。 

 

残存期間別基準利率は、当行が市場金利をふまえて決定します。市場金利が上昇している局面

では当該利率も上昇し、その結果、解約手数料が高くなる場合があります。(残存期間別基準利率

の具体的な水準につきましては、当行の本店及び国内各支店(出張所を含みます)等にお問合わせ

ください)。なお、解約手数料は、合同運用財産に組入れます。 

 

当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。 

当信託の受益権は当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。 

当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により

行います。この場合、受益権の譲受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件と

します。 

 

(3) 【内国信託受益権の取得者の権利】 

「(2) 受益権」に記載したとおりです。なお、詳細については、添付の信託約款をご参照くださ

い。 
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４ 【信託財産を構成する資産の状況】 

(1) 【信託財産を構成する資産の運用（管理）の概況】 

① 金銭信託(予定配当率固定型)の運用状況 

(2025年９月19日現在) 

資産の種類 残高(百万円) 投資比率(％)※４ 

主たる運用 1,075,788 86.32％ 

 金銭信託受益権(※１) 95,658 7.67％ 

 金銭信託以外の金銭の信託受益権 189,294 15.19％ 

 金銭債権等信託受益権 790,834 63.46％ 

余資運用 170,368 13.67％ 

 銀行勘定貸(※２) 170,368 13.67％ 

その他資産 0 0.00％ 

 差入担保金(※３) 0 0.00％ 

資産合計 1,246,157 100.00％ 
 

※１ 主な投資対象は、提携ローンファンド受益権です。 

※２ 余資運用として、当行銀行勘定に貸付けている金額です。 

※３ 非清算集中店頭デリバティブ取引に関する証拠金規制への対応として差し入れている、金利スワップ取引

に関する証拠金の金額です。 

※４ 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満

を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。 

 

② 金利スワップの取引状況 

(2025年９月19日現在) 

取引種類 契約金額(百万円) 

金利スワップ取引(※５) 1,975,476 
 

※５ 信託財産の金利変動リスクのヘッジを目的として、金利スワップ取引を行っています。 

 

③ 格付け別の運用資産構成 

(2025年９月19日現在) 

格付 残高(百万円) 投資比率(％)※６ 

AAA格(AAA) 581,518 54.05％ 

AA格(AA+～AA-) 0 0.00％ 

A格(A+～A-) 466,769 43.38％ 

a-1+格 27,500 2.55％ 
 

※６ 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満

を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。 
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④ 裏付資産別の運用資産構成 

(2025年９月19日現在) 

裏付資産 残高(百万円) 投資比率(％)※７ 

リフォームローン 469,214 43.61％ 

ショッピングクレジット債権 343,253 31.90％ 

自動車ローン 256,461 23.83％ 

住宅ローン 6,859 0.63％ 

その他 0 0.00％ 
 

※７ 投資比率とは、資産合計に対する当該資産の残高比率をいいます。また、投資比率は原則として単位未満

を切り捨てて表示しているため、各項目の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。 

 

(記載上の注意)上記の各記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

(2) 【損失及び延滞の状況】 

2025年９月19日前５年以内に終了した計算期間について、信託財産を構成する資産に、損失及び

延滞は発生していません。 
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(3) 【収益状況の推移】 

2025年９月19日前５年以内に終了した計算期間について、当信託の信託財産を構成する資産の運

用利回りの推移は以下のとおりです。 

(2025年９月19日現在) 

計算期間 運用利回り(※８) 

2025年３月20日～2025年９月19日 0.817％ 

2024年９月20日～2025年３月19日 0.596％ 

2024年３月20日～2024年９月19日 0.465％ 

2023年９月20日～2024年３月19日 0.427％ 

2023年３月20日～2023年９月19日 0.396％ 

2022年９月20日～2023年３月19日 0.369％ 

2022年３月20日～2022年９月19日 0.319％ 

2021年９月20日～2022年３月19日 0.328％ 

2021年３月20日～2021年９月19日 0.313％ 

2020年９月20日～2021年３月19日 0.311％ 

2020年３月20日～2020年９月19日 0.381％ 
 

※８ 運用利回りとは、信託財産を構成する資産及び金利スワップ取引から生じる受取総額を信託金の各計算期

間における信託元本の平均残高で除して年率に換算した数値を意味します。 
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５ 【投資リスク】 

(1) 当信託の運用成果に影響を与える主なリスク(元本割れの原因になり得るリスク要因)としては、

以下のものがあります。 

① 金利変動リスク 

市場金利が上昇した場合、運用対象資産である固定金利型の信託受益権、資産担保証券、国債

等の価格が下落することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じ

るおそれがあります。また、市場金利が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下する

ため、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 

 

② 信用リスク 

運用対象資産である信託受益権等の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に当初の予想を超

えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じる

おそれがあります。また、運用対象資産である公社債等の発行体、コールローン等や金利スワッ

プ契約等の取引の相手方の信用状況等に問題が生じた場合、発行体等からの元利金の支払いがと

どこおることにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれが

あります。 

 

③ 流動性リスク 

一時期に想定を超える大量の中途解約が発生するなどにより支払準備のための資金が著しく不

足した場合、解約請求や満期償還に対する支払いができなくなるおそれがあります。また、支払

準備のための資金が不足し、換金処分のため運用対象資産を売却する際、本来の評価額よりも安

い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれ

があります。 

 

④ 管理委託先にかかるリスク 

運用対象資産である信託受益権等の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業務等を委

託している信販会社等管理委託先が、営業停止などにより債権回収が困難となり、やむを得ず信

託受益権を売却した場合、本来の評価額よりも安い価格での売却となり、予定配当額通りの配当

がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。また、債権回収後に管理委託先が

破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領できない場合、予定配当額通りの配当がなされなかっ

たり、元本に損失が生じるおそれがあります。 
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⑤ 支払停止・強制終了について 

上記①～④のリスク等により、以下の事由が生じた場合、元本の償還を停止すること(支払停

止)があります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按

分して交付し、信託を終了する手続きを行うこと(強制終了)があります。 

(a) 合同運用財産の計算期日において信託損失が発生したとき、または計算期間において信託損

失が発生することが明らかであると当行が認めたとき 

(b) 合同運用財産の総額が100億円を下回り、その運用に支障をきたす状況となったとき、または

その状況となることが明らかであると当行が認めたとき 

(c) 支払準備資金等が著しく減少し、償還日等における信託財産の交付に支障をきたしたとき、

またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき 

(d) 予定配当額通りの配当ができない決算が２回以上続いたとき 
 

なお、合同運用財産には取引所の相場がない資産(信託受益権等)が含まれますが、これらの資

産は資金化が困難である等の理由により、本来の評価額を大幅に下回る価額でしか換金処分でき

なくなるおそれがあります。そこで取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の

購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認め

られる方法、価額をもって処分することとします。 

 

(2) 投資リスクに対する管理体制について 

投資リスクに対する管理体制については、「第１ 信託財産の状況」－「３ 信託の仕組み」－

「② 信託財産の運用（管理及び処分）に関する事項」－(d) 運用管理体制及びリスク管理体制につ

いてをご参照願います。 

 

56

信
託
財
産
情
報



第２ 【信託財産の経理状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当信託の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 

２ 監査証明について 

当信託は、当特定期間(自 2025年３月20日 至 2025年９月19日)の財務諸表について、金融商品

取引法第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。 
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独立監査人の監査報告書 
 

2025年11月25日 

みずほ信託銀行株式会社 

取締役会 御中 

EY新日本有限責任監査法人 

東京事務所 
 

 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士  中 桐   徹   

   
 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の

経理状況」に掲げられている金銭信託(予定配当率固定型)(以下、「金銭信託」という。)の2025年３月

20日から2025年９月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表及び損益計算書について監

査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、金銭信託の2025年９月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の

状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、みずほ信託銀行株式会社及び金銭信託か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情

報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。 

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検

討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか

注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
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財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

 

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統

制を検討する。 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積

りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実

性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、

監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸

表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に

より、金銭信託は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務

諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

 監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。 

 

利害関係 

みずほ信託銀行株式会社及び金銭信託と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
 
 

※１ 上記の監査報告書の原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 

※２ ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 
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１ 【貸借対照表】

(単位：百万円)

前特定期間
(2025年３月19日現在)

当特定期間
(2025年９月19日現在)

資産の部

流動資産

銀行勘定貸 248,026 170,368

信託受益権 322,947 331,535

未収収益 344 498

金融派生商品 11,267 12,296

流動資産合計 582,585 514,699

固定資産

投資その他の資産

信託受益権 637,302 744,252

固定資産合計 637,302 744,252

資産合計 1,219,888 1,258,951

負債の部

流動負債

金融商品等受入担保金 12,391 14,024

流動負債合計 12,391 14,024

負債合計 12,391 14,024

純資産の部

元本等

元本 ※１、※２ 1,194,049 ※１、※２ 1,229,047

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 13,448 15,880

利益剰余金合計 ※３ 13,448 ※３ 15,880

元本等合計 1,207,497 1,244,927

純資産合計 1,207,497 1,244,927

負債純資産合計 1,219,888 1,258,951
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２ 【損益計算書】

(単位：百万円)
前特定期間

(自 2024年９月20日
至 2025年３月19日)

当特定期間
(自 2025年３月20日
至 2025年９月19日)

営業収益

受取利息 216 364

受取配当金 3,583 4,838

金融派生商品収益 6,772 971

その他営業収益 23 27

営業収益合計 10,594 6,202

営業費用

受託者報酬 1,258 1,352

その他営業費用 0 －

営業費用合計 1,258 1,352

営業利益 9,336 4,850

経常利益 9,336 4,850

税引前当期純利益 9,336 4,850

当期純利益 9,336 4,850
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２ 【損益計算書】

(単位：百万円)
前特定期間

(自 2024年９月20日
至 2025年３月19日)

当特定期間
(自 2025年３月20日
至 2025年９月19日)

営業収益

受取利息 216 364

受取配当金 3,583 4,838

金融派生商品収益 6,772 971

その他営業収益 23 27

営業収益合計 10,594 6,202

営業費用

受託者報酬 1,258 1,352

その他営業費用 0 －

営業費用合計 1,258 1,352

営業利益 9,336 4,850

経常利益 9,336 4,850

税引前当期純利益 9,336 4,850

当期純利益 9,336 4,850

【注記表】 

(重要な会計方針) 

 

１ 信託受益権の評価基準及

び評価方法 
移動平均法による原価法を採用しております。 

２ デリバティブ取引の評価

基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っておりま

す。 

３ その他 
本財務諸表に係る特定期間(信託の計算期間)は、2025年

３月20日から2025年９月19日までとなっております。 
 

 

(重要な会計上の見積り) 

該当事項はございません。 

 

(貸借対照表関係) 

 

前特定期間 
(自 2024年９月20日 
至 2025年３月19日) 

当特定期間 
(自 2025年３月20日 
至 2025年９月19日) 

※１  元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条

に定める資本金であります。 

※１  元本は財務諸表等の用語、様式及び作成方法

に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第61条

に定める資本金であります。 
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※２、※３ 元本及び利益剰余金の変動 

Ⅰ 前特定期間(自 2024年９月20日 至 2025年３月19日) 

(単位：百万円) 

 

元本等 

元本等合計 純資産合計 

元本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 1,174,791 5,778 5,778 1,180,569 1,180,569 

当期変動額      

当期新規信託に伴う元本増加額 565,628 － － 565,628 565,628 

剰余金の配当に伴う元本組入額 648 △648 △648 － － 

当期解約・終了に伴う元本減少額 △547,019 － － △547,019 △547,019 

当期解約・終了に伴う当期利益
の分配金 

－ △415 △415 △415 △415 

剰余金の配当 － △603 △603 △603 △603 

当期純利益 － 9,336 9,336 9,336 9,336 

当期変動額合計 19,257 7,669 7,669 26,927 26,927 

当期末残高 1,194,049 13,448 13,448 1,207,497 1,207,497 
 

 

※２、※３ 元本及び利益剰余金の変動 

Ⅱ 当特定期間(自 2025年３月20日 至 2025年９月19日) 

(単位：百万円) 

 

元本等 

元本等合計 純資産合計 

元本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 1,194,049 13,448 13,448 1,207,497 1,207,497 

当期変動額      

当期新規信託に伴う元本増加額 601,496 － － 601,496 601,496 

剰余金の配当に伴う元本組入額 938 △938 △938 － － 

当期解約・終了に伴う元本減少額 △567,436 － － △567,436 △567,436 

当期解約・終了に伴う当期利益
の分配金 

－ △581 △581 △581 △581 

剰余金の配当 － △897 △897 △897 △897 

当期純利益 － 4,850 4,850 4,850 4,850 

当期変動額合計 34,998 2,432 2,432 37,430 37,430 

当期末残高 1,229,047 15,880 15,880 1,244,927 1,244,927 
 

 

63

信
託
財
産
情
報



(金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

 

① 金融商品に対する取組み方針 

当信託は、金銭を当初の合同運用財産とする合同運用指定金銭信託です。安定した収益の

確保と合同運用財産の成長を図ることを目的に、信託約款の規程に従い、信託受益権等の金

融商品で運用します。 

 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

当信託が運用する当特定期間の金融商品の内容及びリスクは以下の通りです。 

  

a. 銀行勘定貸 

当信託は、合同運用財産の一部を、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のため、銀行

勘定貸に運用します。銀行勘定貸とは、合同運用財産に属する金銭を受託者の銀行勘定で

運用することをいいます。銀行勘定貸には信用リスクがあり、運用先である受託者の信用

状況が悪化した場合、投資した金銭の一部または全部が毀損することがあります。 

  

b. 信託受益権 

当信託は、元本の安全性に配慮し、安定的な予定配当の実現を目的として、合同運用財

産を主に自動車ローンやショッピングクレジット債権、住宅リフォーム資金の貸付金、住

宅ローンなどを裏付資産とした信託受益権などに運用します。 

信託受益権には、主に以下のリスクがあります。 

イ．金利変動リスク(市場リスク) 

市場金利が上昇した場合、運用対象資産である固定金利型の信託受益権の価格が下落

することにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそ

れがあります。また、市場金利が低下した場合、運用対象資産から生じる収益が低下す

るため、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあり

ます。 

ロ．信用リスク 

運用対象資産である信託受益権の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)に、当初の

予想を超えた不良債権が発生した場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元

本に損失が生じるおそれがあります。 

ハ．流動性リスク 

換金処分のため運用対象資産である信託受益権を売却する際、本来の評価額よりも安

い価格での売却となり、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じ

るおそれがあります。 

ニ．管理委託先にかかるリスク 

運用対象資産である信託受益権等の裏付けとなる金銭債権(自動車ローン等)の回収業

務等を委託している信販会社等管理委託先が、営業停止などにより債権回収が困難とな

り、やむを得ず信託受益権を売却した場合、本来の評価額よりも安い価格での売却とな

り、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがありま

す。 

また、債権回収後に管理委託先が破綻等し、回収代金を受託者(当行)が受領できない

場合、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがありま

す。 
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c. 金利スワップ取引 

当信託は、金利変動リスクを極力排除することを目的として、資産サイドおよび負債サ

イドともに金利スワップ取引を行っております。具体的には、資産サイドは固定金利型の

信託受益権等に運用する場合、固定金利の支払いと変動金利の受取りを交換する金利スワ

ップ取引を行なっています。また、負債サイドは元本の受け入れに際し、固定金利の受取

りと変動金利の支払いを交換する金利スワップ取引を行っています。なお、当信託は、投

機目的の金利スワップ取引は行っておりません。 

金利スワップ取引には、主に以下のリスクがあります。 

イ．金利変動リスク(市場リスク) 

金利、信託受益権等の価格等、市場のリスク・ファクターの変動に伴い、保有する資

産・負債への金利スワップによるヘッジ機能が働かず、資産・負債の価値が変動し、予

定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が生じるおそれがあります。 

ロ．流動性リスク 

市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価

格での取引を余儀なくされることにより、予定配当額通りの配当がなされなかったり、

元本に損失が生じるおそれがあります。 

ハ．信用リスク 

信用を供与している取引相手先の財務状況の悪化等により、資産(オフバランス含む)

の価値が減少または消失し、予定配当額通りの配当がなされなかったり、元本に損失が

生じるおそれがあります。 

 

③ 金融商品に係るリスク管理体制 

金融商品に係るリスク管理体制については、以下の体制で運営します。 

運用所管部は、信託約款及び運用方針等に基づき信託財産の運用を行います。運用におい

て問題が生じた場合にはリスク管理所管部に速やかに報告の上、問題点の分析・改善を行い

ます。リスク管理所管部は、運用方針・法令等の遵守状況及び運用の状況等をモニタリング

し、必要に応じて運用所管部に対し改善を求めます。また適正な運用を行うための内部規程

等を制定し、問題点の原因分析に基づいて、運用所管部を管理・指導します。取締役会等

は、運用所管部・リスク管理所管部からの報告に基づき、運用及びリスク管理に必要な重要

事項について審議します。また適正な運用管理体制の整備・確立に向けた方針を決定しま

す。 

 

 

  
 

 

65

信
託
財
産
情
報



  

イ．金利変動リスク 

当信託では、行内ルールの規定に従い、信託受益権等、資産サイドの金利感応度、元

本等の負債サイドの金利感応度、金利スワップの金利感応度を計測し、運用所管部及び

リスク管理所管部にてモニタリング管理しています。 

上記金利感応度として、ベーシス・ポイント・バリュー(指標となる金利が１ベーシ

スポイント(0.01％)上昇した場合の当信託時価変動額)を算出し、金利変動リスク管理

にあたっての定量的分析に利用しております。 

当特定期間の末日(※)現在、ベーシス・ポイント・バリューは477千円(前特定期間末

は△2,229千円)であり、指標となる金利が１ベーシスポイント(0.01％)上昇した場合、

当信託全体の時価は、477千円増加するものと考えられます。 

当該影響額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他

のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、通常では考えられないほど市場環

境が激変する状況下においては、算出額を超える影響が生じることもあります。 

※ 当特定期間の末日が休日の場合は、その前営業日基準とする。 

ロ．信用リスク 

当信託では、行内ルールの規定に従い、信託受益権等を取得時点において、格付機関

(R&I、JCR、ムーディーズ、S&P等)より、長期A格または短期a－2格以上(a－2格のもの

は期間３ヵ月以内)の格付けを取得しているものに限定し、運用所管部及びリスク管理

所管部にてモニタリング管理しています。 

ハ．流動性リスク 

当信託では、行内ルールの規定に従い、満期償還や中途解約に伴う支払準備等のた

め、総資産残高に占める余資比率を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニ

タリング管理しています。 

ニ．管理委託先にかかるリスク 

当信託では、行内ルールの規定に従い、管理委託先毎に、運用残高や総資産残高に占

める運用比率を計測し、運用所管部及びリスク管理所管部にてモニタリング管理してい

ます。 

 

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件

等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

① 貸借対照表計上額の時価との差額 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。 

前特定期間(2025年３月19日現在) 

(単位：百万円) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

a. 銀行勘定貸 248,026 248,026 - 
b. 信託受益権    

満期保有目的の債券 960,250 945,835 △14,414 
c. デリバティブ取引    

ヘッジ会計が適用され
ていないもの 

11,267 11,267 - 

合計 1,219,543 1,205,129 △14,414 
 

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については、△で示しております。 

 

当特定期間(2025年９月19日現在) 

(単位：百万円) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

a. 銀行勘定貸 170,368 170,368 - 
b. 信託受益権    

満期保有目的の債券 1,075,788 1,061,364 △14,424 
c. デリバティブ取引    

ヘッジ会計が適用され
ていないもの 

12,296 12,296 - 

合計 1,258,453 1,244,028 △14,424 
 

※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味

の債務となる項目については、△で示しております。 
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② 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

前特定期間(2025年３月19日現在) 

(単位：百万円) 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

銀行勘定貸 248,026 - - - 
有価証券     

満期保有目的の債券 322,947 461,104 160,459 15,738 

合計 570,974 461,104 160,459 15,738 
 

 

当特定期間(2025年９月19日現在) 

(単位：百万円) 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

銀行勘定貸 170,368 - - - 
有価証券     

満期保有目的の債券 331,535 551,720 172,268 20,264 

合計 501,904 551,720 172,268 20,264 
 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時

価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価

を分類しております。 
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①時価で貸借対照表に計上している金融商品 

前特定期間(2025年３月19日現在) 

(単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

デリバティブ取引 － 11,267 － 11,267 

資産計 － 11,267 － 11,267 
 

 

当特定期間(2025年９月19日現在) 

(単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

デリバティブ取引 － 12,296 － 12,296 

資産計 － 12,296 － 12,296 
 

 

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

前特定期間(2025年３月19日現在) 

(単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

銀行勘定貸 － 248,026 － 248,026 

信託受益権     

 満期保有目的の債券 － － 945,835 945,835 

資産計 － 248,026 945,835 1,193,861 
 

 

当特定期間(2025年９月19日現在) 

(単位：百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

銀行勘定貸 － 170,368 － 170,368 

信託受益権     

 満期保有目的の債券 － － 1,061,364 1,061,364 

資産計 － 170,368 1,061,364 1,231,732 
 

 

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

デリバティブ取引 

当信託のデリバティブ取引は、オプションを含まない同一通貨の固定金利と変動金利を交換する

店頭取引の金利スワップ取引であります。公表された相場価格は存在しないため、取引相手である

金融商品取引業者から入手した相場価格を時価としております。当該金融商品取引業者は、すべて

の情報を開示しているわけではありませんが、取引の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値

法等の評価技法を利用して相場価格を算定しており、その評価技法で用いている主なインプットは

金利等であります。観察できないインプットを用いていないため、レベル2の時価に分類しており

ます。 
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銀行勘定貸 

短期間で決済されるため時価が帳簿価格と近似することから、当該帳簿価格を時価としており、

レベル２の時価に分類しています。 

 

信託受益権 

見積将来キャッシュフローの現在価値を時価としており、重要なインプットである割引率等が観

察不能であることから、レベル３の時価に分類しています。 

 

(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券 

前特定期間(2025年３月19日現在) 

(単位：百万円) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

時価が貸借対照表 
計上額を超えるもの 

信託受益権 39,807 39,935 127 

小計 39,807 39,935 127 

時価が貸借対照表 
計上額を超えないもの 

信託受益権 920,443 905,900 △14,542 

小計 920,443 905,900 △14,542 

合計 960,250 945,835 △14,414 
 

なお、前特定期間に売却した満期保有目的の債券、保有目的を変更した有価証券はござい

ません。 

 

当特定期間(2025年９月19日現在) 

(単位：百万円) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

時価が貸借対照表 
計上額を超えるもの 

信託受益権 133,033 133,206 172 

小計 133,033 133,206 172 

時価が貸借対照表 
計上額を超えないもの 

信託受益権 942,754 928,157 △14,596 

小計 942,754 928,157 △14,596 

合計 1,075,788 1,061,364 △14,424 
 

なお、当特定期間に売却した満期保有目的の債券、保有目的を変更した有価証券はござい

ません。 
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(デリバティブ取引関係) 

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの貸

借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、

次の通りです。 

なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも

のではありません。 

(1) 金利関連 

前特定期間(2025年３月19日現在) 

(単位：百万円) 

区分 
デリバティブ取引 

の種類等 
契約額等 

 
時価 評価損益 

うち１年超 

市場取引 - - - - - 

市場取引 
以外の取引 

金利スワップ取引     

受取固定・支払変動 1,052,000 301,000 △3,329 △3,329 

支払固定・受取変動 874,299 813,053 14,597 14,597 

合計 - - - 11,267 
 

 

当特定期間(2025年９月19日現在) 

(単位：百万円) 

区分 
デリバティブ取引 

の種類等 
契約額等 

 
時価 評価損益 

うち１年超 

市場取引 - - - - - 

市場取引 
以外の取引 

金利スワップ取引     

受取固定・支払変動 994,000 300,000 △2,380 △2,380 

支払固定・受取変動 981,476 933,919 14,676 14,676 

合計 - - - 12,296 
 

 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

前特定期間(2025年３月19日現在) 

該当事項はありません。 

 

当特定期間(2025年９月19日現在) 

該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引) 

 

前特定期間 
(自 2024年９月20日 
至 2025年３月19日) 

当特定期間 
(自 2025年３月20日 
至 2025年９月19日) 

該当事項はございません 同左 
 

 

(１単位当たり情報)「＊１単位＝１円」 

 

 
前特定期間 

(自 2024年９月20日 
至 2025年３月19日) 

当特定期間 
(自 2025年３月20日 
至 2025年９月19日) 

１単位当たり純資産額 1.0112 1.0129 

１単位当たり当期純利益 0.0079 0.0040 
 

 

(重要な後発事象) 

 

当特定期間 
(自 2025年３月20日 
至 2025年９月19日) 

該当事項はございません 
 

 

(記載上の注意) 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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第３ 【証券事務の概要】 

１ 受益者の変更 

当信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。 

 

２ 受益者に対する特典 

ございません。 

 

３ 受益権の譲渡・質入 

当信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。 

当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行い

ます。この場合、受益権の譲受人または質権者が当信託の信託約款に同意することを条件とします。 

 

４ 受益者への報告事項 

以下に掲げる書面について、受益者へ手交または郵送等によりお渡しします。 

(1) 収益金の分配に関する書面 

(2) 信託終了時の最終計算に関する書面 

(3) 信託財産の状況を記載した書面 

(4) 信託財産と当行の銀行勘定、当信託の信託業務の委託先、利害関係人、または他の信託財産との

取引の状況を記載した書面 
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第４ 【その他】 

・ 本書に記載されている運用管理体制・リスク管理体制は、2025年12月18日現在におけるものであり、

今後組織変更等により変更になることがあります。 

・ 目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、当信託の基本的性格を記載する他、募集事項等記

載書面及び有価証券報告書の主要内容を要約し、「目論見書の概要」として、目論見書の巻頭に記載

することがあります。 

・ 目論見書の巻頭または巻末に用語解説等を掲載することがあります。 

・ 目論見書に当信託の約款を添付します。なお、目論見書の記載項目のうち約款と内容が重複する項

目については、概略のみを記載し、約款を参照すべき旨を併せて記載することで、募集事項等記載書

面及び有価証券報告書の内容の記載に代えることがあります。 

・ 募集事項等記載書面及び有価証券報告書の内容のうち目論見書に記載すべき事項について、投資者

の理解を助けるため、各所に図表等を加えることがあります。 

・ 目論見書に当行の行名をロゴ・マークにより表示する場合、当行の属する企業グループのロゴ・マ

ークとして、図案を併せて表示する場合があります。 

・  当信託の募集事項等記載書面及び有価証券報告書はEDINET(Electronic Disclosure for 

Investors’NETwork)を通じて提出している旨及び目論見書の記載事項はEDINETで入手可能な旨を記載

することがあります。 

・ 無通帳式でのお取り扱いとなります。証書のお取り扱いはありません。 

 

次ページ以降「第三部 受託者、委託者及び関係法人の情報」には、法令にしたがい「貯蓄の達人」

の受託者であるみずほ信託銀行株式会社および関係法人(代理店)である株式会社みずほ銀行に関する

法人情報を記載しております。 
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第
三
部
 
【
受
託
者
、
委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報
】
 

第
１
 
【
受
託
者
の
状
況
】
 

１
 
【

受
託

者
の

概
況

】
 

①
 
資

本
金

の
額

（
2
0
2
5
年

９
月

末
日

現
在

）
 

資
本

金
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2
4
7
,
3
6
9
 
百

万
円

 

発
行

す
る

株
式

の
総

数
 
 
1
5
,
8
5
4
,
8
0
3
,
5
4
7
 
株

 

発
行

済
株

式
の

総
数

 
 
 
 
8
,
8
7
0
,
5
0
1
,
3
9
2
 
株

 

過
去

５
年

間
に

お
け

る
資

本
金

の
額

の
増

減
 

 
 
該

当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 

②
 
受

託
者

の
機

構
 

(
a
)
会

社
の

機
関

内
容

（
2
0
2
5
年

1
0
月

3
1
日

現
在

）
 

当
行

は
「

み
ず

ほ
フ

ィ
ナ

ン
シ

ャ
ル

グ
ル

ー
プ

」
（

以
下

、
「

当
グ

ル
ー

プ
」

と
い

う
場

合
が

あ
り

ま
す

）
の

一
員

で
あ

り
、

当
グ

ル
ー

プ
は

、
経

営
環

境
の

変
化

に
柔

軟
か

つ
機

動
的

に
適

応
で

き
る

経
営

形
態

と
し

て
選

択

し
た

持
株

会
社

体
制

の
下

で
、

銀
行

・
信

託
・

証
券

・
ア

セ
ッ

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
・

リ
サ

ー
チ

＆
コ

ン
サ

ル
テ

ィ

ン
グ

に
わ

た
る

グ
ル

ー
プ

横
断

的
な

ビ
ジ

ネ
ス

戦
略

推
進

単
位

毎
に

、
持

株
会

社
が

戦
略

・
施

策
や

業
務

計
画

の

策
定

を
行

う
こ

と
で

、
お

客
さ

ま
ニ

ー
ズ

へ
の

適
応

力
強

化
を

一
段

と
進

め
、

企
業

価
値

の
極

大
化

に
取

り
組

ん

で
お

り
ま

す
。

 

社
外

取
締

役
が

過
半

を
占

め
る

監
査

等
委

員
会

が
、

取
締

役
の

職
務

執
行

に
係

る
監

査
を

行
う

と
と

も
に

、
各

監
査

等
委

員
が

取
締

役
会

の
決

議
に

お
い

て
議

決
権

を
行

使
す

る
こ

と
で

、
経

営
に

対
す

る
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
機

能

を
強

化
し

、
監

査
・

監
督

の
実

効
性

を
向

上
さ

せ
ま

す
。

ま
た

、
個

別
の

業
務

執
行

に
係

る
決

定
権

限
を

、
取

締

役
会

か
ら

業
務

執
行

取
締

役
へ

大
幅

に
委

任
す

る
こ

と
で

、
意

思
決

定
の

迅
速

化
を

図
る

と
と

も
に

、
特

に
重

要

性
の

高
い

事
項

に
つ

い
て

取
締

役
会

の
審

議
の

充
実

を
図

っ
て

お
り

ま
す

。
 

<
取

締
役

及
び

取
締

役
会

>
 

当
行

の
取

締
役

会
は

、
９

名
の

取
締

役
に

て
構

成
さ

れ
、

当
行

の
経

営
方

針
そ

の
他

の
重

要
事

項
を

決
定

す
る

と
と

も
に

、
取

締
役

及
び

執
行

役
員

の
職

務
の

執
行

の
監

督
を

主
な

役
割

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

当
行

は
、

取
締

役
会

の
監

督
機

能
強

化
の

た
め

、
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
・

ガ
バ

ナ
ン

ス
等

の
専

門
的

知
見

や
経

験
が

豊
富

な
社

外
取

締
役

３
名

を
招

聘
し

て
お

り
ま

す
。

当
該

社
外

取
締

役
は

、
議

案
審

議
等

に
あ

た
り

有
用

な
発

言

を
積

極
的

に
行

う
と

と
も

に
、

経
営

か
ら

独
立

し
た

立
場

で
必

要
な

助
言

を
適

宜
行

っ
て

お
り

、
当

行
取

締
役

会

の
意

思
決

定
機

能
や

経
営

の
監

督
機

能
の

向
上

が
図

れ
て

お
り

ま
す

。
 

<
監

査
等

委
員

会
>
 

監
査

等
委

員
会

は
、

取
締

役
の

職
務

執
行

の
監

査
、

当
行

お
よ

び
当

行
子

会
社

の
内

部
統

制
シ

ス
テ

ム
の

構
築

お
よ

び
運

用
の

状
況

の
監

視
お

よ
び

検
証

、
な

ら
び

に
子

会
社

等
の

経
営

管
理

の
状

況
の

監
視

お
よ

び
検

証
を

行

う
と

と
も

に
、

株
主

総
会

に
提

出
す

る
会

計
監

査
人

の
選

任
お

よ
び

解
任

な
ら

び
に

不
再

任
に

関
す

る
議

案
の

内

容
の

決
定

や
、

内
部

監
査

基
本

計
画

、
内

部
監

査
グ

ル
ー

プ
に

お
け

る
予

算
、

Ｃ
Ａ

Ｅ
の

委
嘱

お
よ

び
内

部
監

査

グ
ル

ー
プ

に
お

け
る

部
長

人
事

に
関

す
る

同
意

等
、

内
部

監
査

に
関

す
る

重
要

な
決

議
を

行
い

ま
す

。
 

監
査

等
委

員
会

は
、

取
締

役
の

職
務

の
執

行
に

つ
い

て
、

適
法

性
お

よ
び

妥
当

性
の

監
査

を
行

う
と

と
も

に
、

当
行

お
よ

び
当

行
子

会
社

に
お

け
る

内
部

統
制

シ
ス

テ
ム

の
構

築
お

よ
び

運
用

を
前

提
と

し
て

、
内

部
監

査
グ

ル

ー
プ

等
と

の
実

効
的

な
連

携
を

通
じ

て
職

務
を

遂
行

し
、

必
要

に
応

じ
て

、
報

告
徴

収
・

業
務

財
産

調
査

権
に

基

づ
く

情
報

収
集

を
行

い
ま

す
。

 

監
査

等
委

員
は

、
過

半
数

を
社

外
取

締
役

と
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
現

在
、

監
査

等
委

員
会

は
、

社
内

非
執

行
取

締
役

２
名

お
よ

び
社

外
取

締
役

３
名

で
構

成
し

て
お

り
ま

す
。

 

<
業

務
執

行
>
 

経
営

の
監

督
機

能
と

業
務

執
行

を
分

離
し

、
権

限
と

責
任

を
明

確
化

す
る

た
め

、
執

行
役

員
制

度
を

導
入

し
て

お
り

ま
す

。
業

務
執

行
に

お
い

て
は

、
社

長
が

、
取

締
役

会
の

決
定

し
た

基
本

方
針

に
基

づ
き

、
当

行
の

業
務

執

行
全

般
を

統
括

し
て

お
り

ま
す

。
 

な
お

、
社

長
の

諮
問

機
関

と
し

て
経

営
会

議
を

設
置

、
必

要
の

都
度

開
催

し
、

取
締

役
会

で
決

議
す

る
こ

と
を

要
す

る
事

項
等

、
業

務
執

行
に

関
す

る
重

要
な

事
項

を
審

議
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
b
)
運

用
の

意
思

決
定

機
構

 

1
)
 
運

用
方

針
、

リ
ス

ク
管

理
の

運
営

要
領

等
の

策
定

 

当
行

の
業

務
執

行
機

関
の

一
環

と
し

て
設

置
さ

れ
る

経
営

政
策

委
員

会
の

規
程

に
基

づ
き

、
信

託
商

品
の

運
用

管
理

に
関

す
る

会
議

を
開

催
し

、
信

託
財

産
運

用
に

係
る

重
要

な
方

針
と

し
て

、
運

用
方

針
の

制
改

定
に

つ
い

て
審

議
・

決
定

し
ま

す
。

 

ま
た

、
信

託
財

産
運

用
に

係
る

リ
ス

ク
管

理
の

詳
細

を
定

め
た

運
営

要
領

の
制

改
定

に
つ

い
て

審
議

・
決

定

し
ま

す
。

 

2
)
 
運

用
執

行
 

運
用

所
管

部
は

、
信

託
約

款
、

及
び

運
用

商
品

の
運

用
管

理
に

関
す

る
会

議
に

お
い

て
決

定
し

た
運

用
方

針
等

に
基

づ
き

信
託

財
産

を
運

用
し

ま
す

。
 

ま
た

、
リ

ス
ク

管
理

の
詳

細
を

定
め

た
運

営
要

領
等

に
従

い
、

各
種

リ
ス

ク
指

標
を

計
測

し
、

計
測

結
果

を

リ
ス

ク
管

理
所

管
部

へ
報

告
し

ま
す

。
運

用
に

お
い

て
問

題
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

リ
ス

ク
管

理
所

管
部

に
速

や
か

に
報

告
の

上
、

問
題

点
の

分
析

・
改

善
を

行
い

ま
す

。
 

3
)
 
リ

ス
ク

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

 

運
用

部
門

か
ら

独
立

し
た

リ
ス

ク
管

理
所

管
部

は
、

運
用

方
針

・
法

令
等

の
遵

守
状

況
及

び
運

用
状

況
等

を
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
し

、
必

要
に

応
じ

て
運

用
所

管
部

に
改

善
を

求
め

ま
す

。
ま

た
適

正
な

運
用

を
行

う
た

め
の

内
部

規
程

等
を

制
定

し
、

問
題

点
の

原
因

分
析

に
基

づ
い

て
、

運
用

所
管

部
を

管
理

・
指

導
し

ま
す

。
取

締
役

会
等

は
、

運
用

所
管

部
・

リ
ス

ク
管

理
所

管
部

か
ら

の
報

告
に

基
づ

き
、

運
用

及
び

リ
ス

ク
管

理
に

必
要

な
重

要
事

項
に

つ
い

て
審

議
し

ま
す

。
ま

た
適

正
な

運
用

管
理

体
制

の
整

備
・

確
立

に
向

け
た

方
針

を
決

定
し

ま
す

。
 

 

上
記

体
制

は
、

2
0
2
5
年

1
2
月

1
8
日

現
在

の
も

の
で

あ
り
、

今
後

変
更

と
な

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。
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第
三
部
 
【
受
託
者
、
委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報
】
 

第
１
 
【
受
託
者
の
状
況
】
 

１
 
【

受
託

者
の

概
況

】
 

①
 
資

本
金

の
額

（
2
0
2
5
年

９
月

末
日

現
在

）
 

資
本

金
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2
4
7
,
3
6
9
 
百

万
円

 

発
行

す
る

株
式

の
総

数
 
 
1
5
,
8
5
4
,
8
0
3
,
5
4
7
 
株

 

発
行

済
株

式
の

総
数

 
 
 
 
8
,
8
7
0
,
5
0
1
,
3
9
2
 
株

 

過
去

５
年

間
に

お
け

る
資

本
金

の
額

の
増

減
 

 
 
該

当
事

項
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 

②
 
受

託
者

の
機

構
 

(
a
)
会

社
の

機
関

内
容

（
2
0
2
5
年

1
0
月

3
1
日

現
在

）
 

当
行

は
「

み
ず

ほ
フ

ィ
ナ

ン
シ

ャ
ル

グ
ル

ー
プ

」
（

以
下

、
「

当
グ

ル
ー

プ
」

と
い

う
場

合
が

あ
り

ま
す

）
の

一
員

で
あ

り
、

当
グ

ル
ー

プ
は

、
経

営
環

境
の

変
化

に
柔

軟
か

つ
機

動
的

に
適

応
で

き
る

経
営

形
態

と
し

て
選

択

し
た

持
株

会
社

体
制

の
下

で
、

銀
行

・
信

託
・

証
券

・
ア

セ
ッ

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
・

リ
サ

ー
チ

＆
コ

ン
サ

ル
テ

ィ

ン
グ

に
わ

た
る

グ
ル

ー
プ

横
断

的
な

ビ
ジ

ネ
ス

戦
略

推
進

単
位

毎
に

、
持

株
会

社
が

戦
略

・
施

策
や

業
務

計
画

の

策
定

を
行

う
こ

と
で

、
お

客
さ

ま
ニ

ー
ズ

へ
の

適
応

力
強

化
を

一
段

と
進

め
、

企
業

価
値

の
極

大
化

に
取

り
組

ん

で
お

り
ま

す
。

 

社
外

取
締

役
が

過
半

を
占

め
る

監
査

等
委

員
会

が
、

取
締

役
の

職
務

執
行

に
係

る
監

査
を

行
う

と
と

も
に

、
各

監
査

等
委

員
が

取
締

役
会

の
決

議
に

お
い

て
議

決
権

を
行

使
す

る
こ

と
で

、
経

営
に

対
す

る
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
機

能

を
強

化
し

、
監

査
・

監
督

の
実

効
性

を
向

上
さ

せ
ま

す
。

ま
た

、
個

別
の

業
務

執
行

に
係

る
決

定
権

限
を

、
取

締

役
会

か
ら

業
務

執
行

取
締

役
へ

大
幅

に
委

任
す

る
こ

と
で

、
意

思
決

定
の

迅
速

化
を

図
る

と
と

も
に

、
特

に
重

要

性
の

高
い

事
項

に
つ

い
て

取
締

役
会

の
審

議
の

充
実

を
図

っ
て

お
り

ま
す

。
 

<
取

締
役

及
び

取
締

役
会

>
 

当
行

の
取

締
役

会
は

、
９

名
の

取
締

役
に

て
構

成
さ

れ
、

当
行

の
経

営
方

針
そ

の
他

の
重

要
事

項
を

決
定

す
る

と
と

も
に

、
取

締
役

及
び

執
行

役
員

の
職

務
の

執
行

の
監

督
を

主
な

役
割

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

当
行

は
、

取
締

役
会

の
監

督
機

能
強

化
の

た
め

、
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
・

ガ
バ

ナ
ン

ス
等

の
専

門
的

知
見

や
経

験
が

豊
富

な
社

外
取

締
役

３
名

を
招

聘
し

て
お

り
ま

す
。

当
該

社
外

取
締

役
は

、
議

案
審

議
等

に
あ

た
り

有
用

な
発

言

を
積

極
的

に
行

う
と

と
も

に
、

経
営

か
ら

独
立

し
た

立
場

で
必

要
な

助
言

を
適

宜
行

っ
て

お
り

、
当

行
取

締
役

会

の
意

思
決

定
機

能
や

経
営

の
監

督
機

能
の

向
上

が
図

れ
て

お
り

ま
す

。
 

<
監

査
等

委
員

会
>
 

監
査

等
委

員
会

は
、

取
締

役
の

職
務

執
行

の
監

査
、

当
行

お
よ

び
当

行
子

会
社

の
内

部
統

制
シ

ス
テ

ム
の

構
築

お
よ

び
運

用
の

状
況

の
監

視
お

よ
び

検
証

、
な

ら
び

に
子

会
社

等
の

経
営

管
理

の
状

況
の

監
視

お
よ

び
検

証
を

行

う
と

と
も

に
、

株
主

総
会

に
提

出
す

る
会

計
監

査
人

の
選

任
お

よ
び

解
任

な
ら

び
に

不
再

任
に

関
す

る
議

案
の

内

容
の

決
定

や
、

内
部

監
査

基
本

計
画

、
内

部
監

査
グ

ル
ー

プ
に

お
け

る
予

算
、

Ｃ
Ａ

Ｅ
の

委
嘱

お
よ

び
内

部
監

査

グ
ル

ー
プ

に
お

け
る

部
長

人
事

に
関

す
る

同
意

等
、

内
部

監
査

に
関

す
る

重
要

な
決

議
を

行
い

ま
す

。
 

監
査

等
委

員
会

は
、

取
締

役
の

職
務

の
執

行
に

つ
い

て
、

適
法

性
お

よ
び

妥
当

性
の

監
査

を
行

う
と

と
も

に
、

当
行

お
よ

び
当

行
子

会
社

に
お

け
る

内
部

統
制

シ
ス

テ
ム

の
構

築
お

よ
び

運
用

を
前

提
と

し
て

、
内

部
監

査
グ

ル

ー
プ

等
と

の
実

効
的

な
連

携
を

通
じ

て
職

務
を

遂
行

し
、

必
要

に
応

じ
て

、
報

告
徴

収
・

業
務

財
産

調
査

権
に

基

づ
く

情
報

収
集

を
行

い
ま

す
。

 

監
査

等
委

員
は

、
過

半
数

を
社

外
取

締
役

と
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
現

在
、

監
査

等
委

員
会

は
、

社
内

非
執

行
取

締
役

２
名

お
よ

び
社

外
取

締
役

３
名

で
構

成
し

て
お

り
ま

す
。

 

<
業

務
執

行
>
 

経
営

の
監

督
機

能
と

業
務

執
行

を
分

離
し

、
権

限
と

責
任

を
明

確
化

す
る

た
め

、
執

行
役

員
制

度
を

導
入

し
て

お
り

ま
す

。
業

務
執

行
に

お
い

て
は

、
社

長
が

、
取

締
役

会
の

決
定

し
た

基
本

方
針

に
基

づ
き

、
当

行
の

業
務

執

行
全

般
を

統
括

し
て

お
り

ま
す

。
 

な
お

、
社

長
の

諮
問

機
関

と
し

て
経

営
会

議
を

設
置

、
必

要
の

都
度

開
催

し
、

取
締

役
会

で
決

議
す

る
こ

と
を

要
す

る
事

項
等

、
業

務
執

行
に

関
す

る
重

要
な

事
項

を
審

議
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
b
)
運

用
の

意
思

決
定

機
構

 

1
)
 
運

用
方

針
、

リ
ス

ク
管

理
の

運
営

要
領

等
の

策
定

 

当
行

の
業

務
執

行
機

関
の

一
環

と
し

て
設

置
さ

れ
る

経
営

政
策

委
員

会
の

規
程

に
基

づ
き

、
信

託
商

品
の

運
用

管
理

に
関

す
る

会
議

を
開

催
し

、
信

託
財

産
運

用
に

係
る

重
要

な
方

針
と

し
て

、
運

用
方

針
の

制
改

定
に

つ
い

て
審

議
・

決
定

し
ま

す
。

 

ま
た

、
信

託
財

産
運

用
に

係
る

リ
ス

ク
管

理
の

詳
細

を
定

め
た

運
営

要
領

の
制

改
定

に
つ

い
て

審
議

・
決

定

し
ま

す
。

 

2
)
 
運

用
執

行
 

運
用

所
管

部
は

、
信

託
約

款
、

及
び

運
用

商
品

の
運

用
管

理
に

関
す

る
会

議
に

お
い

て
決

定
し

た
運

用
方

針
等

に
基

づ
き

信
託

財
産

を
運

用
し

ま
す

。
 

ま
た

、
リ

ス
ク

管
理

の
詳

細
を

定
め

た
運

営
要

領
等

に
従

い
、

各
種

リ
ス

ク
指

標
を

計
測

し
、

計
測

結
果

を

リ
ス

ク
管

理
所

管
部

へ
報

告
し

ま
す

。
運

用
に

お
い

て
問

題
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

リ
ス

ク
管

理
所

管
部

に
速

や
か

に
報

告
の

上
、

問
題

点
の

分
析

・
改

善
を

行
い

ま
す

。
 

3
)
 
リ

ス
ク

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

 

運
用

部
門

か
ら

独
立

し
た

リ
ス

ク
管

理
所

管
部

は
、

運
用

方
針

・
法

令
等

の
遵

守
状

況
及

び
運

用
状

況
等

を
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
し

、
必

要
に

応
じ

て
運

用
所

管
部

に
改

善
を

求
め

ま
す

。
ま

た
適

正
な

運
用

を
行

う
た

め
の

内
部

規
程

等
を

制
定

し
、

問
題

点
の

原
因

分
析

に
基

づ
い

て
、

運
用

所
管

部
を

管
理

・
指

導
し

ま
す

。
取

締
役

会
等

は
、

運
用

所
管

部
・

リ
ス

ク
管

理
所

管
部

か
ら

の
報

告
に

基
づ

き
、

運
用

及
び

リ
ス

ク
管

理
に

必
要

な
重

要
事

項
に

つ
い

て
審

議
し

ま
す

。
ま

た
適

正
な

運
用

管
理

体
制

の
整

備
・

確
立

に
向

け
た

方
針

を
決

定
し

ま
す

。
 

 

上
記

体
制

は
、

2
0
2
5
年

1
2
月

1
8
日

現
在

の
も

の
で

あ
り
、

今
後

変
更

と
な

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

 

 

２
 
【

事
業

の
内

容
及

び
営

業
の

概
況

】
 

当
行

は
、

個
人

・
事

業
法

人
・

金
融

法
人

・
公

共
法

人
を

主
要

な
お

客
さ

ま
と

し
、

信
託

業
務

を
中

心
に

、
銀

行

業
務

そ
の

他
金

融
サ

ー
ビ

ス
を

ご
提

供
し

て
お

り
ま

す
。

 

当
行

が
受

託
す

る
信

託
財

産
は

以
下

の
通

り
で

す
。

 

 

科
 

目
 

2
0
2
5
年
９
月

3
0
日

 

金
額
（
百
万

円
）

 

金
銭
信
託
 

2
7
,
8
9
1
,
3
6
3
 

年
金
信
託
 

4
,
0
3
5
,
1
3
9
 

財
産
形
成
給
付
信

託
 

2
,
8
1
0
 

投
資
信
託
 

2
7
,
6
3
1
,
6
1
2
 

金
銭
信
託
以
外
の

金
銭
の
信
託
 

2
,
5
4
8
,
2
2
0
 

有
価
証
券
の
信
託

 
1
6
,
4
9
6
,
4
9
9
 

金
銭
債
権
の
信
託

 
1
2
,
2
5
5
,
3
1
6
 

土
地
及
び
そ
の
定

着
物
の
信
託
 

2
5
0
,
1
4
8
 

包
括
信
託
 

1
8
,
5
7
0
,
6
4
2
 

そ
の
他
の
信
託
 

0
 

合
計
 

1
0
9
,
6
8
1
,
7
5
1
 

 

(
注
)
 
上
記
残
高
表
に
は
、
金
銭
評
価
の
困
難
な
信
託
を
除
い
て
お
り
ま

す
。

 

 

３
 
【
経
理
の
状
況
】

 

 １
．

当
行

の
連

結
財

務
諸

表
は

、
「

連
結

財
務

諸
表

の
用

語
、

様
式

及
び

作
成

方
法

に
関

す
る

規
則

」
(
昭

和
5
1
年

大
蔵

省
令

第
2
8
号

)
に

基
づ

い
て

作
成

し
て

お
り

ま
す

が
、

資
産

及
び

負
債

の
分

類
な

ら
び

に
収

益
及

び
費

用
の

分
類

は
、

「
銀

行
法

施
行

規
則

」
(
昭

和
5
7
年

大
蔵

省

令
第

1
0
号

)
に

準
拠

し
て

お
り

ま
す

。
 

 ２
．

当
行

の
財

務
諸

表
は

、
「

財
務

諸
表

等
の

用
語

、
様

式
及

び
作

成
方

法
に

関
す

る
規

則
」

(
昭

和
3
8
年

大
蔵

省
令

第
5
9
号

)
に

基
づ

い
て

作

成
し

て
お

り
ま

す
が

、
資

産
及

び
負

債
の

分
類

な
ら

び
に

収
益

及
び

費
用

の
分

類
は

、
「

銀
行

法
施

行
規

則
」

(
昭

和
5
7
年

大
蔵

省
令

第
10

号
)
に

準
拠

し
て

お
り

ま
す

。
 

 ３
．

当
行

は
、

金
融

商
品

取
引

法
第

1
9
3
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
連

結
会

計
年

度
(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1

日
)
の

連
結

財
務

諸
表

及
び

事
業

年
度

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
の

財
務

諸
表

に
つ

い
て

、
E
Y
新

日
本

有
限

責
任

監
査

法
人

の
監

査
証

明
を

受
け

て
お

り
ま

す
。

 

 ４
．

当
行

は
、

連
結

財
務

諸
表

等
の

適
正

性
を

確
保

す
る

た
め

の
特

段
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
具

体
的

に
は

、
会

計
基

準
等

の
内

容
把

握
や

変
更

等
に

つ
い

て
適

切
に

対
応

す
る

た
め

に
、

公
益

財
団

法
人

財
務

会
計

基
準

機
構

、
一

般
社

団
法

人
全

国
銀

行
協

会
及

び
一

般

社
団

法
人

信
託

協
会

等
の

関
係

諸
団

体
へ

加
入

し
情

報
収

集
を

図
る

と
と

も
に

、
同

機
構

等
の

行
う

研
修

に
参

加
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、

重
要

な
会

計
基

準
の

変
更

等
に

つ
い

て
は

、
取

締
役

会
等

へ
適

切
に

付
議

・
報

告
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。
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受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



１
 
連

結
財

務
諸

表
等

 

(
1
)
 
連
結

財
務
諸
表
 

①
 
連

結
貸
借
対
照
表
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
連
結
会
計
年
度

 
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

資
産
の
部

 
 

 

現
金
預

け
金
 

1
,
2
9
3
,
3
8
4
 

1
,
1
5
1
,
0
3
7
 

債
券
貸
借
取
引
支
払
保
証
金
 

2
0
,
0
6
6
 

1
9
,
7
1
5
 

買
入
金
銭
債
権
 

2
3
,
2
9
6
 

1
3
,
2
6
8
 

金
銭
の
信
託
 

3
0
,
2
9
8
 

3
4
,
7
7
8
 

有
価
証
券
 

※
１
,
※
５
 
2
9
9
,
8
7
2
 

※
１

,
※

５
 
3
6
3
,
6
1
0
 

貸
出
金
 

※
３
,
※
４
,
※
５
,
※
６
 
2
,
8
5
7
,
2
6
3
 

※
３

,
※

４
,
※

５
,
※

６
 
2
,
5
6
7
,
2
6
7
 

外
国
為
替
 

※
３
 
5
,
2
7
1
 

※
３
 
8
,
3
3
4
 

そ
の
他
資
産
 

※
３
,
※
５
 
3
5
8
,
8
6
4
 

※
３

,
※

５
 
1
8
8
,
1
3
1
 

有
形
固
定
資
産
 

※
７
,
※
８
 
9
5
,
5
2
6
 

※
７

,
※

８
 
9
5
,
3
6
3
 

建
物
 

2
7
,
5
7
7
 

2
5
,
4
8
5
 

土
地
 

6
2
,
4
2
3
 

6
0
,
7
3
7
 

リ
ー
ス
資
産
 

7
 

4
 

建
設
仮
勘
定
 

1
8
 

1
 

そ
の
他
の
有
形
固
定
資
産
 

5
,
5
0
0
 

9
,
1
3
6
 

無
形
固
定
資
産
 

3
1
,
4
6
5
 

1
8
,
5
3
1
 

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
 

1
9
,
3
1
1
 

8
,
2
8
4
 

の
れ
ん
 

9
,
8
6
0
 

8
,
9
9
3
 

そ
の
他
の
無
形
固
定
資
産
 

2
,
2
9
3
 

1
,
2
5
3
 

退
職
給
付
に
係
る
資
産
 

1
4
1
,
3
8
5
 

1
0
0
,
5
0
0
 

繰
延
税
金
資
産
 

9
8
1
 

1
,
1
8
2
 

支
払
承
諾
見
返
 

※
３
 
1
4
,
1
4
2
 

※
３
 
7
,
7
7
4
 

貸
倒
引
当
金
 

△
5
,
2
7
9
 

△
7
,
0
3
5
 

資
産
の
部
合
計
 

5
,
1
6
6
,
5
3
9
 

4
,
5
6
2
,
4
6
1
 

負
債
の
部

 
 

 

預
金
 

※
５
 
2
,
7
4
1
,
3
3
0
 

※
５
 
1
,
9
9
1
,
2
5
0
 

譲
渡
性
預
金
 

2
6
4
,
0
3
0
 

3
4
1
,
2
1
0
 

コ
ー
ル
マ
ネ
ー
及
び
売
渡
手
形
 

8
,
0
4
6
 

6
,
7
5
5
 

借
用
金
 

※
５
 
4
0
9
,
2
0
0
 

※
５
 
4
9
8
,
5
0
0
 

信
託
勘
定
借
 

9
8
3
,
8
7
7
 

9
5
0
,
9
4
6
 

そ
の
他
負
債
 

4
3
,
5
6
8
 

9
4
,
7
8
6
 

賞
与
引
当
金
 

7
,
4
5
5
 

1
0
,
8
5
2
 

変
動
報
酬
引
当
金
 

2
7
1
 

2
3
9
 

退
職
給
付
に
係
る
負
債
 

1
,
1
5
9
 

1
,
1
4
5
 

役
員
退
職
慰
労
引
当
金
 

1
8
8
 

2
0
0
 

偶
発
損
失
引
当
金
 

5
0
 

－
 

睡
眠
預
金
払
戻
損
失
引
当
金
 

5
0
6
 

3
3
1
 

繰
延
税
金
負
債
 

5
4
,
8
6
4
 

3
4
,
1
0
0
 

支
払
承
諾
 

1
4
,
1
4
2
 

7
,
7
7
4
 

負
債
の
部
合
計
 

4
,
5
2
8
,
6
9
2
 

3
,
9
3
8
,
0
9
2
 

   
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

純
資

産
の

部
 

 
 

資
本

金
 

2
4
7
,
3
6
9
 

2
4
7
,
3
6
9
 

資
本

剰
余

金
 

1
7
,
8
2
5
 

1
7
,
8
2
5
 

利
益

剰
余

金
 

3
0
7
,
4
4
0
 

3
3
5
,
1
8
3
 

自
己

株
式

 
△

7
9
,
9
9
9
 

△
7
9
,
9
9
9
 

株
主

資
本

合
計

 
4
9
2
,
6
3
5
 

5
2
0
,
3
7
8
 

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

 
8
9
,
8
1
4
 

7
4
,
4
4
3
 

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
 

6
,
6
2
4
 

6
,
4
0
0
 

為
替

換
算

調
整

勘
定

 
4
,
5
0
7
 

4
,
3
1
3
 

退
職

給
付

に
係

る
調

整
累

計
額

 
4
4
,
1
4
0
 

1
8
,
6
8
0
 

そ
の

他
の

包
括

利
益

累
計

額
合

計
 

1
4
5
,
0
8
7
 

1
0
3
,
8
3
7
 

非
支

配
株

主
持

分
 

1
2
3
 

1
5
3
 

純
資

産
の

部
合

計
 

6
3
7
,
8
4
7
 

6
2
4
,
3
6
9
 

負
債

及
び

純
資

産
の
部

合
計

 
5
,
1
6
6
,
5
3
9
 

4
,
5
6
2
,
4
6
1
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１
 
連

結
財

務
諸

表
等

 

(
1
)
 
連
結

財
務
諸
表
 

①
 
連

結
貸
借
対
照
表
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
連
結
会
計
年
度

 
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

資
産
の
部
 

 
 

現
金
預
け
金
 

1
,
2
9
3
,
3
8
4
 

1
,
1
5
1
,
0
3
7
 

債
券
貸
借
取
引
支
払
保
証
金
 

2
0
,
0
6
6
 

1
9
,
7
1
5
 

買
入
金
銭
債
権
 

2
3
,
2
9
6
 

1
3
,
2
6
8
 

金
銭
の
信
託
 

3
0
,
2
9
8
 

3
4
,
7
7
8
 

有
価
証
券
 

※
１
,
※
５
 
2
9
9
,
8
7
2
 

※
１

,
※

５
 
3
6
3
,
6
1
0
 

貸
出
金
 

※
３
,
※
４
,
※
５
,
※
６
 
2
,
8
5
7
,
2
6
3
 

※
３

,
※

４
,
※

５
,
※

６
 
2
,
5
6
7
,
2
6
7
 

外
国
為
替
 

※
３
 
5
,
2
7
1
 

※
３
 
8
,
3
3
4
 

そ
の
他
資
産
 

※
３
,
※
５
 
3
5
8
,
8
6
4
 

※
３

,
※

５
 
1
8
8
,
1
3
1
 

有
形
固
定
資
産
 

※
７
,
※
８
 
9
5
,
5
2
6
 

※
７

,
※

８
 
9
5
,
3
6
3
 

建
物
 

2
7
,
5
7
7
 

2
5
,
4
8
5
 

土
地
 

6
2
,
4
2
3
 

6
0
,
7
3
7
 

リ
ー
ス
資
産
 

7
 

4
 

建
設
仮
勘
定
 

1
8
 

1
 

そ
の
他
の
有
形
固
定
資
産
 

5
,
5
0
0
 

9
,
1
3
6
 

無
形
固
定
資
産
 

3
1
,
4
6
5
 

1
8
,
5
3
1
 

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
 

1
9
,
3
1
1
 

8
,
2
8
4
 

の
れ
ん
 

9
,
8
6
0
 

8
,
9
9
3
 

そ
の
他
の
無
形
固
定
資
産
 

2
,
2
9
3
 

1
,
2
5
3
 

退
職
給
付
に
係
る
資
産
 

1
4
1
,
3
8
5
 

1
0
0
,
5
0
0
 

繰
延
税
金
資
産
 

9
8
1
 

1
,
1
8
2
 

支
払
承
諾
見
返
 

※
３
 
1
4
,
1
4
2
 

※
３
 
7
,
7
7
4
 

貸
倒
引
当
金
 

△
5
,
2
7
9
 

△
7
,
0
3
5
 

資
産
の
部
合
計
 

5
,
1
6
6
,
5
3
9
 

4
,
5
6
2
,
4
6
1
 

負
債
の
部
 

 
 

預
金
 

※
５
 
2
,
7
4
1
,
3
3
0
 

※
５
 
1
,
9
9
1
,
2
5
0
 

譲
渡
性
預
金
 

2
6
4
,
0
3
0
 

3
4
1
,
2
1
0
 

コ
ー
ル
マ
ネ
ー
及
び
売
渡
手
形
 

8
,
0
4
6
 

6
,
7
5
5
 

借
用
金
 

※
５
 
4
0
9
,
2
0
0
 

※
５
 
4
9
8
,
5
0
0
 

信
託
勘
定
借
 

9
8
3
,
8
7
7
 

9
5
0
,
9
4
6
 

そ
の
他
負
債
 

4
3
,
5
6
8
 

9
4
,
7
8
6
 

賞
与
引
当
金
 

7
,
4
5
5
 

1
0
,
8
5
2
 

変
動
報
酬
引
当
金
 

2
7
1
 

2
3
9
 

退
職
給
付
に
係
る
負
債
 

1
,
1
5
9
 

1
,
1
4
5
 

役
員
退
職
慰
労
引
当
金
 

1
8
8
 

2
0
0
 

偶
発
損
失
引
当
金
 

5
0
 

－
 

睡
眠
預
金
払
戻
損
失
引
当
金
 

5
0
6
 

3
3
1
 

繰
延
税
金
負
債
 

5
4
,
8
6
4
 

3
4
,
1
0
0
 

支
払
承
諾
 

1
4
,
1
4
2
 

7
,
7
7
4
 

負
債
の
部
合
計
 

4
,
5
2
8
,
6
9
2
 

3
,
9
3
8
,
0
9
2
 

   
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

純
資

産
の

部
 

 
 

資
本

金
 

2
4
7
,
3
6
9
 

2
4
7
,
3
6
9
 

資
本

剰
余

金
 

1
7
,
8
2
5
 

1
7
,
8
2
5
 

利
益

剰
余

金
 

3
0
7
,
4
4
0
 

3
3
5
,
1
8
3
 

自
己

株
式

 
△

7
9
,
9
9
9
 

△
7
9
,
9
9
9
 

株
主

資
本

合
計

 
4
9
2
,
6
3
5
 

5
2
0
,
3
7
8
 

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

 
8
9
,
8
1
4
 

7
4
,
4
4
3
 

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
 

6
,
6
2
4
 

6
,
4
0
0
 

為
替

換
算

調
整

勘
定

 
4
,
5
0
7
 

4
,
3
1
3
 

退
職

給
付

に
係

る
調

整
累

計
額

 
4
4
,
1
4
0
 

1
8
,
6
8
0
 

そ
の

他
の

包
括

利
益

累
計

額
合

計
 

1
4
5
,
0
8
7
 

1
0
3
,
8
3
7
 

非
支

配
株

主
持

分
 

1
2
3
 

1
5
3
 

純
資

産
の

部
合

計
 

6
3
7
,
8
4
7
 

6
2
4
,
3
6
9
 

負
債

及
び

純
資

産
の

部
合

計
 

5
,
1
6
6
,
5
3
9
 

4
,
5
6
2
,
4
6
1
 

   
 

②
 
連

結
損
益
計
算
書
及
び
連
結
包
括
利
益
計
算
書
 

連
結

損
益
計
算
書
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
連
結
会
計
年
度

 
(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１
日

 
至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

経
常
収
益

 
2
0
7
,
4
2
0
 

2
4
7
,
4
9
7
 

信
託
報

酬
 

6
1
,
8
4
9
 

6
2
,
6
9
0
 

資
金
運
用
収
益
 

3
1
,
6
1
5
 

5
3
,
3
0
6
 

貸
出
金
利
息
 

1
9
,
0
9
3
 

2
2
,
5
8
0
 

有
価
証
券
利
息
配
当
金
 

6
,
3
6
7
 

7
,
4
9
0
 

債
券
貸
借
取
引
受
入
利
息
 

5
 

3
4
5
 

預
け
金
利
息
 

6
,
0
1
8
 

1
0
,
5
4
8
 

そ
の
他
の
受
入
利
息
 

1
3
0
 

1
2
,
3
4
0
 

役
務
取
引
等
収
益
 

1
0
5
,
0
4
5
 

1
1
2
,
3
0
0
 

そ
の
他
業
務
収
益
 

6
6
 

7
2
8
 

そ
の
他
経
常
収
益
 

8
,
8
4
4
 

1
8
,
4
7
1
 

償
却
債
権
取
立
益
 

7
 

0
 

そ
の
他
の
経
常
収
益
 

※
１
 
8
,
8
3
6
 

※
１
 
1
8
,
4
7
1
 

経
常
費
用
 

1
5
4
,
6
5
6
 

1
6
6
,
3
3
6
 

資
金
調
達
費
用
 

8
,
7
6
0
 

1
4
,
7
9
8
 

預
金
利
息
 

2
,
1
1
6
 

6
,
1
8
8
 

譲
渡
性
預
金
利
息
 

3
8
 

5
1
7
 

コ
ー
ル
マ
ネ
ー
利
息
及
び
売
渡
手
形
利
息
 

3
5
1
 

4
8
3
 

債
券
貸
借
取
引
支
払
利
息
 

1
 

1
1
 

借
用
金
利
息
 

5
5
3
 

2
,
2
7
7
 

そ
の
他
の
支
払
利
息
 

5
,
6
9
8
 

5
,
3
2
1
 

役
務
取
引
等
費
用
 

4
0
,
5
5
7
 

3
5
,
9
8
2
 

そ
の
他
業
務
費
用
 

2
8
 

1
9
 

営
業
経
費
 

※
２
 
1
0
1
,
9
5
3
 

※
２
 
1
0
9
,
1
2
5
 

そ
の
他
経
常
費
用
 

3
,
3
5
6
 

6
,
4
1
0
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

1
,
6
3
2
 

1
,
7
4
8
 

そ
の
他
の
経
常
費
用
 

※
３
 
1
,
7
2
3
 

※
３
 
4
,
6
6
1
 

経
常
利
益
 

5
2
,
7
6
4
 

8
1
,
1
6
1
 

特
別
利
益

 
2
,
2
7
0
 

6
,
9
0
9
 

固
定
資

産
処
分
益
 

1
1
4
 

2
9
1
 

退
職
給
付
信
託
返
還
益
 

2
,
1
5
5
 

5
,
6
7
6
 

過
去
勤
務
費
用
処
理
額
 

－
 

9
4
1
 

特
別
損
失
 

5
7
5
 

1
2
,
5
3
9
 

固
定
資
産
処
分
損
 

4
4
4
 

4
6
0
 

減
損
損
失
 

1
3
0
 

※
４
 
1
2
,
0
7
8
 

税
金
等
調
整
前
当
期
純
利
益
 

5
4
,
4
5
9
 

7
5
,
5
3
2
 

法
人
税
、

住
民
税
及
び
事
業
税
 

1
4
,
1
1
9
 

2
8
,
2
7
8
 

法
人
税
等

調
整
額
 

1
,
6
6
3
 

△
7
,
5
5
1
 

法
人
税
等
合
計
 

1
5
,
7
8
3
 

2
0
,
7
2
7
 

当
期
純
利

益
 

3
8
,
6
7
6
 

5
4
,
8
0
4
 

非
支
配
株

主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
 

3
1
 

3
1
 

親
会
社
株

主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利
益
 

3
8
,
6
4
4
 

5
4
,
7
7
3
 

   
 

連
結

包
括

利
益

計
算

書
  

 
(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

当
期

純
利

益
 

3
8
,
6
7
6
 

5
4
,
8
0
4
 

そ
の

他
の

包
括

利
益
 

※
１
 
3
5
,
6
5
3
 

※
１
 
△

4
1
,
2
5
0
 

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

 
2
8
,
3
0
8
 

△
1
5
,
3
7
0
 

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
 

1
,
9
8
2
 

△
2
2
4
 

為
替

換
算

調
整

勘
定

 
9
8
4
 

△
1
9
4
 

退
職

給
付

に
係

る
調

整
額

 
4
,
3
7
7
 

△
2
5
,
4
5
9
 

包
括

利
益

 
7
4
,
3
2
9
 

1
3
,
5
5
4
 

（
内

訳
）

 
 

 

親
会

社
株

主
に

係
る

包
括

利
益

 
7
4
,
2
9
8
 

1
3
,
5
2
3
 

非
支

配
株

主
に

係
る

包
括

利
益

 
3
1
 

3
1
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③
 
連

結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
 

前
連

結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 
(
単
位
：

百
万

円
)
 

 
株
主
資
本
 

資
本
金
 

資
本
剰
余
金
 

利
益
剰
余
金
 

自
己
株
式
 

株
主

資
本

合
計

 

当
期

首
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
7
,
8
2
5
 

2
9
9
,
9
3
3
 

△
7
9
,
9
9
9
 

4
8
5
,
1
2
8
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の
配
当
 

 
 

 
 

△
3
1
,
1
3
7
 

 
 

△
3
1
,
1
3
7
 

親
会

社
株

主
に

帰
属

す
る

当
期

純
利
益
 

 
 

 
 

3
8
,
6
4
4
 

 
 

3
8
,
6
4
4
 

株
主

資
本
以
外
の
項
目
の
 

当
期

変
動
額
（
純
額
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
期

変
動

額
合
計
 

－
 

－
 

7
,
5
0
7
 

－
 

7
,
5
0
7
 

当
期

末
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
7
,
8
2
5
 

3
0
7
,
4
4
0
 

△
7
9
,
9
9
9
 

4
9
2
,
6
3
5
 

  

 

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
 

非
支

配
株

主
 

持
分

 
純

資
産

合
計

 
そ
の
他
 

有
価
証
券

 

評
価
差
額
金
 

繰
延
ヘ
ッ
ジ
 

損
益
 

為
替
換
算
 

調
整
勘
定
 

退
職
給
付
に
 

係
る
調
整
 

累
計
額
 

そ
の

他
の

 

包
括

利
益

 

累
計

額
合

計
 

当
期

首
残

高
 

6
1
,
5
0
5
 

4
,
6
4
2
 

3
,
5
2
3
 

3
9
,
7
6
2
 

1
0
9
,
4
3
3
 

9
3
 

5
9
4
,
6
5
5
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
3
1
,
1
3
7
 

親
会

社
株

主
に

帰
属

す
る

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
8
,
6
4
4
 

株
主

資
本

以
外
の
項
目
の
 

当
期

変
動

額
（
純
額
）
 

2
8
,
3
0
8
 

1
,
9
8
2
 

9
8
4
 

4
,
3
7
7
 

3
5
,
6
5
3
 

3
0
 

3
5
,
6
8
4
 

当
期

変
動

額
合
計
 

2
8
,
3
0
8
 

1
,
9
8
2
 

9
8
4
 

4
,
3
7
7
 

3
5
,
6
5
3
 

3
0
 

4
3
,
1
9
1
 

当
期

末
残

高
 

8
9
,
8
1
4
 

6
,
6
2
4
 

4
,
5
0
7
 

4
4
,
1
4
0
 

1
4
5
,
0
8
7
 

1
2
3
 

6
3
7
,
8
4
7
 

   
 

当
連

結
会

計
年

度
(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 
(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
株

主
資

本
 

資
本

金
 

資
本

剰
余

金
 

利
益

剰
余

金
 

自
己

株
式

 
株

主
資

本
合

計
 

当
期

首
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
7
,
8
2
5
 

3
0
7
,
4
4
0
 

△
7
9
,
9
9
9
 

4
9
2
,
6
3
5
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当

 
 
 

 
 

△
2
7
,
0
3
0
 

 
 

△
2
7
,
0
3
0
 

親
会

社
株

主
に

帰
属

す
る

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

5
4
,
7
7
3
 

 
 

5
4
,
7
7
3
 

株
主

資
本

以
外

の
項

目
の

 

当
期

変
動

額
（

純
額

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
期

変
動

額
合

計
 

－
 

－
 

2
7
,
7
4
2
 

－
 

2
7
,
7
4
2
 

当
期

末
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
7
,
8
2
5
 

3
3
5
,
1
8
3
 

△
7
9
,
9
9
9
 

5
2
0
,
3
7
8
 

  

 

そ
の

他
の

包
括

利
益

累
計

額
 

非
支

配
株

主
 

持
分

 
純

資
産

合
計

 
そ

の
他

 

有
価

証
券

 

評
価

差
額

金
 

繰
延

ヘ
ッ

ジ
 

損
益

 

為
替

換
算

 

調
整

勘
定

 

退
職

給
付

に
 

係
る

調
整

 

累
計

額
 

そ
の

他
の

 

包
括

利
益

 

累
計

額
合

計
 

当
期

首
残

高
 

8
9
,
8
1
4
 

6
,
6
2
4
 

4
,
5
0
7
 

4
4
,
1
4
0
 

1
4
5
,
0
8
7
 

1
2
3
 

6
3
7
,
8
4
7
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
2
7
,
0
3
0
 

親
会

社
株

主
に

帰
属

す
る

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
4
,
7
7
3
 

株
主

資
本

以
外

の
項

目
の

 

当
期

変
動

額
（

純
額

）
 

△
1
5
,
3
7
0
 

△
2
2
4
 

△
1
9
4
 

△
2
5
,
4
5
9
 

△
4
1
,
2
5
0
 

2
9
 

△
4
1
,
2
2
0
 

当
期

変
動

額
合

計
 

△
1
5
,
3
7
0
 

△
2
2
4
 

△
1
9
4
 

△
2
5
,
4
5
9
 

△
4
1
,
2
5
0
 

2
9
 

△
1
3
,
4
7
7
 

当
期

末
残

高
 

7
4
,
4
4
3
 

6
,
4
0
0
 

4
,
3
1
3
 

1
8
,
6
8
0
 

1
0
3
,
8
3
7
 

1
5
3
 

6
2
4
,
3
6
9
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報



③
 
連

結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
 

前
連

結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 
(
単
位
：

百
万

円
)
 

 
株
主
資
本
 

資
本
金
 

資
本
剰
余
金
 

利
益
剰
余
金
 

自
己
株
式
 

株
主

資
本

合
計

 

当
期

首
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
7
,
8
2
5
 

2
9
9
,
9
3
3
 

△
7
9
,
9
9
9
 

4
8
5
,
1
2
8
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当
 

 
 

 
 

△
3
1
,
1
3
7
 

 
 

△
3
1
,
1
3
7
 

親
会

社
株

主
に

帰
属

す
る

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

3
8
,
6
4
4
 

 
 

3
8
,
6
4
4
 

株
主

資
本

以
外
の
項
目
の
 

当
期

変
動

額
（
純
額
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
期

変
動

額
合
計
 

－
 

－
 

7
,
5
0
7
 

－
 

7
,
5
0
7
 

当
期

末
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
7
,
8
2
5
 

3
0
7
,
4
4
0
 

△
7
9
,
9
9
9
 

4
9
2
,
6
3
5
 

  

 

そ
の
他
の
包
括
利
益
累
計
額
 

非
支

配
株

主
 

持
分

 
純

資
産

合
計

 
そ
の
他
 

有
価
証
券

 

評
価
差
額
金
 

繰
延
ヘ
ッ
ジ
 

損
益
 

為
替
換
算
 

調
整
勘
定
 

退
職
給
付
に
 

係
る
調
整
 

累
計
額
 

そ
の

他
の

 

包
括

利
益

 

累
計

額
合

計
 

当
期

首
残

高
 

6
1
,
5
0
5
 

4
,
6
4
2
 

3
,
5
2
3
 

3
9
,
7
6
2
 

1
0
9
,
4
3
3
 

9
3
 

5
9
4
,
6
5
5
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
3
1
,
1
3
7
 

親
会

社
株

主
に

帰
属

す
る

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
8
,
6
4
4
 

株
主

資
本

以
外
の
項
目
の
 

当
期

変
動

額
（
純
額
）
 

2
8
,
3
0
8
 

1
,
9
8
2
 

9
8
4
 

4
,
3
7
7
 

3
5
,
6
5
3
 

3
0
 

3
5
,
6
8
4
 

当
期

変
動

額
合
計
 

2
8
,
3
0
8
 

1
,
9
8
2
 

9
8
4
 

4
,
3
7
7
 

3
5
,
6
5
3
 

3
0
 

4
3
,
1
9
1
 

当
期

末
残

高
 

8
9
,
8
1
4
 

6
,
6
2
4
 

4
,
5
0
7
 

4
4
,
1
4
0
 

1
4
5
,
0
8
7
 

1
2
3
 

6
3
7
,
8
4
7
 

   
 

当
連

結
会

計
年

度
(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 
(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
株

主
資

本
 

資
本

金
 

資
本

剰
余

金
 

利
益

剰
余

金
 

自
己

株
式

 
株

主
資

本
合

計
 

当
期

首
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
7
,
8
2
5
 

3
0
7
,
4
4
0
 

△
7
9
,
9
9
9
 

4
9
2
,
6
3
5
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当

 
 
 

 
 

△
2
7
,
0
3
0
 

 
 

△
2
7
,
0
3
0
 

親
会

社
株

主
に

帰
属

す
る

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

5
4
,
7
7
3
 

 
 

5
4
,
7
7
3
 

株
主

資
本

以
外

の
項

目
の

 

当
期

変
動

額
（

純
額

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
期

変
動

額
合

計
 

－
 

－
 

2
7
,
7
4
2
 

－
 

2
7
,
7
4
2
 

当
期

末
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
7
,
8
2
5
 

3
3
5
,
1
8
3
 

△
7
9
,
9
9
9
 

5
2
0
,
3
7
8
 

  

 

そ
の

他
の

包
括

利
益

累
計

額
 

非
支

配
株

主
 

持
分

 
純

資
産

合
計

 
そ

の
他

 

有
価

証
券

 

評
価

差
額

金
 

繰
延

ヘ
ッ

ジ
 

損
益

 

為
替

換
算

 

調
整

勘
定

 

退
職

給
付

に
 

係
る

調
整

 

累
計

額
 

そ
の

他
の

 

包
括

利
益

 

累
計

額
合

計
 

当
期

首
残

高
 

8
9
,
8
1
4
 

6
,
6
2
4
 

4
,
5
0
7
 

4
4
,
1
4
0
 

1
4
5
,
0
8
7
 

1
2
3
 

6
3
7
,
8
4
7
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

△
2
7
,
0
3
0
 

親
会

社
株

主
に

帰
属

す
る

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
4
,
7
7
3
 

株
主

資
本

以
外

の
項

目
の

 

当
期

変
動

額
（

純
額

）
 

△
1
5
,
3
7
0
 

△
2
2
4
 

△
1
9
4
 

△
2
5
,
4
5
9
 

△
4
1
,
2
5
0
 

2
9
 

△
4
1
,
2
2
0
 

当
期

変
動

額
合

計
 

△
1
5
,
3
7
0
 

△
2
2
4
 

△
1
9
4
 

△
2
5
,
4
5
9
 

△
4
1
,
2
5
0
 

2
9
 

△
1
3
,
4
7
7
 

当
期

末
残

高
 

7
4
,
4
4
3
 

6
,
4
0
0
 

4
,
3
1
3
 

1
8
,
6
8
0
 

1
0
3
,
8
3
7
 

1
5
3
 

6
2
4
,
3
6
9
 

   
 

④
 
連

結
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
連
結
会
計
年
度

 
(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１
日

 
至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

営
業
活
動

に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
 

 
 

税
金
等

調
整
前
当
期
純
利
益
 

5
4
,
4
5
9
 

7
5
,
5
3
2
 

減
価
償
却
費
 

9
,
7
2
5
 

9
,
1
3
4
 

減
損
損
失
 

1
3
0
 

1
2
,
0
7
8
 

の
れ
ん
償
却
額
 

8
6
6
 

8
6
6
 

持
分
法
に
よ
る
投
資
損
益
（
△
は
益
）
 

△
5
9
 

△
6
7
 

貸
倒
引
当
金
の
増
減
（
△
）
 

1
,
6
1
7
 

1
,
7
4
8
 

偶
発
損
失
引
当
金
の
増
減
（
△
）
 

5
0
 

△
5
0
 

賞
与
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）
 

2
,
4
0
9
 

3
,
3
9
6
 

変
動
報
酬
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）
 

2
6
 

△
3
1
 

退
職
給
付
に
係
る
資
産
の
増
減
額
（
△
は
増
加
）
 

△
4
,
5
4
9
 

1
1
,
1
6
0
 

退
職
給
付
に
係
る
負
債
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）
 

△
2
,
2
1
1
 

△
1
3
 

役
員
退
職
慰
労
引
当
金
の
増
減
額
（
△
は
減
少
）
 

4
7
 

1
1
 

睡
眠
預
金
払
戻
損
失
引
当
金
の
増
減
（
△
）
 

△
2
0
7
 

△
1
7
5
 

資
金
運
用
収
益
 

△
3
1
,
6
1
5
 

△
5
3
,
3
0
6
 

資
金
調
達
費
用
 

8
,
7
6
0
 

1
4
,
7
9
8
 

有
価
証
券
関
係
損
益
（
△
）
 

△
5
,
8
6
4
 

△
1
5
,
0
2
4
 

金
銭
の
信
託
の
運
用
損
益
（
△
は
運
用
益
）
 

△
1
,
0
0
2
 

△
1
,
0
6
8
 

為
替
差
損
益
（
△
は
益
）
 

△
2
8
 

3
 

固
定
資
産
処
分
損
益
（
△
は
益
）
 

3
3
0
 

1
6
8
 

退
職
給
付
制
度
改
定
関
連
損
益
（
△
は
益
）
 

－
 

△
9
4
1
 

退
職
給
付
信
託
返
還
損
益
（
△
は
益
）
 

△
2
,
1
5
5
 

△
5
,
6
7
6
 

貸
出
金
の
純
増
（
△
）
減
 

1
9
7
,
5
0
2
 

2
8
9
,
9
9
6
 

預
金
の
純
増
減
（
△
）
 

△
1
4
2
,
5
4
8
 

△
7
6
6
,
0
1
7
 

譲
渡
性
預
金
の
純
増
減
（
△
）
 

△
2
0
6
,
1
5
0
 

7
7
,
1
8
0
 

借
用
金
（
劣
後
特
約
付
借
入
金
を
除
く
）
の
純
増
減
 

（
△
）
 

1
0
5
,
8
0
0
 

8
9
,
3
0
0
 

預
け
金
（
中
央
銀
行
預
け
金
を
除
く
）
の
純
増
（
△
）
減
 

△
1
8
,
0
1
3
 

△
1
4
,
3
0
2
 

コ
ー
ル
ロ
ー
ン
等
の
純
増
（
△
）
減
 

8
,
9
6
5
 

1
0
,
0
2
7
 

債
券
貸
借
取
引
支
払
保
証
金
の
純
増
（
△
）
減
 

1
1
0
 

3
5
1
 

コ
ー
ル
マ
ネ
ー
等
の
純
増
減
（
△
）
 

△
8
9
9
,
8
8
8
 

△
1
,
2
9
1
 

外
国
為
替
（
資
産
）
の
純
増
（
△
）
減
 

△
8
4
9
 

△
3
,
0
6
2
 

信
託
勘
定
借
の
純
増
減
（
△
）
 

△
5
5
0
,
2
2
0
 

△
3
2
,
9
3
0
 

資
金
運
用
に
よ
る
収
入
 

2
8
,
4
5
0
 

5
2
,
5
9
2
 

資
金
調
達
に
よ
る
支
出
 

△
8
,
3
2
6
 

△
1
3
,
0
9
6
 

そ
の
他
 

△
5
4
,
6
6
8
 

2
0
5
,
1
5
9
 

小
計
 

△
1
,
5
0
9
,
1
0
6
 

△
5
3
,
5
5
3
 

法
人
税

等
の
支
払
額
又
は
還
付
額
（
△
は
支
払
）
 

△
1
3
,
1
9
5
 

△
1
3
,
2
1
1
 

営
業
活

動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
 

△
1
,
5
2
2
,
3
0
2
 

△
6
6
,
7
6
4
 

   
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

投
資

活
動

に
よ

る
キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
 

 
 

有
価

証
券

の
取

得
に

よ
る

支
出

 
△

6
1
,
6
3
2
 

△
2
3
0
,
7
4
8
 

有
価

証
券

の
売

却
に

よ
る

収
入

 
1
0
,
5
5
7
 

1
2
4
,
0
3
5
 

有
価

証
券

の
償

還
に

よ
る

収
入

 
5
9
,
0
2
7
 

4
1
,
1
8
3
 

金
銭

の
信

託
の

増
加

に
よ

る
支

出
 

△
8
,
1
2
0
 

△
7
,
1
4
5
 

金
銭

の
信

託
の

減
少

に
よ

る
収

入
 

5
,
4
5
2
 

2
,
8
2
6
 

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

 
△

3
,
6
1
0
 

△
6
,
1
3
1
 

無
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

 
△

8
,
9
3
5
 

△
6
,
4
5
2
 

有
形

固
定

資
産

の
売

却
に

よ
る

収
入

 
1
8
2
 

8
7
4
 

連
結

の
範

囲
の

変
更

を
伴

う
子

会
社

株
式

の
売

却
に

よ
る

 
収

入
 

7
,
9
2
7
 

2
,
9
7
0
 

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

 
8
4
9
 

△
7
8
,
5
8
8
 

財
務

活
動

に
よ

る
キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
 

 
 

配
当

金
の

支
払

額
 

△
3
1
,
1
3
7
 

△
2
7
,
0
3
0
 

非
支

配
株

主
へ

の
配

当
金

の
支

払
額

 
△

1
 

△
1
 

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

 
△

3
1
,
1
3
8
 

△
2
7
,
0
3
2
 

現
金

及
び

現
金

同
等
物

に
係

る
換

算
差

額
 

1
,
6
5
3
 

3
,
3
7
6
 

現
金

及
び

現
金

同
等
物

の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

 
△

1
,
5
5
0
,
9
3
7
 

△
1
6
9
,
0
0
8
 

現
金

及
び

現
金

同
等
物

の
期

首
残

高
 

2
,
7
1
5
,
4
3
6
 

1
,
1
6
4
,
4
9
8
 

現
金

及
び

現
金

同
等
物

の
期

末
残

高
 

※
１
 
1
,
1
6
4
,
4
9
8
 

※
１
 
9
9
5
,
4
8
9
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託
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法
人
の
情
報



注
記
事

項
 

(
連
結

財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
)
 

１
．
連
結
の

範
囲
に
関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
連
結

子
会
社
 
1
1
社
 

主
要

な
会
社
名
 

み
ず
ほ
不
動
産
販
売
株
式
会

社
 

M
i
z
u
h
o
 
T
r
u
s
t
 
&
 
B
a
n
k
i
n
g
 
(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 
S
.
A
.
 

み
ず
ほ
リ
ア
ル
テ
ィ
O
n
e
株
式
会
社
 

(
連

結
の
範
囲
の
変
更
)
 

合
同
会
社
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

エ
イ
チ
は
新
規
設
立
に
よ
り
、
当
連
結
会
計
年
度
か
ら

連
結

の
範

囲
に

含
め

て
お

り
ま

す
。

 

合
同

会
社

城
南

フ
ァ

ン
ド

は
持

分
減

少
に

よ
り

、
子

会
社

に
該

当
し

な
い

こ
と

に
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
当

連
結

会
計

年
度

よ
り

連
結

の
範

囲
か
ら
除
外
し
て
お
り
ま

す
。
 

(
2
)
 
非
連

結
子
会
社
 

該
当

あ
り
ま
せ
ん
。
 

 ２
．
持
分
法
の
適
用
に
関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
持
分
法
適
用
の
非
連
結
子
会
社
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

(
2
)
 
持
分
法
適
用
の
関
連
会
社
 
２
社
 

日
本
株
主
デ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
 

日
本
ペ
ン
シ
ョ
ン
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
 

(
3
)
 
持
分
法
非
適
用
の
非
連
結
子
会
社
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

(
4
)
 
持
分
法
非
適
用
の
関
連
会
社
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 ３
．
連
結
子
会
社
の
事
業
年
度
等
に
関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
連
結
子
会
社
の
決
算
日
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

1
2
月
末
日
 
２
社
 

３
月
末
日
 
８
社
 

７
月
末
日
 
１
社
 

 

(
2
)
 
７
月
末
日
を
決
算
日
と
す
る
子

会
社
に
つ
い
て
は
、
連
結
決
算
日
現
在
で
実
施
し
た

仮
決

算
に

基
づ

く
財

務
諸

表
に

よ
り

連
結

し
て

お

り
ま
す
。
ま
た
そ
の
他
の
子
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
決
算
日
の
財
務
諸
表
に

よ
り

連
結

し
て

お
り

ま
す

。
 

連
結
決
算
日
と
上
記
の
決
算
日
と
の
間
に
生
じ
た
重
要
な
取
引
に
つ
い
て
は
、
必
要

な
調

整
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

 

 ４
．
会
計
方
針
に
関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
有
価
証
券
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法
 

(
イ
)
 
有
価
証
券
の
評
価
は
、
そ
の

他
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
時
価
法
(
売
却
原
価
は
主
と

し
て

移
動

平
均

法
に

よ
り

算
定

)
、

た
だ

し
市

場

価
格
の
な
い
株
式
等
に
つ
い
て
は
移
動
平
均
法
に
よ
る
原
価
法
に
よ
り
行
っ
て
お
り

ま
す

。
 

な
お

、
そ

の
他

有
価

証
券

の
評

価
差

額
に

つ
い

て
は

、
時

価
ヘ

ッ
ジ

の
適

用
に

よ
り

損
益

に
反

映
さ

せ
た

額
を

除
き

、
全

部
純

資
産

直
入
法
に
よ
り
処
理
し
て
お
り
ま
す
。
 

(
ロ
)
 
金
銭
の
信
託
に
お
い
て
信
託
財
産
を
構
成
し
て
い
る
有
価
証
券
の
評
価
は
、
上
記

(
イ

)
と

同
じ

方
法

に
よ

り
行

っ
て

お
り

ま
す

。
 

(
2
)
 
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法
 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
評
価
は
、
時
価
法
に
よ
り
行
っ
て
お
り
ま
す
。
 

(
3
)
 
固
定
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法
 

①
 
有
形
固
定
資
産
(
リ
ー
ス
資

産
を
除
く
)
 

有
形
固
定
資
産
は
、
建
物
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
定
額
法
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は

主
と

し
て

定
率

法
を

採
用

し
て

お
り

ま
す

。
 

ま
た

、
主

な
耐

用
年

数
は

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

 

建
 

物
：

３
年

～
5
0
年

 

そ
の

他
：

２
年

～
2
0
年

 

②
 

無
形

固
定

資
産

 

無
形

固
定

資
産

は
、

定
額

法
に

よ
り

償
却

し
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

自
社

利
用

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
に

つ
い

て
は

、
当

行
及

び
連

結
子

会
社

で
定

め
る

利
用

可
能

期
間

(
主

と
し

て
５

年
～

1
0
年

)
に

基
づ

い
て

償
却

し
て

お
り

ま
す

。
 

③
 

リ
ー

ス
資

産
 

所
有

権
移

転
外

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

に
係

る
「

有
形

固
定

資
産

」
中

の
リ

ー
ス

資
産

は
、

原
則

と
し

て
自

己
所

有
の

固
定

資
産

に
適

用
す
る

方
法

と
同

一
の

方
法

で
償

却
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
4
)
 
貸

倒
引

当
金

の
計

上
基

準
 

当
行

の
貸

倒
引
当

金
は

、
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
い

る
償

却
・

引
当

基
準

に
の

っ
と

り
、

次
の

通
り

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

破
産

、
特

別
清

算
等

法
的

に
経

営
破

綻
の

事
実

が
発

生
し

て
い

る
債

務
者

(
以

下
「

破
綻

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

及
び

そ
れ

と
同

等

の
状

況
に

あ
る

債
務

者
(
以

下
「

実
質

破
綻

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
な

お
書

き
に

記
載

さ
れ

て
い

る
直

接
減

額

後
の

帳
簿

価
額

か
ら

、
担

保
の

処
分

可
能

見
込

額
及

び
保

証
に

よ
る

回
収

可
能

見
込

額
を

控
除

し
、

そ
の

残
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
現

在
は

経
営

破
綻

の
状

況
に

な
い

が
、

今
後

経
営

破
綻

に
陥

る
可

能
性

が
大

き
い

と
認

め
ら

れ
る

債
務

者
(
以

下
「

破
綻

懸
念

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

債
権

額
か

ら
、

担
保

の
処

分
可

能
見

込
額

及
び

保
証

に
よ

る
回

収
可

能
見

込
額

を
控

除
し

、
そ

の

残
額

の
う

ち
、

債
務

者
の

支
払

能
力

を
総

合
的

に
判

断
し

必
要

と
認

め
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

破
綻

懸
念

先
及

び
貸

出
条

件
緩

和
債

権
等

を
有

す
る

債
務

者
で

与
信

額
が

一
定

額
以

上
の

大
口

債
務

者
の

う
ち

、
債

権
の

元
本

の
回

収

及
び

利
息

の
受

け
取

り
に

係
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を

合
理

的
に

見
積

も
る

こ
と

が
で

き
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

当
該

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を

貸
出

条
件

緩
和

実
施

前
の

約
定

利
子

率
等

で
割

引
い

た
金

額
と

債
権

の
帳

簿
価

額
と

の
差

額
を

貸
倒

引
当

金
と

す
る

方
法

(
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

見
積

法
)
に

よ
り

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

当
該

大
口

債
務

者
の

う
ち

、
将

来
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
合

理

的
に

見
積

も
る

こ
と

が
困

難
な

債
務

者
に

対
す

る
債

権
に

つ
い

て
は

、
個

別
的

に
算

定
し

た
予

想
損

失
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

上
記

以
外

の
債

権
に

つ
い

て
は

、
主

と
し

て
今

後
１

年
間

の
予

想
損

失
額

又
は

今
後

３
年

間
の

予
想

損
失

額
を

見
込

ん
で

計
上

し
て

お

り
、

予
想

損
失

額
は

、
１

年
間

又
は

３
年

間
の

貸
倒

実
績

又
は

倒
産

実
績

を
基

礎
と

し
た

貸
倒

実
績

率
又

は
倒

産
確

率
の

過
去

の
一

定
期

間
に

お
け

る
平

均
値

に
基

づ
き

損
失

率
を

求
め

、
こ

れ
に

将
来

見
込

み
等

必
要

な
修

正
を

加
え

て
算

定
し

て
お

り
ま

す
。

 

す
べ

て
の

債
権

は
、

資
産

の
自

己
査

定
基

準
に

基
づ

き
、

営
業

関
連

部
署

が
資

産
査

定
を

実
施

し
、

当
該

部
署

か
ら

独
立

し
た

資
産

監

査
部

署
が

査
定

結
果

を
監

査
し

て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
破

綻
先

及
び

実
質

破
綻

先
に

対
す

る
担

保
・

保
証

付
債

権
等

に
つ

い
て

は
、

債
権

額
か

ら
担

保
の

評
価

額
及

び
保

証
に

よ
る

回

収
が

可
能

と
認

め
ら

れ
る

額
を

控
除

し
た

残
額

を
取

立
不

能
見

込
額

と
し

て
債

権
額

か
ら

直
接

減
額

し
て

お
り

、
当

連
結

会
計

年
度

末
に

お
け

る
そ

の
金

額
は

2
3
3
百

万
円

(
前

連
結

会
計

年
度

末
は

2
3
3
百

万
円

)
で

あ
り

ま
す

。
 

そ
の

他
の

連
結

子
会

社
の

貸
倒

引
当

金
は

、
一

般
債

権
に

つ
い

て
は

過
去

の
貸

倒
実

績
率

等
を

勘
案

し
て

必
要

と
認

め
た

額
を

、
貸

倒

懸
念

債
権

等
特

定
の

債
権

に
つ

い
て

は
、

個
別

に
回

収
可

能
性

を
勘

案
し

、
回

収
不

能
見

込
額

を
そ

れ
ぞ

れ
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
5
)
 
賞

与
引

当
金

の
計

上
基

準
 

賞
与

引
当

金
は

、
従

業
員

へ
の

賞
与

の
支

払
い

に
備

え
る

た
め

、
従

業
員

に
対

す
る

賞
与

の
支

給
見

込
額

の
う

ち
、

当
連

結
会

計
年

度

に
帰

属
す

る
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
6
)
 
変

動
報

酬
引

当
金

の
計

上
基

準
 

変
動

報
酬

引
当

金
は

、
当

行
の

役
員

及
び

常
務

執
行

役
員

に
対

す
る

報
酬

の
う

ち
変

動
報

酬
と

し
て

支
給

す
る

業
績

給
及

び
株

式
報

酬

の
支

払
い

に
備

え
る

た
め

、
当

連
結

会
計

年
度

の
変

動
報

酬
に

係
る

基
準

額
に

基
づ

く
支

給
見

込
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
7
)
 
役

員
退

職
慰

労
引

当
金

の
計

上
基

準
 

役
員

退
職

慰
労

引
当

金
は

、
役

員
及

び
執

行
役

員
の

退
職

に
よ

り
支

給
す

る
退

職
慰

労
金

に
備

え
る

た
め

、
内

規
に

基
づ

く
支

給
見

込

額
の

う
ち

、
当

連
結

会
計

年
度

末
ま

で
に

発
生

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
8
)
 
偶

発
損

失
引

当
金

の
計

上
基

準
 

偶
発

損
失

引
当

金
は

、
他

の
引

当
金

で
引

当
対

象
と

し
た

事
象

以
外

の
偶

発
事

象
に

対
し

、
将

来
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
損

失
を

見

積
り

必
要

と
認

め
ら

れ
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
9
)
 
睡

眠
預

金
払

戻
損

失
引

当
金

の
計

上
基

準
 

睡
眠

預
金

払
戻

損
失

引
当

金
は

、
負

債
計

上
を

中
止

し
た

預
金

に
つ

い
て

、
預

金
者

か
ら

の
払

戻
請

求
に

備
え

る
た

め
、

将
来

の
払

戻

請
求

に
応

じ
て

発
生

す
る

損
失

を
見

積
り

必
要

と
認

め
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
1
0
)
 
退

職
給

付
に

係
る

会
計

処
理

の
方

法
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注
記
事

項
 

(
連
結

財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
)
 

１
．
連
結
の

範
囲
に
関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
連
結

子
会
社
 
1
1
社
 

主
要

な
会
社
名
 

み
ず
ほ
不
動
産
販
売
株
式
会

社
 

M
i
z
u
h
o
 
T
r
u
s
t
 
&
 
B
a
n
k
i
n
g
 
(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 
S
.
A
.
 

み
ず
ほ
リ
ア
ル
テ
ィ
O
n
e
株
式
会
社
 

(
連

結
の
範
囲
の
変
更
)
 

合
同
会
社
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

エ
イ
チ
は
新
規
設
立
に
よ
り
、
当
連
結
会
計
年
度
か
ら

連
結

の
範

囲
に

含
め

て
お

り
ま

す
。

 

合
同

会
社

城
南

フ
ァ

ン
ド

は
持

分
減

少
に

よ
り

、
子

会
社

に
該

当
し

な
い

こ
と

に
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
当

連
結

会
計

年
度

よ
り

連
結

の
範

囲
か
ら
除
外
し
て
お
り
ま

す
。
 

(
2
)
 
非
連

結
子
会
社
 

該
当

あ
り
ま
せ
ん
。
 

 ２
．
持
分
法
の
適
用
に
関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
持
分
法
適
用
の
非
連
結
子
会
社
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

(
2
)
 
持
分
法
適
用
の
関
連
会
社
 
２
社
 

日
本
株
主
デ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
 

日
本
ペ
ン
シ
ョ
ン
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
 

(
3
)
 
持
分
法
非
適
用
の
非
連
結
子
会
社
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

(
4
)
 
持
分
法
非
適
用
の
関
連
会
社
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 ３
．
連
結
子
会
社
の
事
業
年
度
等
に
関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
連
結
子
会
社
の
決
算
日
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

1
2
月
末
日
 
２
社
 

３
月
末
日
 
８
社
 

７
月
末
日
 
１
社
 

 

(
2
)
 
７
月
末
日
を
決
算
日
と
す
る
子

会
社
に
つ
い
て
は
、
連
結
決
算
日
現
在
で
実
施
し
た

仮
決

算
に

基
づ

く
財

務
諸

表
に

よ
り

連
結

し
て

お

り
ま
す
。
ま
た
そ
の
他
の
子
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
決
算
日
の
財
務
諸
表
に

よ
り

連
結

し
て

お
り

ま
す

。
 

連
結
決
算
日
と
上
記
の
決
算
日
と
の
間
に
生
じ
た
重
要
な
取
引
に
つ
い
て
は
、
必
要

な
調

整
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

 

 ４
．
会
計
方
針
に
関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
有
価
証
券
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法
 

(
イ
)
 
有
価
証
券
の
評
価
は
、
そ
の

他
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
時
価
法
(
売
却
原
価
は
主
と

し
て

移
動

平
均

法
に

よ
り

算
定

)
、

た
だ

し
市

場

価
格
の
な
い
株
式
等
に
つ
い
て
は
移
動
平
均
法
に
よ
る
原
価
法
に
よ
り
行
っ
て
お
り

ま
す

。
 

な
お

、
そ

の
他

有
価

証
券

の
評

価
差

額
に

つ
い

て
は

、
時

価
ヘ

ッ
ジ

の
適

用
に

よ
り

損
益

に
反

映
さ

せ
た

額
を

除
き

、
全

部
純

資
産

直
入
法
に
よ
り
処
理
し
て
お
り
ま
す
。
 

(
ロ
)
 
金
銭
の
信
託
に
お
い
て
信
託
財
産
を
構
成
し
て
い
る
有
価
証
券
の
評
価
は
、
上
記

(
イ

)
と

同
じ

方
法

に
よ

り
行

っ
て

お
り

ま
す

。
 

(
2
)
 
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
評
価
基
準
及
び
評
価
方
法
 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
評
価
は
、
時
価
法
に
よ
り
行
っ
て
お
り
ま
す
。
 

(
3
)
 
固
定
資
産
の
減
価
償
却
の
方
法
 

①
 
有
形
固
定
資
産
(
リ
ー
ス
資

産
を
除
く
)
 

有
形
固
定
資
産
は
、
建
物
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
定
額
法
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は

主
と

し
て

定
率

法
を

採
用

し
て

お
り

ま
す

。
 

ま
た

、
主

な
耐

用
年

数
は

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

 

建
 

物
：

３
年

～
5
0
年

 

そ
の

他
：

２
年

～
2
0
年

 

②
 

無
形

固
定

資
産

 

無
形

固
定

資
産

は
、

定
額

法
に

よ
り

償
却

し
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

自
社

利
用

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
に

つ
い

て
は

、
当

行
及

び
連

結
子

会
社

で
定

め
る

利
用

可
能

期
間

(
主

と
し

て
５

年
～

1
0
年

)
に

基
づ

い
て

償
却

し
て

お
り

ま
す

。
 

③
 

リ
ー

ス
資

産
 

所
有

権
移

転
外

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

に
係

る
「

有
形

固
定

資
産

」
中

の
リ

ー
ス

資
産

は
、

原
則

と
し

て
自

己
所

有
の

固
定

資
産

に
適

用
す
る

方
法

と
同

一
の

方
法

で
償

却
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
4
)
 
貸

倒
引

当
金

の
計

上
基

準
 

当
行

の
貸

倒
引
当

金
は

、
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
い

る
償

却
・

引
当

基
準

に
の

っ
と

り
、

次
の

通
り

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

破
産

、
特

別
清

算
等

法
的

に
経

営
破

綻
の

事
実

が
発

生
し

て
い

る
債

務
者

(
以

下
「

破
綻

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

及
び

そ
れ

と
同

等

の
状

況
に

あ
る

債
務

者
(
以

下
「

実
質

破
綻

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
な

お
書

き
に

記
載

さ
れ

て
い

る
直

接
減

額

後
の

帳
簿

価
額

か
ら

、
担

保
の

処
分

可
能

見
込

額
及

び
保

証
に

よ
る

回
収

可
能

見
込

額
を

控
除

し
、

そ
の

残
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
現

在
は

経
営

破
綻

の
状

況
に

な
い

が
、

今
後

経
営

破
綻

に
陥

る
可

能
性

が
大

き
い

と
認

め
ら

れ
る

債
務

者
(
以

下
「

破
綻

懸
念

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

債
権

額
か

ら
、

担
保

の
処

分
可

能
見

込
額

及
び

保
証

に
よ

る
回

収
可

能
見

込
額

を
控

除
し

、
そ

の

残
額

の
う

ち
、

債
務

者
の

支
払

能
力

を
総

合
的

に
判

断
し

必
要

と
認

め
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

破
綻

懸
念

先
及

び
貸

出
条

件
緩

和
債

権
等

を
有

す
る

債
務

者
で

与
信

額
が

一
定

額
以

上
の

大
口

債
務

者
の

う
ち

、
債

権
の

元
本

の
回

収

及
び

利
息

の
受

け
取

り
に

係
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を

合
理

的
に

見
積

も
る

こ
と

が
で

き
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

当
該

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を

貸
出

条
件

緩
和

実
施

前
の

約
定

利
子

率
等

で
割

引
い

た
金

額
と

債
権

の
帳

簿
価

額
と

の
差

額
を

貸
倒

引
当

金
と

す
る

方
法

(
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

見
積

法
)
に

よ
り

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

当
該

大
口

債
務

者
の

う
ち

、
将

来
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
合

理

的
に

見
積

も
る

こ
と

が
困

難
な

債
務

者
に

対
す

る
債

権
に

つ
い

て
は

、
個

別
的

に
算

定
し

た
予

想
損

失
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

上
記

以
外

の
債

権
に

つ
い

て
は

、
主

と
し

て
今

後
１

年
間

の
予

想
損

失
額

又
は

今
後

３
年

間
の

予
想

損
失

額
を

見
込

ん
で

計
上

し
て

お

り
、

予
想

損
失

額
は

、
１

年
間

又
は

３
年

間
の

貸
倒

実
績

又
は

倒
産

実
績

を
基

礎
と

し
た

貸
倒

実
績

率
又

は
倒

産
確

率
の

過
去

の
一

定
期

間
に

お
け

る
平

均
値

に
基

づ
き

損
失

率
を

求
め

、
こ

れ
に

将
来

見
込

み
等

必
要

な
修

正
を

加
え

て
算

定
し

て
お

り
ま

す
。

 

す
べ

て
の

債
権

は
、

資
産

の
自

己
査

定
基

準
に

基
づ

き
、

営
業

関
連

部
署

が
資

産
査

定
を

実
施

し
、

当
該

部
署

か
ら

独
立

し
た

資
産

監

査
部

署
が

査
定

結
果

を
監

査
し

て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
破

綻
先

及
び

実
質

破
綻

先
に

対
す

る
担

保
・

保
証

付
債

権
等

に
つ

い
て

は
、

債
権

額
か

ら
担

保
の

評
価

額
及

び
保

証
に

よ
る

回

収
が

可
能

と
認

め
ら

れ
る

額
を

控
除

し
た

残
額

を
取

立
不

能
見

込
額

と
し

て
債

権
額

か
ら

直
接

減
額

し
て

お
り

、
当

連
結

会
計

年
度

末
に

お
け

る
そ

の
金

額
は

2
3
3
百

万
円

(
前

連
結

会
計

年
度

末
は

2
3
3
百

万
円

)
で

あ
り

ま
す

。
 

そ
の

他
の

連
結

子
会

社
の

貸
倒

引
当

金
は

、
一

般
債

権
に

つ
い

て
は

過
去

の
貸

倒
実

績
率

等
を

勘
案

し
て

必
要

と
認

め
た

額
を

、
貸

倒

懸
念

債
権

等
特

定
の

債
権

に
つ

い
て

は
、

個
別

に
回

収
可

能
性

を
勘

案
し

、
回

収
不

能
見

込
額

を
そ

れ
ぞ

れ
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
5
)
 
賞

与
引

当
金

の
計

上
基

準
 

賞
与

引
当

金
は

、
従

業
員

へ
の

賞
与

の
支

払
い

に
備

え
る

た
め

、
従

業
員

に
対

す
る

賞
与

の
支

給
見

込
額

の
う

ち
、

当
連

結
会

計
年

度

に
帰

属
す

る
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
6
)
 
変

動
報

酬
引

当
金

の
計

上
基

準
 

変
動

報
酬

引
当

金
は

、
当

行
の

役
員

及
び

常
務

執
行

役
員

に
対

す
る

報
酬

の
う

ち
変

動
報

酬
と

し
て

支
給

す
る

業
績

給
及

び
株

式
報

酬

の
支

払
い

に
備

え
る

た
め

、
当

連
結

会
計

年
度

の
変

動
報

酬
に

係
る

基
準

額
に

基
づ

く
支

給
見

込
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
7
)
 
役

員
退

職
慰

労
引

当
金

の
計

上
基

準
 

役
員

退
職

慰
労

引
当

金
は

、
役

員
及

び
執

行
役

員
の

退
職

に
よ

り
支

給
す

る
退

職
慰

労
金

に
備

え
る

た
め

、
内

規
に

基
づ

く
支

給
見

込

額
の

う
ち

、
当

連
結

会
計

年
度

末
ま

で
に

発
生

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
8
)
 
偶

発
損

失
引

当
金

の
計

上
基

準
 

偶
発

損
失

引
当

金
は

、
他

の
引

当
金

で
引

当
対

象
と

し
た

事
象

以
外

の
偶

発
事

象
に

対
し

、
将

来
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
損

失
を

見

積
り

必
要

と
認

め
ら

れ
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
9
)
 
睡

眠
預

金
払

戻
損

失
引

当
金

の
計

上
基

準
 

睡
眠

預
金

払
戻

損
失

引
当

金
は

、
負

債
計

上
を

中
止

し
た

預
金

に
つ

い
て

、
預

金
者

か
ら

の
払

戻
請

求
に

備
え

る
た

め
、

将
来

の
払

戻

請
求

に
応

じ
て

発
生

す
る

損
失

を
見

積
り

必
要

と
認

め
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
1
0
)
 
退

職
給

付
に

係
る

会
計

処
理

の
方

法
 

退
職

給
付

債
務

の
算

定
に

あ
た

り
、

退
職

給
付

見
込

額
を

当
連

結
会

計
年

度
末

ま
で

の
期

間
に

帰
属

さ
せ

る
方

法
に

つ
い

て
は

給
付

算

定
式
基
準
に
よ
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
過
去
勤
務
費
用
及
び
数
理
計
算
上
の
差
異
の
損

益
処

理
方

法
は

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

 

過
去
勤
務
費
用
：
そ
の
発
生
連

結
会
計
年
度
に
一
時
損
益
処
理
 

数
理

計
算

上
の

差
異

：
各

連
結

会
計

年
度

の
発

生
時

の
従

業
員

の
平

均
残

存
勤

務
期

間
内

の
一

定
の

年
数

(
1
0
年

)
に

よ
る

定
額

法
に

よ

り
按
分
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
発
生
の
翌
連
結
会
計
年
度
か

ら
損

益
処

理
 

な
お

、
一

部
の

連
結

子
会

社
は

、
退

職
給

付
に

係
る

負
債

及
び

退
職

給
付

費
用

の
計

算
に

、
退

職
給

付
に

係
る

当
期

末
自

己
都

合
要

支

給
額
を

退
職
給
付
債
務
と
す
る
方

法
を
用
い
た
簡
便
法
を
適
用
し
て
お
り
ま
す
。
 

(
1
1
)
 
重

要
な
収
益
の
計
上
基
準
 

証
券

関
連

業
務

手
数

料
に

は
、

主
に

売
買

委
託

手
数

料
及

び
事

務
代

行
手

数
料

が
含

ま
れ

て
お

り
ま

す
。

売
買

委
託

手
数

料
に

は
、

投

資
信

託
の

販
売

手
数

料
が

含
ま

れ
て

お
り

、
顧

客
と

の
取

引
日

の
時

点
で

認
識

さ
れ

ま
す

。
事

務
代

行
手

数
料

に
は

、
投

資
信

託
の

記
録

管
理
等

の
事
務
処
理
に
係
る
手
数

料
が
含
ま
れ
て
お
り
、
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ

れ
て

い
る

期
間

に
わ

た
り

認
識

さ
れ

ま
す

。
 

預
金

・
貸

出
業

務
手

数
料

に
は

、
預

金
関

連
業

務
手

数
料

及
び

貸
出

関
連

業
務

手
数

料
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。
預

金
関

連
業

務
手

数

料
は

収
益

認
識

会
計

基
準

の
対

象
で

す
が

、
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

手
数

料
や

ア
レ

ン
ジ

メ
ン

ト
手

数
料

な
ど

の
貸

出
関

連
業

務
手

数
料

の
大

部
分

は
、

収
益

認
識

会
計

基
準

の
対

象
外

で
す

。
預

金
関

連
業

務
手

数
料

に
は

、
口

座
振

替
に

係
る

手
数

料
等

が
含

ま
れ

て
お

り
、

顧
客

と
の
取

引
日
の
時
点
、
又
は
関
連

す
る
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
た
時
点
で
認
識
さ
れ
ま
す

。
 

信
託

関
連

業
務

に
は

、
主

に
不

動
産

媒
介

の
手

数
料

や
不

動
産

の
相

談
手

数
料

、
証

券
代

行
関

連
手

数
料

、
遺

言
手

数
料

が
含

ま
れ

て

お
り

ま
す

。
不

動
産

媒
介

の
手

数
料

は
、

不
動

産
等

の
媒

介
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
対

価
と

し
て

受
領

す
る

手
数

料
で

あ
り

、
原

則
と

し
て

対
象

不
動

産
又

は
信

託
受

益
権

の
売

買
契

約
締

結
時

に
認

識
さ

れ
ま

す
。

不
動

産
の

相
談

手
数

料
は

、
不

動
産

の
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
等

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
の

対
価

と
し

て
受

領
す

る
手

数
料

で
あ

り
、

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
た

時
点

、
又

は
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

て
い

る
期

間
に

わ
た

り
認

識
さ

れ
ま

す
。

証
券

代
行

関
連

手
数

料
は

、
証

券
代

行
業

務
及

び
付

随
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

対
価

と
し

て
受

領
す

る
手

数
料

で
あ

り
、

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
た

時
点

、
又

は
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

て
い

る
期

間
に

わ
た

り
認

識
さ

れ
ま

す
。

遺
言

手
数

料
は

、
遺

言
の

執
行

受
託

や
遺

産
整

理
等

の
役

務
の

提
供

の
対

価
と

し
て

受
領

す
る

手
数

料
で

あ
り

、
関

連
す
る

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
た

時
点
、
又
は
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
る

期
間

に
わ

た
り

認
識

さ
れ

ま
す

。
 

代
理

業
務

手
数

料
に

は
、

株
式

等
の

常
任

代
理

業
務

手
数

料
が

含
ま

れ
て

お
り

、
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

て
い

る
期

間
に

わ

た
り
認

識
さ
れ
ま
す
。
 

そ
の

他
の

役
務

収
益

に
は

、
S
P
C
事

務
の

受
任

手
数

料
、

不
動

産
フ

ァ
ン

ド
や

投
資

法
人

に
対

す
る

運
用

管
理

の
手

数
料

、
年

金
関

連

手
数

料
、

生
命

保
険

の
販

売
手

数
料

等
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。
S
P
C
事

務
の

受
任

手
数

料
、

不
動

産
フ

ァ
ン

ド
や

投
資

法
人

に
対

す
る

運
用

管
理

の
手

数
料

は
、

契
約

時
点

や
契

約
書

で
定

め
ら

れ
た

業
務

の
完

了
時

点
、

又
は

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

期
間

に
わ

た
り

認
識

さ
れ

ま
す

。
年

金
関

連
手

数
料

は
、

年
金

関
連

の
投

資
顧

問
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
対

価
と

し
て

受
領

す
る

手
数

料
が

主
な

も
の

で
あ

り
、

主
に

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

期
間

に
わ

た
り

認
識

さ
れ

ま
す

。
生

命
保

険
の

販
売

手
数

料
は

、
保

険
商

品
の
販
売
の
対
価
と
し
て
収
受
し
、
顧
客
と
の
取
引
日
の
時
点
で
認
識
さ
れ
ま
す
。
 

信
託

報
酬

に
は

、
主

に
委

託
者

か
ら

信
託

さ
れ

た
財

産
の

管
理

、
運

用
等

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

対
価

と
し

て
受

領
す

る
手

数
料

が
含

ま

れ
て

お
り

、
信

託
設

定
時

点
や

契
約

書
で

定
め

ら
れ

た
業

務
の

完
了

時
点

、
又

は
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

て
い

る
期

間
に

わ
た

り
認
識
さ
れ
ま
す
。
 

(
1
2
)
 
外
貨
建
の
資
産
及
び
負
債
の

本
邦
通
貨
へ
の
換
算
基
準
 

当
行
の
外
貨
建
資
産
・
負
債
は
、
主
と
し
て
連
結
決
算
日
の
為
替
相
場
に
よ
る
円
換

算
額

を
付

し
て

お
り

ま
す

。
 

連
結
子
会
社
の
外
貨
建
資
産
・
負
債
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
決
算
日
等
の
為
替

相
場

に
よ

り
換

算
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
1
3
)
 
重
要
な
ヘ
ッ
ジ
会
計
の
方
法

 

(
イ
)
 
金
利
リ
ス
ク
・
ヘ
ッ
ジ
 

当
行

の
金

融
資

産
・

負
債

か
ら

生
じ

る
金

利
リ

ス
ク

の
ヘ

ッ
ジ

取
引

に
対

す
る

ヘ
ッ

ジ
会

計
の

方
法

と
し

て
、

繰
延

ヘ
ッ

ジ
を

適
用

し
て
お
り
ま
す
。
 

小
口

多
数

の
金

銭
債

権
債

務
に

対
す

る
包

括
ヘ

ッ
ジ

に
つ

い
て

、
「

銀
行

業
に

お
け

る
金

融
商

品
会

計
基

準
適

用
に

関
す

る
会

計
上

及
び

監
査

上
の

取
扱

い
」

(
日

本
公

認
会

計
士

協
会

業
種

別
委

員
会

実
務

指
針

第
2
4
号

 
2
0
2
2
年

３
月

1
7
日

。
以

下
「

業
種

別
委

員
会

実
務
指
針
第
2
4
号
」
と
い
う
)
を
適
用
し
て
お
り
ま
す
。
 

ヘ
ッ
ジ
有
効
性
の
評
価
は
、
小
口
多
数
の
金
銭
債
権
債
務
に
対
す
る
包
括
ヘ
ッ
ジ

に
つ

い
て

以
下

の
通

り
行

っ
て

お
り

ま
す

。
 

(
ⅰ
)
 
相
場
変
動
を
相
殺
す
る
ヘ
ッ
ジ
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ッ
ジ
対
象
と
な
る
預
金
・
貸

出
金

等
と

ヘ
ッ

ジ
手

段
で

あ
る

金
利

ス
ワ

ッ
プ

取

引
等
を
一
定
の
期
間
ご
と
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
の
う
え
特
定
し
有
効
性
を
評
価
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
ⅱ
)
 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
固
定
す
る
ヘ
ッ
ジ
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ッ
ジ
対
象
と
ヘ

ッ
ジ

手
段

の
金

利
変

動
要

素
の

相
関

関
係

を
検

証

し
有

効
性

を
評

価
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
ロ

)
 
為

替
変

動
リ
ス

ク
・

ヘ
ッ

ジ
 

外
貨

建
そ

の
他

有
価

証
券

(
債

券
以

外
)
の

為
替

変
動

リ
ス

ク
を

ヘ
ッ

ジ
す

る
た

め
、

事
前

に
ヘ

ッ
ジ

対
象

と
な

る
外

貨
建

有
価

証
券

の
銘

柄
を

特
定

し
、

当
該

外
貨

建
有

価
証

券
に

つ
い

て
外

貨
ベ

ー
ス

で
取

得
原

価
以

上
の

直
先

負
債

が
存

在
し

て
い

る
こ

と
等

を
条

件

に
包

括
ヘ

ッ
ジ

と
し

て
時

価
ヘ

ッ
ジ

を
適

用
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
1
4
)
 
の

れ
ん

の
償
却

方
法

及
び

償
却

期
間

 

の
れ

ん
に

つ
い

て
は

、
2
0
年

以
内

の
そ

の
効

果
の

及
ぶ

期
間

に
わ

た
っ

て
均

等
償

却
し

て
お

り
ま

す
。

な
お

、
金

額
に

重
要

性
が

乏
し

い
の

れ
ん

に
つ

い
て

は
、

発
生

年
度

に
全

額
償

却
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
1
5
)
 
連

結
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算

書
に

お
け

る
資

金
の

範
囲

 

連
結

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

に
お

け
る

資
金

の
範

囲
は

、
連

結
貸

借
対

照
表

上
の

「
現

金
預

け
金

」
の

う
ち

現
金

及
び

中
央

銀

行
へ

の
預

け
金

で
あ

り
ま

す
。

 
 

 

82

受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



(
重
要

な
会
計
上
の
見
積
り
)
 

１
．
貸
倒
引

当
金
 

(
1
)
 
当
連

結
会
計
年
度
に
係
る
連
結

財
務
諸
表
に
計
上
し
た
額
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

貸
倒
引
当
金
 

5
,
2
7
9
百
万
円
 

7
,
0
3
5
百

万
円

 
  

(
2
)
 
識
別
し
た
項
目
に
係
る
重
要
な

会
計
上
の
見
積
り
の
内
容
に
関
す
る
理
解
に
資
す
る
情

報
 

①
 
算
出
方
法
 

「
会
計
方
針
に
関
す
る
事
項

」
「
(
4
)
 
貸
倒
引
当
金
の
計
上
基
準
」
に
記
載
し
て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
損

失
発

生
の

可
能

性
が

高
い

と
判

断
さ

れ
た

信
用

リ
ス

ク
の

特
性

が
類

似
す

る
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

に
お

い
て

は
、

予
想

損
失

額
の

必
要

な
修

正
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
の

損
失

発
生

の
可

能
性

に
つ

い
て

は
、

信
用

リ
ス

ク
管

理
の

枠
組

み
も

活

用
し

、
外

部
環

境
の

将
来

見
込

み
等

を
踏

ま
え

て
判

断
し

て
お

り
ま

す
。

具
体

的
に

は
、

外
部

環
境

の
将

来
見

込
み

等
を

踏
ま

え
た

損

失
発

生
の

リ
ス

ク
が

、
期

末
日

現
在

の
与

信
先

の
内

部
格

付
や

倒
産

実
績

等
を

基
礎

と
し

た
過

去
の

損
失

率
に

反
映

し
き

れ
て

お
ら

ず
、

合
理

的
な

見
積

額
が

継
続

的
に

算
定

可
能

で
あ

り
、

か
つ

連
結

財
務

諸
表

に
与

え
る

影
響

が
大

き
い

特
定

の
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

等
に

対

し
て

、
貸

倒
引

当
金

を
追

加
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

当
該

金
額

は
、

2
,
8
2
5
百

万
円

(
前

連
結

会
計

年
度

末
は

2
9
百

万
円

)
で

あ
り

ま
す

。
 

②
 
主
要
な
仮
定
 

主
要

な
仮

定
は

、
「

内
部

格
付

の
付

与
及

び
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

見
積

法
に

使
用

す
る

与
信

先
の

将
来

の
業

績
見

通
し

」
及

び

「
予
想
損
失
額
の
必
要
な
修
正
等
に
使
用
す
る
外
部
環
境
の
将
来
見
込
み
」
で
あ
り
ま

す
。

 

「
内

部
格

付
の

付
与

及
び

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
見

積
法

に
使

用
す

る
与

信
先

の
将

来
の

業
績

見
通

し
」

は
、

与
信

先
の

業
績

、
債

務
履

行
状

況
、

業
種

特
性

や
事

業
計

画
の

内
容

及
び

進
捗

状
況

等
に

加
え

、
事

業
環

境
の

将
来

見
通

し
等

も
踏

ま
え

た
収

益
獲

得
能

力

等
に
基
づ
き
設
定
し
て
お
り
ま
す
。
 

「
予

想
損

失
額

の
必

要
な

修
正

等
に

使
用

す
る

外
部

環
境

の
将

来
見

込
み

」
は

、
マ

ク
ロ

経
済

シ
ナ

リ
オ

や
各

種
リ

ス
ク

発
現

の
蓋

然
性

を
考

慮
の

上
設

定
し

て
お

り
ま

す
。

当
連

結
会

計
年

度
に

お
い

て
は

、
通

商
産

業
政

策
等

の
動

向
及

び
そ

の
波

及
影

響
を

踏
ま

え

た
シ

ナ
リ

オ
を

用
い

、
将

来
発

生
す

る
と

見
込

ま
れ

る
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

へ
の

影
響

を
見

積
り

、
総

合
的

な
判

断
を

踏
ま

え
て

必
要

と

認
め

ら
れ

る
予

想
損

失
額

を
貸

倒
引

当
金

と
し

て
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

な
お

、
当

該
シ

ナ
リ

オ
に

は
米

国
に

お
け

る
関

税
政

策
等

の

影
響

を
考

慮
し

た
事

業
環

境
見

通
し

及
び

自
動

車
関

連
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
へ

の
連

鎖
も

踏
ま

え
た

業
績

悪
化

懸
念

等
を

含
ん

で
お

り

ま
す
。
 

③
 
翌
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
に
及
ぼ
す
影
響
 

国
内

外
の

景
気

動
向

、
特

定
の

業
界

に
お

け
る

経
営

環
境

の
変

化
等

に
よ

っ
て

は
、

想
定

を
超

え
る

新
た

な
不

良
債

権
の

発
生

、
特

定
の

業
界

の
与

信
先

の
信

用
状

態
の

悪
化

、
担

保
・

保
証

の
価

値
下

落
等

が
生

じ
、

与
信

関
係

費
用

の
増

加
に

よ
る

追
加

的
損

失
が

発

生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
 

 

２
．
金
融
商
品
の
時
価
評
価
 

(
1
)
 
当
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
に
計
上
し
た
額
 

「
(
金

融
商

品
関

係
)
」

「
２

．
金

融
商

品
の

時
価

等
及

び
時

価
の

レ
ベ

ル
ご

と
の

内
訳

等
に

関
す

る
事

項
」

「
(
1
)
時

価
で

連
結

貸
借

対
照
表
に
計
上
し
て
い
る
金
融
商
品
」
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

 

(
2
)
 
識
別
し
た
項
目
に
係
る
重
要
な
会
計
上
の
見
積
り
の
内
容
に
関
す
る
理
解
に
資
す
る
情

報
 

①
 
算
出
方
法
 

「
(
金

融
商

品
関

係
)
」

「
２

．
金

融
商

品
の

時
価

等
及

び
時

価
の

レ
ベ

ル
ご

と
の

内
訳

等
に

関
す

る
事

項
(
注

１
)
時

価
の

算
定

に
用

い
た
評
価
技
法
及
び
時
価
の
算
定
に
係
る
イ
ン
プ
ッ
ト
の
説
明
」
に
記
載
し
て
お
り
ま

す
。

 

②
 
主
要
な
仮
定
 

主
要

な
仮

定
は

、
時

価
評

価
モ

デ
ル

に
用

い
る

イ
ン

プ
ッ

ト
で

あ
り

、
金

利
等

の
市

場
で

直
接

又
は

間
接

的
に

観
察

可
能

な
イ

ン
プ

ッ
ト
の
ほ
か
、
割
引
率
等
の
重
要
な
見
積
り
を
含
む
市
場
で
観
察
で
き
な
い
イ
ン
プ
ッ

ト
を

使
用

す
る

場
合

も
あ

り
ま

す
。

 

③
 
翌
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
に
及
ぼ
す
影
響
 

市
場

環
境

の
変

化
等

に
よ

り
主

要
な

仮
定

で
あ

る
イ

ン
プ

ッ
ト

が
変

化
す

る
こ

と
に

よ
り

、
金

融
商

品
の

時
価

が
増

減
す

る
可

能
性

が
あ
り
ま
す
。
 

 
 

３
．

退
職

給
付

に
係

る
資

産
及

び
負

債
 

(
1
)
 
当

連
結

会
計

年
度

に
係

る
連

結
財

務
諸

表
に

計
上

し
た

額
 

「
(
退

職
給

付
関

係
)
」

に
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

(
2
)
 
識

別
し

た
項

目
に

係
る

重
要

な
会

計
上

の
見

積
り

の
内

容
に

関
す

る
理

解
に

資
す

る
情

報
 

①
 

算
出

方
法

 

当
行

及
び

一
部

の
連

結
子

会
社

は
、

確
定

給
付

型
の

制
度

と
し

て
、

企
業

年
金

基
金

制
度

や
退

職
一

時
金

制
度

を
設

け
て

お
り

ま
す

。

退
職

給
付

に
係

る
資

産
及

び
負

債
は

、
死

亡
率

、
退

職
率

、
割

引
率

、
年

金
資

産
の

長
期

期
待

運
用

収
益

率
、

予
定

昇
給

率
な

ど
、

い

く
つ

か
の

年
金
数

理
上

の
仮

定
に

基
づ

い
て

計
算

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

 

②
 

主
要

な
仮

定
 

主
要

な
仮

定
は

、
「

年
金

数
理

上
の

仮
定

」
で

あ
り

ま
す

。
死

亡
率

、
退

職
率

、
割

引
率

、
年

金
資

産
の

長
期

期
待

運
用

収
益

率
、

予
定

昇
給

率
な

ど
、

い
く

つ
か

の
年

金
数

理
上

の
仮

定
に

基
づ

い
て

退
職

給
付

に
係

る
資

産
及

び
負

債
の

金
額

を
計

算
し

て
お

り
ま

す
。

 

③
 

翌
連

結
会

計
年

度
に

係
る

連
結

財
務

諸
表

に
及

ぼ
す

影
響

 

実
際

の
結

果
と

の
差

異
や

主
要

な
仮

定
の

変
更

が
、

翌
連

結
会

計
年

度
の

連
結

財
務

諸
表

に
お

い
て

退
職

給
付

に
係

る
資

産
及

び
負

債
の

金
額

に
重
要

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

 

 

(
未

適
用

の
会

計
基

準
等

)
 

・
「

リ
ー

ス
に

関
す
る

会
計

基
準

」
(
企

業
会

計
基

準
第

3
4
号

 
2
0
2
4
年

９
月

1
3
日

)
 

・
「

リ
ー

ス
に

関
す
る

会
計

基
準

の
適

用
指

針
」

(
企

業
会

計
基

準
適

用
指

針
第

3
3
号

 
2
0
2
4
年

９
月

1
3
日

)
 

ほ
か

、
関

連
す

る
企
業

会
計

基
準

、
企

業
会

計
基

準
適

用
指

針
、

実
務

対
応

報
告

及
び

移
管

指
針

の
改

正
 

 
 

(
1
)
 
概

要
 

 
 
 
国

際
的

な
会

計
基

準
と

同
様

に
、

借
手

の
す

べ
て

の
リ

ー
ス

に
つ

い
て

資
産

・
負

債
を

計
上

す
る

等
の

取
り

扱
い

を
定

め
た

も
の

で
 

 
 
あ

り
ま

す
。

 

 
 

(
2
)
 
適

用
予

定
日

 

 
 
 
当

行
は

、
当

該
会

計
基

準
等

を
2
0
2
7
年

４
月

１
日

に
開

始
す

る
連

結
会

計
年

度
の

期
首

よ
り

適
用

予
定

で
あ

り
ま

す
。

 

 
 

(
3
)
 
当

該
会

計
基

準
等

の
適

用
に

よ
る

影
響

 

 
 
 
当

該
会

計
基

準
等

の
適

用
に

よ
る

影
響

は
、

評
価

中
で

あ
り

ま
す

。
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情
報



(
重
要

な
会
計
上
の
見
積
り
)
 

１
．
貸
倒
引

当
金
 

(
1
)
 
当
連

結
会
計
年
度
に
係
る
連
結

財
務
諸
表
に
計
上
し
た
額
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

貸
倒
引
当
金
 

5
,
2
7
9
百
万
円

 
7
,
0
3
5
百

万
円

 
  

(
2
)
 
識
別
し
た
項
目
に
係
る
重
要
な
会
計
上
の
見
積
り
の
内
容
に
関
す
る
理
解
に
資
す
る
情

報
 

①
 
算
出
方
法
 

「
会
計
方
針
に
関
す
る
事
項
」
「
(
4
)
 
貸
倒
引
当
金
の
計
上
基
準
」
に
記
載
し
て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
損

失
発

生
の

可
能

性
が

高
い

と
判

断
さ

れ
た

信
用

リ
ス

ク
の

特
性

が
類

似
す

る
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

に
お

い
て

は
、

予
想

損
失

額
の

必
要

な
修

正
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
の

損
失

発
生

の
可

能
性

に
つ

い
て

は
、

信
用

リ
ス

ク
管

理
の

枠
組

み
も

活

用
し

、
外

部
環

境
の

将
来

見
込

み
等

を
踏

ま
え

て
判

断
し

て
お

り
ま

す
。

具
体

的
に

は
、

外
部

環
境

の
将

来
見

込
み

等
を

踏
ま

え
た

損

失
発

生
の

リ
ス

ク
が

、
期

末
日

現
在

の
与

信
先

の
内

部
格

付
や

倒
産

実
績

等
を

基
礎

と
し

た
過

去
の

損
失

率
に

反
映

し
き

れ
て

お
ら

ず
、

合
理

的
な

見
積

額
が

継
続

的
に

算
定

可
能

で
あ

り
、

か
つ

連
結

財
務

諸
表

に
与

え
る

影
響

が
大

き
い

特
定

の
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

等
に

対

し
て

、
貸

倒
引

当
金

を
追

加
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

当
該

金
額

は
、

2
,
8
2
5
百

万
円

(
前

連
結

会
計

年
度

末
は

2
9
百

万
円

)
で

あ
り

ま
す

。
 

②
 
主
要
な
仮
定
 

主
要

な
仮

定
は

、
「

内
部

格
付

の
付

与
及

び
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

見
積

法
に

使
用

す
る

与
信

先
の

将
来

の
業

績
見

通
し

」
及

び

「
予
想
損
失
額
の
必
要
な
修
正
等
に
使
用
す
る
外
部
環
境
の
将
来
見
込
み
」
で
あ
り
ま

す
。

 

「
内

部
格

付
の

付
与

及
び

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
見

積
法

に
使

用
す

る
与

信
先

の
将

来
の

業
績

見
通

し
」

は
、

与
信

先
の

業
績

、
債

務
履

行
状

況
、

業
種

特
性

や
事

業
計

画
の

内
容

及
び

進
捗

状
況

等
に

加
え

、
事

業
環

境
の

将
来

見
通

し
等

も
踏

ま
え

た
収

益
獲

得
能

力

等
に
基
づ
き
設
定
し
て
お
り
ま
す
。
 

「
予

想
損

失
額

の
必

要
な

修
正

等
に

使
用

す
る

外
部

環
境

の
将

来
見

込
み

」
は

、
マ

ク
ロ

経
済

シ
ナ

リ
オ

や
各

種
リ

ス
ク

発
現

の
蓋

然
性

を
考

慮
の

上
設

定
し

て
お

り
ま

す
。

当
連

結
会

計
年

度
に

お
い

て
は

、
通

商
産

業
政

策
等

の
動

向
及

び
そ

の
波

及
影

響
を

踏
ま

え

た
シ

ナ
リ

オ
を

用
い

、
将

来
発

生
す

る
と

見
込

ま
れ

る
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

へ
の

影
響

を
見

積
り

、
総

合
的

な
判

断
を

踏
ま

え
て

必
要

と

認
め

ら
れ

る
予

想
損

失
額

を
貸

倒
引

当
金

と
し

て
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

な
お

、
当

該
シ

ナ
リ

オ
に

は
米

国
に

お
け

る
関

税
政

策
等

の

影
響

を
考

慮
し

た
事

業
環

境
見

通
し

及
び

自
動

車
関

連
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
へ

の
連

鎖
も

踏
ま

え
た

業
績

悪
化

懸
念

等
を

含
ん

で
お

り

ま
す
。
 

③
 
翌
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
に
及
ぼ
す
影
響
 

国
内

外
の

景
気

動
向

、
特

定
の

業
界

に
お

け
る

経
営

環
境

の
変

化
等

に
よ

っ
て

は
、

想
定

を
超

え
る

新
た

な
不

良
債

権
の

発
生

、
特

定
の

業
界

の
与

信
先

の
信

用
状

態
の

悪
化

、
担

保
・

保
証

の
価

値
下

落
等

が
生

じ
、

与
信

関
係

費
用

の
増

加
に

よ
る

追
加

的
損

失
が

発

生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
 

 

２
．
金
融
商
品
の
時
価
評
価
 

(
1
)
 
当
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
に
計
上
し
た
額
 

「
(
金

融
商

品
関

係
)
」

「
２

．
金

融
商

品
の

時
価

等
及

び
時

価
の

レ
ベ

ル
ご

と
の

内
訳

等
に

関
す

る
事

項
」

「
(
1
)
時

価
で

連
結

貸
借

対
照
表
に
計
上
し
て
い
る
金
融
商
品
」
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

 

(
2
)
 
識
別
し
た
項
目
に
係
る
重
要
な
会
計
上
の
見
積
り
の
内
容
に
関
す
る
理
解
に
資
す
る
情

報
 

①
 
算
出
方
法
 

「
(
金

融
商

品
関

係
)
」

「
２

．
金

融
商

品
の

時
価

等
及

び
時

価
の

レ
ベ

ル
ご

と
の

内
訳

等
に

関
す

る
事

項
(
注

１
)
時

価
の

算
定

に
用

い
た
評
価
技
法
及
び
時
価
の
算
定
に
係
る
イ
ン
プ
ッ
ト
の
説
明
」
に
記
載
し
て
お
り
ま

す
。

 

②
 
主
要
な
仮
定
 

主
要

な
仮

定
は

、
時

価
評

価
モ

デ
ル

に
用

い
る

イ
ン

プ
ッ

ト
で

あ
り

、
金

利
等

の
市

場
で

直
接

又
は

間
接

的
に

観
察

可
能

な
イ

ン
プ

ッ
ト
の
ほ
か
、
割
引
率
等
の
重
要
な
見
積
り
を
含
む
市
場
で
観
察
で
き
な
い
イ
ン
プ
ッ

ト
を

使
用

す
る

場
合

も
あ

り
ま

す
。

 

③
 
翌
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
に
及
ぼ
す
影
響
 

市
場

環
境

の
変

化
等

に
よ

り
主

要
な

仮
定

で
あ

る
イ

ン
プ

ッ
ト

が
変

化
す

る
こ

と
に

よ
り

、
金

融
商

品
の

時
価

が
増

減
す

る
可

能
性

が
あ
り
ま
す
。
 

 
 

３
．

退
職

給
付

に
係

る
資

産
及

び
負

債
 

(
1
)
 
当

連
結

会
計

年
度

に
係

る
連

結
財

務
諸

表
に

計
上

し
た

額
 

「
(
退

職
給

付
関

係
)
」

に
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

(
2
)
 
識

別
し

た
項

目
に

係
る

重
要

な
会

計
上

の
見

積
り

の
内

容
に

関
す

る
理

解
に

資
す

る
情

報
 

①
 

算
出

方
法

 

当
行

及
び

一
部

の
連

結
子

会
社

は
、

確
定

給
付

型
の

制
度

と
し

て
、

企
業

年
金

基
金

制
度

や
退

職
一

時
金

制
度

を
設

け
て

お
り

ま
す

。

退
職

給
付

に
係

る
資

産
及

び
負

債
は

、
死

亡
率

、
退

職
率

、
割

引
率

、
年

金
資

産
の

長
期

期
待

運
用

収
益

率
、

予
定

昇
給

率
な

ど
、

い

く
つ

か
の

年
金
数

理
上

の
仮

定
に

基
づ

い
て

計
算

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

 

②
 

主
要

な
仮

定
 

主
要

な
仮

定
は

、
「

年
金

数
理

上
の

仮
定

」
で

あ
り

ま
す

。
死

亡
率

、
退

職
率

、
割

引
率

、
年

金
資

産
の

長
期

期
待

運
用

収
益

率
、

予
定

昇
給

率
な

ど
、

い
く

つ
か

の
年

金
数

理
上

の
仮

定
に

基
づ

い
て

退
職

給
付

に
係

る
資

産
及

び
負

債
の

金
額

を
計

算
し

て
お

り
ま

す
。

 

③
 

翌
連

結
会

計
年

度
に

係
る

連
結

財
務

諸
表

に
及

ぼ
す

影
響

 

実
際

の
結

果
と

の
差

異
や

主
要

な
仮

定
の

変
更

が
、

翌
連

結
会

計
年

度
の

連
結

財
務

諸
表

に
お

い
て

退
職

給
付

に
係

る
資

産
及

び
負

債
の

金
額

に
重
要

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

 

 

(
未

適
用

の
会

計
基

準
等

)
 

・
「

リ
ー

ス
に

関
す
る

会
計

基
準

」
(
企

業
会

計
基

準
第

3
4
号

 
2
0
2
4
年

９
月

1
3
日

)
 

・
「

リ
ー

ス
に

関
す
る

会
計

基
準

の
適

用
指

針
」

(
企

業
会

計
基

準
適

用
指

針
第

3
3
号

 
2
0
2
4
年

９
月

1
3
日

)
 

ほ
か

、
関

連
す

る
企
業

会
計

基
準

、
企

業
会

計
基

準
適

用
指

針
、

実
務

対
応

報
告

及
び

移
管

指
針

の
改

正
 

 
 

(
1
)
 
概

要
 

 
 
 
国

際
的

な
会

計
基

準
と

同
様

に
、

借
手

の
す

べ
て

の
リ

ー
ス

に
つ

い
て

資
産

・
負

債
を

計
上

す
る

等
の

取
り

扱
い

を
定

め
た

も
の

で
 

 
 
あ

り
ま

す
。

 

 
 

(
2
)
 
適

用
予

定
日

 

 
 
 
当

行
は

、
当

該
会

計
基

準
等

を
2
0
2
7
年

４
月

１
日

に
開

始
す

る
連

結
会

計
年

度
の

期
首

よ
り

適
用

予
定

で
あ

り
ま

す
。

 

 
 

(
3
)
 
当

該
会

計
基

準
等

の
適

用
に

よ
る

影
響

 

 
 
 
当

該
会

計
基

準
等

の
適

用
に

よ
る

影
響

は
、

評
価

中
で

あ
り

ま
す

。
 

 

  
 

(
連
結

貸
借
対
照
表
関
係
)
 

※
１
．
関
連

会
社
の
株
式
の
総
額
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 
3
,
6
5
0
百
万
円
 

3
,
7
1
8
百

万
円

 
  

２
．

現
金

担
保

付
債

券
貸

借
取

引
に

よ
り

受
け

入
れ

て
い

る
有

価
証

券
の

う
ち

、
売

却
又

は
(
再

)
担

保
と

い
う

方
法

で
自

由
に

処
分

で
き

る

権
利
を

有
す
る
有
価
証
券
は
次
の

通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連
結
会
計
年
度
末
に
当
該

処
分
を
 

せ
ず
に
所
有
し
て
い
る
有
価

証
券
 

2
0
,
0
3
8
百
万
円
 

1
9
,
7
2
0
百

万
円

 

  ※
３

．
銀

行
法

及
び

金
融

機
能

の
再

生
の

た
め

の
緊

急
措

置
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
債

権
は

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

な
お

、
債

権
は

、
連

結
貸

借
対

照
表

の
貸

出
金

、
外

国
為

替
、

「
そ

の
他

資
産

」
中

の
未

収
利

息
及

び
仮

払
金

な
ら

び
に

支
払

承
諾

見
返

の
各

勘
定

に
計

上
さ

れ
る

も
の

な
ら

び
に

注
記

さ
れ

て
い

る
有

価
証

券
の

貸
付

を
行

っ
て

い
る

場
合

の
そ

の
有

価
証

券
(
使

用
貸

借
又

は
賃

貸
借

契
約

に
よ

る

も
の
に

限
る
。
)
で
あ
り
ま
す
。
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

破
産

更
生

債
権

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
債

権
額
 

8
9
百
万
円
 

7
8
百

万
円

 

危
険
債
権
額
 

9
,
2
7
5
百
万
円
 

7
,
5
7
5
百

万
円

 

要
管
理
債
権
額
 

9
,
1
1
7
百
万
円
 

7
,
4
9
5
百

万
円

 

三
月
以
上
延
滞
債
権
額
 

－
百
万
円
 

－
百

万
円

 

貸
出
条
件
緩
和
債
権
額
 

9
,
1
1
7
百
万
円
 

7
,
4
9
5
百

万
円

 

小
計
額
 

1
8
,
4
8
2
百
万
円
 

1
5
,
1
4
8
百

万
円

 

正
常
債
権
額
 

2
,
8
5
9
,
8
7
5
百
万
円
 

2
,
5
7
0
,
0
1
9
百

万
円

 

合
計
額
 

2
,
8
7
8
,
3
5
7
百
万
円
 

2
,
5
8
5
,
1
6
8
百

万
円

 
  

破
産

更
生

債
権

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
債

権
と

は
、

破
産

手
続

開
始

、
更

生
手

続
開

始
、

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

等
の

事
由

に
よ

り

経
営
破
綻
に
陥
っ
て
い
る
債
務
者
に
対
す
る
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
り

ま
す

。
 

危
険

債
権

と
は

、
債

務
者

が
経

営
破

綻
の

状
態

に
は

至
っ

て
い

な
い

が
、

財
政

状
態

及
び

経
営

成
績

が
悪

化
し

、
契

約
に

従
っ

た
債

権

の
元

本
の

回
収

及
び

利
息

の
受

け
取

り
が

で
き

な
い

可
能

性
の

高
い

債
権

で
破

産
更

生
債

権
及

び
こ

れ
ら

に
準

ず
る

債
権

に
該

当
し

な
い

も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

三
月

以
上

延
滞

債
権

と
は

、
元

本
又

は
利

息
の

支
払

い
が

約
定

支
払

日
の

翌
日

か
ら

三
月

以
上

遅
延

し
て

い
る

貸
出

金
で

破
産

更
生

債

権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
な
ら
び
に
危
険
債
権
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す

。
 

貸
出

条
件

緩
和

債
権

と
は

、
債

務
者

の
経

営
再

建
又

は
支

援
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
金

利
の

減
免

、
利

息
の

支
払

猶
予

、
元

本

の
返

済
猶

予
、

債
権

放
棄

そ
の

他
の

債
務

者
に

有
利

と
な

る
取

決
め

を
行

っ
た

貸
出

金
で

破
産

更
生

債
権

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
債

権
、

危
険
債
権
な
ら
び
に
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

正
常

債
権

と
は

、
債

務
者

の
財

政
状

態
及

び
経

営
成

績
に

特
に

問
題

が
な

い
も

の
と

し
て

、
破

産
更

生
債

権
及

び
こ

れ
ら

に
準

ず
る

債

権
、
危
険
債
権
、
三
月
以
上
延
滞
債
権
な
ら
び
に
貸
出
条
件
緩
和
債
権
以
外
の
も
の
に

区
分

さ
れ

る
債

権
で

あ
り

ま
す

。
 

な
お
、
上
記
債
権
額
は
、
貸
倒
引
当
金
控
除
前
の
金
額
で
あ
り
ま
す
。
 

  
 

※
４

．
手

形
割

引
は

、
業

種
別

委
員

会
実

務
指

針
第

2
4
号

に
基

づ
き

金
融

取
引

と
し

て
処

理
し

て
お

り
ま

す
。

こ
れ

に
よ

り
受

け
入

れ
た

商
業

手
形

は
、

売
却

又
は

(
再

)
担

保
と

い
う

方
法

で
自

由
に

処
分

で
き

る
権

利
を

有
し

て
お

り
ま

す
が

、
そ

の
額

面
金

額
は

次
の

通
り

で
あ

り

ま
す

。
 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 
1
3
5
百

万
円

 
7
5
百

万
円

 

  ※
５

．
担

保
に

供
し

て
い

る
資

産
は

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

担
保

に
供

し
て

い
る

資
産

 
 

 

貸
出

金
 

4
3
,
8
1
2
百

万
円

 
4
0
,
8
1
2
百

万
円

 

 
 

 

担
保

資
産

に
対

応
す

る
債

務
 

 
 

預
金

 
2
,
3
6
3

〃
 

2
,
9
1
0

〃
 

借
用

金
 

2
9
,
2
0
0

〃
 

2
5
,
0
0
0

〃
 

  

上
記

の
ほ

か
、

取
引

の
担

保
と

し
て

、
次

の
も

の
を

差
し

入
れ

て
お

り
ま

す
。

 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 
有

価
証

券
 

－
 
百

万
円

 
9
8
,
7
2
0
 
百

万
円

 
  ま

た
、

そ
の

他
資

産
に

は
、

保
証

金
及

び
金

融
商

品
等

差
入

担
保

金
等

が
含

ま
れ

て
お

り
ま

す
が

、
そ

の
金

額
は

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

保
証

金
 

3
,
5
0
5
百

万
円

 
3
,
4
1
8
百

万
円

 

金
融

商
品

等
差

入
担

保
金

等
 

8
0
,
2
2
6
百

万
円

 
1
9
0
百

万
円

 
  ※

６
．

当
座

貸
越

契
約

及
び

貸
付

金
に

係
る

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
ラ

イ
ン

契
約

は
、

顧
客

か
ら

の
融

資
実

行
の

申
し

出
を

受
け

た
場

合
に

、
契

約

上
規

定
さ

れ
た

条
件

に
つ

い
て

違
反

が
な

い
限

り
、

一
定

の
限

度
額

ま
で

資
金

を
貸

し
付

け
る

こ
と

を
約

す
る

契
約

で
あ

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の

契
約

に
係

る
融

資
未

実
行

残
高

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

融
資

未
実

行
残

高
 

1
,
0
9
0
,
4
2
9
百

万
円

 
1
,
0
7
2
,
5
3
7
百

万
円

 

う
ち

原
契

約
期

間
が

１
年

以
内

の
も

の
又

は
任

意
の

時
期

に
無

条
件

で
取

消
可

能
な
も

の
 

7
7
4
,
0
7
0
百

万
円

 
8
0
5
,
4
1
8
百

万
円

 

  

な
お

、
こ

れ
ら

の
契

約
の

多
く

は
、

融
資

実
行

さ
れ

ず
に

終
了

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

融
資

未
実

行
残

高
そ

の
も

の
が

必
ず

し
も

将

来
の

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

こ
れ

ら
の

契
約

の
多

く
に

は
、

金
融

情
勢

の
変

化
、

債
権

の
保

全
及

び
そ

の
他

相
当

の
事

由
が

あ
る

と
き

は
、

実
行

申
し

込
み

を
受

け
た

融
資

の
拒

絶
又

は
契

約
極

度
額

の
減

額
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
の

条
項

が
付

け
ら

れ
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

契
約

時
に

お
い

て
必

要
に

応
じ

て
不

動
産

・
有

価
証

券
等

の
担

保
の

提
供

を
受

け
る

ほ
か

、

契
約

後
も

定
期

的
に

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

い
る

内
部

手
続

に
基

づ
き

顧
客

の
業

況
等

を
把

握
し

、
必

要
に

応
じ

て
契

約
の

見
直

し
、

与
信

保
全

上
の

措
置

等
を

講
じ

て
お

り
ま

す
。
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※
７
．
有
形

固
定
資
産
の
減
価
償
却
累

計
額
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

減
価
償
却
累
計
額
 

2
3
,
7
8
7
百
万
円
 

2
3
,
6
0
8
百

万
円

 
  ※
８
．
有
形

固
定
資
産
の
圧
縮
記
帳
額

 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

圧
縮
記
帳
額
 

7
8
6
百
万
円
 

7
7
8
百

万
円

 
  

９
．
元
本

補
て
ん
契
約
の
あ
る
信
託

の
元
本
金
額
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

金
銭
信
託
 

8
0
1
,
6
3
2
百
万
円
 

7
1
4
,
6
9
6
百

万
円

 
  

(
連

結
損

益
計

算
書

関
係

)
 

※
１

．
そ

の
他

の
経

常
収

益
に

は
、

次
の

も
の

を
含

ん
で

お
り

ま
す

。
 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

株
式

等
売

却
益

 
5
,
9
4
7
百

万
円

 
1
6
,
0
2
3
百

万
円

 

金
銭

の
信

託
運

用
益

 
1
,
0
0
2
百

万
円

 
1
,
0
6
8
百

万
円

 
  ※

２
．

営
業

経
費

に
は

、
次

の
も

の
を

含
ん

で
お

り
ま

す
。

 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

人
件

費
 

5
0
,
5
0
0
百

万
円

 
5
4
,
6
0
0
百

万
円

 
  ※

３
．

そ
の

他
の

経
常

費
用

に
は

、
次

の
も

の
を

含
ん

で
お

り
ま

す
。

 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

株
式

等
売

却
損

 
7
4
百

万
円

 
1
,
0
2
7
百

万
円

 

カ
ス

ト
デ

ィ
事

業
再

編
に

係
る

引
当

金
繰

入
額

 
－

百
万

円
 

8
3
5
百

万
円

 
  ※

４
．

「
減

損
損

失
」
に

は
、

次
の

も
の

を
含

ん
で

お
り

ま
す

。
 

 
 
 
 
 
 
当

行
は

お
客

さ
ま

の
属

性
に

応
じ

た
４

つ
の

部
門

に
分

類
し

て
お

り
ま

し
た

が
、
2
0
2
5
年

４
月

に
お

客
さ

ま
の

属
性

の
垣

根
を

取
り

払

い
提

案
力

を
強

化
す

る
た

め
、

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

部
門

、
不

動
産

部
門

、
グ

ロ
ー

バ
ル

マ
ー

ケ
ッ

ツ
部

門
、

ア
セ

ッ
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

部
門

の
４

つ
の

部
門

に
改

編
す

る
と

と
も

に
、

将
来

の
収

益
計

画
等

の
見

直
し

を
行

い
ま

し
た

。
こ

れ
を

踏
ま

え
た

結
果

、
当

行
の

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

部
門

に
帰

属
す

る
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
等

の
一

部
の

投
資

額
の

回
収

が
見

込
め

な
く

な
っ

た
こ

と
か

ら
減

損
損

失
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
 
 
 
 
 
上

記
減

損
損

失
は

、
1
1
,
3
6
5
百

万
円

（
う

ち
、

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

1
0
,
8
28

百
万

円
、

そ
の

他
の

無
形

固
定

資
産

5
37

百
万

円
）

で
あ

り
ま

す
。

 

 
 
 
 
 
 
当

行
は

、
上

記
４

つ
の

部
門

を
独

立
し

た
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
生

み
出

す
最

小
単

位
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
 
 
 
 
 
上

記
資

産
グ

ル
ー

プ
の

回
収

可
能

価
額

は
、

正
味

売
却

価
額

を
使

用
し

て
お

り
ま

す
。

正
味

売
却

価
額

は
資

産
グ

ル
ー

プ
に

帰
属

す
る

資
産

の
不

動
産

鑑
定

評
価

等
を

用
い

た
時

価
か

ら
処

分
見

込
額

を
控

除
し

て
算

定
し

て
お

り
ま

す
。
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※
７
．
有
形

固
定
資
産
の
減
価
償
却
累

計
額
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

減
価
償
却
累
計
額
 

2
3
,
7
8
7
百
万
円
 

2
3
,
6
0
8
百

万
円

 
  ※
８
．
有
形
固
定
資
産
の
圧
縮
記
帳
額
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

圧
縮
記
帳
額
 

7
8
6
百
万
円
 

7
7
8
百

万
円

 
  

９
．
元
本
補
て
ん
契
約
の
あ
る
信
託
の
元
本
金
額
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

金
銭
信
託
 

8
0
1
,
6
3
2
百
万
円
 

7
1
4
,
6
9
6
百

万
円

 
  

(
連

結
損

益
計

算
書

関
係

)
 

※
１

．
そ

の
他

の
経

常
収

益
に

は
、

次
の

も
の

を
含

ん
で

お
り

ま
す

。
 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

株
式

等
売

却
益

 
5
,
9
4
7
百

万
円

 
1
6
,
0
2
3
百

万
円

 

金
銭

の
信

託
運

用
益

 
1
,
0
0
2
百

万
円

 
1
,
0
6
8
百

万
円

 
  ※

２
．

営
業

経
費

に
は

、
次

の
も

の
を

含
ん

で
お

り
ま

す
。

 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

人
件

費
 

5
0
,
5
0
0
百

万
円

 
5
4
,
6
0
0
百

万
円

 
  ※

３
．

そ
の

他
の

経
常

費
用

に
は

、
次

の
も

の
を

含
ん

で
お

り
ま

す
。

 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

株
式

等
売

却
損

 
7
4
百

万
円

 
1
,
0
2
7
百

万
円

 

カ
ス

ト
デ

ィ
事

業
再

編
に

係
る

引
当

金
繰

入
額

 
－

百
万

円
 

8
3
5
百

万
円

 
  ※

４
．

「
減

損
損

失
」
に

は
、

次
の

も
の

を
含

ん
で

お
り

ま
す

。
 

 
 
 
 
 
 
当

行
は

お
客

さ
ま

の
属

性
に

応
じ

た
４

つ
の

部
門

に
分

類
し

て
お

り
ま

し
た

が
、
2
0
2
5
年

４
月

に
お

客
さ

ま
の

属
性

の
垣

根
を

取
り

払

い
提

案
力

を
強

化
す

る
た

め
、

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

部
門

、
不

動
産

部
門

、
グ

ロ
ー

バ
ル

マ
ー

ケ
ッ

ツ
部

門
、

ア
セ

ッ
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

部
門

の
４

つ
の

部
門

に
改

編
す

る
と

と
も

に
、

将
来

の
収

益
計

画
等

の
見

直
し

を
行

い
ま

し
た

。
こ

れ
を

踏
ま

え
た

結
果

、
当

行
の

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

部
門

に
帰

属
す

る
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
等

の
一

部
の

投
資

額
の

回
収

が
見

込
め

な
く

な
っ

た
こ

と
か

ら
減

損
損

失
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
 
 
 
 
 
上

記
減

損
損

失
は

、
1
1
,
3
6
5
百

万
円

（
う

ち
、

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

1
0
,
8
28

百
万

円
、

そ
の

他
の

無
形

固
定

資
産

5
37

百
万

円
）

で
あ

り
ま

す
。

 

 
 
 
 
 
 
当

行
は

、
上

記
４

つ
の

部
門

を
独

立
し

た
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
生

み
出

す
最

小
単

位
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
 
 
 
 
 
上

記
資

産
グ

ル
ー

プ
の

回
収

可
能

価
額

は
、

正
味

売
却

価
額

を
使

用
し

て
お

り
ま

す
。

正
味

売
却

価
額

は
資

産
グ

ル
ー

プ
に

帰
属

す
る

資
産

の
不

動
産

鑑
定

評
価

等
を

用
い

た
時

価
か

ら
処

分
見

込
額

を
控

除
し

て
算

定
し

て
お

り
ま

す
。

 

  
 

(
連
結

包
括
利
益
計
算
書
関
係
)
 

※
１
．
そ
の

他
の
包
括
利
益
に
係
る
組

替
調
整
額
並
び
に
法
人
税
等
及
び
税
効
果
額
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額

金
 

 
 

当
期
発
生
額
 

4
4
,
3
4
7
 

△
5
,
1
3
1
 

組
替
調
整
額
 

△
5
,
6
5
8
 

△
1
4
,
9
7
4
 

法
人
税
等
及
び
税
効
果
調
整
前
 

3
8
,
6
8
8
 

△
2
0
,
1
0
6
 

法
人
税
等
及
び
税
効
果

額
 

△
1
0
,
3
8
0
 

4
,
7
3
5
 

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
 

2
8
,
3
0
8
 

△
1
5
,
3
7
0
 

繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
 

 
 

当
期
発
生
額
 

1
,
6
9
8
 

1
2
,
0
3
6
 

組
替
調
整
額
 

1
,
1
5
9
 

△
1
2
,
2
3
9
 

法
人
税
等
及
び
税
効
果
調
整
前
 

2
,
8
5
7
 

△
2
0
2
 

法
人
税
等
及
び
税
効
果

額
 

△
8
7
5
 

△
2
2
 

繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
 

1
,
9
8
2
 

△
2
2
4
 

為
替
換
算
調
整
勘
定
 

 
 

当
期
発
生
額
 

9
8
4
 

1
,
9
8
6
 

組
替
調
整
額
 

－
 

－
 

法
人
税
等
及
び
税
効
果
調
整
前
 

9
8
4
 

1
,
9
8
6
 

法
人
税
等
及
び
税
効
果

額
 

－
 

△
2
,
1
8
1
 

為
替
換
算
調
整
勘
定
 

9
8
4
 

△
1
9
4
 

退
職
給
付
に
係
る
調
整
額
 

 
 

当
期
発
生
額
 

1
5
,
5
5
7
 

△
1
8
,
8
5
4
 

組
替
調
整
額
 

△
9
,
2
4
7
 

△
1
7
,
4
8
8
 

法
人
税
等
及
び
税
効
果
調
整
前
 

6
,
3
0
9
 

△
3
6
,
3
4
2
 

法
人
税
等
及
び
税
効
果

額
 

△
1
,
9
3
2
 

1
0
,
8
8
2
 

退
職
給
付
に
係
る
調
整
額
 

4
,
3
7
7
 

△
2
5
,
4
5
9
 

そ
の
他
の

包
括
利
益
合
計
 

3
5
,
6
5
3
 

△
4
1
,
2
5
0
 

   
 

(
連

結
株

主
資

本
等

変
動

計
算

書
関

係
)
 

前
連

結
会

計
年

度
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

１
．

発
行

済
株

式
の

種
類

及
び

総
数

な
ら

び
に

自
己

株
式

の
種

類
及

び
株

式
数

に
関

す
る

事
項

 

(
単

位
：

千
株

)
 

 
当

連
結

会
計

年
度

 
期

首
株

式
数

 
当

連
結

会
計

年
度

 
増

加
株

式
数

 
当

連
結

会
計

年
度

 
減

少
株

式
数

 
当

連
結

会
計

年
度

末
株

式
数

 
摘

要
 

発
行

済
株

式
 

 
 

 
 

 

普
通

株
式

 
7
,
9
1
4
,
7
8
4
 

－
 

－
 

7
,
9
1
4
,
7
8
4
 

 

第
一

回
第

一
種

優
先

株
式

 
1
5
5
,
7
1
7
 

－
 

－
 

1
5
5
,
7
1
7
 

 

第
二

回
第

三
種

優
先

株
式

 
8
0
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

8
0
0
,
0
0
0
 

 

合
計

 
8
,
8
7
0
,
5
0
1
 

－
 

－
 

8
,
8
7
0
,
5
0
1
 

 

自
己

株
式

 
 

 
 

 
 

普
通

株
式

 
2
,
0
5
1
,
2
8
2
 

－
 

－
 

2
,
0
5
1
,
2
8
2
 

 

第
一

回
第

一
種

優
先

株
式

 
1
5
5
,
7
1
7
 

－
 

－
 

1
5
5
,
7
1
7
 

 

第
二

回
第

三
種

優
先

株
式

 
8
0
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

8
0
0
,
0
0
0
 

 

合
計

 
3
,
0
0
6
,
9
9
9
 

－
 

－
 

3
,
0
0
6
,
9
9
9
 

 
  

２
．

配
当

に
関

す
る

事
項

 

(
1
)
 
当

連
結

会
計

年
度

中
の

配
当

金
支

払
額

 

(
決

議
)
 

株
式

の
種

類
 

配
当

金
の

総
額

 
(
百

万
円

)
 

１
株

当
た

り
 

配
当

額
(
円

)
 

基
準

日
 

効
力

発
生

日
 

2
0
2
3
年

５
月

1
1
日

 
取

締
役

会
 

普
通

株
式

 
3
1
,
1
3
7
 

5
.
3
1
 

2
0
2
3
年

３
月

3
1
日

 
2
0
2
3
年

６
月

２
日

 

  (
2
)
 
基

準
日

が
当

連
結

会
計

年
度

に
属

す
る

配
当

の
う

ち
、

配
当

の
効

力
発

生
日

が
当

連
結

会
計

年
度

の
末

日
後

と
な

る
も

の
 

(
決

議
)
 

株
式

の
種

類
 
配

当
金

の
総

額
 

(
百

万
円

)
 

配
当

の
原

資
 

１
株

当
た

り
 

配
当

額
(
円

)
 

基
準

日
 

効
力

発
生

日
 

2
0
2
4
年

５
月

９
日

 
取

締
役

会
 

普
通

株
式

 
2
7
,
0
3
0
 

利
益

剰
余

金
 

4
.
6
1
 

2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

 
2
0
2
4
年

６
月

３
日
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当
連
結
会

計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

１
．
発
行
済

株
式
の
種
類
及
び
総
数
な

ら
び
に
自
己
株
式
の
種
類
及
び
株
式
数
に
関
す
る
事
項

 

(
単

位
：

千
株

)
 

 
当
連
結
会
計
年
度
 

期
首
株
式
数
 

当
連
結
会
計
年
度
 

増
加
株
式
数
 

当
連
結
会
計

年
度

 
減
少
株
式

数
 

当
連

結
会

計
年

度
末

株
式

数
 

摘
要

 

発
行
済
株

式
 

 
 

 
 

 

普
通
株
式
 

7
,
9
1
4
,
7
8
4
 

－
 

－
 

7
,
9
1
4
,
7
8
4
 

 

第
一
回
第
一
種
優
先
株
式
 

1
5
5
,
7
1
7
 

－
 

－
 

1
5
5
,
7
1
7
 

 

第
二
回
第
三
種
優
先
株
式
 

8
0
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

8
0
0
,
0
0
0
 

 

合
計
 

8
,
8
7
0
,
5
0
1
 

－
 

－
 

8
,
8
7
0
,
5
0
1
 

 

自
己
株
式

 
 

 
 

 
 

普
通
株
式
 

2
,
0
5
1
,
2
8
2
 

－
 

－
 

2
,
0
5
1
,
2
8
2
 

 

第
一
回
第
一
種
優
先
株
式
 

1
5
5
,
7
1
7
 

－
 

－
 

1
5
5
,
7
1
7
 

 

第
二
回
第
三
種
優
先
株
式
 

8
0
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

8
0
0
,
0
0
0
 

 

合
計
 

3
,
0
0
6
,
9
9
9
 

－
 

－
 

3
,
0
0
6
,
9
9
9
 

 
  

２
．
配
当
に

関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
当
連

結
会
計
年
度
中
の
配
当
金

支
払
額
 

(
決
議
)
 

株
式
の
種
類
 

配
当
金
の
総
額
 

(
百
万
円
)
 

１
株
当
た
り
 

配
当
額
(
円
)
 

基
準

日
 

効
力

発
生

日
 

2
0
2
4
年
５

月
９
日
 

取
締
役
会

 
普
通
株
式
 

2
7
,
0
3
0
 

4
.
6
1
 

2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

 
2
0
2
4
年

６
月

３
日

 

  (
2
)
 
基
準

日
が
当
連
結
会
計
年
度
に

属
す
る
配
当
の
う
ち
、
配
当
の
効
力
発
生
日
が
当
連
結

会
計

年
度

の
末

日
後

と
な

る
も

の
 

(
決
議
)
 

株
式
の
種
類

 
配
当
金
の
総
額
 

(
百
万
円
)
 

配
当
の
原
資
 

１
株
当
た
り
 

配
当
額
(
円
)
 

基
準

日
 

効
力

発
生

日
 

2
0
2
5
年
５

月
1
4
日
 

取
締
役
会

 
普
通
株
式
 

3
8
,
0
5
4
 

利
益
剰
余
金
 

6
.
4
9
 

2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

 
2
0
2
5
年

５
月

2
8
日

 

   
 

(
連

結
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算

書
関

係
)
 

※
１

．
現

金
及

び
現

金
同

等
物

の
期

末
残

高
と

連
結

貸
借

対
照

表
に

掲
記

さ
れ

て
い

る
科

目
の

金
額

と
の

関
係

 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

現
金

預
け

金
勘

定
 

1
,
2
9
3
,
3
8
4
百

万
円

 
1
,
1
5
1
,
0
3
7
百

万
円

 

中
央

銀
行

預
け

金
を

除
く

預
け

金
 

△
1
2
8
,
8
8
5

〃
 

△
1
5
5
,
5
4
7

〃
 

現
金

及
び

現
金

同
等

物
 

1
,
1
6
4
,
4
9
8

〃
 

9
9
5
,
4
8
9

〃
 

  

(
リ

ー
ス

取
引

関
係

)
 

オ
ペ

レ
ー

テ
ィ

ン
グ

・
リ

ー
ス

取
引

 

オ
ペ

レ
ー

テ
ィ

ン
グ

・
リ

ー
ス

取
引

の
う

ち
解

約
不

能
の

も
の

に
係

る
未

経
過

リ
ー

ス
料

 

(
1
)
 
借

手
側

 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

１
年

内
 

1
,
9
2
7
 

1
,
4
2
1
 

１
年

超
 

3
,
2
6
0
 

2
,
8
2
5
 

合
計

 
5
,
1
8
7
 

4
,
2
4
7
 

   

(
2
)
 
貸

手
側

 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

１
年

内
 

4
8
8
 

2
5
4
 

１
年

超
 

2
4
4
 

－
 

合
計

 
7
3
2
 

2
5
4
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当
連
結
会

計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

１
．
発
行
済

株
式
の
種
類
及
び
総
数
な

ら
び
に
自
己
株
式
の
種
類
及
び
株
式
数
に
関
す
る
事
項

 

(
単

位
：

千
株

)
 

 
当
連
結
会
計
年
度
 

期
首
株
式
数
 

当
連
結
会
計
年
度
 

増
加
株
式
数
 

当
連
結
会
計

年
度

 
減
少
株
式

数
 

当
連

結
会

計
年

度
末

株
式

数
 

摘
要

 

発
行
済
株
式
 

 
 

 
 

 

普
通
株
式
 

7
,
9
1
4
,
7
8
4
 

－
 

－
 

7
,
9
1
4
,
7
8
4
 

 

第
一
回
第
一
種
優
先
株
式
 

1
5
5
,
7
1
7
 

－
 

－
 

1
5
5
,
7
1
7
 

 

第
二
回
第
三
種
優
先
株
式
 

8
0
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

8
0
0
,
0
0
0
 

 

合
計
 

8
,
8
7
0
,
5
0
1
 

－
 

－
 

8
,
8
7
0
,
5
0
1
 

 

自
己
株
式
 

 
 

 
 

 

普
通
株
式
 

2
,
0
5
1
,
2
8
2
 

－
 

－
 

2
,
0
5
1
,
2
8
2
 

 

第
一
回
第
一
種
優
先
株
式
 

1
5
5
,
7
1
7
 

－
 

－
 

1
5
5
,
7
1
7
 

 

第
二
回
第
三
種
優
先
株
式
 

8
0
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

8
0
0
,
0
0
0
 

 

合
計
 

3
,
0
0
6
,
9
9
9
 

－
 

－
 

3
,
0
0
6
,
9
9
9
 

 
  

２
．
配
当
に
関
す
る
事
項
 

(
1
)
 
当
連
結
会
計
年
度
中
の
配
当
金
支
払
額
 

(
決

議
)
 

株
式
の
種
類
 

配
当
金
の
総
額
 

(
百
万
円
)
 

１
株
当
た
り
 

配
当
額
(
円
)
 

基
準

日
 

効
力

発
生

日
 

2
0
2
4
年
５
月
９
日
 

取
締
役
会
 

普
通
株
式
 

2
7
,
0
3
0
 

4
.
6
1
 

2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

 
2
0
2
4
年

６
月

３
日

 

  (
2
)
 
基
準
日
が
当
連
結
会
計
年
度
に
属
す
る
配
当
の
う
ち
、
配
当
の
効
力
発
生
日
が
当
連

結
会

計
年

度
の

末
日

後
と

な
る

も
の

 

(
決
議
)
 

株
式
の
種
類
 
配
当
金
の
総
額
 

(
百
万
円
)
 

配
当
の
原
資
 

１
株
当
た
り
 

配
当
額
(
円
)
 

基
準

日
 

効
力

発
生

日
 

2
0
2
5
年
５
月
1
4
日
 

取
締
役
会
 

普
通
株
式
 

3
8
,
0
5
4
 

利
益
剰
余
金
 

6
.
4
9
 

2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

 
2
0
2
5
年

５
月

2
8
日

 

   
 

(
連

結
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算

書
関

係
)
 

※
１

．
現

金
及

び
現

金
同

等
物

の
期

末
残

高
と

連
結

貸
借

対
照

表
に

掲
記

さ
れ

て
い

る
科

目
の

金
額

と
の

関
係

 

 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

現
金

預
け

金
勘

定
 

1
,
2
9
3
,
3
8
4
百

万
円

 
1
,
1
5
1
,
0
3
7
百

万
円

 

中
央

銀
行

預
け

金
を

除
く

預
け

金
 

△
1
2
8
,
8
8
5

〃
 

△
1
5
5
,
5
4
7

〃
 

現
金

及
び

現
金

同
等

物
 

1
,
1
6
4
,
4
9
8

〃
 

9
9
5
,
4
8
9

〃
 

  

(
リ

ー
ス

取
引

関
係

)
 

オ
ペ

レ
ー

テ
ィ

ン
グ

・
リ

ー
ス

取
引

 

オ
ペ

レ
ー

テ
ィ

ン
グ

・
リ

ー
ス

取
引

の
う

ち
解

約
不

能
の

も
の

に
係

る
未

経
過

リ
ー

ス
料

 

(
1
)
 
借

手
側

 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

１
年

内
 

1
,
9
2
7
 

1
,
4
2
1
 

１
年

超
 

3
,
2
6
0
 

2
,
8
2
5
 

合
計

 
5
,
1
8
7
 

4
,
2
4
7
 

   

(
2
)
 
貸

手
側

 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

１
年

内
 

4
8
8
 

2
5
4
 

１
年

超
 

2
4
4
 

－
 

合
計

 
7
3
2
 

2
5
4
 

   
 

(
金
融

商
品
関
係
)
 

１
．
金
融
商

品
の
状
況
に
関
す
る
事
項

 

(
1
)
 
金
融

商
品
に
対
す
る
取
組
方
針

 

信
託

銀
行

業
を

中
心

と
す

る
当

行
グ

ル
ー

プ
は

、
資

金
調

達
サ

イ
ド

に
お

い
て

取
引

先
か

ら
の

預
金

や
市

場
調

達
等

の
金

融
負

債
を

有

す
る
一

方
、
資
金
運
用
サ
イ
ド
に

お
い
て
は
取
引
先
に
対
す
る
貸
出
金
や
株
式
及
び
債
券

等
の

金
融

資
産

を
有

し
て

お
り

ま
す

。
 

こ
れ

ら
の

業
務

に
関

し
て

は
、

金
融

商
品

ご
と

の
リ

ス
ク

に
応

じ
た

適
切

な
管

理
を

行
い

つ
つ

、
長

短
バ

ラ
ン

ス
や

リ
ス

ク
諸

要
因

に

留
意
し

た
取
り
組
み
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
 

 

(
2
)
 
金
融

商
品
の
内
容
及
び
そ
の
リ

ス
ク
 

当
行

グ
ル

ー
プ

が
保

有
す

る
主

な
金

融
資

産
は

、
取

引
先

に
対

す
る

貸
出

金
や

、
国

債
、

株
式

な
ど

の
有

価
証

券
で

す
。

こ
れ

ら
の

金

融
資

産
は

、
貸

出
先

や
発

行
体

の
将

来
に

亘
る

債
務

不
履

行
等

ま
た

は
そ

の
可

能
性

に
よ

り
、

金
融

資
産

の
価

値
が

減
少

又
は

消
失

し
損

失
を

被
る

リ
ス

ク
(
信

用
リ

ス
ク

)
、

金
利

・
株

価
・

為
替

等
の

変
動

に
よ

り
資

産
価

値
が

減
少

し
損

失
を

被
る

リ
ス

ク
(
市

場
リ

ス
ク

)
及

び
、

市
場

の
混

乱
等

で
市

場
に

お
い

て
取

引
が

で
き

な
く

な
る

、
又

は
通

常
よ

り
著

し
く

不
利

な
価

格
で

の
取

引
を

余
儀

な
く

さ
れ

る
こ

と
に
よ

り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
(
市
場
流
動
性
リ
ス
ク
)
に
晒
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

ま
た

、
金

融
負

債
と

し
て

、
主

に
預

金
に

よ
り

安
定

的
な

資
金

を
調

達
し

て
い

る
ほ

か
、

金
融

市
場

か
ら

の
資

金
調

達
を

行
っ

て
お

り

ま
す

。
こ

れ
ら

の
資

金
調

達
手

段
は

、
市

場
の

混
乱

や
当

行
グ

ル
ー

プ
の

財
務

内
容

の
悪

化
等

に
よ

り
、

必
要

な
資

金
が

確
保

で
き

な
く

な
り

資
金

繰
り

が
つ

か
な

く
な

る
場

合
や

、
通

常
よ

り
著

し
く

高
い

金
利

で
資

金
調

達
を

余
儀

な
く

さ
れ

る
こ

と
に

よ
り

損
失

を
被

る
リ

ス
ク
(
流
動
性
リ
ス
ク
)
が
あ
り
ま

す
。
 

こ
の

ほ
か

、
当

行
グ

ル
ー

プ
が

保
有

す
る

金
融

資
産

・
負

債
に

係
る

金
利

リ
ス

ク
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
(
Ａ

Ｌ
Ｍ

)
と

し
て

、
金

利
リ

ス
ク

を

共
通

す
る

単
位

ご
と

に
グ

ル
ー

ピ
ン

グ
し

た
上

で
管

理
す

る
「

包
括

ヘ
ッ

ジ
」

を
実

施
し

て
お

り
、

こ
れ

ら
の

ヘ
ッ

ジ
(
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・

フ
ロ

ー
・

ヘ
ッ

ジ
又

は
フ

ェ
ア

・
バ

リ
ュ

ー
・

ヘ
ッ

ジ
の

)
手

段
と

し
て

金
利

ス
ワ

ッ
プ

取
引

な
ど

の
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
を

使
用

し
て

お
り

ま
す

。
Ａ

Ｌ
Ｍ

目
的

と
し

て
保

有
す

る
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
の

大
宗

は
ヘ

ッ
ジ

会
計

を
適

用
し

、
繰

延
ヘ

ッ
ジ

に
よ

る
会

計
処

理
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
当

該
取

引
に

関
す

る
ヘ

ッ
ジ

の
有

効
性

評
価

は
、

回
帰

分
析

等
に

よ
り

ヘ
ッ

ジ
対

象
の

金
利

リ
ス

ク
又

は
、

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
の

変
動

が
ヘ

ッ
ジ

手
段

に
よ

り
、

高
い

程
度

で
相

殺
さ

れ
る

こ
と

を
定

期
的

に
検

証
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
行

っ
て

お
り
ま

す
。
 

 

(
3
)
 
金
融

商
品
に
係
る
リ
ス
ク
管
理

体
制
 

①
 
リ

ス
ク
管
理
へ
の
取
り
組
み

 

当
行

グ
ル

ー
プ

で
は

、
経

営
の

健
全

性
・

安
全

性
を

確
保

し
つ

つ
企

業
価

値
を

高
め

て
い

く
た

め
に

、
業

務
や

リ
ス

ク
の

特
性

に
応

じ
て

そ
の

リ
ス

ク
を

適
切

に
管

理
し

、
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
し

て
い

く
こ

と
を

経
営

上
の

最
重

要
課

題
の

１
つ

と
し

て
認

識
し

、
リ

ス
ク

管

理
態

勢
の
整
備
に
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
。
 

当
行

で
は

、
各

種
リ

ス
ク

の
明

確
な

定
義

、
適

切
な

リ
ス

ク
管

理
を

行
う

た
め

の
態

勢
の

整
備

と
人

材
の

育
成

、
リ

ス
ク

管
理

態
勢

の
有

効
性

及
び

適
切

性
の

監
査

の
実

施
等

を
内

容
と

し
た

、
当

行
グ

ル
ー

プ
全

体
に

共
通

す
る

リ
ス

ク
管

理
の

基
本

方
針

を
取

締
役

会

に
お

い
て

制
定

し
て

お
り

ま
す

。
当

行
グ

ル
ー

プ
は

、
こ

の
基

本
方

針
に

則
り

様
々

な
手

法
を

活
用

し
て

リ
ス

ク
管

理
の

高
度

化
を

図

る
等

、
リ
ス
ク
管
理
の
強
化
に

努
め
て
お
り
ま
す
。
 

 

②
 
総
合
的
な
リ
ス
ク
管
理
 

当
行

グ
ル

ー
プ

で
は

、
当

行
グ

ル
ー

プ
が

保
有

す
る

様
々

な
金

融
資

産
・

負
債

が
晒

さ
れ

て
い

る
リ

ス
ク

を
、

リ
ス

ク
の

要
因

別
に

「
信

用
リ

ス
ク

」
、

「
市

場
リ

ス
ク

」
、

「
流

動
性

リ
ス

ク
」

、
「

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ナ
ル

リ
ス

ク
」

、
「

レ
ピ

ュ
テ

ー
シ

ョ
ナ

ル
リ

ス

ク
」
、
「
モ
デ
ル
リ
ス
ク
」
等
に
分
類
し
、
各
リ
ス
ク
の
特
性
に
応
じ
た
管
理
を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
 

ま
た

、
各

リ
ス

ク
単

位
で

の
管

理
に

加
え

、
リ

ス
ク

を
全

体
と

し
て

把
握

・
評

価
し

、
必

要
に

応
じ

て
定

性
・

定
量

そ
れ

ぞ
れ

の
面

か
ら

適
切

な
対

応
を

行
い

、
経

営
と

し
て

許
容

で
き

る
範

囲
に

リ
ス

ク
を

制
御

し
て

い
く

、
総

合
的

な
リ

ス
ク

管
理

態
勢

を
構

築
し

て

お
り
ま
す
。
 

具
体

的
に

は
、

リ
ス

ク
単

位
ご

と
に

リ
ス

ク
キ

ャ
ピ

タ
ル

を
配

賦
し

、
リ

ス
ク

上
限

と
し

て
リ

ス
ク

制
御

を
行

う
と

と
も

に
、

当
行

グ
ル

ー
プ

全
体

と
し

て
保

有
す

る
リ

ス
ク

が
当

行
グ

ル
ー

プ
の

財
務

体
力

を
超

え
な

い
よ

う
に

経
営

と
し

て
の

許
容

範
囲

に
リ

ス
ク

を

制
御

し
て

お
り

ま
す

。
当

行
は

、
こ

の
枠

組
み

の
も

と
で

経
営

の
健

全
性

を
確

保
す

る
た

め
に

リ
ス

ク
キ

ャ
ピ

タ
ル

の
使

用
状

況
を

定

期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
取
締
役
会
等
で
報
告
を
し
て
お
り
ま
す
。
 

  

③
 

信
用

リ
ス

ク
の

管
理

 

当
行

で
は

、
取

締
役

会
が

信
用

リ
ス

ク
管

理
に

関
す

る
重

要
な

事
項

を
決

定
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
経

営
政

策
委

員
会

で
あ

る

「
Ｂ

Ｓ
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

委
員

会
」

や
「

ク
レ

ジ
ッ

ト
委

員
会

」
に

お
い

て
、

当
行

グ
ル

ー
プ

の
ク

レ
ジ

ッ
ト

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ

の
運

営
、

与
信

先
に

対
す

る
取

引
方

針
等

に
つ

い
て

総
合

的
に

審
議

・
調

整
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

Ｃ
Ｒ

Ｏ
は

、
信

用
リ

ス
ク

管
理

の

企
画

運
営

に
関

す
る

事
項

を
所

管
し

て
お

り
ま

す
。

与
信

企
画

部
は

、
信

用
リ

ス
ク

の
計

測
・

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

や
信

用
リ

ス
ク

管
理

に

係
る

基
本

的
な

企
画

立
案

、
推

進
等

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
審

査
担

当
は

、
審

査
に

関
す

る
事

項
を

所
管

し
、

主
に

個
別

与
信

の
観

点

か
ら

信
用

リ
ス

ク
管

理
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

審
査

担
当

各
部

は
、

個
別

与
信

案
件

に
係

る
審

査
、

管
理

、
回

収
等

を
行

っ
て

お
り

ま

す
。

ま
た

、
Ｃ

Ａ
Ｅ

は
内

部
監

査
業

務
に

関
す

る
重

要
な

事
項

を
所

管
し

ま
す

。
業

務
部

門
か

ら
独

立
し

た
内

部
監

査
グ

ル
ー

プ
の

業

務
監

査
部

に
お

い
て

、
信

用
リ

ス
ク

管
理

の
適

切
性

な
ど

を
検

証
し

て
お

り
ま

す
。

 

信
用

リ
ス

ク
の

管
理

方
法

と
し

て
は

、
当

行
の

事
業

戦
略

や
財

務
戦

略
等

に
基

づ
い

た
将

来
に

亘
る

信
用

リ
ス

ク
の

計
測

結
果

が
適

正
な

水
準

に
あ

る
こ

と
を

確
認

し
、

「
ク

レ
ジ

ッ
ト

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
管

理
」

レ
ベ

ル
か

ら
「

与
信

管
理

」
レ

ベ
ル

ま
で

、
一

元
的

な

管
理

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
具

体
的

に
は

、
「

ク
レ

ジ
ッ

ト
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

管
理

」
レ

ベ
ル

で
は

、
信

用
リ

ス
ク

を
保

有
す

る
前

な

い
し

は
後

に
適

切
な

対
応

を
す

る
た

め
に

、
信

用
リ

ス
ク

顕
在

化
の

可
能

性
を

統
計

的
な

手
法

等
に

よ
っ

て
今

後
１

年
間

に
予

想
さ

れ

る
平

均
的

な
損

失
額

(
＝

信
用

コ
ス

ト
)
、

一
定

の
信

頼
区

間
に

お
け

る
最

大
損

失
額

(
＝

信
用

Ｖ
Ａ

Ｒ
)
、

及
び

信
用

Ｖ
Ａ

Ｒ
と

信
用

コ

ス
ト

と
の

差
額

(
＝

信
用

リ
ス

ク
量

)
を

計
測

し
、

保
有

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
か

ら
発

生
す

る
損

失
の

可
能

性
を

管
理

し
て

い
ま

す
。

「
与

信
管

理
」

レ
ベ

ル
で

は
、

信
用

リ
ス

ク
の

顕
在

化
に

よ
り

発
生

す
る

損
失

を
制

御
す

る
た

め
に

、
お

客
さ

ま
の

信
用

状
態

の
調

査
を

も

と
に

、
与

信
実

行
か

ら
回

収
ま

で
の

過
程

を
個

別
案

件
ご

と
に

管
理

し
て

い
ま

す
。

 

 

④
 

市
場

リ
ス

ク
の

管
理

 

当
行

で
は

、
取

締
役

会
が

市
場

リ
ス

ク
管

理
に

関
す

る
重

要
な

事
項

を
決

定
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
市

場
リ

ス
ク

管
理

に
関

す
る

経
営

政
策

委
員

会
と

し
て

「
Ｂ

Ｓ
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

委
員

会
」

を
設

置
し

、
Ａ

Ｌ
Ｍ

運
営

・
リ

ス
ク

計
画

・
市

場
リ

ス
ク

管
理

に

関
す

る
事

項
、

マ
ー

ケ
ッ

ト
の

急
変

等
緊

急
時

に
お

け
る

対
応

策
の

提
言

等
、

総
合

的
に

審
議

等
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

さ
ら

に
、

市

場
性

業
務

に
関

し
て

は
、

フ
ロ

ン
ト

オ
フ

ィ
ス

(
市

場
部

門
)
や

バ
ッ

ク
オ

フ
ィ

ス
(
事

務
管

理
部

門
)
か

ら
独

立
し

た
ミ

ド
ル

オ
フ

ィ
ス

(
リ

ス
ク

管
理
専

担
部

署
)
を

設
置

し
相

互
に

牽
制

が
働

く
態

勢
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

Ｃ
Ｒ

Ｏ
は

市
場

リ
ス

ク
管

理
の

企
画

運
営

全
般

に
関

す
る

事
項

を
所

管
し

て
お

り
ま

す
。

リ
ス

ク
統

括
部

は
、

市
場

リ
ス

ク
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

・
報

告
と

分
析

・
提

言
、

諸
リ

ミ
ッ

ト
の

設
定

等
、

市
場

リ
ス

ク
管

理
に

関
す

る
企

画
立

案
・

推
進

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。

ま
た

、
当

行
グ

ル
ー

プ
全

体
の

市
場

リ
ス

ク
状

況
を

把
握

・
管

理
す

る
と

と
も

に
、

取
締

役
会

等
に

対
し

定
期

的
に

報
告

を
行

っ
て

お

り
ま

す
。

 

市
場

リ
ス

ク
の

管
理

方
法

と
し

て
は

、
配

賦
リ

ス
ク

キ
ャ

ピ
タ

ル
に

対
応

し
た

諸
リ

ミ
ッ

ト
等

を
設

定
し

制
御

し
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

市
場

リ
ス

ク
の

配
賦

リ
ス

ク
キ

ャ
ピ

タ
ル

の
金

額
は

、
Ｖ

Ａ
Ｒ

と
ポ

ジ
シ

ョ
ン

を
ク

ロ
ー

ズ
す

る
ま

で
に

発
生

す
る

追
加

的
な

リ

ス
ク

を
対

象
と

し
て

お
り

ま
す

。
バ

ン
キ

ン
グ

業
務

に
つ

い
て

は
、

Ｖ
Ａ

Ｒ
に

よ
る

限
度

及
び

損
失

に
対

す
る

限
度

を
設

定
し

て
お

り

ま
す

。
ま

た
、

バ
ン

キ
ン

グ
業

務
等

に
つ

い
て

は
、

必
要

に
応

じ
、

金
利

感
応

度
等

を
用

い
た

ポ
ジ

シ
ョ

ン
枠

を
設

定
し

て
お

り
ま

す
。

 

こ
の

よ
う

に
Ｖ

Ａ
Ｒ

に
加

え
て

、
取

引
実

態
に

応
じ

て
1
0
Ｂ

Ｐ
Ｖ

(
ベ

ー
シ

ス
ポ

イ
ン

ト
バ

リ
ュ

ー
)
等

の
リ

ス
ク

指
標

の
管

理
、

ス

ト
レ

ス
テ

ス
ト

の
実

施
、

損
失

限
度

等
に

よ
り

、
Ｖ

Ａ
Ｒ

の
み

で
は

把
握

し
き

れ
な

い
リ

ス
ク

等
も

き
め

細
か

く
管

理
し

て
お

り
ま

す
。

 

当
行

グ
ル

ー
プ

は
、

特
定

取
引

勘
定

廃
止

に
よ

る
業

務
縮

小
に

伴
い

、
2
0
2
1
年

1
0
月

以
降

ト
レ

ー
デ

ィ
ン

グ
業

務
に

お
け

る
市

場
リ

ス
ク

量
(
Ｖ

Ａ
Ｒ

)
に

よ
る

管
理

を
廃

止
し

て
お

り
ま

す
。
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⑤
 
市

場
リ
ス
ク
の
状
況
 

ⅰ
．

バ
ン
キ
ン
グ
業
務
 

当
行
グ
ル
ー
プ
の
バ
ン
キ

ン
グ
業
務
に
お
け
る
市
場
リ
ス
ク
量
(
Ｖ
Ａ
Ｒ
)
の
状

況
は

以
下

の
通

り
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

 

バ
ン
キ
ン
グ
業
務
の
Ｖ
Ａ

Ｒ
の
状
況
 

(
単

位
：

億
円

)
 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連
結

会
計

年
度

 
(
自
 

2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至
 

2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

年
度
末
日
 

4
0
 

4
3
 

最
大
値
 

4
0
 

4
5
 

最
小
値
 

7
 

6
 

平
均
値
 

1
6
 

1
6
 

 ［
バ
ン
キ
ン
グ
業
務
の
定

義
］
 

政
策

保
有

株
式

(
政

策
的

に
保

有
し

て
い

る
と

認
識

し
て

い
る

株
式

及
び

そ
の

関
連

取
引

)
以

外
の

取
引

で
主

と
し

て
以

下
の

取

引
 (
ア
)
預
金
・
貸
出
等
及
び
そ
れ
に
係
る
資
金
繰
り
と
金
利
リ
ス
ク
の
ヘ
ッ
ジ
の

た
め

の
取

引
 

(
イ
)
株
式
(
除
く
政
策

保
有
株
式
)
、
債
券
、
投
資
信
託
等
に
対
す
る
投
資
と

そ
れ

ら
に

係
る

市
場

リ
ス

ク
の

ヘ
ッ

ジ
取

引
 

な
お
、
流
動
性
預
金
に
つ
い
て
コ
ア
預
金
を
認
定
し
、
こ
れ
を
市
場
リ
ス

ク
計

測
に

反
映

し
て

お
り

ま
す

。
 

［
バ
ン
キ
ン
グ
業
務
の
Ｖ
Ａ
Ｒ
の
計
測
手
法
］
 

Ｖ
Ａ
Ｒ
：
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
法
 

定
量
基
準
：
①
信
頼
区
間
 

片
側
9
9
％
 

②
保
有
期
間
 

１
ヵ
月
 

③
観
測

期
間

 
３

年
 

 

ⅱ
．
政
策
保
有
株
式
 

政
策

保
有

株
式

に
つ

い
て

も
、

バ
ン

キ
ン

グ
業

務
と

同
様

に
、

Ｖ
Ａ

Ｒ
及

び
リ

ス
ク

指
標

な
ど

に
基

づ
く

市
場

リ
ス

ク
管

理
を

行

っ
て

お
り

ま
す

。
当

連
結

会
計

年
度

末
に

お
け

る
政

策
保

有
株

式
の

リ
ス

ク
指

標
(
株

価
指

数
Ｔ

Ｏ
Ｐ

Ｉ
Ｘ

１
％

の
変

化
に

対
す

る

感
応
度
)
は
 
９
億
円
(
前
連

結
会
計
年
度
末
は
1
2
億
円
)
で
す
。
 

 

＜
Ｖ
Ａ
Ｒ
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
＞
 

Ｖ
Ａ

Ｒ
は

、
市

場
の

動
き

に
対

し
、

一
定

期
間

(
保

有
期

間
)
・

一
定

確
率

(
信

頼
区

間
)
の

も
と

で
、

保
有

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
が

被
る

可
能

性
の

あ
る

想
定

最
大

損
失

額
で

、
統

計
的

な
仮

定
に

基
づ

く
市

場
リ

ス
ク

計
測

手
法

で
す

。
そ

の
た

め
、

Ｖ
Ａ

Ｒ
の

使
用

に
お

い

て
は
、
一
般
的
に
以
下
の
点
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

・
Ｖ
Ａ
Ｒ
の
値
は
、
保
有
期
間
・
信
頼
区
間
の
設
定
方
法
、
計
測
手
法
に
よ
っ
て

異
な

る
こ

と
。

 

・
過

去
の

市
場

の
変

動
を

も
と

に
推

計
し

た
Ｖ

Ａ
Ｒ

の
値

は
、

必
ず

し
も

実
際

の
発

生
す

る
最

大
損

失
額

を
捕

捉
す

る
も

の
で

は
な

い
こ
と
。
 

・
設

定
し

た
保

有
期

間
内

で
、

保
有

す
る

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
の

売
却

、
あ

る
い

は
ヘ

ッ
ジ

す
る

こ
と

を
前

提
に

し
て

い
る

た
め

、
市

場
の

混
乱

等
で

市
場

に
お

い
て

十
分

な
取

引
が

で
き

な
く

な
る

状
況

で
は

、
Ｖ

Ａ
Ｒ

の
値

を
超

え
る

損
失

額
が

発
生

す
る

可
能

性

が
あ
る
こ
と
。
 

・
設
定
し
た
信
頼
区
間
を
上
回
る
確
率
で
発
生
す
る
損
失
額
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い

こ
と

。
 

ま
た

、
当

行
グ

ル
ー

プ
で

Ｖ
Ａ

Ｒ
の

計
測

手
法

と
し

て
使

用
し

て
い

る
ヒ

ス
ト

リ
カ

ル
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
法

は
、

リ
ス

ク
フ

ァ
ク

タ
ー

の
変

動
及

び
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

の
時

価
の

変
動

が
過

去
の

経
験

分
布

に
従

う
こ

と
を

前
提

と
し

て
お

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
前

提

を
超
え
る
極
端
な
市
場
の
変
動
が
生
じ
や
す
い
状
況
で
は
、
リ
ス
ク
を
過
小
に
評
価
す

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

 

当
行

グ
ル

ー
プ

で
は

、
Ｖ

Ａ
Ｒ

に
よ

る
市

場
リ

ス
ク

計
測

の
有

効
性

を
Ｖ

Ａ
Ｒ

と
損

益
を

比
較

す
る

バ
ッ

ク
テ

ス
ト

に
よ

り
定

期
的

に
確

認
す

る
と

と
も

に
、

Ｖ
Ａ

Ｒ
に

加
え

て
、

リ
ス

ク
指

標
の

管
理

、
ス

ト
レ

ス
テ

ス
ト

の
実

施
、

損
失

限
度

等
に

よ
り

、
Ｖ

Ａ
Ｒ

の

み
で
は
把
握
し
き
れ
な
い
リ
ス
ク
等
も
き
め
細
か
く
把
握
し
、
厳
格
な
リ
ス
ク
管
理
を

行
っ

て
い

る
と

認
識

し
て

お
り

ま
す

。
 

  
 

⑥
 

資
金

調
達

に
係

る
流

動
性

リ
ス

ク
の

管
理

 

当
行

グ
ル

ー
プ

の
流

動
性

リ
ス

ク
管

理
態

勢
は

、
基

本
的

に
前

述
「

④
市

場
リ

ス
ク

の
管

理
」

の
市

場
リ

ス
ク

管
理

態
勢

と
同

様
で

す
が

、
こ

れ
に

加
え

、
グ

ロ
ー

バ
ル

マ
ー

ケ
ッ

ツ
部

門
長

が
資

金
繰

り
管

理
の

企
画

運
営

に
関

す
る

事
項

を
所

管
し

、
資

金
証

券
部

が
、

資
金

繰
り

運
営

状
況

の
把

握
・

調
整

等
を

担
い

、
資

金
繰

り
管

理
に

関
す

る
企

画
立

案
・

推
進

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
資

金
繰

り
の

状

況
等

に
つ

い
て
は

、
定

期
的

に
取

締
役

会
、

監
査

等
委

員
会

、
経

営
会

議
、

社
長

及
び

経
営

政
策

委
員

会
に

報
告

し
て

お
り

ま
す

。
 

流
動

性
リ

ス
ク

の
計

測
は

、
市

場
か

ら
の

資
金

調
達

に
関

す
る

上
限

額
や

流
動

性
ス

ト
レ

ス
テ

ス
ト

に
お

け
る

資
金

余
剰

額
等

、
資

金
繰

り
に

関
す

る
指

標
を

用
い

て
お

り
ま

す
。

流
動

性
リ

ス
ク

に
関

す
る

リ
ミ

ッ
ト

等
は

、
Ｂ

Ｓ
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

委
員

会
で

の

審
議

を
経

て
決

定
し

て
お

り
ま

す
。

さ
ら

に
、

資
金

繰
り

の
状

況
に

応
じ

た
「

平
常

時
」

・
「

懸
念

時
」

・
「

危
機

時
」

の
区

分
、

及

び
「

懸
念

時
」

・
「

危
機

時
」

の
対

応
に

つ
い

て
定

め
て

お
り

ま
す

。
こ

れ
に

加
え

、
当

行
グ

ル
ー

プ
の

資
金

繰
り

に
影

響
を

与
え

る

緊
急

事
態

が
発
生

し
た

際
に

、
迅

速
な

対
応

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
態

勢
を

構
築

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

(
4
)
 
金

融
商

品
の

時
価

等
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
の

補
足

説
明

 

金
融

商
品

の
時

価
の

算
定

に
お

い
て

は
一

定
の

前
提

条
件

等
を

採
用

し
て

い
る

た
め

、
異

な
る

前
提

条
件

等
に

よ
っ

た
場

合
、

当
該

価

額
が

異
な

る
こ

と
も

あ
り

ま
す

。
 

 ２
．

金
融

商
品

の
時

価
等

及
び

時
価

の
レ

ベ
ル

ご
と

の
内

訳
等

に
関

す
る

事
項

 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

、
時

価
及

び
こ

れ
ら

の
差

額
、

レ
ベ

ル
ご

と
の

時
価

は
、

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

な
お

、
市

場
価

格
の

な
い

株
式

等
及

び
組

合
出

資
金

等
は

、
次

表
に

は
含

め
て

お
り

ま
せ

ん
(
(
注

３
)
参

照
)
。

ま
た

、
現

金
預

け
金

、
債

券
貸

借
取

引
支

払
保

証
金

、

譲
渡

性
預

金
、

コ
ー

ル
マ

ネ
ー

及
び

売
渡

手
形

、
信

託
勘

定
借

は
主

に
短

期
間

で
決

済
さ

れ
る

た
め

時
価

が
帳

簿
価

額
に

近
似

す
る

こ
と

か

ら
、

注
記

を
省

略
し
て

お
り

ま
す

。
 

金
融

商
品

の
時

価
を

、
時

価
の

算
定

に
用

い
た

イ
ン

プ
ッ

ト
の

観
察

可
能

性
及

び
重

要
性

に
応

じ
て

、
以

下
の

３
つ

の
レ

ベ
ル

に
分

類
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

レ
ベ

ル
１

の
時

価
：

観
察

可
能

な
時

価
の

算
定

に
係

る
イ

ン
プ

ッ
ト

の
う

ち
、

活
発

な
市

場
に

お
い

て
形

成
さ

れ
る

当
該

時
価

の
算

定
の

対
象

と
な

る
資

産
又

は
負

債
に

関
す

る
相

場
価

格
に

よ
り

算
定

し
た

時
価

 

レ
ベ

ル
２

の
時

価
：

観
察

可
能

な
時

価
に

係
る

イ
ン

プ
ッ

ト
の

う
ち

、
レ

ベ
ル

１
の

イ
ン

プ
ッ

ト
以

外
の

時
価

の
算

定
に

係
る

イ
ン

プ
ッ

ト
を

用
い

て
算

定
し

た
時

価
 

レ
ベ

ル
３

の
時

価
：

観
察

で
き

な
い

時
価

の
算

定
に

係
る

イ
ン

プ
ッ

ト
を

使
用

し
て

算
定

し
た

時
価

 

 

時
価

の
算

定
に

重
要

な
影

響
を

与
え

る
イ

ン
プ

ッ
ト

を
複

数
使

用
し

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ら
の

イ
ン

プ
ッ

ト
が

そ
れ

ぞ
れ

属
す

る
レ

ベ
ル

の
う

ち
、

時
価

の
算

定
に

お
け

る
優

先
順

位
が

最
も

低
い

レ
ベ

ル
に

時
価

を
分

類
し

て
お

り
ま

す
。
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⑤
 
市

場
リ
ス
ク
の
状
況
 

ⅰ
．

バ
ン
キ
ン
グ
業
務
 

当
行
グ
ル
ー
プ
の
バ
ン
キ

ン
グ
業
務
に
お
け
る
市
場
リ
ス
ク
量
(
Ｖ
Ａ
Ｒ
)
の
状

況
は

以
下

の
通

り
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

 

バ
ン
キ
ン
グ
業
務
の
Ｖ
Ａ

Ｒ
の
状
況
 

(
単

位
：

億
円

)
 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連
結

会
計

年
度

 
(
自
 

2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至
 

2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

年
度
末
日
 

4
0
 

4
3
 

最
大
値
 

4
0
 

4
5
 

最
小
値
 

7
 

6
 

平
均
値
 

1
6
 

1
6
 

 ［
バ
ン
キ
ン
グ
業
務
の
定
義
］
 

政
策

保
有

株
式

(
政

策
的

に
保

有
し

て
い

る
と

認
識

し
て

い
る

株
式

及
び

そ
の

関
連

取
引

)
以

外
の

取
引

で
主

と
し

て
以

下
の

取

引
 (
ア
)
預
金
・
貸
出
等
及
び
そ
れ
に
係
る
資
金
繰
り
と
金
利
リ
ス
ク
の
ヘ
ッ
ジ
の

た
め

の
取

引
 

(
イ
)
株
式
(
除
く
政
策

保
有
株
式
)
、
債
券
、
投
資
信
託
等
に
対
す
る
投
資
と

そ
れ

ら
に

係
る

市
場

リ
ス

ク
の

ヘ
ッ

ジ
取

引
 

な
お
、
流
動
性
預
金
に
つ
い
て
コ
ア
預
金
を
認
定
し
、
こ
れ
を
市
場
リ
ス

ク
計

測
に

反
映

し
て

お
り

ま
す

。
 

［
バ
ン
キ
ン
グ
業
務
の
Ｖ
Ａ
Ｒ
の
計
測
手
法
］
 

Ｖ
Ａ
Ｒ
：
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
法
 

定
量
基
準
：
①
信
頼
区
間
 

片
側
9
9
％
 

②
保
有
期
間
 

１
ヵ
月
 

③
観
測

期
間

 
３

年
 

 

ⅱ
．
政
策
保
有
株
式
 

政
策

保
有

株
式

に
つ

い
て

も
、

バ
ン

キ
ン

グ
業

務
と

同
様

に
、

Ｖ
Ａ

Ｒ
及

び
リ

ス
ク

指
標

な
ど

に
基

づ
く

市
場

リ
ス

ク
管

理
を

行

っ
て

お
り

ま
す

。
当

連
結

会
計

年
度

末
に

お
け

る
政

策
保

有
株

式
の

リ
ス

ク
指

標
(
株

価
指

数
Ｔ

Ｏ
Ｐ

Ｉ
Ｘ

１
％

の
変

化
に

対
す

る

感
応
度
)
は
 
９
億
円
(
前
連

結
会
計
年
度
末
は
1
2
億
円
)
で
す
。
 

 

＜
Ｖ
Ａ
Ｒ
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
＞
 

Ｖ
Ａ

Ｒ
は

、
市

場
の

動
き

に
対

し
、

一
定

期
間

(
保

有
期

間
)
・

一
定

確
率

(
信

頼
区

間
)
の

も
と

で
、

保
有

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
が

被
る

可
能

性
の

あ
る

想
定

最
大

損
失

額
で

、
統

計
的

な
仮

定
に

基
づ

く
市

場
リ

ス
ク

計
測

手
法

で
す

。
そ

の
た

め
、

Ｖ
Ａ

Ｒ
の

使
用

に
お

い

て
は
、
一
般
的
に
以
下
の
点
を
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

・
Ｖ
Ａ
Ｒ
の
値
は
、
保
有
期
間
・
信
頼
区
間
の
設
定
方
法
、
計
測
手
法
に
よ
っ
て

異
な

る
こ

と
。

 

・
過

去
の

市
場

の
変

動
を

も
と

に
推

計
し

た
Ｖ

Ａ
Ｒ

の
値

は
、

必
ず

し
も

実
際

の
発

生
す

る
最

大
損

失
額

を
捕

捉
す

る
も

の
で

は
な

い
こ
と
。
 

・
設

定
し

た
保

有
期

間
内

で
、

保
有

す
る

ポ
ー

ト
フ

ォ
リ

オ
の

売
却

、
あ

る
い

は
ヘ

ッ
ジ

す
る

こ
と

を
前

提
に

し
て

い
る

た
め

、
市

場
の

混
乱

等
で

市
場

に
お

い
て

十
分

な
取

引
が

で
き

な
く

な
る

状
況

で
は

、
Ｖ

Ａ
Ｒ

の
値

を
超

え
る

損
失

額
が

発
生

す
る

可
能

性

が
あ
る
こ
と
。
 

・
設
定
し
た
信
頼
区
間
を
上
回
る
確
率
で
発
生
す
る
損
失
額
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い

こ
と

。
 

ま
た

、
当

行
グ

ル
ー

プ
で

Ｖ
Ａ

Ｒ
の

計
測

手
法

と
し

て
使

用
し

て
い

る
ヒ

ス
ト

リ
カ

ル
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
法

は
、

リ
ス

ク
フ

ァ
ク

タ
ー

の
変

動
及

び
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

の
時

価
の

変
動

が
過

去
の

経
験

分
布

に
従

う
こ

と
を

前
提

と
し

て
お

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
前

提

を
超
え
る
極
端
な
市
場
の
変
動
が
生
じ
や
す
い
状
況
で
は
、
リ
ス
ク
を
過
小
に
評
価
す

る
可

能
性

が
あ

り
ま

す
。

 

当
行

グ
ル

ー
プ

で
は

、
Ｖ

Ａ
Ｒ

に
よ

る
市

場
リ

ス
ク

計
測

の
有

効
性

を
Ｖ

Ａ
Ｒ

と
損

益
を

比
較

す
る

バ
ッ

ク
テ

ス
ト

に
よ

り
定

期
的

に
確

認
す

る
と

と
も

に
、

Ｖ
Ａ

Ｒ
に

加
え

て
、

リ
ス

ク
指

標
の

管
理

、
ス

ト
レ

ス
テ

ス
ト

の
実

施
、

損
失

限
度

等
に

よ
り

、
Ｖ

Ａ
Ｒ

の

み
で
は
把
握
し
き
れ
な
い
リ
ス
ク
等
も
き
め
細
か
く
把
握
し
、
厳
格
な
リ
ス
ク
管
理
を

行
っ

て
い

る
と

認
識

し
て

お
り

ま
す

。
 

  
 

⑥
 

資
金

調
達

に
係

る
流

動
性

リ
ス

ク
の

管
理

 

当
行

グ
ル

ー
プ

の
流

動
性

リ
ス

ク
管

理
態

勢
は

、
基

本
的

に
前

述
「

④
市

場
リ

ス
ク

の
管

理
」

の
市

場
リ

ス
ク

管
理

態
勢

と
同

様
で

す
が

、
こ

れ
に

加
え

、
グ

ロ
ー

バ
ル

マ
ー

ケ
ッ

ツ
部

門
長

が
資

金
繰

り
管

理
の

企
画

運
営

に
関

す
る

事
項

を
所

管
し

、
資

金
証

券
部

が
、

資
金

繰
り

運
営

状
況

の
把

握
・

調
整

等
を

担
い

、
資

金
繰

り
管

理
に

関
す

る
企

画
立

案
・

推
進

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
資

金
繰

り
の

状

況
等

に
つ

い
て

は
、

定
期

的
に

取
締

役
会

、
監

査
等

委
員

会
、

経
営

会
議

、
社

長
及

び
経

営
政

策
委

員
会

に
報

告
し

て
お

り
ま

す
。

 

流
動

性
リ

ス
ク

の
計

測
は

、
市

場
か

ら
の

資
金

調
達

に
関

す
る

上
限

額
や

流
動

性
ス

ト
レ

ス
テ

ス
ト

に
お

け
る

資
金

余
剰

額
等

、
資

金
繰

り
に

関
す

る
指

標
を

用
い

て
お

り
ま

す
。

流
動

性
リ

ス
ク

に
関

す
る

リ
ミ

ッ
ト

等
は

、
Ｂ

Ｓ
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

委
員

会
で

の

審
議

を
経

て
決

定
し

て
お

り
ま

す
。

さ
ら

に
、

資
金

繰
り

の
状

況
に

応
じ

た
「

平
常

時
」

・
「

懸
念

時
」

・
「

危
機

時
」

の
区

分
、

及

び
「

懸
念

時
」

・
「

危
機

時
」

の
対

応
に

つ
い

て
定

め
て

お
り

ま
す

。
こ

れ
に

加
え

、
当

行
グ

ル
ー

プ
の

資
金

繰
り

に
影

響
を

与
え

る

緊
急

事
態

が
発

生
し

た
際

に
、

迅
速

な
対

応
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

態
勢

を
構

築
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

(
4
)
 
金

融
商

品
の

時
価

等
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
の

補
足

説
明

 

金
融

商
品

の
時

価
の

算
定

に
お

い
て

は
一

定
の

前
提

条
件

等
を

採
用

し
て

い
る

た
め

、
異

な
る

前
提

条
件

等
に

よ
っ

た
場

合
、

当
該

価

額
が

異
な

る
こ

と
も

あ
り

ま
す

。
 

 ２
．

金
融

商
品

の
時

価
等

及
び

時
価

の
レ

ベ
ル

ご
と

の
内

訳
等

に
関

す
る

事
項

 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

、
時

価
及

び
こ

れ
ら

の
差

額
、

レ
ベ

ル
ご

と
の

時
価

は
、

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

な
お

、
市

場
価

格
の

な
い

株
式

等
及

び
組

合
出

資
金

等
は

、
次

表
に

は
含

め
て

お
り

ま
せ

ん
(
(
注

３
)
参

照
)
。

ま
た

、
現

金
預

け
金

、
債

券
貸

借
取

引
支

払
保

証
金

、

譲
渡

性
預

金
、

コ
ー

ル
マ

ネ
ー

及
び

売
渡

手
形

、
信

託
勘

定
借

は
主

に
短

期
間

で
決

済
さ

れ
る

た
め

時
価

が
帳

簿
価

額
に

近
似

す
る

こ
と

か

ら
、

注
記

を
省

略
し

て
お

り
ま

す
。

 

金
融

商
品

の
時

価
を

、
時

価
の

算
定

に
用

い
た

イ
ン

プ
ッ

ト
の

観
察

可
能

性
及

び
重

要
性

に
応

じ
て

、
以

下
の

３
つ

の
レ

ベ
ル

に
分

類
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

レ
ベ

ル
１

の
時

価
：

観
察

可
能

な
時

価
の

算
定

に
係

る
イ

ン
プ

ッ
ト

の
う

ち
、

活
発

な
市

場
に

お
い

て
形

成
さ

れ
る

当
該

時
価

の
算

定
の

対
象

と
な

る
資

産
又

は
負

債
に

関
す

る
相

場
価

格
に

よ
り

算
定

し
た

時
価

 

レ
ベ

ル
２

の
時

価
：

観
察

可
能

な
時

価
に

係
る

イ
ン

プ
ッ

ト
の

う
ち

、
レ

ベ
ル

１
の

イ
ン

プ
ッ

ト
以

外
の

時
価

の
算

定
に

係
る

イ
ン

プ
ッ

ト
を

用
い

て
算

定
し

た
時

価
 

レ
ベ

ル
３

の
時

価
：

観
察

で
き

な
い

時
価

の
算

定
に

係
る

イ
ン

プ
ッ

ト
を

使
用

し
て

算
定

し
た

時
価

 

 

時
価

の
算

定
に

重
要

な
影

響
を

与
え

る
イ

ン
プ

ッ
ト

を
複

数
使

用
し

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ら
の

イ
ン

プ
ッ

ト
が

そ
れ

ぞ
れ

属
す

る
レ

ベ
ル

の
う

ち
、

時
価

の
算

定
に

お
け

る
優

先
順

位
が

最
も

低
い

レ
ベ

ル
に

時
価

を
分

類
し

て
お

り
ま

す
。

 

  
 

(
1
)
 
時
価

で
連
結
貸
借
対
照
表
に
計

上
し
て
い
る
金
融
商
品
 

前
連

結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

連
結
貸
借
対
照

表
計

上
額

 

レ
ベ
ル
１
 

レ
ベ
ル
２
 

レ
ベ

ル
３

 
合

計
 

買
入
金
銭

債
権
 

－
 

－
 

1
,
9
6
3
 

1
,
9
6
3
 

有
価
証
券

 
 

 
 

 

そ
の
他
有
価
証
券
 

 
 

 
 

株
式
 

1
7
2
,
6
3
9
 

－
 

－
 

1
7
2
,
6
3
9
 

国
債
 

1
1
,
0
6
4
 

－
 

－
 

1
1
,
0
6
4
 

社
債
 

－
 

6
1
,
7
6
6
 

－
 

6
1
,
7
6
6
 

外
国
証
券
 

1
8
,
7
3
3
 

－
 

－
 

1
8
,
7
3
3
 

そ
の
他
(
＊
１
)
 

1
3
,
2
7
6
 

3
 

－
 

1
3
,
2
7
9
 

資
産
計
 

2
1
5
,
7
1
3
 

6
1
,
7
7
0
 

1
,
9
6
3
 

2
7
9
,
4
4
7
 

デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
(
＊
２
、
３
)
 

 
 

 
 

金
利
債
券
関
連
 

－
 

1
6
,
0
5
8
 

－
 

1
6
,
0
5
8
 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
計
 

－
 

1
6
,
0
5
8
 

－
 

1
6
,
0
5
8
 

 (
＊
１

)
 
「
時
価
の
算
定
に
関
す

る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」
(
企
業
会
計
基
準
適
用

指
針

第
3
1
号

 
2
0
2
1
年

６
月

1
7
日

)
第

2
4
-
９

項
の

基
準
価
額
を
時
価
と
み
な

す
取
扱
い
を
適
用
し
た
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
、
上
記

表
に

は
含

め
て

お
り

ま
せ

ん
。

 

第
2
4
-
９
項
の
取
扱
い
を
適
用
し
た
投
資
信
託
の
連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額
は
5
3
1
百

万
円

で
あ

り
ま

す
。

 

(
＊
２
)
 
そ
の
他
資
産
・
負
債
に

計
上
し
て
い
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
一
括
し
て
表
示

し
て

お
り

ま
す

。
 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に

よ
っ
て
生
じ
た
正
味
の
債
権
・
債
務
は
純
額
で
表
示
し

て
お

り
、

合
計

で
正

味
の

債
務

と
な

る
項

目
に

つ
い
て
は
、
(
 
)
で
表

示
し
て
お
り
ま
す
。
 

(
＊
３
)
 
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
う
ち
、
ヘ
ッ
ジ
会
計
を
適
用
し
て
い
る
取
引
の
連
結
貸

借
対

照
表

計
上

額
は

6
,
0
6
5
百

万
円

と
な

り
ま

す
。
 

  
 

当
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分

 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

 

レ
ベ

ル
１

 
レ

ベ
ル

２
 

レ
ベ

ル
３

 
合

計
 

買
入

金
銭

債
権

 
－

 
－

 
1
,
5
3
0
 

1
,
5
3
0
 

有
価

証
券

 
 

 
 

 

そ
の

他
有

価
証

券
 

 
 

 
 

株
式

 
1
4
6
,
2
1
3
 

－
 

－
 

1
4
6
,
2
1
3
 

国
債

 
1
0
6
,
7
2
8
 

－
 

－
 

1
0
6
,
7
2
8
 

社
債

 
－

 
5
3
,
7
9
1
 

－
 

5
3
,
7
9
1
 

外
国

証
券

 
2
1
,
0
1
5
 

－
 

－
 

2
1
,
0
1
5
 

そ
の

他
(
＊

１
)
 

1
1
,
7
8
8
 

6
5
 

－
 

1
1
,
8
5
3
 

資
産
計

 
2
8
5
,
7
4
5
 

5
3
,
8
5
6
 

1
,
5
3
0
 

3
4
1
,
1
3
2
 

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引
(
＊

２
、

３
)
 

 
 

 
 

金
利

債
券

関
連

 
－

 
2
8
,
5
6
7
 

－
 

2
8
,
5
6
7
 

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

計
 

－
 

2
8
,
5
6
7
 

－
 

2
8
,
5
6
7
 

 (
＊

１
)
 

「
時

価
の

算
定

に
関

す
る

会
計

基
準

の
適

用
指

針
」

(
企

業
会

計
基

準
適

用
指

針
第

3
1
号

 
2
0
2
1
年

６
月

1
7
日

)
第

2
4
-
９

項
の

基
準

価
額

を
時

価
と

み
な

す
取

扱
い

を
適

用
し

た
投

資
信

託
に

つ
い

て
は

、
上

記
表

に
は

含
め

て
お

り
ま

せ
ん

。
 

第
2
4
-
９

項
の

取
扱

い
を

適
用

し
た

投
資

信
託

の
連

結
貸

借
対

照
表

計
上

額
は

5
3
2
百

万
円

で
あ

り
ま

す
。

 

(
＊

２
)
 

そ
の

他
資

産
・

負
債

に
計

上
し

て
い

る
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
を

一
括

し
て

表
示

し
て

お
り

ま
す

。
 

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
よ

っ
て

生
じ

た
正

味
の

債
権

・
債

務
は

純
額

で
表

示
し

て
お

り
、

合
計

で
正

味
の

債
務

と
な

る
項

目
に

つ
い

て
は

、
(
 

)
で

表
示

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
＊

３
)
 

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

の
う

ち
、

ヘ
ッ

ジ
会

計
を

適
用

し
て

い
る

取
引

の
連

結
貸

借
対

照
表

計
上

額
は

(
5
9
5
)
百

万
円

と
な

り
ま

す
。
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(
2
)
 
時
価

で
連
結
貸
借
対
照
表
に
計

上
し
て
い
る
金
融
商
品
以
外
の
金
融
商
品
 

前
連

結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

時
価
 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

 
差

額
 

レ
ベ
ル

１
 

レ
ベ
ル
２
 

レ
ベ
ル
３
 

合
計

 

買
入
金
銭

債
権
 

－
 

－
 

2
1
,
3
3
3
 

2
1
,
3
3
3
 

2
1
,
3
3
3
 

－
 

金
銭
の
信

託
 

－
 

－
 

2
5
,
9
6
0
 

2
5
,
9
6
0
 

2
5
,
9
6
0
 

－
 

貸
出
金
 

 
 

 
 

2
,
8
5
7
,
2
6
3
 

 

貸
倒
引
当
金
(
＊
)
 

 
 

 
 

△
5
,
0
5
6
 

 

 
－
 

－
 

2
,
8
5
4
,
7
6
4
 

2
,
8
5
4
,
7
6
4
 

2
,
8
5
2
,
2
0
6
 

2
,
5
5
7
 

資
産
計
 

－
 

－
 

2
,
9
0
2
,
0
5
8
 

2
,
9
0
2
,
0
5
8
 

2
,
8
9
9
,
5
0
0
 

2
,
5
5
7
 

預
金
 

－
 

2
,
7
3
8
,
8
1
9
 

－
 

2
,
7
3
8
,
8
1
9
 

2
,
7
4
1
,
3
3
0
 

△
2
,
5
1
1
 

借
用
金
 

－
 

4
0
9
,
2
0
0
 

－
 

4
0
9
,
2
0
0
 

4
0
9
,
2
0
0
 

－
 

負
債
計
 

－
 

3
,
1
4
8
,
0
1
9
 

－
 

3
,
1
4
8
,
0
1
9
 

3
,
1
5
0
,
5
3
0
 

△
2
,
5
1
1
 

 (
＊
)
 
貸
出

金
に
対
応
す
る
一
般
貸
倒

引
当
金
及
び
個
別
貸
倒
引
当
金
を
控
除
し
て
お
り
ま
す

。
な

お
、

貸
出

金
以

外
の

科
目

に
つ

い
て

は
、

対
応
す
る
貸
倒
引
当
金
の
重
要

性
が
乏
し
い
た
め
、
連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額
に
て
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

当
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

時
価
 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

 
差

額
 

レ
ベ
ル

１
 

レ
ベ
ル
２
 

レ
ベ
ル
３
 

合
計

 

買
入
金
銭

債
権
 

－
 

－
 

1
1
,
7
3
8
 

1
1
,
7
3
8
 

1
1
,
7
3
8
 

－
 

金
銭
の
信

託
 

－
 

－
 

3
0
,
7
4
2
 

3
0
,
7
4
2
 

3
0
,
7
4
2
 

－
 

貸
出
金
 

 
 

 
 

2
,
5
6
7
,
2
6
7
 

 

貸
倒
引
当
金
(
＊
)
 

 
 

 
 

△
6
,
8
0
2
 

 

 
－
 

－
 

2
,
5
4
6
,
4
9
7
 

2
,
5
4
6
,
4
9
7
 

2
,
5
6
0
,
4
6
5
 

△
1
3
,
9
6
7
 

資
産
計
 

－
 

－
 

2
,
5
8
8
,
9
7
8
 

2
,
5
8
8
,
9
7
8
 

2
,
6
0
2
,
9
4
6
 

△
1
3
,
9
6
7
 

預
金
 

－
 

1
,
9
8
5
,
9
0
7
 

－
 

1
,
9
8
5
,
9
0
7
 

1
,
9
9
1
,
2
5
0
 

△
5
,
3
4
2
 

借
用
金
 

－
 

4
9
8
,
5
0
0
 

－
 

4
9
8
,
5
0
0
 

4
9
8
,
5
0
0
 

－
 

負
債
計
 

－
 

2
,
4
8
4
,
4
0
7
 

－
 

2
,
4
8
4
,
4
0
7
 

2
,
4
8
9
,
7
5
0
 

△
5
,
3
4
2
 

 (
＊
)
 
貸
出

金
に
対
応
す
る
一
般
貸
倒

引
当
金
及
び
個
別
貸
倒
引
当
金
を
控
除
し
て
お
り
ま
す

。
な

お
、

貸
出

金
以

外
の

科
目

に
つ

い
て

は
、

対
応
す
る
貸
倒
引
当
金
の
重
要

性
が
乏
し
い
た
め
、
連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額
に
て
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

  
 

(
注

１
)
 

時
価

の
算

定
に

用
い

た
評

価
技

法
及

び
時

価
の

算
定

に
係

る
イ

ン
プ

ッ
ト

の
説

明
 

 

資
 

産
 

買
入

金
銭

債
権

 

買
入

金
銭

債
権

に
つ

い
て

は
、

見
積

将
来

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
の

現
在

価
値

を
時

価
と

し
て

お
り

、
重

要
な

イ
ン

プ
ッ

ト
で

あ
る

割

引
率

等
が

観
察

不
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
主

に
レ

ベ
ル

３
に

分
類

、
又

は
債

権
の

性
質

上
短

期
の

も
の

等
で

あ
り

、
時

価
は

帳
簿

価
額

と
近

似
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

当
該

帳
簿

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

、
レ

ベ
ル

３
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

金
銭

の
信

託
 

金
銭

の
信

託
に

つ
い

て
は

、
時

価
は

帳
簿

価
額

と
近

似
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

当
該

帳
簿

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

、
構

成
物

の
レ

ベ

ル
に

基
づ

き
、

レ
ベ

ル
３

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
保

有
目

的
ご

と
の

金
銭

の
信

託
に

関
す

る
注

記
事

項
に

つ
い

て
は

「
(
金

銭
の

信
託

関
係

)
」

に
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

有
価

証
券

 

有
価

証
券

に
つ

い
て

は
、

活
発

な
市

場
に

お
け

る
無

調
整

の
相

場
価

格
を

利
用

で
き

る
も

の
は

レ
ベ

ル
１

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と

し
て

お
り

ま
す

。
主

に
株

式
、

国
債

が
こ

れ
に

含
ま

れ
ま

す
。

公
表

さ
れ

た
相

場
価

格
を

用
い

て
い

た
と

し
て

も
市

場
が

活
発

で
な

い
場

合
に

は
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

投
資

信
託

は
、

市
場

価
格

又
は

公
表

さ
れ

て
い

る
基

準
価

額
等

に
よ

っ
て

お
り

、
活

発
な

市
場

に
お

け
る

無
調

整
の

相
場

価
格

を
利

用

で
き

る
も

の
は

レ
ベ

ル
１

、
そ

う
で

な
い

も
の

は
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

市
場

に
お

け
る

取
引

価
格

が
存

在
し

な
い

投
資

信
託

に
つ

い
て

、
解

約
又

は
買

戻
請

求
に

関
し

て
市

場
参

加
者

か
ら

リ
ス

ク
の

対
価

を
求

め
ら

れ
る

ほ
ど

の
重

要
な

制
限

が
な

い
場

合
に

は
基

準
価

額
を

時
価

と
し

、
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

私
募

債
は

、
内

部
格

付
、

期
間

に
基

づ
く

区
分

ご
と

に
、

元
利

金
等

の
合

計
額

を
信

用
リ

ス
ク

等
の

リ
ス

ク
要

因
を

織
込

ん
だ

割
引

率

で
割

り
引

い
て

時
価

を
算

定
し

て
お

り
、

観
察

で
き

な
い

イ
ン

プ
ッ

ト
に

よ
る

影
響

が
重

要
な

場
合

は
レ

ベ
ル

３
、

そ
う

で
な

い
場

合
は

レ
ベ

ル
２

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
保

有
目

的
ご

と
の

有
価

証
券

に
関

す
る

注
記

事
項

に
つ

い
て

は
「

(
有

価
証

券
関

係
)
」

に
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

貸
出

金
 

貸
出

金
に

つ
い

て
は

、
主

に
貸

出
金

の
種

類
及

び
内

部
格

付
、

期
間

に
基

づ
く

区
分

ご
と

に
、

元
利

金
の

合
計

額
を

信
用

リ
ス

ク
等

の

リ
ス

ク
要

因
を

織
込

ん
だ

割
引

率
で

割
り

引
い

て
時

価
を

算
定

し
て

お
り

、
当

該
割

引
率

が
観

察
不

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

レ
ベ

ル
３

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

ま
た

、
破

綻
先

、
実

質
破

綻
先

及
び

破
綻

懸
念

先
に

対
す

る
債

権
等

に
つ

い
て

は
、

見
積

将
来

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
の

現
在

価
値

又

は
担

保
及

び
保

証
に

よ
る

回
収

見
込

額
等

に
基

づ
い

て
貸

倒
見

積
高

を
算

定
し

て
い

る
た

め
、

時
価

は
連

結
決

算
日

に
お

け
る

連
結

貸
借

対
照

表
上

の
債

権
等

計
上

額
か

ら
貸

倒
引

当
金

計
上

額
を

控
除

し
た

金
額

に
近

似
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

当
該

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

、

レ
ベ

ル
３

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

貸
出

金
の

う
ち

、
当

該
貸

出
を

担
保

資
産

の
範

囲
内

に
限

る
な

ど
の

特
性

に
よ

り
、

返
済

期
限

を
設

け
て

い
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、

返
済

見
込

み
期

間
及

び
金

利
条

件
等

か
ら

、
時

価
は

帳
簿

価
額

に
近

似
し

て
い

る
も

の
と

想
定

さ
れ

る
た

め
、

帳
簿

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

、
レ

ベ
ル

３
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

負
 

債
 

預
金

 

要
求

払
預

金
に

つ
い

て
は

、
連

結
決

算
日

に
要

求
さ

れ
た

場
合

の
支

払
額

(
帳

簿
価

額
)
を

時
価

と
み

な
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
定

期

預
金

の
時

価
は

、
一

定
の

期
間

ご
と

に
区

分
し

て
、

将
来

の
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
割

り
引

い
て

現
在

価
値

を
算

定
し

て
お

り
ま

す
。

そ
の

割
引

率
は

、
市

場
金

利
を

用
い

て
お

り
ま

す
。

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

、
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

借
用

金
 

借
用

金
に

つ
い

て
は

、
時

価
は

帳
簿

価
額

と
近

似
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

当
該

帳
簿

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

ま
す

。
こ

れ
ら

に
つ

い

て
は

、
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
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(
2
)
 
時
価

で
連
結
貸
借
対
照
表
に
計

上
し
て
い
る
金
融
商
品
以
外
の
金
融
商
品
 

前
連

結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

時
価
 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

 
差

額
 

レ
ベ
ル
１
 

レ
ベ
ル
２
 

レ
ベ
ル
３
 

合
計

 

買
入
金
銭
債
権
 

－
 

－
 

2
1
,
3
3
3
 

2
1
,
3
3
3
 

2
1
,
3
3
3
 

－
 

金
銭
の
信
託
 

－
 

－
 

2
5
,
9
6
0
 

2
5
,
9
6
0
 

2
5
,
9
6
0
 

－
 

貸
出
金
 

 
 

 
 

2
,
8
5
7
,
2
6
3
 

 

貸
倒
引
当
金
(
＊
)
 

 
 

 
 

△
5
,
0
5
6
 

 

 
－
 

－
 

2
,
8
5
4
,
7
6
4
 

2
,
8
5
4
,
7
6
4
 

2
,
8
5
2
,
2
0
6
 

2
,
5
5
7
 

資
産
計
 

－
 

－
 

2
,
9
0
2
,
0
5
8
 

2
,
9
0
2
,
0
5
8
 

2
,
8
9
9
,
5
0
0
 

2
,
5
5
7
 

預
金
 

－
 

2
,
7
3
8
,
8
1
9
 

－
 

2
,
7
3
8
,
8
1
9
 

2
,
7
4
1
,
3
3
0
 

△
2
,
5
1
1
 

借
用
金
 

－
 

4
0
9
,
2
0
0
 

－
 

4
0
9
,
2
0
0
 

4
0
9
,
2
0
0
 

－
 

負
債
計
 

－
 

3
,
1
4
8
,
0
1
9
 

－
 

3
,
1
4
8
,
0
1
9
 

3
,
1
5
0
,
5
3
0
 

△
2
,
5
1
1
 

 (
＊
)
 
貸
出
金
に
対
応
す
る
一
般
貸
倒
引
当
金
及
び
個
別
貸
倒
引
当
金
を
控
除
し
て
お
り
ま
す

。
な

お
、

貸
出

金
以

外
の

科
目

に
つ

い
て

は
、

対
応
す
る
貸
倒
引
当
金
の
重
要
性
が
乏
し
い
た
め
、
連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額
に
て
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

当
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
5
年
３

月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

時
価
 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

 
差

額
 

レ
ベ
ル
１
 

レ
ベ
ル
２
 

レ
ベ
ル
３
 

合
計

 

買
入
金
銭
債
権
 

－
 

－
 

1
1
,
7
3
8
 

1
1
,
7
3
8
 

1
1
,
7
3
8
 

－
 

金
銭
の
信
託
 

－
 

－
 

3
0
,
7
4
2
 

3
0
,
7
4
2
 

3
0
,
7
4
2
 

－
 

貸
出
金
 

 
 

 
 

2
,
5
6
7
,
2
6
7
 

 

貸
倒
引
当
金
(
＊
)
 

 
 

 
 

△
6
,
8
0
2
 

 

 
－
 

－
 

2
,
5
4
6
,
4
9
7
 

2
,
5
4
6
,
4
9
7
 

2
,
5
6
0
,
4
6
5
 

△
1
3
,
9
6
7
 

資
産
計
 

－
 

－
 

2
,
5
8
8
,
9
7
8
 

2
,
5
8
8
,
9
7
8
 

2
,
6
0
2
,
9
4
6
 

△
1
3
,
9
6
7
 

預
金
 

－
 

1
,
9
8
5
,
9
0
7
 

－
 

1
,
9
8
5
,
9
0
7
 

1
,
9
9
1
,
2
5
0
 

△
5
,
3
4
2
 

借
用
金
 

－
 

4
9
8
,
5
0
0
 

－
 

4
9
8
,
5
0
0
 

4
9
8
,
5
0
0
 

－
 

負
債
計
 

－
 

2
,
4
8
4
,
4
0
7
 

－
 

2
,
4
8
4
,
4
0
7
 

2
,
4
8
9
,
7
5
0
 

△
5
,
3
4
2
 

 (
＊
)
 
貸
出
金
に
対
応
す
る
一
般
貸
倒
引
当
金
及
び
個
別
貸
倒
引
当
金
を
控
除
し
て
お
り
ま
す

。
な

お
、

貸
出

金
以

外
の

科
目

に
つ

い
て

は
、

対
応
す
る
貸
倒
引
当
金
の
重
要
性
が
乏
し
い
た
め
、
連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額
に
て
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

  
 

(
注

１
)
 

時
価

の
算

定
に

用
い

た
評

価
技

法
及

び
時

価
の

算
定

に
係

る
イ

ン
プ

ッ
ト

の
説

明
 

 

資
 

産
 

買
入

金
銭

債
権

 

買
入

金
銭

債
権

に
つ

い
て

は
、

見
積

将
来

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
の

現
在

価
値

を
時

価
と

し
て

お
り

、
重

要
な

イ
ン

プ
ッ

ト
で

あ
る

割

引
率

等
が

観
察

不
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
主

に
レ

ベ
ル

３
に

分
類

、
又

は
債

権
の

性
質

上
短

期
の

も
の

等
で

あ
り

、
時

価
は

帳
簿

価
額

と
近

似
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

当
該

帳
簿

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

、
レ

ベ
ル

３
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

金
銭

の
信

託
 

金
銭

の
信

託
に

つ
い

て
は

、
時

価
は

帳
簿

価
額

と
近

似
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

当
該

帳
簿

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

、
構

成
物

の
レ

ベ

ル
に

基
づ

き
、

レ
ベ

ル
３

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
保

有
目

的
ご

と
の

金
銭

の
信

託
に

関
す

る
注

記
事

項
に

つ
い

て
は

「
(
金

銭
の

信
託

関
係

)
」

に
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

有
価

証
券

 

有
価

証
券

に
つ

い
て

は
、

活
発

な
市

場
に

お
け

る
無

調
整

の
相

場
価

格
を

利
用

で
き

る
も

の
は

レ
ベ

ル
１

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と

し
て

お
り

ま
す

。
主

に
株

式
、

国
債

が
こ

れ
に

含
ま

れ
ま

す
。

公
表

さ
れ

た
相

場
価

格
を

用
い

て
い

た
と

し
て

も
市

場
が

活
発

で
な

い
場

合
に

は
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

投
資

信
託

は
、

市
場

価
格

又
は

公
表

さ
れ

て
い

る
基

準
価

額
等

に
よ

っ
て

お
り

、
活

発
な

市
場

に
お

け
る

無
調

整
の

相
場

価
格

を
利

用

で
き

る
も

の
は

レ
ベ

ル
１

、
そ

う
で

な
い

も
の

は
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

市
場

に
お

け
る

取
引

価
格

が
存

在
し

な
い

投
資

信
託

に
つ

い
て

、
解

約
又

は
買

戻
請

求
に

関
し

て
市

場
参

加
者

か
ら

リ
ス

ク
の

対
価

を
求

め
ら

れ
る

ほ
ど

の
重

要
な

制
限

が
な

い
場

合
に

は
基

準
価

額
を

時
価

と
し

、
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

私
募

債
は

、
内

部
格

付
、

期
間

に
基

づ
く

区
分

ご
と

に
、

元
利

金
等

の
合

計
額

を
信

用
リ

ス
ク

等
の

リ
ス

ク
要

因
を

織
込

ん
だ

割
引

率

で
割

り
引

い
て

時
価

を
算

定
し

て
お

り
、

観
察

で
き

な
い

イ
ン

プ
ッ

ト
に

よ
る

影
響

が
重

要
な

場
合

は
レ

ベ
ル

３
、

そ
う

で
な

い
場

合
は

レ
ベ

ル
２

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
保

有
目

的
ご

と
の

有
価

証
券

に
関

す
る

注
記

事
項

に
つ

い
て

は
「

(
有

価
証

券
関

係
)
」

に
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

貸
出

金
 

貸
出

金
に

つ
い

て
は

、
主

に
貸

出
金

の
種

類
及

び
内

部
格

付
、

期
間

に
基

づ
く

区
分

ご
と

に
、

元
利

金
の

合
計

額
を

信
用

リ
ス

ク
等

の

リ
ス

ク
要

因
を

織
込

ん
だ

割
引

率
で

割
り

引
い

て
時

価
を

算
定

し
て

お
り

、
当

該
割

引
率

が
観

察
不

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

レ
ベ

ル
３

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

ま
た

、
破

綻
先

、
実

質
破

綻
先

及
び

破
綻

懸
念

先
に

対
す

る
債

権
等

に
つ

い
て

は
、

見
積

将
来

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
の

現
在

価
値

又

は
担

保
及

び
保

証
に

よ
る

回
収

見
込

額
等

に
基

づ
い

て
貸

倒
見

積
高

を
算

定
し

て
い

る
た

め
、

時
価

は
連

結
決

算
日

に
お

け
る

連
結

貸
借

対
照

表
上

の
債

権
等

計
上

額
か

ら
貸

倒
引

当
金

計
上

額
を

控
除

し
た

金
額

に
近

似
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

当
該

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

、

レ
ベ

ル
３

の
時

価
に

分
類

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

貸
出

金
の

う
ち

、
当

該
貸

出
を

担
保

資
産

の
範

囲
内

に
限

る
な

ど
の

特
性

に
よ

り
、

返
済

期
限

を
設

け
て

い
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、

返
済

見
込

み
期

間
及

び
金

利
条

件
等

か
ら

、
時

価
は

帳
簿

価
額

に
近

似
し

て
い

る
も

の
と

想
定

さ
れ

る
た

め
、

帳
簿

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

、
レ

ベ
ル

３
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

負
 

債
 

預
金

 

要
求

払
預

金
に

つ
い

て
は

、
連

結
決

算
日

に
要

求
さ

れ
た

場
合

の
支

払
額

(
帳

簿
価

額
)
を

時
価

と
み

な
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
定

期

預
金

の
時

価
は

、
一

定
の

期
間

ご
と

に
区

分
し

て
、

将
来

の
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
割

り
引

い
て

現
在

価
値

を
算

定
し

て
お

り
ま

す
。

そ
の

割
引

率
は

、
市

場
金

利
を

用
い

て
お

り
ま

す
。

こ
れ

ら
に

つ
い

て
は

、
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

借
用

金
 

借
用

金
に

つ
い

て
は

、
時

価
は

帳
簿

価
額

と
近

似
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

当
該

帳
簿

価
額

を
時

価
と

し
て

お
り

ま
す

。
こ

れ
ら

に
つ

い

て
は

、
レ

ベ
ル

２
の

時
価

に
分

類
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

デ
リ
バ
テ

ィ
ブ
取
引
 

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
つ

い
て

は
、

店
頭

取
引

で
あ

り
、

公
表

さ
れ

た
相

場
価

格
が

存
在

し
な

い
た

め
、

取
引

の
種

類
や

満
期

ま
で

の

期
間

に
応

じ
て

現
在

価
値

技
法

等
の

評
価

技
法

を
利

用
し

て
時

価
を

算
定

し
て

お
り

ま
す

。
そ

れ
ら

の
評

価
技

法
で

用
い

て
い

る
主

な
イ

ン
プ

ッ
ト

は
、

金
利

で
あ

り
ま

す
。

観
察

で
き

な
い

イ
ン

プ
ッ

ト
を

用
い

て
い

な
い

又
は

そ
の

影
響

が
重

要
で

な
い

場
合

は
レ

ベ
ル

２
の

時
価
に
分
類
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
プ
レ
イ
ン
・
バ
ニ
ラ
型
の
金
利
ス
ワ
ッ
プ
取
引
が

含
ま

れ
ま

す
。

 

 (
注
２
)
 
時
価
で
連
結
貸
借
対
照
表
に

計
上
し
て
い
る
金
融
商
品
の
う
ち
レ
ベ
ル
３
の
時
価
に

関
す

る
情

報
 

 

(
1
)
 
重
要
な
観
察
で
き
な
い
イ
ン

プ
ッ
ト
に
関
す
る
定
量
的
情
報
 

前
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

記
載
す
べ
き
重
要
な
観
察
で

き
な
い
イ
ン
プ
ッ
ト
に
関
す
る
定
量
的
情
報
は
ご
ざ
い

ま
せ

ん
。

 

 

当
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

記
載
す
べ
き
重
要
な
観
察
で

き
な
い
イ
ン
プ
ッ
ト
に
関
す
る
定
量
的
情
報
は
ご
ざ
い

ま
せ

ん
。

 

 

(
2
)
 
期
首
残
高
か
ら
期
末
残
高
へ

の
調
整
表
、
当
期
の
損
益
に
認
識
し
た
評
価
損
益
 

前
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
期
首
 

残
高
 

当
期
の
損
益
又
は
 

そ
の
他
の
包
括
利
益
 

購
入
、
売
却
、
 

発
行
及
び
決
済
 

の
純
額
 

レ
ベ

ル
３

 
の
時

価
へ

 
の
振

替
 

レ
ベ

ル
３

 
の

時
価

か
ら

 
の

振
替

 

期
末

 
残

高
 

当
期

の
損

益
に

 
計

上
し

た
額

の
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
日

に
お

い
て

保
有

す
る

金
融

資
産

及
び

金
融

負
債

の
評

価
損

益
 

損
益

に
計
上
 
そ
の
他
の
包
括
 

利
益
に
計
上
 

 

買
入
金
銭

債
権
 

2
,
5
1
5
 

－
 

－
 

△
5
5
2
 

－
 

－
 
1
,
9
6
3
 

－
 

  

当
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
期
首
 

残
高
 

当
期
の
損
益
又
は
 

そ
の
他
の
包
括
利
益
 

購
入
、
売
却
、
 

発
行
及
び
決
済
 

の
純
額
 

レ
ベ

ル
３

 
の
時

価
へ

 
の
振

替
 

レ
ベ

ル
３

 
の

時
価

か
ら

 
の

振
替

 

期
末

 
残

高
 

当
期

の
損

益
に

 
計

上
し

た
額

の
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
日

に
お

い
て

保
有

す
る

金
融

資
産

及
び

金
融

負
債

の
評

価
損

益
 

損
益

に
計
上
 
そ
の
他
の
包
括
 

利
益
に
計
上
 

 

買
入
金
銭

債
権
 

1
,
9
6
3
 

－
 

－
 

△
4
3
2
 

－
 

－
 
1
,
5
3
0
 

－
 

  

(
3
)
 
時

価
評
価
の
プ
ロ
セ
ス
の
説

明
 

当
行
グ
ル
ー
プ
は
ミ
ド
ル
部

門
及
び
バ
ッ
ク
部
門
に
お
い
て
時
価
の
算
定
に
関
す
る

方
針

、
手

続
及

び
、

時
価

評
価

モ
デ

ル
の

使
用

に
係

る
手
続
を
定
め
て
お
り
ま

す
。
算
定
さ
れ
た
時
価
及
び
レ
ベ
ル
の
分
類
に
つ
い
て

は
、

時
価

の
算

定
に

用
い

ら
れ

た
評

価
技

法
及

び
イ

ン
プ
ッ
ト
の
妥
当
性
を
検

証
し
て
お
り
ま
す
。
 

時
価
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は

、
個
々
の
資
産
の
性
質
、
特
性
及
び
リ
ス
ク
を
最
も
適

切
に

反
映

で
き

る
評

価
モ

デ
ル

を
用

い
て

お
り

ま
す

。
ま
た
、
第
三
者
か
ら
入

手
し
た
相
場
価
格
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
利

用
さ

れ
て

い
る

評
価

技
法

及
び

イ
ン

プ
ッ

ト
の

確
認

や
類
似
の
金
融
商
品
の
時

価
と
の
比
較
等
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
価
格
の
妥
当
性

を
検

証
し

て
お

り
ま

す
。

 

  
 

(
注

３
)
 

市
場

価
格

の
な

い
株

式
等

及
び

組
合

出
資

金
等

の
連

結
貸

借
対

照
表

計
上

額
は

次
の

通
り

で
あ

り
、

金
融

商
品

の
時

価
等

及
び

時
価

の
レ

ベ
ル

ご
と
の

内
訳

等
に

関
す

る
事

項
で

開
示

し
て

い
る

計
表

中
の

「
金

銭
の

信
託

」
及

び
「

そ
の

他
有

価
証

券
」

に
は

含
ま

れ
て

お
り

ま
せ

ん
。
 

 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

市
場

価
格

の
な

い
株
式

等
(
＊

１
)
 

1
1
,
8
7
6
 

1
1
,
9
6
2
 

組
合

出
資

金
等

(
＊

２
)
 

1
4
,
3
1
8
 

1
5
,
5
4
9
 

 (
＊

１
)
 

市
場

価
格

の
な

い
株

式
等

に
は

非
上

場
株

式
等

が
含

ま
れ

、
「

金
融

商
品

の
時

価
等

の
開

示
に

関
す

る
適

用
指

針
」

(
企

業
会

計
基

準
適

用
指

針
第

1
9
号

 
2
0
2
0
年

３
月

3
1
日

)
第

５
項

に
基

づ
き

、
時

価
開

示
の

対
象

と
は

し
て

お
り

ま
せ

ん
。

 

(
＊

２
)
 

組
合

出
資

金
等

は
主

に
匿

名
組

合
、

投
資

事
業

組
合

、
匿

名
組

合
出

資
を

信
託

財
産

構
成

物
と

す
る

金
銭

の
信

託
等

で
あ

り
ま

す
。

こ
れ

ら
は

「
時

価
の

算
定

に
関

す
る

会
計

基
準

の
適

用
指

針
」

(
企

業
会

計
基

準
適

用
指

針
第

3
1
号

 
2
0
2
1
年

６
月

1
7
日

)
 
第

2
4
-
1
6
項

に
基

づ
き

、
時

価
開

示
の

対
象

と
は

し
て

お
り

ま
せ

ん
。

 

(
 

３
)
 

前
連

結
会

計
年

度
に

お
い

て
、

１
百

万
円

減
損

処
理

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
 

 
当

連
結

会
計

年
度

に
お

い
て

、
０

百
万

円
減

損
処

理
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。
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(
注
４
)
 
金

銭
債
権
及
び
満
期
の
あ
る

有
価
証
券
の
連
結
決
算
日
後
の
償
還
予
定
額
 

前
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
１
年
以
内
 

１
年
超
 

３
年
以
内
 

３
年
超
 

５
年
以
内
 

５
年

超
 

７
年

以
内

 
７

年
超

 
1
0
年

以
内

 
1
0
年

超
 

預
け
金
 

1
,
2
9
1
,
3
5
2
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

買
入
金
銭

債
権
 

1
2
,
5
0
0
 

5
,
3
2
2
 

4
,
2
8
7
 

1
,
1
8
5
 

－
 

－
 

有
価
証
券

 
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
有

価
証

券
の

う
ち

満
期

が
あ
る
も
の
 

3
1
,
7
0
1
 

2
0
,
5
4
7
 

4
5
,
9
8
1
 

1
,
5
0
0
 

9
6
8
 

－
 

う
ち
国
債
 

1
1
,
0
5
9
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

社
債
 

1
,
1
6
6
 

1
8
,
5
6
8
 

4
1
,
3
4
1
 

2
0
0
 

1
0
0
 

－
 

外
国
証
券
 

1
9
,
1
2
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

そ
の
他
 

3
5
5
 

1
,
9
7
9
 

4
,
6
4
0
 

1
,
3
0
0
 

8
6
8
 

－
 

貸
出
金
(
＊

１
)
 

7
0
3
,
9
0
2
 

7
2
7
,
3
6
5
 

7
0
8
,
4
8
9
 

3
6
2
,
4
0
5
 

2
0
6
,
2
6
8
 

1
3
9
,
1
9
0
 

合
計
 

2
,
0
3
9
,
4
5
7
 

7
5
3
,
2
3
5
 

7
5
8
,
7
5
8
 

3
6
5
,
0
9
1
 

2
0
7
,
2
3
7
 

1
3
9
,
1
9
0
 

 (
＊
１

)
 
貸
出
金
の
う
ち
、
破
綻

先
、
実
質
破
綻
先
及
び
破
綻
懸
念
先
に
対
す
る
債
権
等

、
償

還
予

定
額

が
見

込
め

な
い

9
,
3
6
4
百

万

円
、
期
間
の
定
め
の
な

い
も
の
2
7
8
百
万
円
は
含
め
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

(
 
２
)
 
科
目
残
高
の
全
額
が
恒

常
的
に
１
年
以
内
に
償
還
さ
れ
る
予
定
の
金
銭
債
権
に

つ
い

て
は

記
載

を
省

略
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

当
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
１
年
以
内
 

１
年
超
 

３
年
以
内
 

３
年
超
 

５
年
以
内
 

５
年

超
 

７
年

以
内

 
７

年
超

 
1
0
年

以
内

 
1
0
年

超
 

預
け
金
 

1
,
1
4
8
,
9
1
9
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

買
入
金
銭

債
権
 

5
,
3
6
1
 

5
,
3
4
0
 

2
,
4
8
5
 

8
1
 

－
 

－
 

有
価
証
券

 
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
有

価
証

券
の

う
ち

満
期

が
あ
る
も
の
 

1
3
6
,
1
3
2
 

2
4
,
9
1
9
 

2
8
,
6
5
9
 

1
,
3
4
2
 

8
3
7
 

－
 

う
ち
国
債
 

1
0
6
,
8
1
1
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

社
債
 

6
,
8
2
4
 

2
3
,
6
6
7
 

2
3
,
3
9
8
 

1
0
0
 

－
 

－
 

外
国
証
券
 

2
1
,
3
6
3
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

そ
の
他
 

1
,
1
3
3
 

1
,
2
5
2
 

5
,
2
6
1
 

1
,
2
4
2
 

8
3
7
 

－
 

貸
出
金
(
＊

１
)
 

6
8
6
,
4
3
2
 

7
5
9
,
9
2
5
 

5
5
2
,
6
5
0
 

2
2
6
,
0
1
9
 

2
0
6
,
5
9
6
 

1
2
7
,
7
2
2
 

合
計
 

1
,
9
7
6
,
8
4
6
 

7
9
0
,
1
8
5
 

5
8
3
,
7
9
5
 

2
2
7
,
4
4
3
 

2
0
7
,
4
3
4
 

1
2
7
,
7
2
2
 

 (
＊
１

)
 
貸
出
金
の
う
ち
、
破
綻

先
、
実
質
破
綻
先
及
び
破
綻
懸
念
先
に
対
す
る
債
権
等

、
償

還
予

定
額

が
見

込
め

な
い

7
,
6
5
3
百

万

円
、
期
間
の
定
め
の
な

い
も
の
2
6
5
百
万
円
は
含
め
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

(
 
２
)
 
科
目
残
高
の
全
額
が
恒

常
的
に
１
年
以
内
に
償
還
さ
れ
る
予
定
の
金
銭
債
権
に

つ
い

て
は

記
載

を
省

略
し

て
お

り
ま

す
。

 

  
 

(
注

５
)
 

社
債

、
借

用
金

及
び

そ
の

他
の

有
利

子
負

債
の

連
結

決
算

日
後

の
返

済
予

定
額

 

前
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
１

年
以

内
 

１
年

超
 

３
年

以
内

 
３

年
超

 
５

年
以

内
 

５
年

超
 

７
年

以
内

 
７

年
超

 
1
0
年

以
内

 
1
0
年

超
 

預
金

(
＊

１
)
 

2
,
6
0
0
,
1
8
7
 

1
0
3
,
6
2
8
 

3
5
,
8
1
9
 

4
0
5
 

1
,
2
9
0
 

－
 

譲
渡

性
預

金
 

1
4
4
,
0
3
0
 

1
2
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

借
用

金
 

2
9
,
2
0
0
 

3
8
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

合
計

 
2
,
7
7
3
,
4
1
7
 

6
0
3
,
6
2
8
 

3
5
,
8
1
9
 

4
0
5
 

1
,
2
9
0
 

－
 

 (
＊

１
)
 

預
金

の
う

ち
、

要
求

払
預

金
に

つ
い

て
は

、
「

１
年

以
内

」
に

含
め

て
開

示
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
 

２
)
 

科
目

残
高

の
全

額
が

恒
常

的
に

１
年

以
内

に
返

済
さ

れ
る

予
定

の
有

利
子

負
債

に
つ

い
て

は
記

載
を

省
略

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

当
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
１

年
以

内
 

１
年

超
 

３
年

以
内

 
３

年
超

 
５

年
以

内
 

５
年

超
 

７
年

以
内

 
７

年
超

 
1
0
年

以
内

 
1
0
年

超
 

預
金

(
＊

１
)
 

1
,
8
1
3
,
3
2
3
 

1
3
5
,
9
9
5
 

3
9
,
7
3
6
 

2
1
0
 

1
,
9
8
4
 

－
 

譲
渡

性
預

金
 

2
9
1
,
2
1
0
 

5
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

借
用

金
 

2
5
,
0
0
0
 

4
7
0
,
0
0
0
 

－
 

3
,
5
0
0
 

－
 

－
 

合
計

 
2
,
1
2
9
,
5
3
3
 

6
5
5
,
9
9
5
 

3
9
,
7
3
6
 

3
,
7
1
0
 

1
,
9
8
4
 

－
 

 (
＊

１
)
 

預
金

の
う

ち
、

要
求

払
預

金
に

つ
い

て
は

、
「

１
年

以
内

」
に

含
め

て
開

示
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
 

２
)
 

科
目

残
高

の
全

額
が

恒
常

的
に

１
年

以
内

に
返

済
さ

れ
る

予
定

の
有

利
子

負
債

に
つ

い
て

は
記

載
を

省
略

し
て

お
り

ま
す

。
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(
注
４
)
 
金

銭
債
権
及
び
満
期
の
あ
る

有
価
証
券
の
連
結
決
算
日
後
の
償
還
予
定
額
 

前
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
１
年
以
内
 

１
年
超
 

３
年
以
内
 

３
年
超
 

５
年
以
内
 

５
年

超
 

７
年

以
内

 
７

年
超

 
1
0
年

以
内

 
1
0
年

超
 

預
け
金
 

1
,
2
9
1
,
3
5
2
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

買
入
金
銭
債
権
 

1
2
,
5
0
0
 

5
,
3
2
2
 

4
,
2
8
7
 

1
,
1
8
5
 

－
 

－
 

有
価
証
券
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
有

価
証

券
の

う
ち

満
期

が
あ
る
も
の
 

3
1
,
7
0
1
 

2
0
,
5
4
7
 

4
5
,
9
8
1
 

1
,
5
0
0
 

9
6
8
 

－
 

う
ち
国
債
 

1
1
,
0
5
9
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

社
債
 

1
,
1
6
6
 

1
8
,
5
6
8
 

4
1
,
3
4
1
 

2
0
0
 

1
0
0
 

－
 

外
国
証
券
 

1
9
,
1
2
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

そ
の
他
 

3
5
5
 

1
,
9
7
9
 

4
,
6
4
0
 

1
,
3
0
0
 

8
6
8
 

－
 

貸
出
金
(
＊
１
)
 

7
0
3
,
9
0
2
 

7
2
7
,
3
6
5
 

7
0
8
,
4
8
9
 

3
6
2
,
4
0
5
 

2
0
6
,
2
6
8
 

1
3
9
,
1
9
0
 

合
計
 

2
,
0
3
9
,
4
5
7
 

7
5
3
,
2
3
5
 

7
5
8
,
7
5
8
 

3
6
5
,
0
9
1
 

2
0
7
,
2
3
7
 

1
3
9
,
1
9
0
 

 (
＊
１
)
 
貸
出
金
の
う
ち
、
破
綻

先
、
実
質
破
綻
先
及
び
破
綻
懸
念
先
に
対
す
る
債
権

等
、

償
還

予
定

額
が

見
込

め
な

い
9
,
3
6
4
百

万

円
、
期
間
の
定
め
の
な

い
も
の
2
7
8
百
万
円
は
含
め
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

(
 
２
)
 
科
目
残
高
の
全
額
が
恒

常
的
に
１
年
以
内
に
償
還
さ
れ
る
予
定
の
金
銭
債
権

に
つ

い
て

は
記

載
を

省
略

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

当
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
１
年
以
内
 

１
年
超
 

３
年
以
内
 

３
年
超
 

５
年
以
内
 

５
年

超
 

７
年

以
内

 
７

年
超

 
1
0
年

以
内

 
1
0
年

超
 

預
け
金
 

1
,
1
4
8
,
9
1
9
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

買
入
金
銭
債
権
 

5
,
3
6
1
 

5
,
3
4
0
 

2
,
4
8
5
 

8
1
 

－
 

－
 

有
価
証
券
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
有

価
証

券
の

う
ち

満
期

が
あ
る
も
の
 

1
3
6
,
1
3
2
 

2
4
,
9
1
9
 

2
8
,
6
5
9
 

1
,
3
4
2
 

8
3
7
 

－
 

う
ち
国
債
 

1
0
6
,
8
1
1
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

社
債
 

6
,
8
2
4
 

2
3
,
6
6
7
 

2
3
,
3
9
8
 

1
0
0
 

－
 

－
 

外
国
証
券
 

2
1
,
3
6
3
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

そ
の
他
 

1
,
1
3
3
 

1
,
2
5
2
 

5
,
2
6
1
 

1
,
2
4
2
 

8
3
7
 

－
 

貸
出
金
(
＊
１
)
 

6
8
6
,
4
3
2
 

7
5
9
,
9
2
5
 

5
5
2
,
6
5
0
 

2
2
6
,
0
1
9
 

2
0
6
,
5
9
6
 

1
2
7
,
7
2
2
 

合
計
 

1
,
9
7
6
,
8
4
6
 

7
9
0
,
1
8
5
 

5
8
3
,
7
9
5
 

2
2
7
,
4
4
3
 

2
0
7
,
4
3
4
 

1
2
7
,
7
2
2
 

 (
＊
１
)
 
貸
出
金
の
う
ち
、
破
綻

先
、
実
質
破
綻
先
及
び
破
綻
懸
念
先
に
対
す
る
債
権

等
、

償
還

予
定

額
が

見
込

め
な

い
7
,
6
5
3
百

万

円
、
期
間
の
定
め
の
な

い
も
の
2
6
5
百
万
円
は
含
め
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

(
 
２
)
 
科
目
残
高
の
全
額
が
恒

常
的
に
１
年
以
内
に
償
還
さ
れ
る
予
定
の
金
銭
債
権

に
つ

い
て

は
記

載
を

省
略

し
て

お
り

ま
す

。
 

  
 

(
注

５
)
 

社
債

、
借

用
金

及
び

そ
の

他
の

有
利

子
負

債
の

連
結

決
算

日
後

の
返

済
予

定
額

 

前
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
１

年
以

内
 

１
年

超
 

３
年

以
内

 
３

年
超

 
５

年
以

内
 

５
年

超
 

７
年

以
内

 
７

年
超

 
1
0
年

以
内

 
1
0
年

超
 

預
金

(
＊

１
)
 

2
,
6
0
0
,
1
8
7
 

1
0
3
,
6
2
8
 

3
5
,
8
1
9
 

4
0
5
 

1
,
2
9
0
 

－
 

譲
渡

性
預

金
 

1
4
4
,
0
3
0
 

1
2
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

借
用

金
 

2
9
,
2
0
0
 

3
8
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

合
計

 
2
,
7
7
3
,
4
1
7
 

6
0
3
,
6
2
8
 

3
5
,
8
1
9
 

4
0
5
 

1
,
2
9
0
 

－
 

 (
＊

１
)
 

預
金

の
う

ち
、

要
求

払
預

金
に

つ
い

て
は

、
「

１
年

以
内

」
に

含
め

て
開

示
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
 

２
)
 

科
目

残
高

の
全

額
が

恒
常

的
に

１
年

以
内

に
返

済
さ

れ
る

予
定

の
有

利
子

負
債

に
つ

い
て

は
記

載
を

省
略

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

当
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
１

年
以

内
 

１
年

超
 

３
年

以
内

 
３

年
超

 
５

年
以

内
 

５
年

超
 

７
年

以
内

 
７

年
超

 
1
0
年

以
内

 
1
0
年

超
 

預
金

(
＊

１
)
 

1
,
8
1
3
,
3
2
3
 

1
3
5
,
9
9
5
 

3
9
,
7
3
6
 

2
1
0
 

1
,
9
8
4
 

－
 

譲
渡

性
預

金
 

2
9
1
,
2
1
0
 

5
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

－
 

－
 

借
用

金
 

2
5
,
0
0
0
 

4
7
0
,
0
0
0
 

－
 

3
,
5
0
0
 

－
 

－
 

合
計

 
2
,
1
2
9
,
5
3
3
 

6
5
5
,
9
9
5
 

3
9
,
7
3
6
 

3
,
7
1
0
 

1
,
9
8
4
 

－
 

 (
＊

１
)
 

預
金

の
う

ち
、

要
求

払
預

金
に

つ
い

て
は

、
「

１
年

以
内

」
に

含
め

て
開

示
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
 

２
)
 

科
目

残
高

の
全

額
が

恒
常

的
に

１
年

以
内

に
返

済
さ

れ
る

予
定

の
有

利
子

負
債

に
つ

い
て

は
記

載
を

省
略

し
て

お
り

ま
す

。
 

  
 

(
有
価

証
券
関
係
)
 

※
１
．
連
結

貸
借
対
照
表
の
「
有
価
証

券
」
の
ほ
か
、
「
買
入
金
銭
債
権
」
の
一
部
を
含
め
て

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

※
２
．
「
子

会
社
株
式
及
び
関
連
会
社

株
式
」
に
つ
い
て
は
、
財
務
諸
表
に
お
け
る
注
記
事
項

と
し

て
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

１
．
売
買

目
的
有
価
証
券
 

該
当

あ
り
ま
せ
ん
。
 

 

２
．
満
期
保
有
目
的
の
債
券
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 

３
．
そ
の
他
有
価
証
券
 

前
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３

月
3
1
日
)
 

 

 
種
類
 

連
結
貸
借
対
照
表
計
上
額
 

(
百
万
円
)
 

取
得

原
価

 
(
百

万
円

)
 

差
額

 
(
百

万
円

)
 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

る
も
の
 

株
式
 

1
6
8
,
6
6
1
 

5
2
,
0
5
6
 

1
1
6
,
6
0
5
 

債
券
 

4
6
,
6
2
1
 

4
6
,
2
1
2
 

4
0
8
 

国
債
 

－
 

－
 

－
 

社
債
 

4
6
,
6
2
1
 

4
6
,
2
1
2
 

4
0
8
 

そ
の
他
 

3
2
,
5
4
1
 

3
1
,
1
5
8
 

1
,
3
8
2
 

外
国
証
券
 

1
8
,
7
3
3
 

1
8
,
6
1
6
 

1
1
6
 

買
入
金
銭
債
権
 

－
 

－
 

－
 

そ
の
他
 

1
3
,
8
0
7
 

1
2
,
5
4
1
 

1
,
2
6
5
 

小
計
 

2
4
7
,
8
2
3
 

1
2
9
,
4
2
7
 

1
1
8
,
3
9
6
 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い
も
の

 

株
式
 

3
,
9
7
8
 

5
,
0
3
5
 

△
1
,
0
5
7
 

債
券
 

2
6
,
2
1
0
 

2
6
,
2
2
7
 

△
1
7
 

国
債
 

1
1
,
0
6
4
 

1
1
,
0
6
4
 

－
 

社
債
 

1
5
,
1
4
5
 

1
5
,
1
6
2
 

△
1
7
 

そ
の
他
 

1
,
9
6
6
 

1
,
9
6
6
 

△
0
 

外
国
証
券
 

2
 

2
 

－
 

買
入
金
銭
債
権
 

1
,
9
6
3
 

1
,
9
6
3
 

－
 

そ
の
他
 

0
 

0
 

△
0
 

小
計
 

3
2
,
1
5
4
 

3
3
,
2
3
0
 

△
1
,
0
7
5
 

合
計
 

2
7
9
,
9
7
8
 

1
6
2
,
6
5
7
 

1
1
7
,
3
2
1
 

   
 

当
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 

 
種

類
 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

 
(
百

万
円

)
 

取
得

原
価

 
(
百

万
円

)
 

差
額

 
(
百

万
円

)
 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

る
も

の
 

株
式

 
1
4
4
,
2
4
5
 

4
6
,
0
0
6
 

9
8
,
2
3
9
 

債
券

 
1
8
,
4
7
7
 

1
8
,
3
2
9
 

1
4
7
 

国
債

 
－

 
－

 
－

 

社
債

 
1
8
,
4
7
7
 

1
8
,
3
2
9
 

1
4
7
 

そ
の

他
 

2
3
,
3
3
4
 

2
3
,
0
5
5
 

2
7
9
 

外
国

証
券

 
2
1
,
0
1
5
 

2
0
,
8
5
9
 

1
5
5
 

買
入

金
銭

債
権

 
－

 
－

 
－

 

そ
の

他
 

2
,
3
1
9
 

2
,
1
9
5
 

1
2
3
 

小
計

 
1
8
6
,
0
5
7
 

8
7
,
3
9
0
 

9
8
,
6
6
6
 

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い

も
の

 

株
式

 
1
,
9
6
7
 

2
,
6
3
8
 

△
6
7
1
 

債
券

 
1
4
2
,
0
4
2
 

1
4
2
,
4
1
0
 

△
3
6
8
 

国
債

 
1
0
6
,
7
2
8
 

1
0
6
,
7
5
0
 

△
2
1
 

社
債

 
3
5
,
3
1
3
 

3
5
,
6
6
0
 

△
3
4
6
 

そ
の

他
 

1
1
,
5
9
6
 

1
1
,
9
3
9
 

△
3
4
2
 

外
国

証
券

 
2
 

2
 

－
 

買
入

金
銭

債
権

 
1
,
5
3
0
 

1
,
5
3
0
 

－
 

そ
の

他
 

1
0
,
0
6
4
 

1
0
,
4
0
6
 

△
3
4
2
 

小
計

 
1
5
5
,
6
0
7
 

1
5
6
,
9
8
8
 

△
1
,
3
8
1
 

合
計

 
3
4
1
,
6
6
4
 

2
4
4
,
3
7
9
 

9
7
,
2
8
5
 

  

４
．

連
結

会
計

年
度

中
に

売
却

し
た

満
期

保
有

目
的

の
債

券
 

該
当

あ
り

ま
せ
ん

。
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５
．
連
結

会
計
年
度
中
に
売
却
し
た

そ
の
他
有
価
証
券
 

前
連

結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類
 

売
却
額
(
百
万
円
)
 

売
却
益
の
合

計
額

 
(
百
万

円
)
 

売
却

損
の

合
計

額
 

(
百

万
円

)
 

株
式
 

9
,
0
4
9
 

5
,
6
9
7
 

3
1
 

債
券
 

6
9
0
 

－
 

7
 

国
債
 

－
 

－
 

－
 

社
債
 

6
9
0
 

－
 

7
 

そ
の
他
 

－
 

－
 

－
 

合
計
 

9
,
7
3
9
 

5
,
6
9
7
 

3
8
 

  

当
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類
 

売
却
額
(
百
万
円
)
 

売
却
益
の
合

計
額

 
(
百
万

円
)
 

売
却

損
の

合
計

額
 

(
百

万
円

)
 

株
式
 

2
3
,
4
7
4
 

1
5
,
9
8
1
 

9
8
0
 

債
券
 

1
0
0
,
5
4
9
 

7
 

9
 

国
債
 

9
9
,
9
7
6
 

7
 

－
 

社
債
 

5
7
3
 

－
 

9
 

そ
の
他
 

1
0
 

0
 

－
 

合
計
 

1
2
4
,
0
3
3
 

1
5
,
9
8
9
 

9
8
9
 

  

６
．
保
有

目
的
を
変
更
し
た
有
価
証

券
 

記
載

す
べ
き
重
要
な
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。
 

 

７
．
減
損
処
理
を
行
っ
た
有
価
証
券
 

売
買

目
的

有
価

証
券

以
外

の
有

価
証

券
(
市

場
価

格
の

な
い

株
式

等
及

び
組

合
出

資
金

等
を

除
く

)
の

う
ち

、
当

該
有

価
証

券
の

時
価

が

取
得

原
価

(
償

却
原

価
を

含
む

。
以

下
同

じ
)
に

比
べ

て
著

し
く

下
落

し
て

お
り

、
時

価
が

取
得

原
価

ま
で

回
復

す
る

見
込

み
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
当

該
時

価
を

も
っ

て
連

結
貸

借
対

照
表

計
上

額
と

す
る

と
と

も
に

、
評

価
差

額
を

当
該

連
結

会
計

年
度

の
損
失
と
し
て
処
理
(
以
下
「
減

損
処
理
」
と
い
う
)
し
て
お
り
ま
す
。
 

前
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
減
損
処
理
額
の
発
生
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

当
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
減
損
処
理
額
は
、
2
4
百
万
円
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た

、
時

価
が

「
著

し
く

下
落

し
た

」
と

判
断

す
る

た
め

の
基

準
を

定
め

て
お

り
、

そ
の

概
要

は
原

則
と

し
て

以
下

の
通

り
で

あ
り

ま

す
。
 

・
時
価
が
取
得
原
価
の
5
0
％
以
下
の
銘
柄
 

・
時
価
が
取
得
原
価
の
5
0
％
超
7
0
％
以
下
か
つ
市
場
価
格
が
一
定
水
準
以
下
で
推
移
し

て
い

る
銘

柄
 

  
 

(
金

銭
の

信
託

関
係

)
 

１
．

運
用

目
的

の
金

銭
の

信
託

 

該
当

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 ２
．

満
期

保
有

目
的

の
金

銭
の

信
託

 

該
当

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 ３
．

そ
の

他
の

金
銭

の
信

託
(
運

用
目

的
及

び
満

期
保

有
目

的
以

外
)
 

前
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 

 
連

結
貸

借
対

照
表

 
計

上
額

 
(
百

万
円

)
 

取
得

原
価

 
(
百

万
円

)
 

差
額

 
(
百

万
円

)
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

る
も

の
 

(
百

万
円

)
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い

も
の

 
(
百

万
円

)
 

そ
の

他
の

金
銭

の
信

託
 

3
0
,
2
9
8
 

3
0
,
2
9
8
 

－
 

－
 

－
 

 (
注

)
 

「
う

ち
連

結
貸

借
対

照
表

計
上

額
が

取
得

原
価

を
超

え
る

も
の

」
「

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い

も

の
」

は
そ

れ
ぞ

れ
「

差
額

」
の

内
訳

で
あ

り
ま

す
。

 

 

当
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 

 
連

結
貸

借
対

照
 

表
計

上
額

 
(
百

万
円

)
 

取
得

原
価

 
(
百

万
円

)
 

差
額

 
(
百

万
円

)
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

る
も

の
 

(
百

万
円

)
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い

も
の

 
(
百

万
円

)
 

そ
の

他
の

金
銭

の
信

託
 

3
4
,
7
7
8
 

3
4
,
7
7
8
 

－
 

－
 

－
 

 (
注

)
 

「
う

ち
連

結
貸

借
対

照
表

計
上

額
が

取
得

原
価

を
超

え
る

も
の

」
「

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い

も

の
」

は
そ

れ
ぞ

れ
「

差
額

」
の

内
訳

で
あ

り
ま

す
。
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５
．
連
結

会
計
年
度
中
に
売
却
し
た

そ
の
他
有
価
証
券
 

前
連

結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類
 

売
却
額
(
百
万
円
)
 

売
却
益
の
合

計
額

 
(
百
万

円
)
 

売
却

損
の

合
計

額
 

(
百

万
円

)
 

株
式
 

9
,
0
4
9
 

5
,
6
9
7
 

3
1
 

債
券
 

6
9
0
 

－
 

7
 

国
債
 

－
 

－
 

－
 

社
債
 

6
9
0
 

－
 

7
 

そ
の
他
 

－
 

－
 

－
 

合
計
 

9
,
7
3
9
 

5
,
6
9
7
 

3
8
 

  

当
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類
 

売
却
額
(
百
万
円
)
 

売
却
益
の
合

計
額

 
(
百
万

円
)
 

売
却

損
の

合
計

額
 

(
百

万
円

)
 

株
式
 

2
3
,
4
7
4
 

1
5
,
9
8
1
 

9
8
0
 

債
券
 

1
0
0
,
5
4
9
 

7
 

9
 

国
債
 

9
9
,
9
7
6
 

7
 

－
 

社
債
 

5
7
3
 

－
 

9
 

そ
の
他
 

1
0
 

0
 

－
 

合
計
 

1
2
4
,
0
3
3
 

1
5
,
9
8
9
 

9
8
9
 

  

６
．
保
有
目
的
を
変
更
し
た
有
価
証
券
 

記
載
す
べ
き
重
要
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 

７
．
減
損
処
理
を
行
っ
た
有
価
証
券
 

売
買

目
的

有
価

証
券

以
外

の
有

価
証

券
(
市

場
価

格
の

な
い

株
式

等
及

び
組

合
出

資
金

等
を

除
く

)
の

う
ち

、
当

該
有

価
証

券
の

時
価

が

取
得

原
価

(
償

却
原

価
を

含
む

。
以

下
同

じ
)
に

比
べ

て
著

し
く

下
落

し
て

お
り

、
時

価
が

取
得

原
価

ま
で

回
復

す
る

見
込

み
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
当

該
時

価
を

も
っ

て
連

結
貸

借
対

照
表

計
上

額
と

す
る

と
と

も
に

、
評

価
差

額
を

当
該

連
結

会
計

年
度

の
損
失
と
し
て
処
理
(
以
下
「
減

損
処
理
」
と
い
う
)
し
て
お
り
ま
す
。
 

前
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
減
損
処
理
額
の
発
生
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

当
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
減
損
処
理
額
は
、
2
4
百
万
円
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
た

、
時

価
が

「
著

し
く

下
落

し
た

」
と

判
断

す
る

た
め

の
基

準
を

定
め

て
お

り
、

そ
の

概
要

は
原

則
と

し
て

以
下

の
通

り
で

あ
り

ま

す
。
 

・
時
価
が
取
得
原
価
の
5
0
％
以
下
の
銘
柄
 

・
時
価
が
取
得
原
価
の
5
0
％
超
7
0
％
以
下
か
つ
市
場
価
格
が
一
定
水
準
以
下
で
推
移
し

て
い

る
銘

柄
 

  
 

(
金

銭
の

信
託

関
係

)
 

１
．

運
用

目
的

の
金

銭
の

信
託

 

該
当

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 ２
．

満
期

保
有

目
的

の
金

銭
の

信
託

 

該
当

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 ３
．

そ
の

他
の

金
銭

の
信

託
(
運

用
目

的
及

び
満

期
保

有
目

的
以

外
)
 

前
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 

 
連

結
貸

借
対

照
表

 
計

上
額

 
(
百

万
円

)
 

取
得

原
価

 
(
百

万
円

)
 

差
額

 
(
百

万
円

)
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

る
も

の
 

(
百

万
円

)
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い

も
の

 
(
百

万
円

)
 

そ
の

他
の

金
銭

の
信

託
 

3
0
,
2
9
8
 

3
0
,
2
9
8
 

－
 

－
 

－
 

 (
注

)
 

「
う

ち
連

結
貸

借
対

照
表

計
上

額
が

取
得

原
価

を
超

え
る

も
の

」
「

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い

も

の
」

は
そ

れ
ぞ

れ
「

差
額

」
の

内
訳

で
あ

り
ま

す
。

 

 

当
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 

 
連

結
貸

借
対

照
 

表
計

上
額

 
(
百

万
円

)
 

取
得

原
価

 
(
百

万
円

)
 

差
額

 
(
百

万
円

)
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

る
も

の
 

(
百

万
円

)
 

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い

も
の

 
(
百

万
円

)
 

そ
の

他
の

金
銭

の
信

託
 

3
4
,
7
7
8
 

3
4
,
7
7
8
 

－
 

－
 

－
 

 (
注

)
 

「
う

ち
連

結
貸

借
対

照
表

計
上

額
が

取
得

原
価

を
超

え
る

も
の

」
「

う
ち

連
結

貸
借

対
照

表
計

上
額

が
取

得
原

価
を

超
え

な
い

も

の
」

は
そ

れ
ぞ

れ
「

差
額

」
の

内
訳

で
あ

り
ま

す
。

 

  
 

(
そ
の

他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
)
 

連
結

貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ

て
い
る
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
の
内
訳
は
、
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

 

前
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３

月
3
1
日
)
 

 

 
金

額
(
百

万
円

)
 

評
価
差
額

 
1
1
7
,
4
6
6
 

そ
の
他
有
価
証
券
 

1
1
7
,
4
6
6
 

(
△
)
繰
延
税
金
負
債
 

2
7
,
6
5
2
 

そ
の
他
有

価
証
券
評
価
差
額
金
(
持
分
相
当
額
調
整
前
)
 

8
9
,
8
1
4
 

(
△
)
非
支
配
株
主
持
分
相
当
額
 

0
 

そ
の
他
有

価
証
券
評
価
差
額
金
 

8
9
,
8
1
4
 

  

当
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 

 
金

額
(
百

万
円

)
 

評
価
差
額

 
9
7
,
3
6
0
 

そ
の
他
有
価
証
券
 

9
7
,
3
6
0
 

(
△
)
繰
延
税
金
負
債
 

2
2
,
9
1
7
 

そ
の
他
有

価
証
券
評
価
差
額
金
(
持
分
相
当
額
調
整
前
)
 

7
4
,
4
4
3
 

(
△
)
非
支
配
株
主
持
分
相
当
額
 

0
 

そ
の
他
有

価
証
券
評
価
差
額
金
 

7
4
,
4
4
3
 

   
 

(
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
関

係
)
 

１
．

ヘ
ッ

ジ
会

計
が

適
用

さ
れ

て
い

な
い

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

 

ヘ
ッ

ジ
会

計
が

適
用

さ
れ

て
い

な
い

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
つ

い
て

、
取

引
の

対
象

物
の

種
類

ご
と

の
連

結
決

算
日

に
お

け
る

契
約

額
又

は
契

約
に

お
い

て
定

め
ら

れ
た

元
本

相
当

額
、

時
価

及
び

評
価

損
益

は
、

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

な
お

、
契

約
額

等
に

つ
い

て
は

、
そ

の

金
額

自
体

が
デ

リ
バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
係

る
市

場
リ

ス
ク

を
示

す
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
1
)
 
金

利
債

券
関

連
取

引
 

前
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 

区
分

 
種

類
 

契
約

額
等

 
(
百

万
円

)
 

契
約

額
等

の
う

ち
 

１
年

超
の

も
の

 
(
百

万
円

)
 

時
価

 
(
百

万
円

)
 

評
価

損
益

 
(
百

万
円

)
 

店
頭

 

金
利
ス

ワ
ッ

プ
 

 
 

 
 

受
取

固
定

・
支

払
変

動
 

6
9
5
,
0
0
0
 

6
2
5
,
0
0
0
 

△
8
,
8
9
3
 

△
8
,
8
9
3
 

受
取

変
動

・
支

払
固

定
 

6
9
5
,
0
0
0
 

6
2
5
,
0
0
0
 

1
8
,
8
8
6
 

1
8
,
8
8
6
 

合
計

 
―

 
―

 
9
,
9
9
3
 

9
,
9
9
3
 

 (
注

)
 

上
記

取
引

に
つ

い
て

は
時

価
評

価
を

行
い

、
評

価
損

益
を

連
結

損
益

計
算

書
に

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

当
連

結
会

計
年

度
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 

区
分

 
種

類
 

契
約

額
等

 
(
百

万
円

)
 

契
約

額
等

の
う

ち
 

１
年

超
の

も
の

 
(
百

万
円

)
 

時
価

 
(
百

万
円

)
 

評
価

損
益

 
(
百

万
円

)
 

店
頭

 

金
利
ス

ワ
ッ

プ
 

 
 

 
 

受
取

固
定

・
支

払
変

動
 

1
,
3
7
8
,
7
0
0
 

1
,
3
7
8
,
7
0
0
 

△
2
2
,
7
5
3
 

△
2
2
,
7
5
3
 

受
取

変
動

・
支

払
固

定
 

1
,
3
8
1
,
0
0
0
 

1
,
3
8
1
,
0
0
0
 

5
1
,
9
1
6
 

5
1
,
9
1
6
 

合
計

 
―

 
―

 
2
9
,
1
6
3
 

2
9
,
1
6
3
 

 (
注

)
 

上
記

取
引

に
つ

い
て

は
時

価
評

価
を

行
い

、
評

価
損

益
を

連
結

損
益

計
算

書
に

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

(
2
)
 
通

貨
関

連
取

引
 

該
当

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 

(
3
)
 
株

式
関

連
取

引
 

該
当

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 

(
4
)
 
商

品
関

連
取

引
 

該
当

あ
り

ま
せ

ん
。

 

 

(
5
)
 
ク

レ
ジ

ッ
ト

・
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
 

該
当

あ
り

ま
せ

ん
。
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２
．
ヘ
ッ
ジ

会
計
が
適
用
さ
れ
て
い
る

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
 

ヘ
ッ

ジ
会

計
が

適
用

さ
れ

て
い

る
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
に

つ
い

て
、

取
引

の
対

象
物

の
種

類
ご

と
、

ヘ
ッ

ジ
会

計
の

方
法

別
の

連
結

決
算

日
に

お
け

る
契

約
額

又
は

契
約

に
お

い
て

定
め

ら
れ

た
元

本
相

当
額

及
び

時
価

は
、

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

な
お

、
契

約
額

等
に

つ
い

て

は
、
そ
の

金
額
自
体
が
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
に
係
る
市
場
リ
ス
ク
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん

。
 

 

(
1
)
 
金
利

債
券
関
連
取
引
 

前
連

結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 

ヘ
ッ
ジ
会
計

の
方
法
 

種
類
 

主
な
ヘ
ッ
ジ
対
象
 

契
約
額
等
 

(
百
万
円
)
 

契
約

額
等

の
う

ち
 

１
年

超
の

も
の

 
(
百

万
円

)
 

時
価

 
(
百

万
円

)
 

原
則
的
処

理
方
法
 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
 

貸
出
金
、
預
金
 

 
 

 

受
取
変
動
・
支
払
固
定
 

 
5
0
4
,
0
0
0
 

4
8
5
,
0
0
0
 

6
,
0
6
5
 

合
計
 

―
 

―
 

―
 

6
,
0
6
5
 

 (
注
)
 
業

種
別
委
員
会
実
務
指
針
第

2
4
号
に
基
づ
き
、
繰
延
ヘ
ッ
ジ
を
適
用
し
て
お
り
ま

す
。

 

 

当
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 

ヘ
ッ
ジ
会
計

の
方
法
 

種
類
 

主
な
ヘ
ッ
ジ
対
象
 

契
約
額
等
 

(
百
万
円
)
 

契
約

額
等

の
う

ち
 

１
年

超
の

も
の

 
(
百

万
円

)
 

時
価

 
(
百

万
円

)
 

原
則
的
処

理
方
法
 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
 

貸
出
金
、
預
金
 

 
 

 

受
取
変
動
・
支
払
固
定
 

 
3
2
0
,
0
0
0
 

2
9
4
,
0
0
0
 

△
5
9
5
 

合
計
 

―
 

―
 

―
 

△
5
9
5
 

 (
注
)
 
業

種
別
委
員
会
実
務
指
針
第

2
4
号
に
基
づ
き
、
繰
延
ヘ
ッ
ジ
を
適
用
し
て
お
り
ま

す
。

 

 

(
2
)
 
通
貨

関
連
取
引
 

該
当

あ
り
ま
せ
ん
。
 

 

(
3
)
 
株
式
関
連
取
引
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

  
 

(
退

職
給

付
関

係
)
 

１
．

採
用

し
て

い
る

退
職

給
付

制
度

の
概

要
 

(
1
)
 
当

行
及

び
一

部
の

連
結

子
会

社
は

、
確

定
給

付
型

の
制

度
と

し
て

、
企

業
年

金
基

金
制

度
や

退
職

一
時

金
制

度
を

設
け

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
当

行
及

び
一

部
の

連
結

子
会

社
は

、
退

職
一

時
金

制
度

の
一

部
に

つ
い

て
、

リ
ス

ク
分

担
型

企
業

年
金

以
外

の
確

定
拠

出
年

金
制

度
を

採
用

し
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

当
連

結
会

計
年

度
に

お
い

て
、

当
行

は
退

職
給

付
制

度
を

改
定

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
 

当
行

は
、

複
数

事
業

主
制

度
に

よ
る

企
業

年
金

基
金

制
度

に
加

入
し

て
お

り
、

自
社

の
拠

出
に

対
応

す
る

年
金

資
産

の
額

を
合

理
的

に

算
定

で
き

る
こ

と
か

ら
、

「
２

．
確

定
給

付
制

度
」

に
含

め
て

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
2
)
 
当

行
は

退
職

給
付

信
託

を
設

定
し

て
お

り
ま

す
。

 

 ２
．

確
定

給
付

制
度

 

(
1
)
 
退

職
給

付
債

務
の

期
首

残
高

と
期

末
残

高
の

調
整

表
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

退
職

給
付

債
務

の
期

首
残

高
 

1
2
4
,
9
6
1
 

1
1
9
,
7
8
2
 

勤
務

費
用
 

2
,
9
9
9
 

2
,
0
7
3
 

利
息

費
用
 

8
5
2
 

1
,
2
9
3
 

数
理

計
算
上

の
差

異
の

発
生

額
 

△
1
,
9
4
4
 

△
4
,
6
0
5
 

退
職

給
付
の

支
払

額
 

△
7
,
0
3
4
 

△
6
,
8
1
3
 

過
去

勤
務
費

用
の

発
生

額
 

－
 

△
9
4
1
 

そ
の

他
 

△
5
3
 

△
5
3
 

退
職

給
付

債
務

の
期

末
残

高
 

1
1
9
,
7
8
2
 

1
1
0
,
7
3
4
 

 (
注

)
 

一
部

の
連

結
子

会
社

は
、

退
職

給
付

債
務

及
び

退
職

給
付

費
用

の
算

定
に

あ
た

り
、

簡
便

法
を

採
用

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

(
2
)
 
年

金
資

産
の

期
首

残
高

と
期

末
残

高
の

調
整

表
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

年
金

資
産

の
期

首
残

高
 

2
4
9
,
9
6
0
 

2
6
0
,
0
0
8
 

期
待

運
用
収

益
 

3
,
0
7
2
 

3
,
4
5
4
 

数
理

計
算
上

の
差

異
の

発
生

額
 

1
3
,
6
1
2
 

△
2
3
,
4
5
9
 

事
業

主
か
ら

の
拠

出
額

 
3
,
3
6
9
 

2
,
7
3
4
 

退
職

給
付
の

支
払

額
 

△
5
,
6
0
9
 

△
5
,
5
1
4
 

退
職

給
付
信

託
の

返
還

 
△

4
,
5
2
1
 

△
2
7
,
1
7
4
 

そ
の

他
 

1
2
4
 

4
0
 

年
金

資
産

の
期

末
残

高
 

2
6
0
,
0
0
8
 

2
1
0
,
0
8
9
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２
．
ヘ
ッ
ジ

会
計
が
適
用
さ
れ
て
い
る

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
 

ヘ
ッ

ジ
会

計
が

適
用

さ
れ

て
い

る
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
に

つ
い

て
、

取
引

の
対

象
物

の
種

類
ご

と
、

ヘ
ッ

ジ
会

計
の

方
法

別
の

連
結

決
算

日
に

お
け

る
契

約
額

又
は

契
約

に
お

い
て

定
め

ら
れ

た
元

本
相

当
額

及
び

時
価

は
、

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

な
お

、
契

約
額

等
に

つ
い

て

は
、
そ
の

金
額
自
体
が
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
に
係
る
市
場
リ
ス
ク
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん

。
 

 

(
1
)
 
金
利

債
券
関
連
取
引
 

前
連

結
会
計
年
度
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 

ヘ
ッ
ジ
会
計

の
方
法
 

種
類
 

主
な
ヘ
ッ
ジ
対
象
 

契
約
額
等
 

(
百
万
円
)
 

契
約

額
等

の
う

ち
 

１
年

超
の

も
の

 
(
百

万
円

)
 

時
価

 
(
百

万
円

)
 

原
則
的
処
理

方
法
 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
 

貸
出
金
、
預
金
 

 
 

 

受
取
変
動
・
支
払
固
定
 

 
5
0
4
,
0
0
0
 

4
8
5
,
0
0
0
 

6
,
0
6
5
 

合
計
 

―
 

―
 

―
 

6
,
0
6
5
 

 (
注
)
 
業
種
別
委
員
会
実
務
指
針
第
2
4
号
に
基
づ
き
、
繰
延
ヘ
ッ
ジ
を
適
用
し
て
お
り
ま

す
。

 

 

当
連
結
会
計
年
度
(
2
0
2
5
年
３

月
3
1
日
)
 

 

ヘ
ッ
ジ
会
計

の
方
法
 

種
類
 

主
な
ヘ
ッ
ジ
対
象
 

契
約
額
等
 

(
百
万
円
)
 

契
約

額
等

の
う

ち
 

１
年

超
の

も
の

 
(
百

万
円

)
 

時
価

 
(
百

万
円

)
 

原
則
的
処
理

方
法
 

金
利
ス
ワ
ッ
プ
 

貸
出
金
、
預
金
 

 
 

 

受
取
変
動
・
支
払
固
定
 

 
3
2
0
,
0
0
0
 

2
9
4
,
0
0
0
 

△
5
9
5
 

合
計
 

―
 

―
 

―
 

△
5
9
5
 

 (
注
)
 
業
種
別
委
員
会
実
務
指
針
第
2
4
号
に
基
づ
き
、
繰
延
ヘ
ッ
ジ
を
適
用
し
て
お
り
ま

す
。

 

 

(
2
)
 
通
貨
関
連
取
引
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 

(
3
)
 
株
式
関
連
取
引
 

該
当
あ
り
ま
せ
ん
。
 

  
 

(
退

職
給

付
関

係
)
 

１
．

採
用

し
て

い
る

退
職

給
付

制
度

の
概

要
 

(
1
)
 
当

行
及

び
一

部
の

連
結

子
会

社
は

、
確

定
給

付
型

の
制

度
と

し
て

、
企

業
年

金
基

金
制

度
や

退
職

一
時

金
制

度
を

設
け

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
当

行
及

び
一

部
の

連
結

子
会

社
は

、
退

職
一

時
金

制
度

の
一

部
に

つ
い

て
、

リ
ス

ク
分

担
型

企
業

年
金

以
外

の
確

定
拠

出
年

金
制

度
を

採
用

し
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

当
連

結
会

計
年

度
に

お
い

て
、

当
行

は
退

職
給

付
制

度
を

改
定

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
 

当
行

は
、

複
数

事
業

主
制

度
に

よ
る

企
業

年
金

基
金

制
度

に
加

入
し

て
お

り
、

自
社

の
拠

出
に

対
応

す
る

年
金

資
産

の
額

を
合

理
的

に

算
定

で
き

る
こ

と
か

ら
、

「
２

．
確

定
給

付
制

度
」

に
含

め
て

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
2
)
 
当

行
は

退
職

給
付

信
託

を
設

定
し

て
お

り
ま

す
。

 

 ２
．

確
定

給
付

制
度

 

(
1
)
 
退

職
給

付
債

務
の

期
首

残
高

と
期

末
残

高
の

調
整

表
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

退
職

給
付

債
務

の
期

首
残

高
 

1
2
4
,
9
6
1
 

1
1
9
,
7
8
2
 

勤
務

費
用

 
2
,
9
9
9
 

2
,
0
7
3
 

利
息

費
用

 
8
5
2
 

1
,
2
9
3
 

数
理

計
算

上
の

差
異

の
発

生
額

 
△

1
,
9
4
4
 

△
4
,
6
0
5
 

退
職

給
付

の
支

払
額

 
△

7
,
0
3
4
 

△
6
,
8
1
3
 

過
去

勤
務

費
用

の
発

生
額

 
－

 
△

9
4
1
 

そ
の

他
 

△
5
3
 

△
5
3
 

退
職

給
付

債
務

の
期

末
残

高
 

1
1
9
,
7
8
2
 

1
1
0
,
7
3
4
 

 (
注

)
 

一
部

の
連

結
子

会
社

は
、

退
職

給
付

債
務

及
び

退
職

給
付

費
用

の
算

定
に

あ
た

り
、

簡
便

法
を

採
用

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

(
2
)
 
年

金
資

産
の

期
首

残
高

と
期

末
残

高
の

調
整

表
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

年
金

資
産

の
期

首
残

高
 

2
4
9
,
9
6
0
 

2
6
0
,
0
0
8
 

期
待

運
用

収
益

 
3
,
0
7
2
 

3
,
4
5
4
 

数
理

計
算

上
の

差
異

の
発

生
額

 
1
3
,
6
1
2
 

△
2
3
,
4
5
9
 

事
業

主
か

ら
の

拠
出

額
 

3
,
3
6
9
 

2
,
7
3
4
 

退
職

給
付

の
支

払
額

 
△

5
,
6
0
9
 

△
5
,
5
1
4
 

退
職

給
付

信
託

の
返

還
 

△
4
,
5
2
1
 

△
2
7
,
1
7
4
 

そ
の

他
 

1
2
4
 

4
0
 

年
金

資
産

の
期

末
残

高
 

2
6
0
,
0
0
8
 

2
1
0
,
0
8
9
 

   
 

(
3
)
 
退
職

給
付
債
務
及
び
年
金
資
産
の
期
末
残
高
と
連
結
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
退

職
給

付
に

係
る

負
債

及
び

退
職

給
付

に
係

る
資

産

の
調
整

表
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

退
職
給
付
債
務
 

1
1
9
,
7
8
2
 

1
1
0
,
7
3
4
 

年
金
資
産
 

△
2
6
0
,
0
0
8
 

△
2
1
0
,
0
8
9
 

連
結

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

た
負

債
と

資
産

の
純
額
 

△
1
4
0
,
2
2
6
 

△
9
9
,
3
5
5
 

  

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

退
職
給
付
に
係
る
負
債
 

1
,
1
5
9
 

1
,
1
4
5
 

退
職
給
付
に
係
る
資
産
 

△
1
4
1
,
3
8
5
 

△
1
0
0
,
5
0
0
 

連
結

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

た
負

債
と

資
産

の
純
額
 

△
1
4
0
,
2
2
6
 

△
9
9
,
3
5
5
 

  

(
4
)
 
退
職

給
付
費
用
及
び
そ
の
内
訳

項
目
の
金
額
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

前
連
結
会
計
年
度
 

(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１
日

 
至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

勤
務
費
用
 

2
,
9
3
5
 

2
,
1
1
0
 

利
息
費
用
 

8
5
2
 

1
,
2
9
3
 

期
待
運
用
収
益
 

△
3
,
0
7
2
 

△
3
,
4
5
4
 

数
理
計
算
上
の
差
異
の
費
用

処
理
額
 

△
7
,
5
8
7
 

△
8
,
0
7
8
 

過
去
勤
務
費
用
の
費
用
処
理

額
 

－
 

△
9
4
1
 

そ
の
他
 

5
2
 

8
8
 

確
定
給
付
制
度
に
係
る
退
職

給
付
費
用
 

△
6
,
8
1
9
 

△
8
,
9
8
2
 

退
職
給
付
信
託
返
還
益
 

△
2
,
1
5
5
 

△
5
,
6
7
6
 

 (
注
)
 
１
．
企
業
年
金
基
金
に
対
す
る
従
業
員
拠
出
額
は
「
勤
務
費
用
」
よ
り
控
除
し

て
お

り
ま

す
。

 

２
．
簡
便
法
を
採
用
し
て
い
る
連
結
子
会
社
の
退
職
給
付
費
用
は
「
勤
務
費
用

」
等

に
含

め
て

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

３
．
当
連
結
会
計
年
度
に
当
行
に
て
退
職
給
付
制
度
を
改
定
し
た
こ
と
に
伴
い

発
生

し
た

「
過

去
勤

務
費

用
の

費
用

処
理

額
」

は
特
別
利
益
に
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
 

４
．
「
退
職
給
付
信
託
返
還
益
」
は
特
別
利
益
に
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
 

 

(
5
)
 
退
職

給
付
に
係
る
調
整
額
 

退
職

給
付
に
係
る
調
整
額
に
計

上
し
た
項
目
(
法
人
税
等
及
び
税
効
果
控
除
前
)
の
内

訳
は

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

前
連
結
会
計
年
度
 

(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１
日

 
至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

数
理
計
算
上
の
差
異
 

△
6
,
3
0
9
 

3
6
,
3
4
2
 

合
計
 

△
6
,
3
0
9
 

3
6
,
3
4
2
 

   
 

(
6
)
 
退

職
給

付
に

係
る

調
整

累
計

額
 

退
職

給
付

に
係

る
調

整
累

計
額

に
計

上
し

た
項

目
(
法

人
税

等
及

び
税

効
果

控
除

前
)
の

内
訳

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

未
認

識
数

理
計

算
上

の
差

異
 

△
6
3
,
6
2
1
 

△
2
7
,
2
7
9
 

合
計

 
△

6
3
,
6
2
1
 

△
2
7
,
2
7
9
 

  

(
7
)
 
年

金
資

産
に

関
す

る
事

項
 

①
 

年
金

資
産

合
計

に
対

す
る

主
な

分
類

ご
と

の
比

率
は

、
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

区
分

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

国
内

株
式

 
6
0
.
2
5
％

 
5
1
.
5
8
％

 

国
内

債
券

 
1
1
.
4
5
％

 
1
4
.
4
5
％

 

外
国

株
式

 
1
2
.
4
3
％

 
1
3
.
6
1
％

 

外
国

債
券

 
8
.
8
9
％

 
1
1
.
0
7
％

 

生
命

保
険

会
社

の
一

般
勘

定
 

4
.
3
3
％

 
5
.
4
1
％

 

そ
の

他
 

2
.
6
5
％

 
3
.
8
8
％

 

合
計

 
1
0
0
.
0
0
％

 
1
0
0
.
0
0
％

 

 (
注

)
 

年
金

資
産

合
計

に
は

、
企

業
年

金
基

金
制

度
及

び
退

職
一

時
金

制
度

に
対

し
て

設
定

し
た

退
職

給
付

信
託

が
前

連
結

会
計

年
度

6
0
.
7
7
％

、
当

連
結

会
計

年
度

5
3
.
2
4
％

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。
 

 

②
 

長
期

期
待

運
用

収
益

率
の

設
定

方
法

 

年
金

資
産

の
長

期
期

待
運

用
収

益
率

を
決

定
す

る
た

め
、

現
在

及
び

予
想

さ
れ

る
年

金
資

産
の

配
分

と
、

年
金

資
産

を
構

成
す

る
多

様
な

資
産

か
ら

の
現

在
及

び
将

来
期

待
さ

れ
る

長
期

の
収

益
率

を
考

慮
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

(
8
)
 
数

理
計

算
上

の
計

算
基

礎
に

関
す

る
事

項
 

主
要

な
数

理
計

算
上

の
計

算
基

礎
 

区
分

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

割
引

率
 

主
に

0
.
1
4
％

～
2
.
0
8
％

 
主

に
0
.
7
9
％

～
2
.
8
8
％

 

長
期

期
待

運
用

収
益

率
 

0
.
7
9
％

～
1
.
9
0
％

 
0
.
9
6
％

～
1
.
9
0
％

 
  ３

．
確

定
拠

出
制

度
 

当
行

及
び

連
結

子
会

社
の

確
定

拠
出

制
度

へ
の

要
拠

出
額

は
、

前
連

結
会

計
年

度
2
6
2
百

万
円

、
当

連
結

会
計

年
度

1
,
0
2
1
百

万
円

で
あ

り

ま
す

。
 

  
 

98

受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



(
税
効

果
会
計
関
係
)
 

１
．
繰
延
税

金
資
産
及
び
繰
延
税
金
負

債
の
発
生
の
主
な
原
因
別
の
内
訳
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 
当

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

繰
延
税
金
資
産
 

 
 

 

貸
倒
引
当
金
 

1
,
6
6
9
百

万
円

 
 

2
,
1
9
8
百

万
円

 

有
価
証
券
有
税
償
却
 

2
,
6
0
8
 

 
2
,
9
3
6
 

有
価
証
券
(
退
職
給
付
信
託
拠

出
分
)
 

1
3
,
1
1
6
 

 
1
2
,
7
6
3
 

賞
与
引
当
金
 

2
,
2
7
7
 

 
3
,
3
1
3
 

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
 

2
0
9
 

 
1
4
 

減
価
償
却
超
過
額
及
び
減
損
損
失
 

3
,
2
6
7
 

 
5
,
6
3
7
 

そ
の
他
 

1
,
6
5
3
 

 
3
,
7
0
9
 

繰
延
税
金
資
産
小
計
 

2
4
,
8
0
1
 

 
3
0
,
5
7
3
 

評
価
性
引
当
額
 

△
4
,
6
0
9
 

 
△

3
,
2
5
3
 

繰
延
税
金
資
産
合
計
 

2
0
,
1
9
1
 

 
2
7
,
3
1
9
 

繰
延
税
金
負
債
 

 
 

 

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
 

△
2
7
,
5
9
4
 

 
△

2
2
,
8
9
7
 

退
職
給
付
に
係
る
資
産
 

△
4
3
,
2
9
2
 

 
△

3
1
,
6
7
7
 

繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
 

△
2
,
9
2
3
 

 
△

2
,
9
4
5
 

そ
の
他
 

△
2
6
4
 

 
△

2
,
7
1
6
 

繰
延
税
金
負
債
合
計
 

△
7
4
,
0
7
4
 

 
△

6
0
,
2
3
7
 

繰
延
税
金
資
産
(
負
債
)
の
純
額

 
△
5
3
,
8
8
2
百
万

円
 
 

△
3
2
,
9
1
7
百

万
円

 
  (
表
示

方
法
の
変
更
)
 

前
連

結
会
計
年
度
に
お
い
て
、

繰
延
税
金
資
産
「
そ
の
他
」
に
含
め
て
い
た
「
減
価
償

却
超

過
額

及
び

減
損

損
失

」
は

、
重

 

要
性
が

増
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当

連
結
会
計
年
度
よ
り
独
立
掲
記
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の

表
示

方
法

の
変

更
を

反
映

さ
せ

る
た

 

め
、
前

連
結
会
計
年
度
の
注
記
の

組
み
替
え
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
 

こ
の

結
果
、
前
連
結
会
計
年
度

の
繰
延
税
金
資
産
「
そ
の
他
」
に
表
示
し
て
い
た
4
,
9
2
0
百

万
円

は
、

「
減

価
償

却
超

過
額

及
 

び
減
損

損
失
」
3
,
2
6
7
百
万
円
、
「
そ
の
他
」
1
,
6
5
3
百
万
円
と
し
て
組
み
替
え
て
お
り
ま

す
。

 

 ２
．

連
結

財
務

諸
表

提
出

会
社

の
法

定
実

効
税

率
と

税
効

果
会

計
適

用
後

の
法

人
税

等
の

負
担

率
と

の
間

に
重

要
な

差
異

が
あ

る
と

き
の

、
当

該
差
異
の

原
因
と
な
っ
た
主
な
項
目

別
の
内
訳
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 
当

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

法
定
実
効
税
率
 

3
0
.
6
％

 
 

3
0
.
6
％

 

(
調
整
)
 

 
 

 

評
価
性
引
当
額
の
増
減
 

△
1
.
7
 

 
△

2
.
9
 

交
際
費
等
永
久
に
損
金
に
算
入
さ
れ
な
い
項
目
 

1
.
5
 

 
0
.
6
 

受
取
配
当
金
等
永
久
に
益
金
に
算
入
さ
れ
な
い
項
目
 

△
0
.
8
 

 
△

0
.
7
 

そ
の
他
 

△
0
.
6
 

 
△

0
.
2
 

税
効
果
会
計
適
用
後
の
法
人
税
等
の
負
担
率
 

2
9
.
0
％

 
 

2
7
.
4
％

 
          

３
．

法
人

税
及

び
地

方
法

人
税

の
会

計
処

理
又

は
こ

れ
ら

に
関

す
る

税
効

果
会

計
の

会
計

処
理

 

当
行

及
び

一
部

の
国

内
連

結
子

会
社

は
、

グ
ル

ー
プ

通
算

制
度

を
適

用
し

て
お

り
、

「
グ

ル
ー

プ
通

算
制

度
を

適
用

す
る

場
合

の
会

計
処

理
及

び
開

示
に

関
す

る
取

扱
い

」
（

実
務

対
応

報
告

第
4
2
号

 
20
2
1
年

８
月

1
2
日

）
に

従
っ

て
、

法
人

税
及

び
地

方
法

人
税

の
会

計
処

理
又

は
こ

れ
ら

に
関

す
る
税

効
果

会
計

の
会

計
処

理
な

ら
び

に
開

示
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

 

 

４
．

法
人

税
等

の
税

率
の

変
更

に
よ

る
繰

延
税

金
資

産
及

び
繰

延
税

金
負

債
の

金
額

の
修

正
 

「
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
７

年
法

律
第

1
3
号

）
」

が
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

に
成

立
し

た
こ

と
に

伴
い

、
2
0
2
6
年

４
月

１
日

以
後

に
開

始
す

る
連

結
会

計
年

度
か

ら
「

防
衛

特
別

法
人

税
」

の
課

税
が

行
わ

れ
る

こ
と

に
な

り
ま

し
た

。
こ

れ
に

伴
い

、
繰

延
税

金

資
産

及
び

繰
延

税
金

負
債

の
計

算
に

使
用

す
る

法
定

実
効

税
率

は
従

来
の

3
0
.
6
2
％

か
ら

、
2
0
2
6
年

４
月

１
日

以
後

に
開

始
す

る
連

結
会

計

年
度

以
降

に
解

消
が

見
込

ま
れ

る
一

時
差

異
に

つ
い

て
は

3
1
.
5
2
％

と
な

り
ま

す
。

こ
の

税
率

変
更

に
よ

り
、

当
連

結
会

計
年

度
の

繰
延

税

金
負

債
（

繰
延

税
金

資
産

の
金

額
を

控
除

し
た

金
額

）
は

1
,
1
2
7
百

万
円

増
加

し
、

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

は
6
5
3
百

万
円

減
少

し
、

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
は

8
4
百

万
円

減
少

し
、

退
職

給
付

に
係

る
調

整
累

計
額

は
2
4
5
百

万
円

減
少

し
、

法
人

税
等

調
整

額
は

1
4
5
百

万
円

増
加

し

て
お

り
ま

す
。

 

 

  
 

99

受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



(
税
効

果
会
計
関
係
)
 

１
．
繰
延
税

金
資
産
及
び
繰
延
税
金
負

債
の
発
生
の
主
な
原
因
別
の
内
訳
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 
当

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

繰
延
税
金
資
産
 

 
 

 

貸
倒
引
当
金
 

1
,
6
6
9
百
万

円
 
 

2
,
1
9
8
百

万
円

 

有
価
証
券
有
税
償
却
 

2
,
6
0
8
 

 
2
,
9
3
6
 

有
価
証
券
(
退
職
給
付
信
託
拠

出
分
)
 

1
3
,
1
1
6
 

 
1
2
,
7
6
3
 

賞
与
引
当
金
 

2
,
2
7
7
 

 
3
,
3
1
3
 

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
 

2
0
9
 

 
1
4
 

減
価
償
却
超
過
額
及
び
減
損
損
失
 

3
,
2
6
7
 

 
5
,
6
3
7
 

そ
の
他
 

1
,
6
5
3
 

 
3
,
7
0
9
 

繰
延
税
金
資
産
小
計
 

2
4
,
8
0
1
 

 
3
0
,
5
7
3
 

評
価
性
引
当
額
 

△
4
,
6
0
9
 

 
△

3
,
2
5
3
 

繰
延
税
金
資
産
合
計
 

2
0
,
1
9
1
 

 
2
7
,
3
1
9
 

繰
延
税
金
負
債
 

 
 

 

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
 

△
2
7
,
5
9
4
 

 
△

2
2
,
8
9
7
 

退
職
給
付
に
係
る
資
産
 

△
4
3
,
2
9
2
 

 
△

3
1
,
6
7
7
 

繰
延
ヘ
ッ
ジ
損
益
 

△
2
,
9
2
3
 

 
△

2
,
9
4
5
 

そ
の
他
 

△
2
6
4
 

 
△

2
,
7
1
6
 

繰
延
税
金
負
債
合
計
 

△
7
4
,
0
7
4
 

 
△

6
0
,
2
3
7
 

繰
延
税
金
資
産
(
負
債
)
の
純
額
 

△
5
3
,
8
8
2
百
万

円
 
 

△
3
2
,
9
1
7
百

万
円

 
  (
表
示
方
法
の
変
更
)
 

前
連
結
会
計
年
度
に
お
い
て
、
繰
延
税
金
資
産
「
そ
の
他
」
に
含
め
て
い
た
「
減
価

償
却

超
過

額
及

び
減

損
損

失
」

は
、

重
 

要
性
が
増
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
連
結
会
計
年
度
よ
り
独
立
掲
記
し
て
お
り
ま
す
。
こ

の
表

示
方

法
の

変
更

を
反

映
さ

せ
る

た
 

め
、
前
連
結
会
計
年
度
の
注
記
の
組
み
替
え
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
 

こ
の
結
果
、
前
連
結
会
計
年
度
の
繰
延
税
金
資
産
「
そ
の
他
」
に
表
示
し
て
い
た
4
,
9
2
0
百

万
円

は
、

「
減

価
償

却
超

過
額

及
 

び
減
損
損
失
」
3
,
2
6
7
百
万
円
、

「
そ
の
他
」
1
,
6
5
3
百
万
円
と
し
て
組
み
替
え
て
お
り
ま

す
。

 

 ２
．

連
結

財
務

諸
表

提
出

会
社

の
法

定
実

効
税

率
と

税
効

果
会

計
適

用
後

の
法

人
税

等
の

負
担

率
と

の
間

に
重

要
な

差
異

が
あ

る
と

き
の

、
当

該
差
異
の
原
因
と
な
っ
た
主
な
項
目
別
の
内
訳
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 
当

連
結

会
計

年
度

 
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

法
定
実
効
税
率
 

3
0
.
6
％

 
 

3
0
.
6
％

 

(
調
整
)
 

 
 

 

評
価
性
引
当
額
の
増
減
 

△
1
.
7
 

 
△

2
.
9
 

交
際
費
等
永
久
に
損
金
に
算
入
さ
れ
な
い
項
目
 

1
.
5
 

 
0
.
6
 

受
取
配
当
金
等
永
久
に
益
金
に
算
入
さ
れ
な
い
項
目
 

△
0
.
8
 

 
△

0
.
7
 

そ
の
他
 

△
0
.
6
 

 
△

0
.
2
 

税
効
果
会
計
適
用
後
の
法
人
税
等
の
負
担
率
 

2
9
.
0
％

 
 

2
7
.
4
％

 
          

３
．

法
人

税
及

び
地

方
法

人
税

の
会

計
処

理
又

は
こ

れ
ら

に
関

す
る

税
効

果
会

計
の

会
計

処
理

 

当
行

及
び

一
部

の
国

内
連

結
子

会
社

は
、

グ
ル

ー
プ

通
算

制
度

を
適

用
し

て
お

り
、

「
グ

ル
ー

プ
通

算
制

度
を

適
用

す
る

場
合

の
会

計
処

理
及

び
開

示
に

関
す

る
取

扱
い

」
（

実
務

対
応

報
告

第
4
2
号

 
20
2
1
年

８
月

1
2
日

）
に

従
っ

て
、

法
人

税
及

び
地

方
法

人
税

の
会

計
処

理
又

は
こ

れ
ら

に
関

す
る
税

効
果

会
計

の
会

計
処

理
な

ら
び

に
開

示
を

行
っ

て
お

り
ま

す
。

 

 

４
．

法
人

税
等

の
税

率
の

変
更

に
よ

る
繰

延
税

金
資

産
及

び
繰

延
税

金
負

債
の

金
額

の
修

正
 

「
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
７

年
法

律
第

1
3
号

）
」

が
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

に
成

立
し

た
こ

と
に

伴
い

、
2
0
2
6
年

４
月

１
日

以
後

に
開

始
す

る
連

結
会

計
年

度
か

ら
「

防
衛

特
別

法
人

税
」

の
課

税
が

行
わ

れ
る

こ
と

に
な

り
ま

し
た

。
こ

れ
に

伴
い

、
繰

延
税

金

資
産

及
び

繰
延

税
金

負
債

の
計

算
に

使
用

す
る

法
定

実
効

税
率

は
従

来
の

3
0
.
6
2
％

か
ら

、
2
0
2
6
年

４
月

１
日

以
後

に
開

始
す

る
連

結
会

計

年
度

以
降

に
解

消
が

見
込

ま
れ

る
一

時
差

異
に

つ
い

て
は

3
1
.
5
2
％

と
な

り
ま

す
。

こ
の

税
率

変
更

に
よ

り
、

当
連

結
会

計
年

度
の

繰
延

税

金
負

債
（

繰
延

税
金

資
産

の
金

額
を

控
除

し
た

金
額

）
は

1
,
1
2
7
百

万
円

増
加

し
、

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

は
6
5
3
百

万
円

減
少

し
、

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
は

8
4
百

万
円

減
少

し
、

退
職

給
付

に
係

る
調

整
累

計
額

は
2
4
5
百

万
円

減
少

し
、

法
人

税
等

調
整

額
は

1
4
5
百

万
円

増
加

し

て
お

り
ま

す
。

 

 

  
 

(
収
益

認
識
関
係
)
 

(
1
)
 
収
益

の
分
解
情
報
 

 
 

 
(
単

位
：

百
万

円
)
 

区
分
 

前
連
結
会
計
年
度

 
(
自
 

2
0
2
3
年
４
月

１
日

 
至
 

2
0
2
4
年
３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

経
常
収
益
 

2
0
7
,
4
2
0
 

2
4
7
,
4
9
7
 

う
ち
役

務
取
引
等
収
益
 

1
0
5
,
0
4
5
 

1
1
2
,
3
0
0
 

 
信
託
関
連

業
務
 

7
8
,
5
6
0
 

8
6
,
3
4
5
 

 
代
理
業
務

手
数
料
 

7
,
7
4
3
 

8
,
3
2
1
 

 
証
券
関
連

業
務
手
数
料
 

3
,
0
5
1
 

3
,
3
4
1
 

 
預
金
・
貸

出
業
務
手
数
料
(
注
)
１
 

1
,
7
8
7
 

8
8
1
 

 
そ
の
他
の

役
務
収
益
 

1
3
,
9
0
1
 

1
3
,
4
1
0
 

う
ち
信

託
報
酬
 

6
1
,
8
4
9
 

6
2
,
6
9
0
 

う
ち
そ

の
他
の
経
常
収
益
(
注
)
１

 
4
0
,
5
2
6
 

7
2
,
5
0
6
 

 (
注
)
 
１

．
収
益
認
識
会
計
基
準
の
対
象
と
な
る
契
約
に
よ
る
収
益
が
一
部
含
ま
れ
て
お
り

ま
す

。
 

２
．
上
記
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
収
益
認
識
会
計
基
準
の
対
象
と
な
る
契
約
に
よ

る
収

益
に

関
し

て
は

、
主

に
「

リ
テ

ー
ル

・
事

業
法
人
部
門
」
、
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
＆
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
バ
ン
キ
ン
グ
部
門

」
か

ら
発

生
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

(
2
)
 
契
約

資
産
及
び
契
約
負
債
の
残

高
等
 

契
約

資
産

及
び

契
約

負
債

の
残

高
等

に
つ

い
て

は
、

連
結

貸
借

対
照

表
上

、
そ

の
他

資
産

及
び

そ
の

他
負

債
に

計
上

し
て

い
ま

す
。

当

連
結
会

計
年
度
及
び
前
連
結
会
計

年
度
に
お
い
て
、
契
約
資
産
及
び
契
約
負
債
の
残
高
等

に
重

要
性

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
3
)
 
残
存

履
行
義
務
に
配
分
し
た
取

引
価
格
 

当
連

結
会

計
年

度
及

び
前

連
結

会
計

年
度

に
お

い
て

、
既

存
の

契
約

か
ら

翌
期

以
降

に
認

識
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
収

益
の

金
額

に

重
要

性
は

あ
り

ま
せ

ん
。

な
お

、
１

年
以

内
の

契
約

及
び

当
行

グ
ル

ー
プ

が
請

求
す

る
権

利
を

有
し

て
い

る
金

額
で

収
益

を
認

識
す

る
こ

と
が
で

き
る
契
約
に
つ
い
て
は
注

記
の
対
象
に
含
め
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

  
 

(
セ

グ
メ

ン
ト

情
報

等
)
 

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
 

１
．

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
の

概
要

 

み
ず

ほ
フ

ィ
ナ

ン
シ

ャ
ル

グ
ル

ー
プ

(
以

下
、

当
グ

ル
ー

プ
)
は

、
持

株
会

社
の

下
で

銀
行

・
信

託
・

証
券

を
一

体
的

に
運

営
す

る
当

グ
ル

ー
プ

の
特

長
と

優
位

性
を

い
か

し
、

お
客

さ
ま

の
ニ

ー
ズ

に
即

し
た

最
高

の
金

融
サ

ー
ビ

ス
を

迅
速

に
提

供
し

て
い

く
た

め
、

顧
客

セ
グ

メ

ン
ト

別
の

カ
ン

パ
ニ
ー

制
を

導
入

し
て

お
り

ま
す

。
 

当
行

グ
ル

ー
プ

は
、

顧
客

セ
グ

メ
ン

ト
に

応
じ

た
「

リ
テ

ー
ル

・
事

業
法

人
部

門
(
Ｒ

Ｂ
部

門
)
」

「
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
＆

イ
ン

ベ
ス

ト
メ

ン

ト
バ

ン
キ

ン
グ

部
門

(
Ｃ

Ｉ
Ｂ

部
門

)
」

「
グ

ロ
ー

バ
ル

マ
ー

ケ
ッ

ツ
部

門
(
Ｇ

Ｍ
部

門
)
」

の
３

つ
の

部
門

に
分

類
し

て
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
そ

れ
ぞ

れ
の

担
当

す
る

事
業

内
容

は
以

下
の

通
り

で
す

。
 

 

Ｒ
Ｂ

部
門

 
 
：
国

内
の

個
人

・
中

小
企

業
・

中
堅

企
業

の
お

客
さ

ま
に

向
け

た
業

務
 

Ｃ
Ｉ

Ｂ
部

門
：
国

内
の

大
企

業
法

人
・

金
融

法
人

・
公

共
法

人
の

お
客

さ
ま

に
向

け
た

業
務

 

Ｇ
Ｍ

部
門

 
 
：
金

利
・

エ
ク

イ
テ

ィ
・

ク
レ

ジ
ッ

ト
等

へ
の

投
資

業
務

等
 

 以
下

の
報

告
セ

グ
メ

ン
ト

情
報

は
、

経
営

者
が

当
行

グ
ル

ー
プ

の
各

事
業

セ
グ

メ
ン

ト
の

業
績

評
価

に
使

用
し

て
い

る
内

部
管

理
報

告
に

基
づ

い
て

お
り

、
そ
の

評
価

に
つ

い
て

は
グ

ル
ー

プ
内

の
管

理
会

計
ル

ー
ル

・
実

務
に

則
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

２
．

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
、

業
務

純
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当
金

繰
入

前
)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
及

び
固

定
資

産
の

金
額

の
算

定
方

法
 

以
下

の
報

告
セ

グ
メ

ン
ト

の
情

報
は

内
部

管
理

報
告

を
基

礎
と

し
て

お
り

ま
す

。
 

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
は

、
資

金
利

益
、

信
託

報
酬

、
役

務
取

引
等

利
益

、
特

定
取

引
利

益
及

び
そ

の
他

業
務

利
益

の
合

計
に

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
を

加
え

た
も

の
で

あ
り

ま
す

。
 

業
務

純
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当
金

繰
入

前
)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
は

、
業

務
粗

利
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係

損
益

か
ら

経
費

(
除

く
臨

時
処

理
分

)
及

び
持

分
法

に
よ

る
投

資
損

益
を

調
整

し
た

も
の

で
あ

り
ま

す
。

 

セ
グ

メ
ン

ト
間

の
取

引
に

係
る

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
は

、
市

場
実

勢
価

格
に

基
づ

い
て

お
り

ま
す

。
 

ま
た

、
セ

グ
メ

ン
ト

別
資

産
情

報
と

し
て

開
示

し
て

い
る

固
定

資
産

は
、

有
形

固
定

資
産

及
び

無
形

固
定

資
産

の
合

計
で

あ
り

、
当

行
に

係
る

固
定

資
産

を
各

セ
グ

メ
ン

ト
に

配
賦

し
て

お
り

ま
す

。
 

 
 

 

100

受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



３
．

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
及

び
業

務
純

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当

金
繰
入
前
)
＋
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損
益
及

び
固
定
資
産
の
金
額
に
関
す
る
情
報
 

前
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年

４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
み
ず
ほ
信
託
銀

行
(
連

結
)
 

 
Ｒ
Ｂ
部
門
 

Ｃ
Ｉ
Ｂ
部
門
 

Ｇ
Ｍ
部

門
 

そ
の

他
 

(
注

)
２

 
 

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損
益
 

6
4
,
2
3
3
 

6
9
,
0
8
0
 

5
,
2
9
1
 

1
0
,
6
2
5
 

1
4
9
,
2
3
0
 

経
費
(
除
く
臨
時
処
理
分
)
 

5
8
,
8
0
6
 

3
5
,
8
1
3
 

3
,
3
3
5
 

1
1
,
0
3
9
 

1
0
8
,
9
9
4
 

持
分
法
に
よ
る
投
資
損
益
 

－
 

－
 

－
 

5
9
 

5
9
 

業
務

純
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引
当
金
繰
入
前
)
＋
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損

益
 

5
,
4
2
7
 

3
3
,
2
6
6
 

1
,
9
5
5
 

△
3
5
3
 

4
0
,
2
9
5
 

固
定
資
産
 

1
3
,
7
4
6
 

9
,
3
0
1
 

1
,
5
4
3
 

1
0
2
,
4
0
0
 

1
2
6
,
9
9
2
 

 (
注
)
 
１

．
一
般
企
業
の
売
上
高
に
代
え
て
、
業
務
粗
利
益
(
信
託
勘
定
償
却
前
)
＋
Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

な
お
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損
益
の
計
上
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

２
．
「
そ
の
他
」
に
は
各
セ
グ
メ
ン
ト
間
の
内
部
取
引
と
し
て
消
去
す
べ
き
も
の
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。
 

３
．
固
定
資
産
の
「
そ
の
他
」
に
は
、
セ
グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
な
い
本
部
資
産

、
配

賦
対

象
外

の
連

結
子

会
社

に
係

る
固

定
資

産
及
び
連
結
調
整
等
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
、
各
セ
グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
な
い
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
関
連
す
る

費
用

に
つ

い
て

は
合

理
的

な
配

賦
基

準
で

各
セ

グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

４
．
2
0
2
4
年
４
月
よ
り
各
セ
グ
メ
ン
ト
及
び
そ
の
他
間
の
配
賦
方
法
を
見
直
し
た
こ

と
に

伴
い

、
上

表
に

つ
き

ま
し

て
は

、
当

該
変

更
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
組
替
え
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
 

 当
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
み
ず
ほ
信
託
銀

行
(
連

結
)
 

 
Ｒ
Ｂ
部
門
 

Ｃ
Ｉ
Ｂ
部
門
 

Ｇ
Ｍ
部

門
 

そ
の

他
 

(
注

)
２

 
 

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損
益
 

7
2
,
6
3
4
 

7
3
,
7
7
9
 

1
8
,
8
7
9
 

1
2
,
9
3
2
 

1
7
8
,
2
2
5
 

経
費
(
除
く
臨
時
処
理
分
)
 

6
3
,
0
0
3
 

3
7
,
4
2
2
 

3
,
2
4
6
 

1
2
,
8
6
0
 

1
1
6
,
5
3
2
 

持
分
法
に
よ
る
投
資
損
益
 

－
 

－
 

－
 

6
7
 

6
7
 

業
務

純
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引
当
金
繰
入
前
)
＋
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損

益
 

9
,
6
3
1
 

3
6
,
3
5
6
 

1
5
,
6
3
3
 

1
4
0
 

6
1
,
7
6
1
 

固
定
資
産
 

6
,
8
5
0
 

3
,
7
3
3
 

8
6
0
 

1
0
2
,
4
5
1
 

1
1
3
,
8
9
4
 

 (
注
)
 
１

．
一
般
企
業
の
売
上
高
に
代
え
て
、
業
務
粗
利
益
(
信
託
勘
定
償
却
前
)
＋
Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

な
お
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損
益
の
計
上
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

２
．
「
そ
の
他
」
に
は
各
セ
グ
メ
ン
ト
間
の
内
部
取
引
と
し
て
消
去
す
べ
き
も
の
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。
 

３
．
固
定
資
産
の
「
そ
の
他
」
に
は
、
セ
グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
な
い
本
部
資
産

、
配

賦
対

象
外

の
連

結
子

会
社

に
係

る
固

定
資

産
及
び
連
結
調
整
等
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
、
各
セ
グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
な
い
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
関
連
す
る

費
用

に
つ

い
て

は
合

理
的

な
配

賦
基

準
で

各
セ

グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

  
 

４
．

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
合

計
額

と
連

結
損

益
計

算
書

計
上

額
と

の
差

額
及

び
当

該
差

額
の

主
な

内
容

(
差

異
調

整
に

関
す

る
事

項
)
 

上
記

の
内

部
管

理
報

告
に

基
づ

く
報

告
セ

グ
メ

ン
ト

の
業

務
粗

利
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
及

び
業

務
純

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当
金

繰
入

前
)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
と

連
結

損
益

計
算

書
計

上
額

は
異

な
っ

て
お

り
、

差
異

調
整

は
以

下
の

通
り

で
す

。
 

 

(
1
)
 
報

告
セ

グ
メ

ン
ト

の
業

務
粗

利
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
の

合
計

額
と

連
結

損
益

計
算

書
の

経
常

利
益

計
上

額
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
 

1
4
9
,
2
3
0
 

1
7
8
,
2
2
5
 

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
 

－
 

－
 

そ
の

他
経

常
収

益
 

8
,
8
4
4
 

1
8
,
4
7
1
 

営
業

経
費

 
△

1
0
1
,
9
5
3
 

△
1
0
9
,
1
2
5
 

そ
の

他
経

常
費

用
 

△
3
,
3
5
6
 

△
6
,
4
1
0
 

連
結

損
益

計
算

書
の

経
常

利
益

 
5
2
,
7
6
4
 

8
1
,
1
6
1
 

  

(
2
)
 
報

告
セ

グ
メ

ン
ト

の
業

務
純

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当
金

繰
入

前
)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
の

合
計

額
と

連
結

損
益

計
算

書

の
税

金
等

調
整

前
当

期
純

利
益

計
上

額
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

業
務

純
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当
金

繰
入

前
)
 

＋
Ｅ

Ｔ
Ｆ

関
係

損
益

 
4
0
,
2
9
5
 

6
1
,
7
6
1
 

経
費

(
臨

時
処

理
分

)
 

7
,
0
4
0
 

7
,
4
0
6
 

不
良

債
権

処
理

額
(
含

む
一

般
貸

倒
引

当
金

純
繰

入
額

)
 

△
1
,
6
9
2
 

△
1
,
7
4
8
 

貸
倒

引
当

金
戻

入
益

等
 

7
 

5
0
 

株
式

等
関

係
損

益
－

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
 

5
,
8
7
1
 

1
4
,
9
6
1
 

特
別

損
益

 
1
,
6
9
4
 

△
5
,
6
2
9
 

そ
の

他
 

1
,
2
4
1
 

△
1
,
2
7
0
 

連
結

損
益

計
算

書
の

税
金

等
調

整
前

当
期

純
利

益
 

5
4
,
4
5
9
 

7
5
,
5
3
2
 

  
 

 

101

受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



３
．

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
及

び
業

務
純

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当

金
繰
入
前
)
＋
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損
益
及

び
固
定
資
産
の
金
額
に
関
す
る
情
報
 

前
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年

４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
み
ず
ほ
信
託
銀

行
(
連

結
)
 

 
Ｒ
Ｂ
部
門
 

Ｃ
Ｉ
Ｂ
部
門
 

Ｇ
Ｍ

部
門

 
そ

の
他

 
(
注

)
２

 
 

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損
益
 

6
4
,
2
3
3
 

6
9
,
0
8
0
 

5
,
2
9
1
 

1
0
,
6
2
5
 

1
4
9
,
2
3
0
 

経
費
(
除
く
臨
時
処
理
分
)
 

5
8
,
8
0
6
 

3
5
,
8
1
3
 

3
,
3
3
5
 

1
1
,
0
3
9
 

1
0
8
,
9
9
4
 

持
分
法
に
よ
る
投
資
損
益
 

－
 

－
 

－
 

5
9
 

5
9
 

業
務

純
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引
当
金
繰
入
前
)
＋
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損

益
 

5
,
4
2
7
 

3
3
,
2
6
6
 

1
,
9
5
5
 

△
3
5
3
 

4
0
,
2
9
5
 

固
定
資
産
 

1
3
,
7
4
6
 

9
,
3
0
1
 

1
,
5
4
3
 

1
0
2
,
4
0
0
 

1
2
6
,
9
9
2
 

 (
注
)
 
１
．
一
般
企
業
の
売
上
高
に
代
え
て
、
業
務
粗
利
益
(
信
託
勘
定
償
却
前
)
＋
Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

な
お
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損
益
の
計
上
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

２
．
「
そ
の
他
」
に
は
各
セ
グ
メ
ン
ト
間
の
内
部
取
引
と
し
て
消
去
す
べ
き
も
の
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。
 

３
．
固
定
資
産
の
「
そ
の
他
」
に
は
、
セ
グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
な
い
本
部
資
産

、
配

賦
対

象
外

の
連

結
子

会
社

に
係

る
固

定
資

産
及
び
連
結
調
整
等
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
、
各
セ
グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
な
い
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
関
連
す
る

費
用

に
つ

い
て

は
合

理
的

な
配

賦
基

準
で

各
セ

グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

４
．
2
0
2
4
年
４
月
よ
り
各
セ
グ
メ
ン
ト
及
び
そ
の
他
間
の
配
賦
方
法
を
見
直
し
た
こ

と
に

伴
い

、
上

表
に

つ
き

ま
し

て
は

、
当

該
変

更
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
組
替
え
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
 

 当
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
み
ず
ほ
信
託
銀

行
(
連

結
)
 

 
Ｒ
Ｂ
部
門
 

Ｃ
Ｉ
Ｂ
部
門
 

Ｇ
Ｍ

部
門

 
そ

の
他

 
(
注

)
２

 
 

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損
益
 

7
2
,
6
3
4
 

7
3
,
7
7
9
 

1
8
,
8
7
9
 

1
2
,
9
3
2
 

1
7
8
,
2
2
5
 

経
費
(
除
く
臨
時
処
理
分
)
 

6
3
,
0
0
3
 

3
7
,
4
2
2
 

3
,
2
4
6
 

1
2
,
8
6
0
 

1
1
6
,
5
3
2
 

持
分
法
に
よ
る
投
資
損
益
 

－
 

－
 

－
 

6
7
 

6
7
 

業
務

純
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引
当
金
繰
入
前
)
＋
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損

益
 

9
,
6
3
1
 

3
6
,
3
5
6
 

1
5
,
6
3
3
 

1
4
0
 

6
1
,
7
6
1
 

固
定
資
産
 

6
,
8
5
0
 

3
,
7
3
3
 

8
6
0
 

1
0
2
,
4
5
1
 

1
1
3
,
8
9
4
 

 (
注
)
 
１
．
一
般
企
業
の
売
上
高
に

代
え
て
、
業
務
粗
利
益
(
信
託
勘
定
償
却
前
)
＋
Ｅ
Ｔ
Ｆ

関
係

損
益

を
記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

な
お
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
関
係
損

益
の
計
上
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

２
．
「
そ
の
他
」
に
は
各
セ

グ
メ
ン
ト
間
の
内
部
取
引
と
し
て
消
去
す
べ
き
も
の

が
含

ま
れ

て
お

り
ま

す
。

 

３
．
固
定
資
産
の
「
そ
の
他

」
に
は
、
セ
グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て
い
な
い
本
部
資

産
、

配
賦

対
象

外
の

連
結

子
会

社
に

係
る

固
定

資

産
及
び
連
結
調
整
等
が

含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
、
各
セ
グ
メ
ン
ト

に
配
賦
し
て
い
な
い
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
関
連
す

る
費

用
に

つ
い

て
は

合
理

的
な

配
賦

基
準

で
各

セ

グ
メ
ン
ト
に
配
賦
し
て

い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 

  
 

４
．

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
合

計
額

と
連

結
損

益
計

算
書

計
上

額
と

の
差

額
及

び
当

該
差

額
の

主
な

内
容

(
差

異
調

整
に

関
す

る
事

項
)
 

上
記

の
内

部
管

理
報

告
に

基
づ

く
報

告
セ

グ
メ

ン
ト

の
業

務
粗

利
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
及

び
業

務
純

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当
金

繰
入

前
)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
と

連
結

損
益

計
算

書
計

上
額

は
異

な
っ

て
お

り
、

差
異

調
整

は
以

下
の

通
り

で
す

。
 

 

(
1
)
 
報

告
セ

グ
メ

ン
ト

の
業

務
粗

利
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
の

合
計

額
と

連
結

損
益

計
算

書
の

経
常

利
益

計
上

額
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

業
務

粗
利

益
(
信

託
勘
定

償
却

前
)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
 

1
4
9
,
2
3
0
 

1
7
8
,
2
2
5
 

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
 

－
 

－
 

そ
の

他
経

常
収

益
 

8
,
8
4
4
 

1
8
,
4
7
1
 

営
業

経
費

 
△

1
0
1
,
9
5
3
 

△
1
0
9
,
1
2
5
 

そ
の

他
経

常
費

用
 

△
3
,
3
5
6
 

△
6
,
4
1
0
 

連
結

損
益

計
算

書
の

経
常

利
益

 
5
2
,
7
6
4
 

8
1
,
1
6
1
 

  

(
2
)
 
報

告
セ

グ
メ

ン
ト

の
業

務
純

益
(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当
金

繰
入

前
)
＋

Ｅ
Ｔ

Ｆ
関

係
損

益
の

合
計

額
と

連
結

損
益

計
算

書

の
税

金
等

調
整
前

当
期

純
利

益
計

上
額

 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

連
結

会
計

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

業
務

純
益

(
信

託
勘

定
償

却
前

、
一

般
貸

倒
引

当
金

繰
入

前
)
 

＋
Ｅ

Ｔ
Ｆ

関
係

損
益
 

4
0
,
2
9
5
 

6
1
,
7
6
1
 

経
費

(
臨

時
処

理
分

)
 

7
,
0
4
0
 

7
,
4
0
6
 

不
良

債
権

処
理

額
(
含
む

一
般

貸
倒

引
当

金
純

繰
入

額
)
 

△
1
,
6
9
2
 

△
1
,
7
4
8
 

貸
倒

引
当

金
戻

入
益

等
 

7
 

5
0
 

株
式

等
関

係
損

益
－
Ｅ

Ｔ
Ｆ

関
係

損
益

 
5
,
8
7
1
 

1
4
,
9
6
1
 

特
別

損
益

 
1
,
6
9
4
 

△
5
,
6
2
9
 

そ
の

他
 

1
,
2
4
1
 

△
1
,
2
7
0
 

連
結

損
益

計
算

書
の

税
金

等
調

整
前

当
期

純
利

益
 

5
4
,
4
5
9
 

7
5
,
5
3
2
 

  
 

 

関
連
情

報
 

前
連
結
会
計

年
度
(
自
 
2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

１
．
地
域

ご
と
の
情
報
 

(
1
)
 
経

常
収
益
 

当
行

グ
ル

ー
プ

は
、

本
邦

の
外

部
顧

客
に

対
す

る
経

常
収

益
に

区
分

し
た

金
額

が
連

結
損

益
計

算
書

の
経

常
収

益
の

9
0
％

を
超

え
る

た
め

、
記
載
を
省
略
し
て
お
り

ま
す
。
 

 (
2
)
 
有

形
固
定
資
産
 

当
行

グ
ル

ー
プ

は
、

本
邦

に
所

在
し

て
い

る
有

形
固

定
資

産
の

金
額

が
連

結
貸

借
対

照
表

の
有

形
固

定
資

産
の

金
額

の
9
0
％

を
超

え

る
た

め
、
記
載
を
省
略
し
て
お

り
ま
す
。
 

 

２
．
主
要

な
顧
客
ご
と
の
情
報
 

特
定

の
顧

客
に

対
す

る
経

常
収

益
で

連
結

損
益

計
算

書
の

経
常

収
益

の
1
0
％

以
上

を
占

め
る

も
の

が
な

い
た

め
、

記
載

を
省

略
し

て
お

り
ま
す

。
 

 

当
連
結
会
計

年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

１
．
地
域

ご
と
の
情
報
 

(
1
)
 
経

常
収
益
 

当
行

グ
ル

ー
プ

は
、

本
邦

の
外

部
顧

客
に

対
す

る
経

常
収

益
に

区
分

し
た

金
額

が
連

結
損

益
計

算
書

の
経

常
収

益
の

9
0
％

を
超

え
る

た
め

、
記
載
を
省
略
し
て
お
り

ま
す
。
 

 (
2
)
 
有

形
固
定
資
産
 

当
行

グ
ル

ー
プ

は
、

本
邦

に
所

在
し

て
い

る
有

形
固

定
資

産
の

金
額

が
連

結
貸

借
対

照
表

の
有

形
固

定
資

産
の

金
額

の
9
0
％

を
超

え

る
た

め
、
記
載
を
省
略
し
て
お

り
ま
す
。
 

 

２
．
主
要

な
顧
客
ご
と
の
情
報
 

特
定

の
顧

客
に

対
す

る
経

常
収

益
で

連
結

損
益

計
算

書
の

経
常

収
益

の
1
0
％

以
上

を
占

め
る

も
の

が
な

い
た

め
、

記
載

を
省

略
し

て
お

り
ま
す

。
 

 
 

 

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

固
定

資
産

の
減

損
損

失
に

関
す

る
情

報
 

前
連

結
会

計
年

度
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
み

ず
ほ

信
託

銀
行

(
連

結
)
 

 
Ｒ

Ｂ
部

門
 

Ｃ
Ｉ

Ｂ
部

門
 

Ｇ
Ｍ

部
門

 
そ

の
他

 
 

減
損

損
失

 
－

 
－

 
－

 
1
3
0
 

1
3
0
 

  

当
連

結
会

計
年

度
(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
み

ず
ほ

信
託

銀
行

(
連

結
)
 

 
Ｒ

Ｂ
部

門
 

Ｃ
Ｉ

Ｂ
部

門
 

Ｇ
Ｍ

部
門

 
そ

の
他

 
 

減
損

損
失

 
6
,
4
3
1
 

4
,
9
3
5
 

－
 

7
1
2
 

1
2
,
0
7
8
 

  報
告

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

の
れ

ん
の

償
却

額
及

び
未

償
却

残
高

に
関

す
る

情
報

 

前
連

結
会

計
年

度
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
み

ず
ほ

信
託

銀
行

(
連

結
)
 

 
Ｒ

Ｂ
部

門
 

Ｃ
Ｉ

Ｂ
部

門
 

Ｇ
Ｍ

部
門

 
そ

の
他

 
 

当
期

償
却

額
 

－
 

－
 

－
 

8
6
6
 

8
6
6
 

当
期

末
残

高
 

－
 

－
 

－
 

9
,
8
6
0
 

9
,
8
6
0
 

 (
注

)
2
0
2
4
年

４
月

よ
り

各
セ

グ
メ

ン
ト

及
び

そ
の

他
間

の
配

賦
方

法
を

見
直

し
た

こ
と

に
伴

い
、

上
表

に
つ

き
ま

し
て

は
、

当
該

変
更

を
反

 

映
さ

せ
る

た
め

の
組

替
え

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
 

 

当
連

結
会

計
年

度
(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
み

ず
ほ

信
託

銀
行

(
連

結
)
 

 
Ｒ

Ｂ
部

門
 

Ｃ
Ｉ

Ｂ
部

門
 

Ｇ
Ｍ

部
門

 
そ

の
他

 
 

当
期

償
却

額
 

－
 

－
 

－
 

8
6
6
 

8
6
6
 

当
期

末
残

高
 

－
 

－
 

－
 

8
,
9
9
3
 

8
,
9
9
3
 

  報
告

セ
グ

メ
ン

ト
ご

と
の

負
の

の
れ

ん
発

生
益

に
関

す
る

情
報

 

前
連

結
会

計
年

度
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

当
連

結
会

計
年

度
(
自
 

2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま
せ

ん
。
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関
連
当

事
者
情
報
 

１
．
関
連
当

事
者
と
の
取
引
 

(
1
)
 
連
結

財
務
諸
表
提
出
会
社
と
関

連
当
事
者
と
の
取
引
 

(
ア
)
連

結
財
務
諸
表
提
出
会
社
と

同
一
の
親
会
社
を
も
つ
会
社
等
 

前
連

結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類

 
会
社
等
の
名
称

又
は
氏
名
 

所
在
地
 

資
本
金
 

又
は
 

出
資
金
 

(
百
万
円
)
 

事
業
の
内
容
 

又
は
職
業
 

議
決
権
等

の
所
有
 

(
被
所
有
)

割
合
(
％
)
 

関
連
当
事
者
 

と
の
関
係
 

取
引

の
内

容
 

取
引

金
額

 
(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

同
一

の
親

会
社

を
持

つ
会

社
 

株
式
会
社
 

み
ず
ほ
銀
行
 

東
京
都
 

千
代
田
区
 

1
,
4
0
4
,
0
6
5
 

銀
行
 

業
務
 

―
 

金
銭
貸
借
関
係
 

役
員
の
兼
任
 

資
金

の
借

り
入

れ
 

(
注

)
１

 
3
8
0
,
0
0
0
 

借
用

金
 

3
8
0
,
0
0
0
 

 (
注
)
 
１

．
市
場
金
利
を
勘
案
し
て
利
率
を
合
理
的
に
決
定
し
て
お
り
、
期
限
一
括
返
済
方

式
等

に
よ

る
も

の
で

あ
り

ま
す

。
な

お
、

担
保

は
提
供
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

 

当
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類

 
会
社
等
の
名
称

又
は
氏
名
 

所
在
地
 

資
本
金
 

又
は
 

出
資
金
 

(
百
万
円
)
 

事
業
の
内
容
 

又
は
職
業
 

議
決
権
等

の
所
有
 

(
被
所
有
)

割
合
(
％
)
 

関
連
当
事
者
 

と
の
関
係
 

取
引

の
内

容
 

取
引

金
額

 
(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

同
一

の
親

会
社

を
持

つ
会

社
 

株
式
会
社
 

み
ず
ほ
銀
行
 

東
京
都
 

千
代
田
区
 

1
,
4
0
4
,
0
6
5
 

銀
行
 

業
務
 

―
 

金
銭
貸
借
関
係
 

役
員
の
兼
任
 

資
金

の
借

り
入

れ
 

(
注

)
１

 

 
4
7
0
,
0
0
0
  

借
用

金
 

  
4
7
0
,
0
0
0
   

 (
注
)
 
１

．
市
場
金
利
を
勘
案
し
て
利
率
を
合
理
的
に
決
定
し
て
お
り
、
期
限
一
括
返
済
方

式
等

に
よ

る
も

の
で

あ
り

ま
す

。
な

お
、

担
保

は
提
供
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

 

(
イ
)
従

業
員
の
た
め
の
企
業
年
金

等
 

前
連

結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類

 
会
社
等
の
名
称

又
は
氏
名
 

所
在
地
 

資
本
金
 

又
は
 

出
資
金
 

(
百
万
円
)
 

事
業
の
内
容
 

又
は
職
業
 

議
決
権
等

の
所
有
 

(
被
所
有
)

割
合
(
％
)
 

関
連
当
事
者
 

と
の
関
係
 

取
引

の
内

容
 

取
引

金
額

 
(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

企
業

 
年

金
 

退
職
給
付
 

信
託
 

―
 

―
 

―
 

―
 

退
職
給
付
 

会
計
上
の
 

年
金
資
産
 

資
産

の
 

一
部

返
還

 
5
,
0
1
8
 

―
 

―
 

  

当
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類

 
会
社
等
の
名
称

又
は
氏
名
 

所
在
地
 

資
本
金
 

又
は
 

出
資
金
 

(
百
万
円
)
 

事
業
の
内
容
 

又
は
職
業
 

議
決
権
等

の
所
有
 

(
被
所
有
)

割
合
(
％
)
 

関
連
当
事
者
 

と
の
関
係
 

取
引

の
内

容
 

取
引

金
額

 
(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

企
業

 
年

金
 

退
職
給
付
 

信
託
 

―
 

―
 

―
 

―
 

退
職
給
付
 

会
計
上
の
 

年
金
資
産
 

資
産

の
 

一
部

返
還

 

 
2
3
,
4
4
1
  

―
 

―
 

   
 

(
2
)
 
連

結
財

務
諸

表
提

出
会

社
の

連
結

子
会

社
と

関
連

当
事

者
と

の
取

引
 

(
ア

)
連

結
財

務
諸
表

提
出

会
社

と
同

一
の

親
会

社
を

も
つ

会
社

等
 

前
連

結
会

計
年
度

(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 

種
類

 
会

社
等

の
名

称
又

は
氏

名
 

所
在

地
 

資
本

金
 

又
は

 
出

資
金

 
(
百

万
円

)
 

事
業

の
内

容
 

又
は

職
業

 

議
決

権
等

の
所

有
 

(
被

所
有

)
割

合
(
％

)
 

関
連

当
事

者
 

と
の

関
係

 
取

引
の

内
容

 
取

引
金

額
 

(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

同
一

の
親

会
社

を
持

つ
会

社
 

株
式

会
社
 

み
ず

ほ
銀

行
 

東
京

都
 

千
代

田
区

 
1
,
4
0
4
,
0
6
5
 

銀
行

 
業

務
 

―
 

金
銭

貸
借

関
係

 
役

員
の

兼
任

 

資
金

の
預

け
入

れ
 

(
注

)
１

 

9
6
,
2
7
4
 

(
注

)
２

 
現

金
預

け
金

 
9
6
,
2
7
4
 

 (
注

)
 
１

．
約

定
利
率

は
市

場
金

利
を

勘
案

し
て

合
理

的
に

決
定

し
て

お
り

ま
す

。
 

２
．

取
引

金
額

は
、

短
期

的
な

市
場

性
の

取
引

等
で

あ
る

た
め

、
期

末
残

高
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

当
連

結
会

計
年
度

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 

種
類

 
会

社
等

の
名

称
又

は
氏

名
 

所
在

地
 

資
本

金
 

又
は

 
出

資
金

 
(
百

万
円

)
 

事
業

の
内

容
 

又
は

職
業

 

議
決

権
等

の
所

有
 

(
被

所
有

)
割

合
(
％

)
 

関
連

当
事

者
 

と
の

関
係

 
取

引
の

内
容

 
取

引
金

額
 

(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

同
一

の
親

会
社

を
持

つ
会

社
 

株
式

会
社
 

み
ず

ほ
銀

行
 

東
京

都
 

千
代

田
区

 
1
,
4
0
4
,
0
6
5
 

銀
行

 
業

務
 

―
 

金
銭

貸
借

関
係

 
役

員
の

兼
任

 

資
金

の
預

け
入

れ
 

(
注

)
１

 

1
0
8
,
8
0
7
 

(
注

)
２

 
現

金
預

け
金

 
1
0
8
,
8
0
7
 

 (
注

)
 
１

．
約

定
利
率

は
市

場
金

利
を

勘
案

し
て

合
理

的
に

決
定

し
て

お
り

ま
す

。
 

２
．

取
引

金
額

は
、

短
期

的
な

市
場

性
の

取
引

等
で

あ
る

た
め

、
期

末
残

高
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

 ２
．

親
会

社
又

は
重

要
な

関
連

会
社

に
関

す
る

注
記

 

(
1
)
 
親

会
社

情
報

 

株
式

会
社

み
ず
ほ

フ
ィ

ナ
ン

シ
ャ

ル
グ

ル
ー

プ
(
東

京
証

券
取

引
所

、
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
証

券
取

引
所

に
上

場
)
 

 

(
2
)
 
重

要
な

関
連

会
社

の
要

約
財

務
情

報
 

該
当

あ
り

ま
せ
ん

。
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関
連
当

事
者
情
報
 

１
．
関
連
当

事
者
と
の
取
引
 

(
1
)
 
連
結

財
務
諸
表
提
出
会
社
と
関

連
当
事
者
と
の
取
引
 

(
ア
)
連

結
財
務
諸
表
提
出
会
社
と

同
一
の
親
会
社
を
も
つ
会
社
等
 

前
連

結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類

 
会
社
等
の
名
称

又
は
氏
名
 

所
在
地
 

資
本
金
 

又
は
 

出
資
金
 

(
百
万
円
)
 

事
業
の
内
容
 

又
は
職
業
 

議
決
権
等

の
所
有
 

(
被
所
有
)

割
合
(
％
)
 

関
連
当
事
者
 

と
の
関
係
 

取
引

の
内

容
 

取
引

金
額

 
(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

同
一

の
親

会
社

を
持

つ
会

社
 

株
式
会
社
 

み
ず
ほ
銀
行
 

東
京
都
 

千
代
田
区
 

1
,
4
0
4
,
0
6
5
 

銀
行
 

業
務
 

―
 

金
銭
貸
借
関
係
 

役
員
の
兼
任
 

資
金

の
借

り
入

れ
 

(
注

)
１

 
3
8
0
,
0
0
0
 

借
用

金
 

3
8
0
,
0
0
0
 

 (
注
)
 
１

．
市
場
金
利
を
勘
案
し
て
利
率
を
合
理
的
に
決
定
し
て
お
り
、
期
限
一
括
返
済
方

式
等

に
よ

る
も

の
で

あ
り

ま
す

。
な

お
、

担
保

は
提
供
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

 

当
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類

 
会
社
等
の
名
称

又
は
氏
名
 

所
在
地
 

資
本
金
 

又
は
 

出
資
金
 

(
百
万
円
)
 

事
業
の
内
容
 

又
は
職
業
 

議
決
権
等

の
所
有
 

(
被
所
有
)

割
合
(
％
)
 

関
連
当
事
者
 

と
の
関
係
 

取
引

の
内

容
 

取
引

金
額

 
(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

同
一

の
親

会
社

を
持

つ
会

社
 

株
式
会
社
 

み
ず
ほ
銀
行
 

東
京
都
 

千
代
田
区
 

1
,
4
0
4
,
0
6
5
 

銀
行
 

業
務
 

―
 

金
銭
貸
借
関
係
 

役
員
の
兼
任
 

資
金

の
借

り
入

れ
 

(
注

)
１

 

 
4
7
0
,
0
0
0
  

借
用

金
 

  
4
7
0
,
0
0
0
   

 (
注
)
 
１

．
市
場
金
利
を
勘
案
し
て
利
率
を
合
理
的
に
決
定
し
て
お
り
、
期
限
一
括
返
済
方

式
等

に
よ

る
も

の
で

あ
り

ま
す

。
な

お
、

担
保

は
提
供
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

 

(
イ
)
従

業
員
の
た
め
の
企
業
年
金

等
 

前
連

結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類

 
会
社
等
の
名
称

又
は
氏
名
 

所
在
地
 

資
本
金
 

又
は
 

出
資
金
 

(
百
万
円
)
 

事
業
の
内
容
 

又
は
職
業
 

議
決
権
等

の
所
有
 

(
被
所
有
)

割
合
(
％
)
 

関
連
当
事
者
 

と
の
関
係
 

取
引

の
内

容
 

取
引

金
額

 
(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

企
業

 
年

金
 

退
職
給
付
 

信
託
 

―
 

―
 

―
 

―
 

退
職
給
付
 

会
計
上
の
 

年
金
資
産
 

資
産

の
 

一
部

返
還

 
5
,
0
1
8
 

―
 

―
 

  

当
連
結
会
計
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 

種
類

 
会
社
等
の
名
称

又
は
氏
名
 

所
在
地
 

資
本
金
 

又
は
 

出
資
金
 

(
百
万
円
)
 

事
業
の
内
容
 

又
は
職
業
 

議
決
権
等

の
所
有
 

(
被
所
有
)

割
合
(
％
)
 

関
連
当
事
者
 

と
の
関
係
 

取
引

の
内

容
 

取
引

金
額

 
(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

企
業

 
年

金
 

退
職
給
付
 

信
託
 

―
 

―
 

―
 

―
 

退
職
給
付
 

会
計
上
の
 

年
金
資
産
 

資
産

の
 

一
部

返
還

 

 
2
3
,
4
4
1
  

―
 

―
 

   
 

(
2
)
 
連

結
財

務
諸

表
提

出
会

社
の

連
結

子
会

社
と

関
連

当
事

者
と

の
取

引
 

(
ア

)
連

結
財

務
諸
表

提
出

会
社

と
同

一
の

親
会

社
を

も
つ

会
社

等
 

前
連

結
会

計
年
度

(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 

種
類

 
会

社
等

の
名

称
又

は
氏

名
 

所
在

地
 

資
本

金
 

又
は

 
出

資
金

 
(
百

万
円

)
 

事
業

の
内

容
 

又
は

職
業

 

議
決

権
等

の
所

有
 

(
被

所
有

)
割

合
(
％

)
 

関
連

当
事

者
 

と
の

関
係

 
取

引
の

内
容

 
取

引
金

額
 

(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

同
一

の
親

会
社

を
持

つ
会

社
 

株
式

会
社
 

み
ず

ほ
銀

行
 

東
京

都
 

千
代

田
区

 
1
,
4
0
4
,
0
6
5
 

銀
行

 
業

務
 

―
 

金
銭

貸
借

関
係

 
役

員
の

兼
任

 

資
金

の
預

け
入

れ
 

(
注

)
１

 

9
6
,
2
7
4
 

(
注

)
２

 
現

金
預

け
金

 
9
6
,
2
7
4
 

 (
注

)
 
１

．
約

定
利
率

は
市

場
金

利
を

勘
案

し
て

合
理

的
に

決
定

し
て

お
り

ま
す

。
 

２
．

取
引

金
額

は
、

短
期

的
な

市
場

性
の

取
引

等
で

あ
る

た
め

、
期

末
残

高
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

当
連

結
会

計
年
度

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 

種
類

 
会

社
等

の
名

称
又

は
氏

名
 

所
在

地
 

資
本

金
 

又
は

 
出

資
金

 
(
百

万
円

)
 

事
業

の
内

容
 

又
は

職
業

 

議
決

権
等

の
所

有
 

(
被

所
有

)
割

合
(
％

)
 

関
連

当
事

者
 

と
の

関
係

 
取

引
の

内
容

 
取

引
金

額
 

(
百

万
円

)
 

科
目

 
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

同
一

の
親

会
社

を
持

つ
会

社
 

株
式

会
社
 

み
ず

ほ
銀

行
 

東
京

都
 

千
代

田
区

 
1
,
4
0
4
,
0
6
5
 

銀
行

 
業

務
 

―
 

金
銭

貸
借

関
係

 
役

員
の

兼
任

 

資
金

の
預

け
入

れ
 

(
注

)
１

 

1
0
8
,
8
0
7
 

(
注

)
２

 
現

金
預

け
金

 
1
0
8
,
8
0
7
 

 (
注

)
 
１

．
約

定
利
率

は
市

場
金

利
を

勘
案

し
て

合
理

的
に

決
定

し
て

お
り

ま
す

。
 

２
．

取
引

金
額

は
、

短
期

的
な

市
場

性
の

取
引

等
で

あ
る

た
め

、
期

末
残

高
を

記
載

し
て

お
り

ま
す

。
 

 ２
．

親
会

社
又

は
重

要
な

関
連

会
社

に
関

す
る

注
記

 

(
1
)
 
親

会
社

情
報

 

株
式

会
社

み
ず
ほ

フ
ィ

ナ
ン

シ
ャ

ル
グ

ル
ー

プ
(
東

京
証

券
取

引
所

、
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
証

券
取

引
所

に
上

場
)
 

 

(
2
)
 
重

要
な

関
連

会
社

の
要

約
財

務
情

報
 

該
当

あ
り

ま
せ
ん

。
 

  
 

(
１
株

当
た
り
情
報
)
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度
 

(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

１
株
当
た

り
純
資
産
額
 

1
0
8
円
7
6
銭
 

1
0
6
円

4
5
銭

 

１
株
当
た

り
当
期
純
利
益
金
額
 

6
円
5
9
銭
 

9
円

3
4
銭

 

 
 

(
注
)
 
１

．
１
株
当
た
り
純
資
産
額
の
算
定
上
の
基
礎
は
、
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度

 
(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

純
資
産
の

部
の
合
計
額
 

百
万
円
 

6
3
7
,
8
4
7
 

6
2
4
,
3
6
9
 

純
資
産
の

部
の
合
計
額
か
ら
控
除
す

る
金
額
 

百
万
円
 

1
2
3
 

1
5
3
 

(
う
ち
非
支
配
株
主
持
分
)
 

百
万
円
 

(
1
2
3
)

(
1
5
3
)

普
通
株
式

に
係
る
期
末
の
純
資
産
額

 
百
万
円
 

6
3
7
,
7
2
3
 

6
2
4
,
2
1
5
 

１
株
当
た

り
純
資
産
額
の
算
定
に
用

い
ら
れ
た
 

期
末
の
普

通
株
式
の
数
 

千
株
 

5
,
8
6
3
,
5
0
2
 

5
,
8
6
3
,
5
0
2
 

 
 ２

．
１
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
の
算
定
上
の
基
礎
は
、
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す

。
 

 

 
前
連
結
会
計
年
度

 
(
自
 

2
0
2
3
年
４
月

１
日

 
至
 

2
0
2
4
年
３
月

3
1
日

)
 

当
連

結
会

計
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

親
会
社
株

主
に
帰
属
す
る
当
期
純
利

益
 

百
万
円
 

3
8
,
6
4
4
 

5
4
,
7
7
3
 

普
通
株
主

に
帰
属
し
な
い
金
額
 

百
万
円
 

－
 

－
 

普
通
株
式

に
係
る
親
会
社
株
主
に
 

帰
属
す
る

当
期
純
利
益
 

百
万
円
 

3
8
,
6
4
4
 

5
4
,
7
7
3
 

普
通
株
式

の
期
中
平
均
株
式
数
 

千
株
 

5
,
8
6
3
,
5
0
2
 

5
,
8
6
3
,
5
0
2
 

  

３
．
潜
在
株
式
調
整
後
１
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
に
つ
い
て
は
、
潜
在
株
式
が

な
い

の
で

記
載

し
て

お
り

ま
せ

ん
。

 

 

⑤
 
連
結
附
属
明
細
表
 

社
債
明
細
表
 

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 

借
入

金
等

明
細

表
 

 

区
分

 
当

期
首

残
高

 
(
百

万
円

)
 

当
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

平
均

利
率

 
(
％

)
 

返
済

期
限

 

借
用

金
 

4
0
9
,
2
0
0
 

4
9
8
,
5
0
0
 

0
.
8
1
 

―
 

再
割

引
手

形
 

－
 

－
 

－
 

―
 

借
入

金
 

4
0
9
,
2
0
0
 

4
9
8
,
5
0
0
 

0
.
8
1
 

 
 
 
 
2
0
2
5
年

７
月

～
 

 
 
 
 
 
2
0
3
1
年

３
月

 

リ
ー

ス
債

務
 

1
1
 

7
 

5
.
5
1
 

 
 
 
 
2
0
2
6
年

２
月

～
 

 
 
 
 
 
2
0
2
8
年

３
月

 
 (
注

)
 
１

．
「

平
均
利

率
」

は
、

期
末

日
現

在
の

「
利

率
」

及
び

「
当

期
末

残
高

」
に

よ
り

算
出

(
加

重
平

均
)
し

て
お

り
ま

す
。

 

２
．

借
入

金
及

び
リ

ー
ス

債
務

の
連

結
決

算
日

後
５

年
以

内
に

お
け

る
返

済
額

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

 

 
１

年
以

内
 

１
年

超
２

年
以

内
 
２

年
超

３
年

以
内

 
３

年
超

４
年

以
内

 
４

年
超

５
年

以
内

 

借
入

金
(
百

万
円

)
 

2
5
,
0
0
0
 

4
7
0
,
0
0
0
 

－
 

－
 

－
 

リ
ー

ス
債

務
 

(
百

万
円

)
 

3
 

2
 

1
 

－
 

－
 

  

銀
行

業
は

、
預

金
の

受
入

れ
、

コ
ー

ル
・

手
形

市
場

か
ら

の
資

金
の

調
達

・
運

用
等

を
営

業
活

動
と

し
て

行
っ

て
い

る
た

め
、

借
入

金
等

明
細

表
に

つ
い

て
は

連
結

貸
借

対
照

表
中

「
負

債
の

部
」

の
「

借
用

金
」

及
び

「
そ

の
他

負
債

」
中

の
リ

ー
ス

債
務

の
内

訳
を

記

載
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

資
産

除
去

債
務
明

細
表

 

資
産

除
去

債
務
の

金
額

が
負

債
及

び
純

資
産

の
合

計
額

の
1
0
0
分

の
１

以
下

で
あ

る
た

め
、

記
載

を
省

略
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

(
2
)
そ

の
他

 

(
株

式
譲

渡
に

よ
る

子
会

社
の

異
動

)
 

当
行

は
、

S
T
A
T
E
 
S
T
R
E
E
T
 
B
A
N
K
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
G
M
B
H
と

の
間

で
株

式
譲

渡
契

約
を

締
結

し
、

当
行

の
連

結
子

会
社

で
あ

る
M
i
z
u
h
o
 

T
r
u
s
t
 &
 B
a
n
k
i
n
g
 (
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 S
.
A
.
の

全
株

式
を

2
0
2
5
年

1
0
月

１
日

に
譲

渡
い

た
し

ま
し

た
。

な
お

、
本

株
式

譲
渡

に
伴

い
、

M
i
z
u
h
o
 

T
r
u
s
t
 
&
 
B
a
n
k
i
n
g
 
(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 
S
.
A
.
は

当
行

の
連

結
子

会
社

よ
り

除
外

さ
れ

る
こ

と
と

な
り

ま
す

。
 

 

(
1
)
株

式
譲

渡
の

理
由

 

当
行

は
M
i
z
u
h
o
 
T
r
u
s
t
 
&
 
B
a
n
k
i
n
g
 
(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 
S
.
A
.
を

通
し

て
信

託
事

業
及

び
銀

行
事

業
を

展
開

し
て

き
ま

し
た

が
、

事

業
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

見
直

し
の

結
果

、
S
T
A
T
E
 
S
T
R
E
E
T
 
B
A
N
K
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
G
M
B
H
に

対
し

、
M
i
z
u
h
o
 
T
r
u
s
t
 
&
 
B
a
n
k
i
n
g
 

(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 
S
.
A
.
の

全
株

式
を

2
0
2
5
年

1
0
月

１
日

で
譲

渡
い

た
し

ま
し

た
。

 

(
2
)
譲

渡
す

る
相

手
会

社
の

名
称

 

S
T
A
T
E
 
S
T
R
E
E
T
 
B
A
N
K
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
G
M
B
H
 

(
3
)
株

式
譲

渡
日

 

2
0
2
5
年

1
0
月
１

日
 

(
4
)
譲

渡
す

る
子

会
社

の
概

要
 

名
称

：
M
i
z
u
h
o
 
T
r
u
s
t
 
&
 
B
a
n
k
i
n
g
 
(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 
S
.
A
.
 

事
業

内
容

：
信

託
事

業
、

銀
行

事
業

 

資
本

金
の

額
：

5
4
百

万
米

ド
ル

 

(
5
)
譲

渡
す

る
株

式
数

、
譲

渡
前

後
の

所
有

者
株

式
数

及
び

議
決

権
所

有
割

合
 

異
動

前
の

所
有

株
式

数
 

 
5
,
4
1
0
,
0
0
0
株

（
議

決
権

所
有

割
合

：
1
0
0
.
0
％

）
 

譲
渡

株
式

数
 

 
 

 
 

 
5
,
4
1
0
,
0
0
0
株

 

異
動

後
の

所
有

株
式

数
 

 
 

 
 

 
0
株

（
議

決
権

所
有

割
合

：
 
 
0
.
0
％

）
 

(
6
)
譲

渡
価

額
及

び
連

結
財

務
諸

表
に

与
え

る
影

響
 

譲
渡

価
格

：
1
5
,
3
1
3
百

万
円

 

譲
渡

益
 

：
 
7
,
9
4
3
百

万
円
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２
 
財

務
諸

表
等

 

(
1
)
 
財
務

諸
表
 

①
 
貸

借
対
照
表
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

資
産
の
部

 
 

 

現
金
預

け
金
 

1
,
1
5
2
,
2
4
9
 

1
,
0
0
1
,
5
2
9
 

現
金
 

2
,
0
3
0
 

2
,
1
1
7
 

預
け
金
 

1
,
1
5
0
,
2
1
9
 

9
9
9
,
4
1
1
 

債
券
貸
借
取
引
支
払
保
証
金
 

2
0
,
0
6
6
 

1
9
,
7
1
5
 

買
入
金
銭
債
権
 

2
3
,
2
9
6
 

1
3
,
2
6
8
 

金
銭
の
信
託
 

3
0
,
2
9
8
 

3
4
,
7
7
8
 

有
価
証
券
 

※
１
,
※
５
 
 
2
9
3
,
5
9
8
 

※
１

,
※

５
 
3
5
7
,
0
0
3
 

国
債
 

－
 

9
8
,
7
2
0
 

社
債
 

6
1
,
7
6
6
 

5
3
,
7
9
1
 

株
式
 

2
0
8
,
1
6
4
 

1
8
1
,
7
8
8
 

そ
の
他
の
証
券
 

2
3
,
6
6
7
 

2
2
,
7
0
2
 

貸
出
金
 

※
３
,
※
５
,
※
６
 
2
,
8
6
8
,
2
6
3
 

※
３

,
※

５
,
※

６
 
2
,
5
7
5
,
2
6
5
 

割
引
手
形
 

※
４
 
1
3
5
 

※
４
 
7
5
 

手
形
貸
付
 

1
4
,
1
5
7
 

7
,
6
5
8
 

証
書
貸
付
 

2
,
6
0
6
,
2
0
8
 

2
,
3
2
0
,
9
8
7
 

当
座
貸
越
 

2
4
7
,
7
6
1
 

2
4
6
,
5
4
4
 

外
国
為
替
 

※
３
 
6
,
2
2
0
 

※
３
 
8
,
7
4
3
 

外
国
他
店
預
け
 

6
,
2
2
0
 

8
,
7
4
3
 

そ
の
他
資
産
 

※
３
 
3
4
7
,
4
6
3
 

※
３
 
1
7
6
,
5
6
3
 

未
決
済
為
替
貸
 

1
7
 

3
 

前
払
費
用
 

2
,
9
6
3
 

2
,
9
7
2
 

未
収
収
益
 

2
4
,
5
2
2
 

2
5
,
2
8
8
 

金
融
派
生
商
品
 

2
6
,
2
0
9
 

5
5
,
9
3
7
 

金
融
商
品
等
差
入
担
保
金
 

8
0
,
0
3
6
 

－
 

そ
の
他
の
資
産
 

※
５
 
2
1
3
,
7
1
3
 

※
５
 
9
2
,
3
6
1
 

有
形
固
定
資
産
 

※
７
 
9
1
,
9
3
9
 

※
７
 
8
9
,
1
1
2
 

建
物
 

2
7
,
0
2
6
 

2
4
,
9
3
8
 

土
地
 

6
2
,
4
2
3
 

6
0
,
7
3
7
 

建
設
仮
勘
定
 

1
0
 

1
 

そ
の
他
の
有
形
固
定
資
産
 

2
,
4
8
0
 

3
,
4
3
5
 

無
形
固
定
資
産
 

2
0
,
0
7
2
 

8
,
1
3
0
 

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
 

1
7
,
7
0
6
 

6
,
8
2
1
 

の
れ
ん
 

1
8
4
 

1
4
0
 

そ
の
他
の
無
形
固
定
資
産
 

2
,
1
8
1
 

1
,
1
6
7
 

前
払
年
金
費
用
 

7
7
,
7
6
3
 

7
3
,
2
2
1
 

支
払
承
諾
見
返
 

※
３
 
1
4
,
1
4
2
 

※
３
 
7
,
7
7
5
 

貸
倒
引
当
金
 

△
5
,
1
5
1
 

△
6
,
8
9
9
 

資
産
の
部
合
計
 

4
,
9
4
0
,
2
2
3
 

4
,
3
5
8
,
2
0
8
 

   
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

負
債

の
部

 
 

 

預
金

 
※

５
 
2
,
6
3
0
,
1
8
0
 

※
５
 
1
,
8
8
2
,
7
2
4
 

当
座

預
金

 
5
0
,
7
7
0
 

5
8
,
6
2
1
 

普
通

預
金

 
6
4
5
,
1
1
3
 

6
2
5
,
3
8
0
 

通
知

預
金

 
2
,
7
7
8
 

2
,
6
9
0
 

定
期

預
金

 
1
,
9
0
6
,
8
8
1
 

1
,
1
7
0
,
6
7
5
 

そ
の

他
の

預
金

 
2
4
,
6
3
6
 

2
5
,
3
5
7
 

譲
渡

性
預

金
 

2
6
4
,
0
3
0
 

3
4
1
,
2
1
0
 

コ
ー

ル
マ

ネ
ー

 
8
,
0
4
6
 

6
,
7
5
5
 

借
用

金
 

※
５
 
4
0
9
,
2
0
0
 

※
５
 
4
9
5
,
0
0
0
 

借
入

金
 

4
0
9
,
2
0
0
 

4
9
5
,
0
0
0
 

信
託

勘
定

借
 

9
8
3
,
8
7
7
 

9
5
0
,
9
4
6
 

そ
の

他
負

債
 

3
6
,
8
6
0
 

8
5
,
8
6
5
 

未
決

済
為

替
借
 

2
2
 

2
5
 

未
払

法
人

税
等

 
4
,
9
8
0
 

1
8
,
6
3
5
 

未
払

費
用

 
9
,
6
0
2
 

1
0
,
4
9
8
 

前
受

収
益

 
2
7
9
 

3
5
9
 

金
融

派
生

商
品

 
1
0
,
1
5
1
 

2
7
,
3
6
9
 

金
融

商
品

等
受
入

担
保

金
 

－
 

1
3
,
6
0
5
 

資
産

除
去

債
務
 

9
2
8
 

8
8
0
 

そ
の

他
の

負
債

 
1
0
,
8
9
5
 

1
4
,
4
8
8
 

賞
与

引
当

金
 

5
,
2
0
5
 

8
,
2
9
2
 

変
動

報
酬

引
当

金
 

2
7
1
 

2
3
9
 

偶
発

損
失

引
当

金
 

5
0
 

－
 

睡
眠

預
金

払
戻

損
失

引
当

金
 

5
0
6
 

3
3
1
 

繰
延

税
金

負
債

 
3
5
,
4
0
7
 

2
2
,
7
1
0
 

支
払

承
諾

 
1
4
,
1
4
2
 

7
,
7
7
5
 

負
債

の
部

合
計

 
4
,
3
8
7
,
7
7
8
 

3
,
8
0
1
,
8
5
0
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２
 
財

務
諸

表
等

 

(
1
)
 
財
務

諸
表
 

①
 
貸

借
対
照
表
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

資
産
の
部
 

 
 

現
金
預
け
金
 

1
,
1
5
2
,
2
4
9
 

1
,
0
0
1
,
5
2
9
 

現
金
 

2
,
0
3
0
 

2
,
1
1
7
 

預
け
金
 

1
,
1
5
0
,
2
1
9
 

9
9
9
,
4
1
1
 

債
券
貸
借
取
引
支
払
保
証
金
 

2
0
,
0
6
6
 

1
9
,
7
1
5
 

買
入
金
銭
債
権
 

2
3
,
2
9
6
 

1
3
,
2
6
8
 

金
銭
の
信
託
 

3
0
,
2
9
8
 

3
4
,
7
7
8
 

有
価
証
券
 

※
１
,
※
５
 
 
2
9
3
,
5
9
8
 

※
１

,
※

５
 
3
5
7
,
0
0
3
 

国
債
 

－
 

9
8
,
7
2
0
 

社
債
 

6
1
,
7
6
6
 

5
3
,
7
9
1
 

株
式
 

2
0
8
,
1
6
4
 

1
8
1
,
7
8
8
 

そ
の
他
の
証
券
 

2
3
,
6
6
7
 

2
2
,
7
0
2
 

貸
出
金
 

※
３
,
※
５
,
※
６
 
2
,
8
6
8
,
2
6
3
 

※
３

,
※

５
,
※

６
 
2
,
5
7
5
,
2
6
5
 

割
引
手
形
 

※
４
 
1
3
5
 

※
４
 
7
5
 

手
形
貸
付
 

1
4
,
1
5
7
 

7
,
6
5
8
 

証
書
貸
付
 

2
,
6
0
6
,
2
0
8
 

2
,
3
2
0
,
9
8
7
 

当
座
貸
越
 

2
4
7
,
7
6
1
 

2
4
6
,
5
4
4
 

外
国
為
替
 

※
３
 
6
,
2
2
0
 

※
３
 
8
,
7
4
3
 

外
国
他
店
預
け
 

6
,
2
2
0
 

8
,
7
4
3
 

そ
の
他
資
産
 

※
３
 
3
4
7
,
4
6
3
 

※
３
 
1
7
6
,
5
6
3
 

未
決
済
為
替
貸
 

1
7
 

3
 

前
払
費
用
 

2
,
9
6
3
 

2
,
9
7
2
 

未
収
収
益
 

2
4
,
5
2
2
 

2
5
,
2
8
8
 

金
融
派
生
商
品
 

2
6
,
2
0
9
 

5
5
,
9
3
7
 

金
融
商
品
等
差
入
担
保
金
 

8
0
,
0
3
6
 

－
 

そ
の
他
の
資
産
 

※
５
 
2
1
3
,
7
1
3
 

※
５
 
9
2
,
3
6
1
 

有
形
固
定
資
産
 

※
７
 
9
1
,
9
3
9
 

※
７
 
8
9
,
1
1
2
 

建
物
 

2
7
,
0
2
6
 

2
4
,
9
3
8
 

土
地
 

6
2
,
4
2
3
 

6
0
,
7
3
7
 

建
設
仮
勘
定
 

1
0
 

1
 

そ
の
他
の
有
形
固
定
資
産
 

2
,
4
8
0
 

3
,
4
3
5
 

無
形
固
定
資
産
 

2
0
,
0
7
2
 

8
,
1
3
0
 

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
 

1
7
,
7
0
6
 

6
,
8
2
1
 

の
れ
ん
 

1
8
4
 

1
4
0
 

そ
の
他
の
無
形
固
定
資
産
 

2
,
1
8
1
 

1
,
1
6
7
 

前
払
年
金
費
用
 

7
7
,
7
6
3
 

7
3
,
2
2
1
 

支
払
承
諾
見
返
 

※
３
 
1
4
,
1
4
2
 

※
３
 
7
,
7
7
5
 

貸
倒
引
当
金
 

△
5
,
1
5
1
 

△
6
,
8
9
9
 

資
産
の
部
合
計
 

4
,
9
4
0
,
2
2
3
 

4
,
3
5
8
,
2
0
8
 

   
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

負
債

の
部

 
 

 

預
金

 
※

５
 
2
,
6
3
0
,
1
8
0
 

※
５
 
1
,
8
8
2
,
7
2
4
 

当
座

預
金

 
5
0
,
7
7
0
 

5
8
,
6
2
1
 

普
通

預
金

 
6
4
5
,
1
1
3
 

6
2
5
,
3
8
0
 

通
知

預
金

 
2
,
7
7
8
 

2
,
6
9
0
 

定
期

預
金

 
1
,
9
0
6
,
8
8
1
 

1
,
1
7
0
,
6
7
5
 

そ
の

他
の

預
金

 
2
4
,
6
3
6
 

2
5
,
3
5
7
 

譲
渡

性
預

金
 

2
6
4
,
0
3
0
 

3
4
1
,
2
1
0
 

コ
ー

ル
マ

ネ
ー

 
8
,
0
4
6
 

6
,
7
5
5
 

借
用

金
 

※
５
 
4
0
9
,
2
0
0
 

※
５
 
4
9
5
,
0
0
0
 

借
入

金
 

4
0
9
,
2
0
0
 

4
9
5
,
0
0
0
 

信
託

勘
定

借
 

9
8
3
,
8
7
7
 

9
5
0
,
9
4
6
 

そ
の

他
負

債
 

3
6
,
8
6
0
 

8
5
,
8
6
5
 

未
決

済
為

替
借
 

2
2
 

2
5
 

未
払

法
人

税
等

 
4
,
9
8
0
 

1
8
,
6
3
5
 

未
払

費
用

 
9
,
6
0
2
 

1
0
,
4
9
8
 

前
受

収
益

 
2
7
9
 

3
5
9
 

金
融

派
生

商
品

 
1
0
,
1
5
1
 

2
7
,
3
6
9
 

金
融

商
品

等
受
入

担
保

金
 

－
 

1
3
,
6
0
5
 

資
産

除
去

債
務
 

9
2
8
 

8
8
0
 

そ
の

他
の

負
債

 
1
0
,
8
9
5
 

1
4
,
4
8
8
 

賞
与

引
当

金
 

5
,
2
0
5
 

8
,
2
9
2
 

変
動

報
酬

引
当

金
 

2
7
1
 

2
3
9
 

偶
発

損
失

引
当

金
 

5
0
 

－
 

睡
眠

預
金

払
戻

損
失

引
当

金
 

5
0
6
 

3
3
1
 

繰
延

税
金

負
債

 
3
5
,
4
0
7
 

2
2
,
7
1
0
 

支
払

承
諾

 
1
4
,
1
4
2
 

7
,
7
7
5
 

負
債

の
部

合
計

 
4
,
3
8
7
,
7
7
8
 

3
,
8
0
1
,
8
5
0
 

   
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

純
資
産
の

部
 

 
 

資
本
金

 
2
4
7
,
3
6
9
 

2
4
7
,
3
6
9
 

資
本
剰
余
金
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
,
5
0
5
 

資
本
準
備
金
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
,
5
0
5
 

利
益
剰
余
金
 

2
7
3
,
7
4
4
 

2
9
2
,
5
2
1
 

利
益
準
備
金
 

1
6
6
,
1
1
8
 

1
7
1
,
5
2
4
 

そ
の
他
利
益
剰
余
金
 

1
0
7
,
6
2
6
 

1
2
0
,
9
9
7
 

繰
越
利
益
剰
余
金
 

1
0
7
,
6
2
6
 

1
2
0
,
9
9
7
 

自
己
株
式
 

△
7
9
,
9
9
9
 

△
7
9
,
9
9
9
 

株
主
資
本
合
計
 

4
5
6
,
6
1
9
 

4
7
5
,
3
9
6
 

そ
の
他

有
価
証
券
評
価
差
額
金
 

8
9
,
2
0
0
 

7
4
,
5
6
0
 

繰
延
ヘ

ッ
ジ
損
益
 

6
,
6
2
4
 

6
,
4
0
0
 

評
価
・
換
算
差
額
等
合
計
 

9
5
,
8
2
5
 

8
0
,
9
6
0
 

純
資
産

の
部
合
計
 

5
5
2
,
4
4
4
 

5
5
6
,
3
5
7
 

負
債
及
び

純
資
産
の
部
合
計
 

4
,
9
4
0
,
2
2
3
 

4
,
3
5
8
,
2
0
8
 

   
 

②
 
損

益
計

算
書
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前

事
業

年
度

 
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

経
常

収
益

 
1
6
5
,
6
6
0
 

1
9
9
,
5
2
3
 

信
託

報
酬

 
6
1
,
8
5
1
 

6
2
,
6
9
1
 

資
金

運
用

収
益

 
2
6
,
1
0
9
 

4
5
,
0
2
8
 

貸
出

金
利

息
 

1
9
,
0
9
8
 

2
2
,
6
2
3
 

有
価

証
券

利
息
配

当
金

 
5
,
2
9
9
 

6
,
2
4
4
 

債
券

貸
借

取
引
受

入
利

息
 

5
 

3
4
5
 

預
け

金
利

息
 

1
,
5
7
5
 

3
,
4
7
5
 

金
利

ス
ワ

ッ
プ
受

入
利

息
 

－
 

1
2
,
2
3
9
 

そ
の

他
の

受
入
利

息
 

1
3
0
 

1
0
1
 

役
務

取
引

等
収

益
 

6
9
,
4
8
2
 

7
2
,
9
9
7
 

受
入

為
替

手
数
料

 
2
1
0
 

1
9
7
 

そ
の

他
の

役
務

収
益

 
6
9
,
2
7
2
 

7
2
,
8
0
0
 

そ
の

他
業

務
収

益
 

1
 

6
9
1
 

外
国

為
替

売
買

益
 

－
 

6
 

国
債

等
債

券
売

却
益

 
－

 
7
 

 
 
 
金

融
派

生
商

品
収

益
 

1
 

6
7
7
 

そ
の

他
経

常
収

益
 

8
,
2
1
5
 

1
8
,
1
1
4
 

償
却

債
権

取
立
益

 
7
 

0
 

株
式

等
売

却
益

 
5
,
7
3
8
 

1
6
,
0
2
3
 

金
銭

の
信

託
運
用

益
 

1
,
0
0
2
 

1
,
0
6
8
 

そ
の

他
の

経
常
収

益
 

1
,
4
6
6
 

1
,
0
2
3
 

経
常

費
用

 
1
2
6
,
5
5
9
 

1
3
2
,
6
9
6
 

資
金

調
達

費
用

 
6
,
8
0
1
 

1
0
,
8
8
9
 

預
金

利
息

 
1
5
8
 

2
,
2
7
9
 

譲
渡

性
預

金
利
息

 
3
8
 

5
1
7
 

コ
ー

ル
マ

ネ
ー

利
息

 
3
5
1
 

4
8
3
 

債
券

貸
借

取
引

支
払

利
息

 
1
 

1
1
 

借
用

金
利

息
 

5
5
3
 

2
,
2
7
7
 

金
利

ス
ワ

ッ
プ
支

払
利

息
 

1
,
1
5
9
 

－
 

そ
の

他
の

支
払

利
息

 
4
,
5
3
8
 

5
,
3
2
0
 

役
務

取
引

等
費

用
 

3
9
,
3
3
3
 

3
4
,
4
0
0
 

支
払

為
替

手
数
料

 
2
9
9
 

3
2
5
 

そ
の

他
の

役
務

費
用

 
3
9
,
0
3
3
 

3
4
,
0
7
4
 

そ
の

他
業

務
費

用
 

1
7
 

1
8
 

 
外

国
為

替
売

買
損

 
6
 

－
 

国
債

等
債

券
売

却
損

 
7
 

9
 

そ
の

他
の

業
務

費
用

 
2
 

9
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(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
事
業
年
度
 

(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１

日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

営
業
経

費
 

7
7
,
4
6
0
 

8
2
,
0
0
3
 

そ
の
他

経
常
費
用
 

2
,
9
4
6
 

5
,
3
8
4
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

1
,
5
6
5
 

1
,
7
4
8
 

貸
出
金
償
却
 

9
 

－
 

株
式
等
売
却
損
 

7
4
 

1
,
0
2
7
 

株
式
等
償
却
 

－
 

2
4
 

そ
の
他
の
経
常
費
用
 

1
,
2
9
7
 

2
,
5
8
4
 

経
常
利
益
 

3
9
,
1
0
1
 

6
6
,
8
2
6
 

特
別
利
益

 
2
,
2
6
9
 

6
,
9
0
9
 

退
職
給

付
信
託
返
還
益
 

2
,
1
5
5
 

5
,
6
7
6
 

固
定
資
産
処
分
益
 

1
1
4
 

2
9
1
 

過
去
勤
務
費
用
処
理
額
 

－
 

9
4
1
 

特
別
損
失
 

5
7
4
 

1
2
,
5
3
6
 

固
定
資
産
処
分
損
 

4
4
4
 

4
5
9
 

減
損
損
失
 

1
3
0
 

1
2
,
0
7
7
 

税
引
前
当
期
純
利
益
 

4
0
,
7
9
6
 

6
1
,
2
0
0
 

法
人
税
、

住
民
税
及
び
事
業
税
 

9
,
5
7
4
 

2
3
,
5
6
6
 

法
人
税
等

調
整
額
 

1
,
8
1
4
 

△
8
,
1
7
3
 

法
人
税
等
合
計
 

1
1
,
3
8
8
 

1
5
,
3
9
2
 

当
期
純
利

益
 

2
9
,
4
0
7
 

4
5
,
8
0
7
 

   
 

③
 
株

主
資

本
等
変

動
計

算
書

 

前
事

業
年

度
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 
(
単

位
：

百
万

円
)
 

 

株
主

資
本

 

資
本

金
 

資
本

剰
余

金
 

利
益

剰
余

金
 

自
己

株
式

 
資

本
準

備
金

 
資

本
剰

余
金

 

合
計

 
利

益
準

備
金

 

そ
の

他
利

益
 

剰
余

金
 

利
益

剰
余

金
 

合
計

 
繰

越
利

益
 

剰
余

金
 

当
期

首
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
9
,
8
9
1
 

1
1
5
,
5
8
3
 

2
7
5
,
4
7
4
 

△
7
9
,
9
9
9
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当

 
 
 

 
 

 
 

6
,
2
2
7
 

△
3
7
,
3
6
4
 

△
3
1
,
1
3
7
 

 
 

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
9
,
4
0
7
 

2
9
,
4
0
7
 

 
 

株
主

資
本

以
外

の
項

目
 

の
当

期
変

動
額

（
純

額
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
期

変
動

額
合

計
 

－
 

－
 

－
 

6
,
2
2
7
 

△
7
,
9
5
6
 

△
1
,
7
2
9
 

－
 

当
期

末
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
,
5
0
5
 

1
6
6
,
1
1
8
 

1
0
7
,
6
2
6
 

2
7
3
,
7
4
4
 

△
7
9
,
9
9
9
 

  

 
株

主
資

本
 

評
価

・
換

算
差

額
等

 

純
資

産
合

計
 

 
株

主
資

本
合

計
 

そ
の

他
 

有
価

証
券

 

評
価

差
額

金
 

繰
延

ヘ
ッ

ジ
 

損
益

 

評
価

・
換

算
 

差
額

等
合

計
 

当
期

首
残

高
 

4
5
8
,
3
4
9
 

6
1
,
8
6
1
 

4
,
6
4
2
 

6
6
,
5
0
3
 

5
2
4
,
8
5
2
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当

 
△

3
1
,
1
3
7
 

 
 

 
 

 
 

△
3
1
,
1
3
7
 

当
期

純
利

益
 

2
9
,
4
0
7
 

 
 

 
 

 
 

2
9
,
4
0
7
 

株
主

資
本

以
外

の
項

目
 

の
当

期
変

動
額

（
純

額
）

 
 
 

2
7
,
3
3
8
 

1
,
9
8
2
 

2
9
,
3
2
1
 

2
9
,
3
2
1
 

当
期

変
動

額
合

計
 

△
1
,
7
2
9
 

2
7
,
3
3
8
 

1
,
9
8
2
 

2
9
,
3
2
1
 

2
7
,
5
9
2
 

当
期

末
残

高
 

4
5
6
,
6
1
9
 

8
9
,
2
0
0
 

6
,
6
2
4
 

9
5
,
8
2
5
 

5
5
2
,
4
4
4
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受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
事
業
年
度
 

(
自
 

2
0
2
3
年
４
月
１

日
 

至
 

2
0
2
4
年
３
月
3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
自

 
2
0
2
4
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

営
業
経
費
 

7
7
,
4
6
0
 

8
2
,
0
0
3
 

そ
の
他
経
常
費
用
 

2
,
9
4
6
 

5
,
3
8
4
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

1
,
5
6
5
 

1
,
7
4
8
 

貸
出
金
償
却
 

9
 

－
 

株
式
等
売
却
損
 

7
4
 

1
,
0
2
7
 

株
式
等
償
却
 

－
 

2
4
 

そ
の
他
の
経
常
費
用
 

1
,
2
9
7
 

2
,
5
8
4
 

経
常
利
益
 

3
9
,
1
0
1
 

6
6
,
8
2
6
 

特
別
利
益
 

2
,
2
6
9
 

6
,
9
0
9
 

退
職
給
付
信
託
返
還
益
 

2
,
1
5
5
 

5
,
6
7
6
 

固
定
資
産
処
分
益
 

1
1
4
 

2
9
1
 

過
去
勤
務
費
用
処
理
額
 

－
 

9
4
1
 

特
別
損
失
 

5
7
4
 

1
2
,
5
3
6
 

固
定
資
産
処
分
損
 

4
4
4
 

4
5
9
 

減
損
損
失
 

1
3
0
 

1
2
,
0
7
7
 

税
引
前
当
期
純
利
益
 

4
0
,
7
9
6
 

6
1
,
2
0
0
 

法
人
税
、
住
民
税
及
び
事
業
税
 

9
,
5
7
4
 

2
3
,
5
6
6
 

法
人
税
等
調
整
額
 

1
,
8
1
4
 

△
8
,
1
7
3
 

法
人
税
等
合
計
 

1
1
,
3
8
8
 

1
5
,
3
9
2
 

当
期
純
利
益
 

2
9
,
4
0
7
 

4
5
,
8
0
7
 

   
 

③
 
株

主
資

本
等
変

動
計

算
書

 

前
事

業
年

度
(
自

 
2
0
2
3
年

４
月

１
日

 
至

 
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 
(
単

位
：

百
万

円
)
 

 

株
主

資
本

 

資
本

金
 

資
本

剰
余

金
 

利
益

剰
余

金
 

自
己

株
式

 
資

本
準

備
金

 
資

本
剰

余
金

 

合
計

 
利

益
準

備
金

 

そ
の

他
利

益
 

剰
余

金
 

利
益

剰
余

金
 

合
計

 
繰

越
利

益
 

剰
余

金
 

当
期

首
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
9
,
8
9
1
 

1
1
5
,
5
8
3
 

2
7
5
,
4
7
4
 

△
7
9
,
9
9
9
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当

 
 
 

 
 

 
 

6
,
2
2
7
 

△
3
7
,
3
6
4
 

△
3
1
,
1
3
7
 

 
 

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
9
,
4
0
7
 

2
9
,
4
0
7
 

 
 

株
主

資
本

以
外

の
項

目
 

の
当

期
変

動
額

（
純

額
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
期

変
動

額
合

計
 

－
 

－
 

－
 

6
,
2
2
7
 

△
7
,
9
5
6
 

△
1
,
7
2
9
 

－
 

当
期

末
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
,
5
0
5
 

1
6
6
,
1
1
8
 

1
0
7
,
6
2
6
 

2
7
3
,
7
4
4
 

△
7
9
,
9
9
9
 

  

 
株

主
資

本
 

評
価

・
換

算
差

額
等

 

純
資

産
合

計
 

 
株

主
資

本
合

計
 

そ
の

他
 

有
価

証
券

 

評
価

差
額

金
 

繰
延

ヘ
ッ

ジ
 

損
益

 

評
価

・
換

算
 

差
額

等
合

計
 

当
期

首
残

高
 

4
5
8
,
3
4
9
 

6
1
,
8
6
1
 

4
,
6
4
2
 

6
6
,
5
0
3
 

5
2
4
,
8
5
2
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当

 
△

3
1
,
1
3
7
 

 
 

 
 

 
 

△
3
1
,
1
3
7
 

当
期

純
利

益
 

2
9
,
4
0
7
 

 
 

 
 

 
 

2
9
,
4
0
7
 

株
主

資
本

以
外

の
項

目
 

の
当

期
変

動
額

（
純

額
）

 
 
 

2
7
,
3
3
8
 

1
,
9
8
2
 

2
9
,
3
2
1
 

2
9
,
3
2
1
 

当
期

変
動

額
合

計
 

△
1
,
7
2
9
 

2
7
,
3
3
8
 

1
,
9
8
2
 

2
9
,
3
2
1
 

2
7
,
5
9
2
 

当
期

末
残

高
 

4
5
6
,
6
1
9
 

8
9
,
2
0
0
 

6
,
6
2
4
 

9
5
,
8
2
5
 

5
5
2
,
4
4
4
 

   
 

当
事
業
年
度
(
自
 
2
0
2
4
年
４
月
１
日
 

至
 

2
0
2
5
年
３
月
3
1
日
)
 

 
(
単

位
：

百
万

円
)
 

 

株
主
資
本
 

資
本
金
 

資
本
剰
余
金
 

利
益

剰
余

金
 

自
己

株
式

 
資
本
準
備
金
 

資
本
剰
余
金
 

合
計
 

利
益
準
備
金
 

そ
の

他
利

益
 

剰
余

金
 

利
益

剰
余

金
 

合
計

 
繰

越
利

益
 

剰
余

金
 

当
期

首
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
,
5
0
5
 

1
6
6
,
1
1
8
 

1
0
7
,
6
2
6
 

2
7
3
,
7
4
4
 

△
7
9
,
9
9
9
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の
配
当
 

 
 

 
 

 
 

5
,
4
0
6
 

△
3
2
,
4
3
6
 

△
2
7
,
0
3
0
 

 
 

当
期

純
利
益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4
5
,
8
0
7
 

4
5
,
8
0
7
 

 
 

株
主

資
本
以
外
の
項
目
 

の
当

期
変
動
額
（
純
額
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
期

変
動

額
合
計
 

－
 

－
 

－
 

5
,
4
0
6
 

1
3
,
3
7
0
 

1
8
,
7
7
7
 

－
 

当
期

末
残

高
 

2
4
7
,
3
6
9
 

1
5
,
5
0
5
 

1
5
,
5
0
5
 

1
7
1
,
5
2
4
 

1
2
0
,
9
9
7
 

2
9
2
,
5
2
1
 

△
7
9
,
9
9
9
 

  

 
株
主
資
本
 

評
価
・
換
算
差
額
等
 

純
資

産
合

計
 

 
株
主
資
本
合

計
 

そ
の
他
 

有
価
証
券
 

評
価
差
額
金
 

繰
延
ヘ
ッ
ジ
 

損
益
 

評
価
・
換
算
 

差
額
等
合
計
 

当
期

首
残

高
 

4
5
6
,
6
1
9
 

8
9
,
2
0
0
 

6
,
6
2
4
 

9
5
,
8
2
5
 

5
5
2
,
4
4
4
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 

剰
余

金
の

配
当
 

△
2
7
,
0
3
0
 

 
 

 
 

 
 

△
2
7
,
0
3
0
 

当
期

純
利

益
 

4
5
,
8
0
7
 

 
 

 
 

 
 

4
5
,
8
0
7
 

株
主

資
本

以
外
の
項
目
 

の
当

期
変

動
額
（
純
額
）
 

 
 

△
1
4
,
6
4
0
 

△
2
2
4
 

△
1
4
,
8
6
4
 

△
1
4
,
8
6
4
 

当
期

変
動

額
合
計
 

1
8
,
7
7
7
 

△
1
4
,
6
4
0
 

△
2
2
4
 

△
1
4
,
8
6
4
 

3
,
9
1
2
 

当
期

末
残

高
 

4
7
5
,
3
9
6
 

7
4
,
5
6
0
 

6
,
4
0
0
 

8
0
,
9
6
0
 

5
5
6
,
3
5
7
 

   
 

注
記

事
項

 

(
重

要
な

会
計

方
針

)
 

１
．

有
価

証
券

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
 

(
1
)
 
有

価
証

券
の

評
価

は
、

子
会

社
株

式
及

び
関

連
会

社
株

式
に

つ
い

て
は

移
動

平
均

法
に

よ
る

原
価

法
、

そ
の

他
有

価
証

券
に

つ
い

て
は

時
価

法
(
売

却
原

価
は

移
動

平
均

法
に

よ
り

算
定

)
、

た
だ

し
市

場
価

格
の

な
い

株
式

等
に

つ
い

て
は

移
動

平
均

法
に

よ
る

原
価

法
に

よ
り

行
っ

て
お

り
ま

す
。

 

な
お

、
そ

の
他

有
価

証
券

の
評

価
差

額
に

つ
い

て
は

、
時

価
ヘ

ッ
ジ

の
適

用
に

よ
り

損
益

に
反

映
さ

せ
た

額
を

除
き

、
全

部
純

資
産

直

入
法

に
よ

り
処

理
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
2
)
 
金

銭
の

信
託

に
お

い
て

信
託

財
産

を
構

成
し

て
い

る
有

価
証

券
の

評
価

は
、

上
記

(
1
)
と

同
じ

方
法

に
よ

り
行

っ
て

お
り

ま
す

。
 

 

２
．

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
 

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

の
評

価
は

、
時

価
法

に
よ

り
行

っ
て

お
り

ま
す

。
 

 

３
．

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

 

(
1
)
 
有

形
固

定
資

産
 

有
形

固
定

資
産
は

、
建

物
に

つ
い

て
は

定
額

法
を

採
用

し
、

そ
の

他
に

つ
い

て
は

定
率

法
を

採
用

し
て

お
り

ま
す

。
 

ま
た

、
主

な
耐
用

年
数

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

建
 

物
：

３
年

～
5
0
年

 

そ
の

他
：

２
年

～
2
0
年

 

(
2
)
 
無

形
固

定
資

産
 

無
形

固
定

資
産

は
、

定
額

法
に

よ
り

償
却

し
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

自
社

利
用

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
に

つ
い

て
は

、
行

内
に

お
け

る
利

用

可
能

期
間

(
主

と
し

て
５

年
～

1
0
年

)
に

基
づ

い
て

償
却

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

４
．

収
益

の
計

上
基

準
 

証
券

関
連

業
務

手
数

料
に

は
、

主
に

売
買

委
託

手
数

料
及

び
事

務
代

行
手

数
料

が
含

ま
れ

て
お

り
ま

す
。

売
買

委
託

手
数

料
に

は
、

投
資

信
託

の
販

売
手

数
料

が
含

ま
れ

て
お

り
、

顧
客

と
の

取
引

日
の

時
点

で
認

識
さ

れ
ま

す
。

事
務

代
行

手
数

料
に

は
、

投
資

信
託

の
記

録
管

理

等
の

事
務

処
理

に
係
る

手
数

料
が

含
ま

れ
て

お
り

、
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

て
い

る
期

間
に

わ
た

り
認

識
さ

れ
ま

す
。

 

預
金

・
貸

出
業

務
手

数
料

に
は

、
預

金
関

連
業

務
手

数
料

及
び

貸
出

関
連

業
務

手
数

料
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。
預

金
関

連
業

務
手

数
料

は
収

益
認

識
会

計
基

準
の

対
象

で
す

が
、

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
手

数
料

や
ア

レ
ン

ジ
メ

ン
ト

手
数

料
な

ど
の

貸
出

関
連

業
務

手
数

料
の

大
部

分

は
、

収
益

認
識

会
計

基
準

の
対

象
外

で
す

。
預

金
関

連
業

務
手

数
料

に
は

、
口

座
振

替
に

係
る

手
数

料
等

が
含

ま
れ

て
お

り
、

顧
客

と
の

取

引
日

の
時

点
、

又
は
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

た
時

点
で

認
識

さ
れ

ま
す

。
 

信
託

関
連

業
務

に
は

、
主

に
不

動
産

媒
介

の
手

数
料

や
不

動
産

の
相

談
手

数
料

、
証

券
代

行
関

連
手

数
料

、
遺

言
手

数
料

が
含

ま
れ

て
お

り
ま

す
。

不
動

産
媒

介
の

手
数

料
は

、
不

動
産

等
の

媒
介

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
の

対
価

と
し

て
受

領
す

る
手

数
料

で
あ

り
、

原
則

と
し

て
対

象

不
動

産
又

は
信

託
受

益
権

の
売

買
契

約
締

結
時

に
認

識
さ

れ
ま

す
。

不
動

産
の

相
談

手
数

料
は

、
不

動
産

の
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
等

に
係

る

サ
ー

ビ
ス

の
対

価
と

し
て

受
領

す
る

手
数

料
で

あ
り

、
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

た
時

点
、

又
は

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ

て
い

る
期

間
に

わ
た

り
認

識
さ

れ
ま

す
。

証
券

代
行

関
連

手
数

料
は

、
証

券
代

行
業

務
及

び
付

随
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

対
価

と
し

て
受

領
す

る

手
数

料
で

あ
り

、
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

た
時

点
、

又
は

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

期
間

に
わ

た
り

認
識

さ
れ

ま

す
。

遺
言

手
数

料
は

、
遺

言
の

執
行

受
託

や
遺

産
整

理
等

の
役

務
の

提
供

の
対

価
と

し
て

受
領

す
る

手
数

料
で

あ
り

、
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス

が
提

供
さ

れ
た

時
点
、

又
は

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

期
間

に
わ

た
り

認
識

さ
れ

ま
す

。
 

代
理

業
務

手
数

料
に

は
、

株
式

等
の

常
任

代
理

業
務

手
数

料
が

含
ま

れ
て

お
り

、
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

て
い

る
期

間
に

わ
た

り
認

識
さ

れ
ま

す
。
 

そ
の

他
の

役
務

収
益

に
は

、
S
P
C
事

務
の

受
任

手
数

料
、

年
金

関
連

手
数

料
、

生
命

保
険

の
販

売
手

数
料

等
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
す

。
S
P
C

事
務

の
受

任
手

数
料

は
、

S
P
C
事

務
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
対

価
と

し
て

受
領

す
る

手
数

料
で

あ
り

、
契

約
時

点
や

契
約

書
で

定
め

ら
れ

た
業

務
の

完
了

時
点

、
又

は
関

連
す

る
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

て
い

る
期

間
に

わ
た

り
認

識
さ

れ
ま

す
。

年
金

関
連

手
数

料
は

、
年

金
関

連
の

投

資
顧

問
に

係
る

サ
ー

ビ
ス

の
対

価
と

し
て

受
領

す
る

手
数

料
が

主
な

も
の

で
あ

り
、

主
に

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

期
間

に

わ
た

り
認

識
さ

れ
ま

す
。

生
命

保
険

の
販

売
手

数
料

は
、

保
険

商
品

の
販

売
の

対
価

と
し

て
収

受
し

、
顧

客
と

の
取

引
日

の
時

点
で

認
識

さ

れ
ま

す
。
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信
託

報
酬

に
は

、
主

に
委

託
者

か
ら

信
託

さ
れ

た
財

産
の

管
理

、
運

用
等

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

対
価

と
し

て
受

領
す

る
手

数
料

が
含

ま
れ

て
お

り
、

信
託

設
定

時
点

や
契

約
書

で
定

め
ら

れ
た

業
務

の
完

了
時

点
、

又
は

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

期
間

に
わ

た
り

認

識
さ
れ
ま

す
。
 

 

５
．
外
貨
建
の
資
産
及
び
負
債
の
本
邦
通
貨
へ
の
換
算
基
準
 

外
貨

建
資

産
・

負
債

は
、

取
得

時
の

為
替

相
場

に
よ

る
円

換
算

額
を

付
す

子
会

社
株

式
を

除
き

、
主

と
し

て
決

算
日

の
為

替
相

場
に

よ
る

円
換
算
額
を
付
し
て
お
り
ま
す
。
 

 

６
．
引
当
金
の
計
上
基
準
 

(
1
)
 
貸
倒
引
当
金
 

貸
倒
引
当
金
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
い
る
償
却
・
引
当
基
準
に
の
っ
と
り
、
次
の

通
り

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

破
産

、
特

別
清

算
等

法
的

に
経

営
破

綻
の

事
実

が
発

生
し

て
い

る
債

務
者

(
以

下
「

破
綻

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

及
び

そ
れ

と
同

等

の
状

況
に

あ
る

債
務

者
(
以

下
「

実
質

破
綻

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
な

お
書

き
に

記
載

さ
れ

て
い

る
直

接
減

額

後
の

帳
簿

価
額

か
ら

、
担

保
の

処
分

可
能

見
込

額
及

び
保

証
に

よ
る

回
収

可
能

見
込

額
を

控
除

し
、

そ
の

残
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
現

在
は

経
営

破
綻

の
状

況
に

な
い

が
、

今
後

経
営

破
綻

に
陥

る
可

能
性

が
大

き
い

と
認

め
ら

れ
る

債
務

者
(
以

下
「

破
綻

懸
念

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

債
権

額
か

ら
、

担
保

の
処

分
可

能
見

込
額

及
び

保
証

に
よ

る
回

収
可

能
見

込
額

を
控

除
し

、
そ

の

残
額
の
う
ち
、
債
務
者
の
支
払
能
力
を
総
合
的
に
判
断
し
必
要
と
認
め
る
額
を
計
上
し

て
お

り
ま

す
。

 

破
綻

懸
念

先
及

び
貸

出
条

件
緩

和
債

権
等

を
有

す
る

債
務

者
で

与
信

額
が

一
定

額
以

上
の

大
口

債
務

者
の

う
ち

、
債

権
の

元
本

の
回

収

及
び

利
息

の
受

け
取

り
に

係
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を

合
理

的
に

見
積

も
る

こ
と

が
で

き
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

当
該

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を

貸
出

条
件

緩
和

実
施

前
の

約
定

利
子

率
等

で
割

引
い

た
金

額
と

債
権

の
帳

簿
価

額
と

の
差

額
を

貸
倒

引
当

金
と

す
る

方
法

(
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

見
積

法
)
に

よ
り

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

当
該

大
口

債
務

者
の

う
ち

、
将

来
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
合

理

的
に
見
積
も
る
こ
と
が
困
難
な
債
務
者
に
対
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
個
別
的
に
算
定

し
た

予
想

損
失

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

上
記

以
外

の
債

権
に

つ
い

て
は

、
主

と
し

て
今

後
１

年
間

の
予

想
損

失
額

又
は

今
後

３
年

間
の

予
想

損
失

額
を

見
込

ん
で

計
上

し
て

お

り
、

予
想

損
失

額
は

、
１

年
間

又
は

３
年

間
の

貸
倒

実
績

又
は

倒
産

実
績

を
基

礎
と

し
た

貸
倒

実
績

率
又

は
倒

産
確

率
の

過
去

の
一

定
期

間
に
お
け
る
平
均
値
に
基
づ
き
損
失
率
を
求
め
、
こ
れ
に
将
来
見
込
み
等
必
要
な
修
正

を
加

え
て

算
定

し
て

お
り

ま
す

。
 

す
べ

て
の

債
権

は
、

資
産

の
自

己
査

定
基

準
に

基
づ

き
、

営
業

関
連

部
署

が
資

産
査

定
を

実
施

し
、

当
該

部
署

か
ら

独
立

し
た

資
産

監

査
部
署
が
査
定
結
果
を
監
査
し
て
お
り
ま
す
。
 

な
お

、
破

綻
先

及
び

実
質

破
綻

先
に

対
す

る
担

保
・

保
証

付
債

権
等

に
つ

い
て

は
、

債
権

額
か

ら
担

保
の

評
価

額
及

び
保

証
に

よ
る

回

収
が

可
能

と
認

め
ら

れ
る

額
を

控
除

し
た

残
額

を
取

立
不

能
見

込
額

と
し

て
債

権
額

か
ら

直
接

減
額

し
て

お
り

、
そ

の
金

額
は

2
3
3
百

万

円
(
前
事
業
年
度
末
は
2
3
3
百
万
円
)
で
あ
り
ま
す
。
 

(
2
)
 
賞
与
引
当
金
 

賞
与

引
当

金
は

、
従

業
員

へ
の

賞
与

の
支

払
い

に
備

え
る

た
め

、
従

業
員

に
対

す
る

賞
与

の
支

給
見

込
額

の
う

ち
、

当
事

業
年

度
に

帰

属
す
る
額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
 

(
3
)
 
変
動
報
酬
引
当
金
 

変
動

報
酬

引
当

金
は

、
当

行
の

役
員

及
び

常
務

執
行

役
員

に
対

す
る

報
酬

の
う

ち
変

動
報

酬
と

し
て

支
給

す
る

業
績

給
及

び
株

式
報

酬

の
支
払
い
に
備
え
る
た
め
、
当
事
業
年
度
の
変
動
報
酬
に
係
る
基
準
額
に
基
づ
く
支
給

見
込

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
4
)
 
退
職
給
付
引
当
金
 

退
職

給
付

引
当

金
(
含

む
前

払
年

金
費

用
)
は

、
従

業
員

の
退

職
給

付
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

給
付

債
務

及
び

年
金

資
産

の
見

込
額

に
基

づ
き

、
当

事
業

年
度

末
に

お
い

て
発

生
し

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
退

職
給

付
債

務
の

算
定

に
あ

た
り

、
退

職
給

付
見

込
額

を
当

事
業

年
度

末
ま

で
の

期
間

に
帰

属
さ

せ
る

方
法

に
つ

い
て

は
給

付
算

定
式

基
準

に
よ

っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
過
去
勤
務
費
用
及
び
数
理
計
算
上
の
差
異
の
損
益
処
理
方
法

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

過
去
勤
務
費
用
：
そ
の
発
生
事
業
年
度
に
一
時
損
益
処
理
 

数
理

計
算

上
の

差
異

：
各

事
業

年
度

の
発

生
時

の
従

業
員

の
平

均
残

存
勤

務
期

間
内

の
一

定
の

年
数

(
1
0
年

)
に

よ
る

定
額

法
に

よ
り

按

分
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
発
生
の
翌
事
業
年
度
か
ら
損
益
処

理
 

 
 

(
5
)
 
偶

発
損

失
引

当
金

 

偶
発

損
失

引
当

金
は

、
他

の
引

当
金

で
引

当
対

象
と

し
た

事
象

以
外

の
偶

発
事

象
に

対
し

、
将

来
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
損

失
を

見

積
り

必
要

と
認

め
ら

れ
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
6
)
 
睡

眠
預

金
払

戻
損

失
引

当
金

 

睡
眠

預
金

払
戻

損
失

引
当

金
は

、
負

債
計

上
を

中
止

し
た

預
金

に
つ

い
て

、
預

金
者

か
ら

の
払

戻
請

求
に

備
え

る
た

め
、

将
来

の
払

戻

請
求

に
応

じ
て

発
生

す
る

損
失

を
見

積
り

必
要

と
認

め
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

７
．

ヘ
ッ

ジ
会

計
の

方
法

 

(
イ

)
金

利
リ

ス
ク

・
ヘ

ッ
ジ

 

金
融

資
産

・
負

債
か

ら
生

じ
る

金
利

リ
ス

ク
の

ヘ
ッ

ジ
取

引
に

対
す

る
ヘ

ッ
ジ

会
計

の
方

法
と

し
て

、
繰

延
ヘ

ッ
ジ

を
適

用
し

て
お

り

ま
す

。
 

小
口

多
数

の
金

銭
債

権
債

務
に

対
す

る
包

括
ヘ

ッ
ジ

に
つ

い
て

、
「

銀
行

業
に

お
け

る
金

融
商

品
会

計
基

準
適

用
に

関
す

る
会

計
上

及

び
監

査
上

の
取

扱
い

」
(
日

本
公

認
会

計
士

協
会

業
種

別
委

員
会

実
務

指
針

第
2
4
号

 
2
0
2
2
年

３
月

1
7
日

。
以

下
「

業
種

別
委

員
会

実
務

指
針

第
2
4
号

」
と

い
う

)
を

適
用

し
て

お
り

ま
す

。
 

ヘ
ッ

ジ
有

効
性

の
評

価
は

、
小

口
多

数
の

金
銭

債
権

債
務

に
対

す
る

包
括

ヘ
ッ

ジ
に

つ
い

て
以

下
の

通
り

行
っ

て
お

り
ま

す
。

 

(
1
)
 
相

場
変

動
を

相
殺

す
る

ヘ
ッ

ジ
に

つ
い

て
は

、
ヘ

ッ
ジ

対
象

と
な

る
預

金
・

貸
出

金
等

と
ヘ

ッ
ジ

手
段

で
あ

る
金

利
ス

ワ
ッ

プ
取

引
等

を
一

定
の

期
間

ご
と

に
グ

ル
ー

ピ
ン

グ
の

う
え

特
定

し
有

効
性

を
評

価
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
2
)
 
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
固

定
す

る
ヘ

ッ
ジ

に
つ

い
て

は
、

ヘ
ッ

ジ
対

象
と

ヘ
ッ

ジ
手

段
の

金
利

変
動

要
素

の
相

関
関

係
を

検
証

し
有

効
性

を
評

価
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
ロ

)
為

替
変

動
リ

ス
ク

・
ヘ

ッ
ジ

 

外
貨

建
そ

の
他

有
価

証
券

(
債

券
以

外
)
の

為
替

変
動

リ
ス

ク
を

ヘ
ッ

ジ
す

る
た

め
、

事
前

に
ヘ

ッ
ジ

対
象

と
な

る
外

貨
建

有
価

証
券

の

銘
柄

を
特

定
し

、
当

該
外

貨
建

有
価

証
券

に
つ

い
て

外
貨

ベ
ー

ス
で

取
得

原
価

以
上

の
直

先
負

債
が

存
在

し
て

い
る

こ
と

等
を

条
件

に
包

括
ヘ

ッ
ジ

と
し

て
時

価
ヘ

ッ
ジ

を
適

用
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

８
．

そ
の

他
財

務
諸

表
作

成
の

た
め

の
基

本
と

な
る

重
要

な
事

項
 

(
1
)
 
退

職
給

付
に

係
る

会
計

処
理

 

退
職

給
付

に
係

る
未

認
識

数
理

計
算

上
の

差
異

の
会

計
処

理
の

方
法

は
、

連
結

財
務

諸
表

に
お

け
る

会
計

処
理

の
方

法
と

異
な

っ
て

お

り
ま

す
。

 

  
 

109

受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



信
託

報
酬

に
は

、
主

に
委

託
者

か
ら

信
託

さ
れ

た
財

産
の

管
理

、
運

用
等

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

対
価

と
し

て
受

領
す

る
手

数
料

が
含

ま
れ

て
お

り
、

信
託

設
定

時
点

や
契

約
書

で
定

め
ら

れ
た

業
務

の
完

了
時

点
、

又
は

関
連

す
る

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
て

い
る

期
間

に
わ

た
り

認

識
さ
れ
ま

す
。
 

 

５
．
外
貨
建
の
資
産
及
び
負
債
の
本
邦
通
貨
へ
の
換
算
基
準
 

外
貨

建
資

産
・

負
債

は
、

取
得

時
の

為
替

相
場

に
よ

る
円

換
算

額
を

付
す

子
会

社
株

式
を

除
き

、
主

と
し

て
決

算
日

の
為

替
相

場
に

よ
る

円
換
算
額
を
付
し
て
お
り
ま
す
。
 

 

６
．
引
当
金
の
計
上
基
準
 

(
1
)
 
貸
倒
引
当
金
 

貸
倒
引
当
金
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
い
る
償
却
・
引
当
基
準
に
の
っ
と
り
、
次
の

通
り

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

破
産

、
特

別
清

算
等

法
的

に
経

営
破

綻
の

事
実

が
発

生
し

て
い

る
債

務
者

(
以

下
「

破
綻

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

及
び

そ
れ

と
同

等

の
状

況
に

あ
る

債
務

者
(
以

下
「

実
質

破
綻

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
な

お
書

き
に

記
載

さ
れ

て
い

る
直

接
減

額

後
の

帳
簿

価
額

か
ら

、
担

保
の

処
分

可
能

見
込

額
及

び
保

証
に

よ
る

回
収

可
能

見
込

額
を

控
除

し
、

そ
の

残
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
現

在
は

経
営

破
綻

の
状

況
に

な
い

が
、

今
後

経
営

破
綻

に
陥

る
可

能
性

が
大

き
い

と
認

め
ら

れ
る

債
務

者
(
以

下
「

破
綻

懸
念

先
」

と
い

う
)
に

係
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

債
権

額
か

ら
、

担
保

の
処

分
可

能
見

込
額

及
び

保
証

に
よ

る
回

収
可

能
見

込
額

を
控

除
し

、
そ

の

残
額
の
う
ち
、
債
務
者
の
支
払
能
力
を
総
合
的
に
判
断
し
必
要
と
認
め
る
額
を
計
上
し

て
お

り
ま

す
。

 

破
綻

懸
念

先
及

び
貸

出
条

件
緩

和
債

権
等

を
有

す
る

債
務

者
で

与
信

額
が

一
定

額
以

上
の

大
口

債
務

者
の

う
ち

、
債

権
の

元
本

の
回

収

及
び

利
息

の
受

け
取

り
に

係
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を

合
理

的
に

見
積

も
る

こ
と

が
で

き
る

債
権

に
つ

い
て

は
、

当
該

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を

貸
出

条
件

緩
和

実
施

前
の

約
定

利
子

率
等

で
割

引
い

た
金

額
と

債
権

の
帳

簿
価

額
と

の
差

額
を

貸
倒

引
当

金
と

す
る

方
法

(
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

見
積

法
)
に

よ
り

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

当
該

大
口

債
務

者
の

う
ち

、
将

来
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
合

理

的
に
見
積
も
る
こ
と
が
困
難
な
債
務
者
に
対
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
個
別
的
に
算
定

し
た

予
想

損
失

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

上
記

以
外

の
債

権
に

つ
い

て
は

、
主

と
し

て
今

後
１

年
間

の
予

想
損

失
額

又
は

今
後

３
年

間
の

予
想

損
失

額
を

見
込

ん
で

計
上

し
て

お

り
、

予
想

損
失

額
は

、
１

年
間

又
は

３
年

間
の

貸
倒

実
績

又
は

倒
産

実
績

を
基

礎
と

し
た

貸
倒

実
績

率
又

は
倒

産
確

率
の

過
去

の
一

定
期

間
に
お
け
る
平
均
値
に
基
づ
き
損
失
率
を
求
め
、
こ
れ
に
将
来
見
込
み
等
必
要
な
修
正

を
加

え
て

算
定

し
て

お
り

ま
す

。
 

す
べ

て
の

債
権

は
、

資
産

の
自

己
査

定
基

準
に

基
づ

き
、

営
業

関
連

部
署

が
資

産
査

定
を

実
施

し
、

当
該

部
署

か
ら

独
立

し
た

資
産

監

査
部
署
が
査
定
結
果
を
監
査
し
て
お
り
ま
す
。
 

な
お

、
破

綻
先

及
び

実
質

破
綻

先
に

対
す

る
担

保
・

保
証

付
債

権
等

に
つ

い
て

は
、

債
権

額
か

ら
担

保
の

評
価

額
及

び
保

証
に

よ
る

回

収
が

可
能

と
認

め
ら

れ
る

額
を

控
除

し
た

残
額

を
取

立
不

能
見

込
額

と
し

て
債

権
額

か
ら

直
接

減
額

し
て

お
り

、
そ

の
金

額
は

2
3
3
百

万

円
(
前
事
業
年
度
末
は
2
3
3
百
万
円
)
で
あ
り
ま
す
。
 

(
2
)
 
賞
与
引
当
金
 

賞
与

引
当

金
は

、
従

業
員

へ
の

賞
与

の
支

払
い

に
備

え
る

た
め

、
従

業
員

に
対

す
る

賞
与

の
支

給
見

込
額

の
う

ち
、

当
事

業
年

度
に

帰

属
す
る
額
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。
 

(
3
)
 
変
動
報
酬
引
当
金
 

変
動

報
酬

引
当

金
は

、
当

行
の

役
員

及
び

常
務

執
行

役
員

に
対

す
る

報
酬

の
う

ち
変

動
報

酬
と

し
て

支
給

す
る

業
績

給
及

び
株

式
報

酬

の
支
払
い
に
備
え
る
た
め
、
当
事
業
年
度
の
変
動
報
酬
に
係
る
基
準
額
に
基
づ
く
支
給

見
込

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
4
)
 
退
職
給
付
引
当
金
 

退
職

給
付

引
当

金
(
含

む
前

払
年

金
費

用
)
は

、
従

業
員

の
退

職
給

付
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

給
付

債
務

及
び

年
金

資
産

の
見

込
額

に
基

づ
き

、
当

事
業

年
度

末
に

お
い

て
発

生
し

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
額

を
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
退

職
給

付
債

務
の

算
定

に
あ

た
り

、
退

職
給

付
見

込
額

を
当

事
業

年
度

末
ま

で
の

期
間

に
帰

属
さ

せ
る

方
法

に
つ

い
て

は
給

付
算

定
式

基
準

に
よ

っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
過
去
勤
務
費
用
及
び
数
理
計
算
上
の
差
異
の
損
益
処
理
方
法

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

過
去
勤
務
費
用
：
そ
の
発
生
事
業
年
度
に
一
時
損
益
処
理
 

数
理

計
算

上
の

差
異

：
各

事
業

年
度

の
発

生
時

の
従

業
員

の
平

均
残

存
勤

務
期

間
内

の
一

定
の

年
数

(
1
0
年

)
に

よ
る

定
額

法
に

よ
り

按

分
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
発
生
の
翌
事
業
年
度
か
ら
損
益
処

理
 

 
 

(
5
)
 
偶

発
損

失
引

当
金

 

偶
発

損
失

引
当

金
は

、
他

の
引

当
金

で
引

当
対

象
と

し
た

事
象

以
外

の
偶

発
事

象
に

対
し

、
将

来
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
損

失
を

見

積
り

必
要

と
認

め
ら

れ
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

(
6
)
 
睡

眠
預

金
払

戻
損

失
引

当
金

 

睡
眠

預
金

払
戻

損
失

引
当

金
は

、
負

債
計

上
を

中
止

し
た

預
金

に
つ

い
て

、
預

金
者

か
ら

の
払

戻
請

求
に

備
え

る
た

め
、

将
来

の
払

戻

請
求

に
応

じ
て

発
生

す
る

損
失

を
見

積
り

必
要

と
認

め
る

額
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

 

７
．

ヘ
ッ

ジ
会

計
の

方
法

 

(
イ

)
金

利
リ

ス
ク

・
ヘ

ッ
ジ

 

金
融

資
産

・
負

債
か

ら
生

じ
る

金
利

リ
ス

ク
の

ヘ
ッ

ジ
取

引
に

対
す

る
ヘ

ッ
ジ

会
計

の
方

法
と

し
て

、
繰

延
ヘ

ッ
ジ

を
適

用
し

て
お

り

ま
す

。
 

小
口

多
数

の
金

銭
債

権
債

務
に

対
す

る
包

括
ヘ

ッ
ジ

に
つ

い
て

、
「

銀
行

業
に

お
け

る
金

融
商

品
会

計
基

準
適

用
に

関
す

る
会

計
上

及

び
監

査
上

の
取

扱
い

」
(
日

本
公

認
会

計
士

協
会

業
種

別
委

員
会

実
務

指
針

第
2
4
号

 
2
0
2
2
年

３
月

1
7
日

。
以

下
「

業
種

別
委

員
会

実
務

指
針

第
2
4
号

」
と

い
う

)
を

適
用

し
て

お
り

ま
す

。
 

ヘ
ッ

ジ
有

効
性

の
評

価
は

、
小

口
多

数
の

金
銭

債
権

債
務

に
対

す
る

包
括

ヘ
ッ

ジ
に

つ
い

て
以

下
の

通
り

行
っ

て
お

り
ま

す
。

 

(
1
)
 
相

場
変

動
を

相
殺

す
る

ヘ
ッ

ジ
に

つ
い

て
は

、
ヘ

ッ
ジ

対
象

と
な

る
預

金
・

貸
出

金
等

と
ヘ

ッ
ジ

手
段

で
あ

る
金

利
ス

ワ
ッ

プ
取

引
等

を
一

定
の

期
間

ご
と

に
グ

ル
ー

ピ
ン

グ
の

う
え

特
定

し
有

効
性

を
評

価
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
2
)
 
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

を
固

定
す

る
ヘ

ッ
ジ

に
つ

い
て

は
、

ヘ
ッ

ジ
対

象
と

ヘ
ッ

ジ
手

段
の

金
利

変
動

要
素

の
相

関
関

係
を

検
証

し
有

効
性

を
評

価
し

て
お

り
ま

す
。

 

(
ロ

)
為

替
変

動
リ

ス
ク

・
ヘ

ッ
ジ

 

外
貨

建
そ

の
他

有
価

証
券

(
債

券
以

外
)
の

為
替

変
動

リ
ス

ク
を

ヘ
ッ

ジ
す

る
た

め
、

事
前

に
ヘ

ッ
ジ

対
象

と
な

る
外

貨
建

有
価

証
券

の

銘
柄

を
特

定
し

、
当

該
外

貨
建

有
価

証
券

に
つ

い
て

外
貨

ベ
ー

ス
で

取
得

原
価

以
上

の
直

先
負

債
が

存
在

し
て

い
る

こ
と

等
を

条
件

に
包

括
ヘ

ッ
ジ

と
し

て
時

価
ヘ

ッ
ジ

を
適

用
し

て
お

り
ま

す
。

 

 

８
．

そ
の

他
財

務
諸

表
作

成
の

た
め

の
基

本
と

な
る

重
要

な
事

項
 

(
1
)
 
退

職
給

付
に

係
る

会
計

処
理

 

退
職

給
付

に
係

る
未

認
識

数
理

計
算

上
の

差
異

の
会

計
処

理
の

方
法

は
、

連
結

財
務

諸
表

に
お

け
る

会
計

処
理

の
方

法
と

異
な

っ
て

お

り
ま

す
。

 

  
 

(
重
要

な
会
計
上
の
見
積
り
)
 

会
計

上
の

見
積

り
に

よ
り

当
事

業
年

度
に

係
る

財
務

諸
表

に
そ

の
金

額
を

計
上

し
た

項
目

で
あ

っ
て

、
翌

事
業

年
度

に
係

る
財

務
諸

表

に
重
要

な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性

が
あ
る
も
の
は
、
次
の
通
り
で
す
。
 

 

１
．
貸
倒
引

当
金
 

(
1
)
 
当
事

業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表

に
計
上
し
た
額
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

貸
倒
引
当
金
 

5
,
1
5
1
百
万
円
 

6
,
8
9
9
百

万
円

 
  

(
2
)
 
識
別

し
た
項
目
に
係
る
重
要
な

会
計
上
の
見
積
り
の
内
容
に
関
す
る
理
解
に
資
す
る
情

報
 

連
結

財
務
諸
表
 
注
記
事
項
 

重
要
な
会
計
上
の
見
積
り
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

 ２
．
金
融
商
品
の
時
価
評
価
 

(
1
)
 
当
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
計
上
し
た
額
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

金
融
資
産
 

6
4
,
2
6
2
百
万
円
 

5
5
,
9
1
6
百

万
円

 

金
融
負
債
 

―
百
万
円
 

―
百

万
円

 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
 

1
6
,
0
5
8
百
万
円
 

2
8
,
5
6
7
百

万
円

 
  

(
2
)
 
識
別
し
た
項
目
に
係
る
重
要
な
会
計
上
の
見
積
り
の
内
容
に
関
す
る
理
解
に
資
す
る

情
報

 

連
結
財
務
諸
表
 
注
記
事
項
 

重
要
な
会
計
上
の
見
積
り
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

 

３
．
前
払
年
金
費
用
及
び
退
職
給
付
引
当
金
 

(
1
)
 
当
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
計
上
し
た
額
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

前
払
年
金
費
用
 

7
7
,
7
6
3
百
万
円
 

7
3
,
2
2
1
百

万
円

 
  

(
2
)
 
識
別

し
た
項
目
に
係
る
重
要
な

会
計
上
の
見
積
り
の
内
容
に
関
す
る
理
解
に
資
す
る
情

報
 

連
結

財
務
諸
表
 
注
記
事
項
 

重
要
な
会
計
上
の
見
積
り
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

 
 

 

(
貸

借
対

照
表

関
係

)
 

※
１

．
関

係
会

社
の

株
式

又
は

出
資

金
の

総
額

 

 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

株
式

 
3
5
,
7
8
0
百

万
円

 
3
5
,
7
8
0
百

万
円

 

出
資

金
 

2
,
9
7
0
百

万
円

 
1
,
9
5
0
百

万
円

 
  

２
．

現
金

担
保

付
債

券
貸

借
取

引
に

よ
り

受
け

入
れ

て
い

る
有

価
証

券
の

う
ち

、
売

却
又

は
(
再

)
担

保
と

い
う

方
法

で
自

由
に

処
分

で
き

る

権
利

を
有

す
る

有
価

証
券

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

再
貸

付
け

に
供

し
て

い
る

有
価

証
券

 
2
0
,
0
3
8
百

万
円

 
1
9
,
7
2
0
百

万
円

 
  ※

３
．

銀
行

法
及

び
金

融
機

能
の

再
生

の
た

め
の

緊
急

措
置

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

債
権

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
な

お
、

債
権

は
、

貸

借
対

照
表

の
貸

出
金

、
外

国
為

替
、

「
そ

の
他

資
産

」
中

の
未

収
利

息
及

び
仮

払
金

な
ら

び
に

支
払

承
諾

見
返

の
各

勘
定

に
計

上
さ

れ
る

も
の

な
ら

び
に

注
記

さ
れ

て
い

る
有

価
証

券
の

貸
付

を
行

っ
て

い
る

場
合

の
そ

の
有

価
証

券
(
使

用
貸

借
又

は
賃

貸
借

契
約

に
よ

る
も

の

に
限

る
。

)
で

あ
り

ま
す

。
 

 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

破
産

更
生

債
権

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
債

権
額

 
8
9
百

万
円

 
7
8
百

万
円

 

危
険

債
権

額
 

9
,
2
7
5
百

万
円

 
7
,
5
7
5
百

万
円

 

要
管

理
債

権
額

 
9
,
1
1
7
百

万
円

 
7
,
4
9
5
百

万
円

 

三
月

以
上

延
滞

債
権

額
 

－
百

万
円

 
－

百
万

円
 

貸
出

条
件

緩
和

債
権

額
 

9
,
1
1
7
百

万
円

 
7
,
4
9
5
百

万
円

 

小
計

額
 

1
8
,
4
8
2
百

万
円

 
1
5
,
1
4
8
百

万
円

 

正
常

債
権

額
 

2
,
8
7
1
,
8
2
3
百

万
円

 
2
,
5
7
8
,
4
2
7
百

万
円

 

合
計

額
 

2
,
8
9
0
,
3
0
5
百

万
円

 
2
,
5
9
3
,
5
7
6
百

万
円

 
  

破
産

更
生

債
権

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
債

権
と

は
、

破
産

手
続

開
始

、
更

生
手

続
開

始
、

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

等
の

事
由

に
よ

り

経
営

破
綻

に
陥

っ
て

い
る

債
務

者
に

対
す

る
債

権
及

び
こ

れ
ら

に
準

ず
る

債
権

で
あ

り
ま

す
。

 

危
険

債
権

と
は

、
債

務
者

が
経

営
破

綻
の

状
態

に
は

至
っ

て
い

な
い

が
、

財
政

状
態

及
び

経
営

成
績

が
悪

化
し

、
契

約
に

従
っ

た
債

権

の
元

本
の

回
収

及
び

利
息

の
受

け
取

り
が

で
き

な
い

可
能

性
の

高
い

債
権

で
破

産
更

生
債

権
及

び
こ

れ
ら

に
準

ず
る

債
権

に
該

当
し

な
い

も
の

で
あ

り
ま

す
。

 

三
月

以
上

延
滞

債
権

と
は

、
元

本
又

は
利

息
の

支
払

い
が

約
定

支
払

日
の

翌
日

か
ら

三
月

以
上

遅
延

し
て

い
る

貸
出

金
で

破
産

更
生

債

権
及

び
こ

れ
ら

に
準

ず
る

債
権

な
ら

び
に

危
険

債
権

に
該

当
し

な
い

も
の

で
あ

り
ま

す
。

 

貸
出

条
件

緩
和

債
権

と
は

、
債

務
者

の
経

営
再

建
又

は
支

援
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
金

利
の

減
免

、
利

息
の

支
払

猶
予

、
元

本

の
返

済
猶

予
、

債
権

放
棄

そ
の

他
の

債
務

者
に

有
利

と
な

る
取

決
め

を
行

っ
た

貸
出

金
で

破
産

更
生

債
権

及
び

こ
れ

ら
に

準
ず

る
債

権
、

危
険

債
権

な
ら

び
に

三
月

以
上

延
滞

債
権

に
該

当
し

な
い

も
の

で
あ

り
ま

す
。

 

正
常

債
権

と
は

、
債

務
者

の
財

政
状

態
及

び
経

営
成

績
に

特
に

問
題

が
な

い
も

の
と

し
て

、
破

産
更

生
債

権
及

び
こ

れ
ら

に
準

ず
る

債

権
、

危
険

債
権

、
三

月
以

上
延

滞
債

権
な

ら
び

に
貸

出
条

件
緩

和
債

権
以

外
の

も
の

に
区

分
さ

れ
る

債
権

で
あ

り
ま

す
。

 

な
お

、
上

記
債

権
額

は
、

貸
倒

引
当

金
控

除
前

の
金

額
で

あ
り

ま
す

。
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※
４

．
手

形
割

引
は

、
業

種
別

委
員

会
実

務
指

針
第

2
4
号

に
基

づ
き

金
融

取
引

と
し

て
処

理
し

て
お

り
ま

す
。

こ
れ

に
よ

り
受

け
入

れ
た

商
業

手
形

は
、

売
却

又
は

(
再

)
担

保
と

い
う

方
法

で
自

由
に

処
分

で
き

る
権

利
を

有
し

て
お

り
ま

す
が

、
そ

の
額

面
金

額
は

次
の

通
り

で
あ

り

ま
す
。

 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 
1
3
5
百
万
円
 

7
5
百

万
円

 
  ※
５
．
担
保

に
供
し
て
い
る
資
産
は
次

の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

担
保
に
供
し
て
い
る
資
産
 

 
 

貸
出
金
 

4
3
,
8
1
2
百
万
円
 

4
0
,
8
1
2
百

万
円

 

 
 

 

担
保
資
産
に
対
応
す
る
債
務

 
 

 

預
金
 

2
,
3
6
3
百
万
円
 

2
,
9
1
0
百

万
円

 

借
用
金
 

2
9
,
2
0
0
百
万
円
 

2
5
,
0
0
0
百

万
円

 
  

上
記
の
ほ
か
、
為
替
決
済
の
担
保
の
代
用
と
し
て
、
次
の
も
の
を
差
し
入
れ
て
お
り

ま
す

。
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

有
価
証
券
 

－
百
万
円
 

9
8
,
7
2
0
百

万
円

 
  

ま
た
、
そ
の
他
の
資
産
に
は
、
保
証
金
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
金
額
は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

保
証
金
 

2
,
5
7
5
百
万
円
 

2
,
5
3
2
百

万
円

 
  ※

６
．

当
座

貸
越

契
約

及
び

貸
付

金
に

係
る

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
ラ

イ
ン

契
約

は
、

顧
客

か
ら

の
融

資
実

行
の

申
し

出
を

受
け

た
場

合
に

、
契

約

上
規

定
さ

れ
た

条
件

に
つ

い
て

違
反

が
な

い
限

り
、

一
定

の
限

度
額

ま
で

資
金

を
貸

し
付

け
る

こ
と

を
約

す
る

契
約

で
あ

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の
契

約
に
係
る
融
資
未
実
行
残

高
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

融
資
未
実
行
残
高
 

1
,
0
9
1
,
6
2
9
百
万
円
 

1
,
0
7
3
,
7
3
7
百

万
円

 

う
ち

原
契

約
期

間
が

１
年

以
内

の
も

の
又

は
任

意
の

時
期

に
無

条
件

で
取

消
可
能
な
も
の
 

7
7
5
,
2
7
0
百
万
円
 

8
0
6
,
6
1
8
百

万
円

 

  

な
お

、
こ

れ
ら

の
契

約
の

多
く

は
、

融
資

実
行

さ
れ

ず
に

終
了

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

融
資

未
実

行
残

高
そ

の
も

の
が

必
ず

し
も

当

行
の

将
来

の
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

に
影

響
を

与
え

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
こ

れ
ら

の
契

約
の

多
く

に
は

、
金

融
情

勢
の

変
化

、
債

権
の

保
全

及
び

そ
の

他
相

当
の

事
由

が
あ

る
と

き
は

、
当

行
が

実
行

申
し

込
み

を
受

け
た

融
資

の
拒

絶
又

は
契

約
極

度
額

の
減

額
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
の

条
項

が
付

け
ら

れ
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

契
約

時
に

お
い

て
必

要
に

応
じ

て
不

動
産

・
有

価
証

券
等

の
担

保
の

提
供

を
受

け
る

ほ
か

、
契

約
後

も
定

期
的

に
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
い

る
行

内
手

続
に

基
づ

き
顧

客
の

業
況

等
を

把
握

し
、

必
要

に
応

じ
て

契
約

の
見
直
し
、
与
信
保
全
上
の
措
置
等
を
講
じ
て
お
り
ま
す
。
 

 

※
７

．
有

形
固

定
資

産
の

圧
縮

記
帳

額
 

 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

圧
縮

記
帳

額
 

7
8
6
百

万
円

 
7
7
8
百

万
円

 
  

８
．

元
本

補
て

ん
契

約
の

あ
る

信
託

の
元

本
金

額
は

次
の

通
り

で
あ

り
ま

す
。

 

 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

金
銭

信
託

 
8
0
1
,
6
3
2
百

万
円

 
7
1
4
,
6
9
6
百

万
円
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※
４

．
手

形
割

引
は

、
業

種
別

委
員

会
実

務
指

針
第

2
4
号

に
基

づ
き

金
融

取
引

と
し

て
処

理
し

て
お

り
ま

す
。

こ
れ

に
よ

り
受

け
入

れ
た

商
業

手
形

は
、

売
却

又
は

(
再

)
担

保
と

い
う

方
法

で
自

由
に

処
分

で
き

る
権

利
を

有
し

て
お

り
ま

す
が

、
そ

の
額

面
金

額
は

次
の

通
り

で
あ

り

ま
す
。

 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

 
1
3
5
百
万
円
 

7
5
百

万
円

 
  ※
５
．
担
保
に
供
し
て
い
る
資
産
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

担
保
に
供
し
て
い
る
資
産
 

 
 

貸
出
金
 

4
3
,
8
1
2
百
万
円
 

4
0
,
8
1
2
百

万
円

 

 
 

 

担
保
資
産
に
対
応
す
る
債
務
 

 
 

預
金
 

2
,
3
6
3
百
万
円
 

2
,
9
1
0
百

万
円

 

借
用
金
 

2
9
,
2
0
0
百
万
円
 

2
5
,
0
0
0
百

万
円

 
  

上
記
の
ほ
か
、
為
替
決
済
の
担
保
の
代
用
と
し
て
、
次
の
も
の
を
差
し
入
れ
て
お
り

ま
す

。
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

有
価
証
券
 

－
百
万
円
 

9
8
,
7
2
0
百

万
円

 
  

ま
た
、
そ
の
他
の
資
産
に
は
、
保
証
金
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
金
額
は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

保
証
金
 

2
,
5
7
5
百
万
円
 

2
,
5
3
2
百

万
円

 
  ※

６
．

当
座

貸
越

契
約

及
び

貸
付

金
に

係
る

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
ラ

イ
ン

契
約

は
、

顧
客

か
ら

の
融

資
実

行
の

申
し

出
を

受
け

た
場

合
に

、
契

約

上
規

定
さ

れ
た

条
件

に
つ

い
て

違
反

が
な

い
限

り
、

一
定

の
限

度
額

ま
で

資
金

を
貸

し
付

け
る

こ
と

を
約

す
る

契
約

で
あ

り
ま

す
。

こ
れ

ら
の
契
約
に
係
る
融
資
未
実
行
残
高
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
 

 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

融
資
未
実
行
残
高
 

1
,
0
9
1
,
6
2
9
百
万
円
 

1
,
0
7
3
,
7
3
7
百

万
円

 

う
ち

原
契

約
期

間
が

１
年

以
内

の
も

の
又

は
任

意
の

時
期

に
無

条
件

で
取

消
可
能
な
も
の
 

7
7
5
,
2
7
0
百
万
円
 

8
0
6
,
6
1
8
百

万
円

 

  

な
お

、
こ

れ
ら

の
契

約
の

多
く

は
、

融
資

実
行

さ
れ

ず
に

終
了

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

融
資

未
実

行
残

高
そ

の
も

の
が

必
ず

し
も

当

行
の

将
来

の
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

に
影

響
を

与
え

る
も

の
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
こ

れ
ら

の
契

約
の

多
く

に
は

、
金

融
情

勢
の

変
化

、
債

権
の

保
全

及
び

そ
の

他
相

当
の

事
由

が
あ

る
と

き
は

、
当

行
が

実
行

申
し

込
み

を
受

け
た

融
資

の
拒

絶
又

は
契

約
極

度
額

の
減

額
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
の

条
項

が
付

け
ら

れ
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

契
約

時
に

お
い

て
必

要
に

応
じ

て
不

動
産

・
有

価
証

券
等

の
担

保
の

提
供

を
受

け
る

ほ
か

、
契

約
後

も
定

期
的

に
あ

ら
か

じ
め

定
め

て
い

る
行

内
手

続
に

基
づ

き
顧

客
の

業
況

等
を

把
握

し
、

必
要

に
応

じ
て

契
約

の
見
直
し
、
与
信
保
全
上
の
措
置
等
を
講
じ
て
お
り
ま
す
。
 

 

※
７

．
有

形
固

定
資

産
の

圧
縮

記
帳

額
 

 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

圧
縮

記
帳

額
 

7
8
6
百

万
円

 
7
7
8
百

万
円

 
  

８
．

元
本

補
て

ん
契
約

の
あ

る
信

託
の

元
本

金
額

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

金
銭

信
託

 
8
0
1
,
6
3
2
百

万
円

 
7
1
4
,
6
9
6
百

万
円

 
 

 

(
損
益

計
算
書
関
係
)
 

 

※
１
．
「
減
損
損
失
」
に
は
、
次
の
も
の
を
含
ん
で
お
り
ま
す
。
 

当
行

は
お

客
さ

ま
の

属
性

に
応

じ
た

４
つ

の
部

門
に

分
類

し
て

お
り

ま
し

た
が

、
2
0
2
5
年

４
月

に
お

客
さ

ま
の

属
性

の
垣

根
を

取
り

払

い
提

案
力

を
強

化
す

る
た

め
、

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

部
門

、
不

動
産

部
門

、
グ

ロ
ー

バ
ル

マ
ー

ケ
ッ

ツ
部

門
、

ア
セ

ッ
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

部
門

の
４

つ
の

部
門

に
改

編
す

る
と

と
も

に
、

将
来

の
収

益
計

画
等

の
見

直
し

を
行

い
ま

し
た

。
こ

れ
を

踏
ま

え
た

結
果

、
当

行
の

コ
ン

サ
ル

テ
ィ

ン
グ

部
門

に
帰

属
す

る
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
等

の
一

部
の

投
資

額
の

回
収

が
見

込
め

な
く

な
っ

た
こ

と
か

ら
減

損
損

失
を

計
上

し
て

お
り
ま
す
。
 

上
記

減
損

損
失

は
、

1
1
,
3
6
5
百

万
円

（
う

ち
、

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

1
0
,
8
28

百
万

円
、

そ
の

他
の

無
形

固
定

資
産

5
37

百
万

円
）

で
あ

り
ま

す
。
 

当
行
は
、
上
記
４
つ
の
部
門
を
独
立
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
を
生
み
出
す
最
小

単
位

と
し

て
お

り
ま

す
。

 

上
記

資
産

グ
ル

ー
プ

の
回

収
可

能
価

額
は

、
正

味
売

却
価

額
を

使
用

し
て

お
り

ま
す

。
正

味
売

却
価

額
は

資
産

グ
ル

ー
プ

に
帰

属
す

る

資
産
の
不
動
産
鑑
定
評
価
等
を
用
い
た
時
価
か
ら
処
分
見
込
額
を
控
除
し
て
算
定
し
て

お
り

ま
す

。
 

 

(
有
価
証
券
関
係
)
 

子
会
社
株
式
及
び
関
連
会
社
株
式
 

子
会
社
株
式
及
び
関
連
会
社
株
式
は
、
す
べ
て
市
場
価
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。
貸
借

対
照

表
計

上
額

は
次

の
通

り
で

あ
り

ま
す

。
 

 
 

(
単

位
：

百
万

円
)
 

 
前
事
業
年
度
 

(
2
0
2
4
年
３
月
3
1
日
)
 

当
事

業
年

度
 

(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

子
会

社
株
式
 

3
6
,
0
0
0
 

3
4
,
9
8
0
 

関
連

会
社
株
式
 

2
,
7
5
0
 

2
,
7
5
0
 

合
計
 

3
8
,
7
5
0
 

3
7
,
7
3
0
 

  上
記
の
株
式
に
は
、
出
資
金

を
含
め
て
お
り
ま
す
。
 

  
 

(
税

効
果

会
計

関
係

)
 

１
．

繰
延

税
金

資
産

及
び

繰
延

税
金

負
債

の
発

生
の

主
な

原
因

別
の

内
訳

 

 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 
当

事
業

年
度

 
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

繰
延

税
金

資
産

 
 

 
 

 
 

貸
倒

引
当

金
 

1
,
6
5
0
百

万
円

 
 

2
,
1
7
9
百

万
円

 

有
価

証
券

有
税

償
却

 
3
,
3
3
2
 

 
3
,
6
6
1
 

有
価

証
券

(
退

職
給

付
信

託
拠

出
分

)
 

1
3
,
1
1
6
 

 
1
2
,
7
6
3
 

減
価

償
却

超
過

額
及

び
減

損
損

失
 

2
,
3
4
7
 

 
5
,
5
6
3
 

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

 
2
0
9
 

 
1
4
 

そ
の

他
 

3
,
5
8
6
 

 
5
,
6
9
0
 

繰
延

税
金

資
産

小
計

 
2
4
,
2
4
2
 

 
2
9
,
8
7
4
 

評
価

性
引

当
額

 
△

5
,
2
6
1
 

 
△

3
,
1
9
1
 

繰
延

税
金

資
産
合

計
 

1
8
,
9
8
1
 

 
2
6
,
6
8
2
 

繰
延

税
金

負
債

 
 

 
 

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

 
△

2
7
,
3
8
8
 

 
△

2
2
,
8
8
2
 

前
払

年
金

費
用

 
△

2
3
,
8
1
1
 

 
△

2
3
,
0
7
9
 

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
 

△
2
,
9
2
3
 

 
△

2
,
9
4
5
 

そ
の

他
 

△
2
6
4
 

 
△

4
8
5
 

繰
延

税
金

負
債
合

計
 

△
5
4
,
3
8
8
 

 
△

4
9
,
3
9
2
 

繰
延

税
金

資
産

(
負

債
)
の

純
額

 
△

3
5
,
4
0
7
百

万
円

 
 

△
2
2
,
7
1
0
百

万
円

 
  
 
 
 
 (
表

示
方

法
の

変
更

)
 

前
事

業
年

度
に

お
い

て
、

繰
延

税
金

資
産

「
そ

の
他

」
に

含
め

て
い

た
「

減
価

償
却

超
過

額
及

び
減

損
損

失
」

は
、

重
要

性
が

増
し

た

こ
と

に
よ

り
、

当
事

業
年

度
よ

り
独

立
掲

記
し

て
お

り
ま

す
。

こ
の

表
示

方
法

の
変

更
を

反
映

さ
せ

る
た

め
、

前
事

業
年

度
の

注
記

の
組

み
替

え
を

行
っ

て
お
り

ま
す

。
 

こ
の

結
果

、
前

事
業

年
度

の
繰

延
税

金
資

産
「

そ
の

他
」

に
表

示
し

て
い

た
5
,
9
3
3
百

万
円

は
、

「
減

価
償

却
超

過
額

及
び

減
損

損
失

」

2
,
3
4
7
百

万
円

、
「
そ

の
他

」
3
,
5
8
6
百

万
円

と
し

て
組

み
替

え
て

お
り

ま
す

。
 

 ２
．

法
定

実
効

税
率

と
税

効
果

会
計

適
用

後
の

法
人

税
等

の
負

担
率

と
の

間
に

重
要

な
差

異
が

あ
る

と
き

の
、

当
該

差
異

の
原

因
と

な
っ

た
主

な
項

目
別

の
内

訳
 

 

 
前

事
業

年
度

 
(
2
0
2
4
年

３
月

3
1
日

)
 

 
当

事
業

年
度

 
(
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

)
 

法
定

実
効

税
率

 
3
0
.
6
％

 
 

3
0
.
6
％

 

(
調

整
)
 

 
 

 

評
価

性
引

当
額
の

増
減

 
△

2
.
3
 

 
△

4
.
7
 

交
際

費
等

永
久
に

損
金

に
算

入
さ

れ
な

い
項

目
 

0
.
3
 

 
0
.
2
 

受
取

配
当

金
等

永
久

に
益

金
に

算
入

さ
れ

な
い

項
目

 
△

1
.
3
 

 
△

1
.
0
 

そ
の

他
 

0
.
5
 

 
△

0
.
0
 

税
効

果
会

計
適
用

後
の

法
人

税
等

の
負

担
率

 
2
7
.
9
％

 
 

2
5
.
1
％

 
  
 
 

３
．

法
人

税
及

び
地

方
法

人
税

の
会

計
処

理
又

は
こ

れ
ら

に
関

す
る

税
効

果
会

計
の

会
計

処
理

 

当
行

は
、

グ
ル

ー
プ

通
算

制
度

を
適

用
し

て
お

り
、

「
グ

ル
ー

プ
通

算
制

度
を

適
用

す
る

場
合

の
会

計
処

理
及

び
開

示
に

関
す

る
取

扱
い

」

(
実

務
対

応
報

告
第

4
2
号

 
2
0
2
1
年

８
月

1
2
日

)
に

従
っ

て
、

法
人

税
及

び
地

方
法

人
税

の
会

計
処

理
又

は
こ

れ
ら

に
関

す
る

税
効

果
会

計
の

会
計

処
理

な
ら

び
に

開
示

を
行

っ
て

お
り

ま
す

。
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４
．
法
人
税

等
の
税
率
の
変
更
に
よ
る

繰
延
税
金
資
産
及
び
繰
延
税
金
負
債
の
金
額
の
修
正
 

「
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
７

年
法

律
第

1
3
号

）
」

が
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

に
成

立
し

た
こ

と
に

伴
い

、
2
0
2
6
年

４
月

１
日

以
後

に
開

始
す

る
事

業
年

度
か

ら
「

防
衛

特
別

法
人

税
」

の
課

税
が

行
わ

れ
る

こ
と

に
な

り
ま

し
た

。
こ

れ
に

伴
い

、
繰

延
税

金
資

産

及
び

繰
延

税
金

負
債

の
計

算
に

使
用

す
る

法
定

実
効

税
率

は
従

来
の

3
0
.
6
2
％

か
ら

、
2
0
2
6
年

４
月

１
日

以
後

開
始

す
る

事
業

年
度

以
降

に

解
消

が
見

込
ま

れ
る

一
時

差
異

に
つ

い
て

は
3
1
.
5
2
％

と
な

り
ま

す
。

こ
の

税
率

変
更

に
よ

り
、

当
事

業
年

度
の

繰
延

税
金

負
債

（
繰

延
税

金
資

産
の

金
額

を
控

除
し

た
金

額
）

は
8
8
3
百

万
円

増
加

し
、

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

は
6
5
3
百

万
円

減
少

し
、

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
は

8
4
百
万
円
減
少
し
、
法
人
税
等
調
整
額
は
1
4
5
百
万
円
増
加
し
て
お
り
ま
す
。
 

  
 

④
 
附

属
明

細
表
 

当
事

業
年

度
(
2
0
2
4
年

４
月

１
日

か
ら

2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

ま
で

)
 

有
形

固
定

資
産

等
明

細
表

 

 

資
産

の
種

類
 

当
期

首
残

高
 

(
百

万
円

)
 

当
期

増
加

額
 

(
百

万
円

)
 

当
期

減
少

額
 

(
百

万
円

)
 

当
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

当
期

末
減

価
償

却
累

計
額

又
は

償
却

累
計

額
 

(
百

万
円

)
 

当
期

償
却

額
 

(
百

万
円

)
 

差
引

当
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

有
形

固
定

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

建
物

 
4
3
,
6
3
6
 

3
8
1
 

4
,
1
0
8
 

3
9
,
9
4
0
 

1
5
,
0
0
1
 

1
,
5
4
5
 

2
4
,
9
3
8
 

 
 

 
(
6
5
7
)
 

 
 

 
 

土
地

 
6
2
,
4
2
3
 

－
 

1
,
6
8
5
 

6
0
,
7
3
7
 

－
 

－
 

6
0
,
7
3
7
 

建
設

仮
勘

定
 

1
0
 

1
1
 

2
0
 

1
 

－
 

－
 

1
 

そ
の

他
の

有
形

固
定

資
産

 
7
,
6
3
1
 

7
,
9
3
3
 

5
,
8
6
8
 

9
,
6
9
7
 

6
,
2
6
1
 

4
6
2
 

3
,
4
3
5
 

 
 

 
(
5
3
)
 

 
 

 
 

有
形

固
定

資
産
計

 
1
1
3
,
7
0
1
 

8
,
3
2
5
 

1
1
,
6
8
2
 

1
1
0
,
3
7
6
 

2
1
,
2
6
3
 

2
,
0
0
8
 

8
9
,
1
1
2
 

 
 

 
(
7
1
1
)
 

 
 

 
 

無
形

固
定

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

ソ
フ

ト
ウ

エ
ア

 
－

 
－

 
－

 
3
7
,
1
5
3
 

3
0
,
3
3
1
 

6
,
1
1
6
 

6
,
8
2
1
 

の
れ

ん
 

－
 

－
 

－
 

4
3
3
 

2
9
2
 

4
3
 

1
4
0
 

そ
の

他
の

無
形

固
定

資
産

 
－

 
－

 
－

 
1
,
1
6
7
 

－
 

－
 

1
,
1
6
7
 

無
形

固
定

資
産
計

 
－

 
－

 
－

 
3
8
,
7
5
4
 

3
0
,
6
2
4
 

6
,
1
5
9
 

8
,
1
3
0
 

 (
注

)
 
１

．
営

業
用
以

外
の

土
地

、
建

物
は

、
貸

借
対

照
表

科
目

で
は

「
そ

の
他

の
有

形
固

定
資

産
」

に
計

上
し

て
お

り
ま

す
。

 

２
．

「
そ

の
他

の
無

形
固

定
資

産
」

に
は

、
制

作
途

中
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

等
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

３
．

当
期

減
少

額
欄

に
お

け
る

（
 

）
内

は
減

損
損

失
の

計
上

額
（

内
書

き
）

で
あ

り
ま

す
。

 

４
．

無
形

固
定

資
産

の
金

額
は

、
資

産
総

額
の

1
0
0
分

の
１

以
下

で
あ

る
た

め
、

「
当

期
首

残
高

」
、

「
当

期
増

加
額

」
及

び
「

当
期

減
少

額
」

の
記

載
を

省
略

し
て

お
り

ま
す

。
 

  
 

113

受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



４
．
法
人
税

等
の
税
率
の
変
更
に
よ
る

繰
延
税
金
資
産
及
び
繰
延
税
金
負
債
の
金
額
の
修
正
 

「
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
７

年
法

律
第

1
3
号

）
」

が
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

に
成

立
し

た
こ

と
に

伴
い

、
2
0
2
6
年

４
月

１
日

以
後

に
開

始
す

る
事

業
年

度
か

ら
「

防
衛

特
別

法
人

税
」

の
課

税
が

行
わ

れ
る

こ
と

に
な

り
ま

し
た

。
こ

れ
に

伴
い

、
繰

延
税

金
資

産

及
び

繰
延

税
金

負
債

の
計

算
に

使
用

す
る

法
定

実
効

税
率

は
従

来
の

3
0
.
6
2
％

か
ら

、
2
0
2
6
年

４
月

１
日

以
後

開
始

す
る

事
業

年
度

以
降

に

解
消

が
見

込
ま

れ
る

一
時

差
異

に
つ

い
て

は
3
1
.
5
2
％

と
な

り
ま

す
。

こ
の

税
率

変
更

に
よ

り
、

当
事

業
年

度
の

繰
延

税
金

負
債

（
繰

延
税

金
資

産
の

金
額

を
控

除
し

た
金

額
）

は
8
8
3
百

万
円

増
加

し
、

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

は
6
5
3
百

万
円

減
少

し
、

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
は

8
4
百
万
円
減
少
し
、
法
人
税
等
調
整
額
は
1
4
5
百
万
円
増
加
し
て
お
り
ま
す
。
 

  
 

④
 
附

属
明

細
表
 

当
事

業
年

度
(
2
0
2
4
年

４
月

１
日

か
ら

2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

ま
で

)
 

有
形

固
定

資
産

等
明

細
表

 

 

資
産

の
種

類
 

当
期

首
残

高
 

(
百

万
円

)
 

当
期

増
加

額
 

(
百

万
円

)
 

当
期

減
少

額
 

(
百

万
円

)
 

当
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

当
期

末
減

価
償

却
累

計
額

又
は

償
却

累
計

額
 

(
百

万
円

)
 

当
期

償
却

額
 

(
百

万
円

)
 

差
引

当
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

有
形

固
定

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

建
物

 
4
3
,
6
3
6
 

3
8
1
 

4
,
1
0
8
 

3
9
,
9
4
0
 

1
5
,
0
0
1
 

1
,
5
4
5
 

2
4
,
9
3
8
 

 
 

 
(
6
5
7
)
 

 
 

 
 

土
地

 
6
2
,
4
2
3
 

－
 

1
,
6
8
5
 

6
0
,
7
3
7
 

－
 

－
 

6
0
,
7
3
7
 

建
設

仮
勘

定
 

1
0
 

1
1
 

2
0
 

1
 

－
 

－
 

1
 

そ
の

他
の

有
形

固
定

資
産

 
7
,
6
3
1
 

7
,
9
3
3
 

5
,
8
6
8
 

9
,
6
9
7
 

6
,
2
6
1
 

4
6
2
 

3
,
4
3
5
 

 
 

 
(
5
3
)
 

 
 

 
 

有
形

固
定

資
産
計

 
1
1
3
,
7
0
1
 

8
,
3
2
5
 

1
1
,
6
8
2
 

1
1
0
,
3
7
6
 

2
1
,
2
6
3
 

2
,
0
0
8
 

8
9
,
1
1
2
 

 
 

 
(
7
1
1
)
 

 
 

 
 

無
形

固
定

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

ソ
フ

ト
ウ

エ
ア

 
－

 
－

 
－

 
3
7
,
1
5
3
 

3
0
,
3
3
1
 

6
,
1
1
6
 

6
,
8
2
1
 

の
れ

ん
 

－
 

－
 

－
 

4
3
3
 

2
9
2
 

4
3
 

1
4
0
 

そ
の

他
の

無
形

固
定

資
産

 
－

 
－

 
－

 
1
,
1
6
7
 

－
 

－
 

1
,
1
6
7
 

無
形

固
定

資
産

計
 

－
 

－
 

－
 

3
8
,
7
5
4
 

3
0
,
6
2
4
 

6
,
1
5
9
 

8
,
1
3
0
 

 (
注

)
 
１

．
営

業
用

以
外

の
土

地
、

建
物

は
、

貸
借

対
照

表
科

目
で

は
「

そ
の

他
の

有
形

固
定

資
産

」
に

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

２
．

「
そ

の
他

の
無

形
固

定
資

産
」

に
は

、
制

作
途

中
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

等
を

計
上

し
て

お
り

ま
す

。
 

３
．

当
期

減
少

額
欄

に
お

け
る

（
 

）
内

は
減

損
損

失
の

計
上

額
（

内
書

き
）

で
あ

り
ま

す
。

 

４
．

無
形

固
定

資
産

の
金

額
は

、
資

産
総

額
の

1
0
0
分

の
１

以
下

で
あ

る
た

め
、

「
当

期
首

残
高

」
、

「
当

期
増

加
額

」
及

び
「

当
期

減
少

額
」

の
記

載
を

省
略

し
て

お
り

ま
す

。
 

  
 

引
当
金
明
細
表
 

 

区
分
 

当
期
首
残
高
 

(
百
万
円
)
 

当
期
増
加
額
 

(
百
万
円
)
 

当
期
減
少
額

 
(
目
的
使
用
)
 

(
百
万
円
)
 

当
期

減
少

額
 

(
そ

の
他

)
 

(
百

万
円

)
 

当
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

貸
倒
引
当

金
 

5
,
1
5
1
 

6
,
8
9
9
 

－
 

5
,
1
5
1
 

6
,
8
9
9
 

一
般
貸
倒
引
当
金
 

3
,
2
8
1
 

5
,
8
5
0
 

－
 

3
,
2
8
1
 

5
,
8
5
0
 

個
別
貸
倒
引
当
金
 

1
,
8
7
0
 

1
,
0
4
9
 

－
 

1
,
8
7
0
 

1
,
0
4
9
 

う
ち
非
居
住
者
向
け
 

債
権
分
 

1
4
3
 

1
4
3
 

－
 

1
4
3
 

1
4
3
 

特
定
海
外
債
権
引
当
勘
定
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

賞
与
引
当

金
 

5
,
2
0
5
 

8
,
2
9
2
 

5
,
2
0
5
 

－
 

8
,
2
9
2
 

変
動
報
酬

引
当
金
 

2
7
1
 

2
3
9
 

2
7
1
 

－
 

2
3
9
 

偶
発
損
失

引
当
金
 

5
0
 

－
 

－
 

5
0
 

－
 

睡
眠
預
金

払
戻
損
失
引
当
金
 

5
0
6
 

3
3
1
 

－
 

5
0
6
 

3
3
1
 

計
 

1
1
,
1
8
5
 

1
5
,
7
6
3
 

5
,
4
7
6
 

5
,
7
0
8
 

1
5
,
7
6
3
 

 (
注
)
 
当

期
減
少
額
(
そ
の
他
)
は
、

す
べ
て
洗
替
に
よ
る
取
崩
額
で
あ
り
ま
す
。
 

 

○
 
未
払
法
人
税
等
 

 

区
分
 

当
期
首
残
高
 

(
百
万
円
)
 

当
期
増
加
額
 

(
百
万
円
)
 

当
期
減
少
額

 
(
目
的
使
用
)
 

(
百
万
円
)
 

当
期

減
少

額
 

(
そ

の
他

)
 

(
百

万
円

)
 

当
期

末
残

高
 

(
百

万
円

)
 

未
払
法
人

税
等
 

4
,
9
8
0
 

2
3
,
6
5
1
 

9
,
8
2
1
 

1
7
5
 

1
8
,
6
3
5
 

未
払
法
人
税
等
 

3
,
5
3
6
 

1
8
,
5
0
7
 

7
,
0
5
4
 

8
4
 

1
4
,
9
0
4
 

未
払
事
業
税
 

1
,
4
4
4
 

5
,
1
4
4
 

2
,
7
6
6
 

9
0
 

3
,
7
3
0
 

  

(
2
)
 
主
な

資
産
及
び
負
債
の
内
容
 

連
結

財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い

る
た
め
記
載
を
省
略
し
て
お
り
ま
す
。
 

 

(
3
)
 
そ
の
他
 

(
株
式
譲
渡
に
よ
る
子
会
社
の
異
動

)
 

当
行
は
、
S
T
A
T
E
 
S
T
R
E
E
T
 
B
A
N
K
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
G
M
B
H
と
の
間
で
株
式
譲
渡
契
約
を

締
結

し
、

当
行

が
保

有
す

る
M
i
z
u
h
o
 
T
r
u
s
t
 
&
 

B
a
n
k
i
n
g
 
(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 
S
.
A
.
の

全
株
式
を
2
0
2
5
年
1
0
月
１
日
に
譲
渡
い
た
し
ま
し
た

。
 

 (
1
)
株
式
譲
渡
の
理
由
 

当
行
は
M
i
z
u
h
o
 
T
r
u
s
t
 
&
 
B
a
n
k
i
n
g
 
(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 
S
.
A
.
を
通
し
て
信
託
事
業

及
び

銀
行

事
業

を
展

開
し

て
き

ま
し

た
が

、
事

業
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

見
直

し
の

結
果

、
S
T
A
T
E
 
S
T
R
E
E
T
 
B
A
N
K
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
G
M
B
H
に

対
し

、
M
i
z
u
h
o
 
T
r
u
s
t
 
&
 
B
a
n
k
i
n
g
 

(
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
 
S
.
A
.
の
全

株
式
を
2
0
2
5
年
1
0
月
１
日
で
譲
渡
い
た
し
ま
し
た
。

 

(
2
)
譲
渡
す
る
相
手
会
社
の
名
称

 

S
T
A
T
E
 
S
T
R
E
E
T
 
B
A
N
K
 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 
G
M
B
H
 

(
3
)
株
式
譲
渡
日
 

2
0
2
5
年
1
0
月
１
日
 

(
4
)
譲
渡
す
る
株
式
数
、
譲
渡
前

後
の
所
有
者
株
式
数
及
び
議
決
権
所
有
割
合
 

異
動
前
の
所
有
株
式
数
 
 

5
,
4
1
0
,
0
0
0
株
（
議
決
権
所
有
割
合
：
1
0
0
.
0
％
）
 

譲
渡
株
式
数
 
 
 
 
 
 
5
,
4
1
0
,
0
0
0
株
 

異
動
後
の
所
有
株
式
数
 
 
 
 
 
 
0
株
（
議
決
権
所
有
割
合
：
 
 
0
.
0
％
）
 

(
5
)
譲
渡
価
額
及
び
財
務
諸
表
に

与
え
る
影
響
 

譲
渡
価
格
：
1
5
,
3
1
3
百
万
円
 

譲
渡
益
 
：
1
1
,
6
9
0
百
万
円
 

 

４
 
【
利
害
関
係
人

と
の

取
引

制
限

】
 

受
託

者
は

、
「

信
託

法
」

、
「

信
託

業
法

」
及

び
「

金
融

機
関

の
信

託
業

務
の

兼
営

等
に

関
す

る
法

律
」

の
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

自
己

又
は

そ
の

利
害

関
係

人
と

の
取

引
に

つ
い

て
、

次
に

掲
げ

る
行

為
が

禁
止

さ
れ

て
い

ま
す

。
 

 

①
 

自
己

又
は

そ
の

利
害

関
係

人
（

株
式

の
所

有
関

係
又

は
人

的
関

係
に

お
い

て
密

接
な

関
係

を
有

す
る

者
と

し
て

政
令

で
定

め
る

も
の

を
い

う
。

④
に

お
い

て
同

じ
。

）
と

信
託

財
産

と
の

間
に

お
け

る
取

引
（

当
該

取
引

を
行

う

旨
及

び
当

該
取

引
の

概
要

に
つ

い
て

定
め

が
あ

り
、

又
は

当
該

取
引

に
関

す
る

重
要

な
事

実
を

開
示

し
て

あ
ら

か

じ
め

書
面

若
し

く
は

電
磁

的
方

法
に

よ
る

受
益

者
の

承
認

を
得

た
場

合
（

当
該

取
引

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

旨

の
信

託
行

為
の

定
め

が
あ

る
場

合
を

除
く

。
）

で
あ

り
、

か
つ

、
受

益
者

の
保

護
に

支
障

を
生

ず
る

こ
と

が
な

い

場
合

と
し

て
内

閣
府

令
で

定
め

る
場

合
を

除
く

。
②

及
び

③
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

 

②
 
①

の
信

託
の

信
託

財
産

と
他

の
信

託
の

信
託

財
産

と
の

間
の

取
引

 

 

③
 

第
三

者
と

の
間

に
お

い
て

信
託

財
産

の
た

め
に

す
る

取
引

で
あ

っ
て

、
自

己
が

当
該

第
三

者
の

代
理

人
と

な
っ

て
行

う
も

の
 

 

④
 

通
常

の
取

引
の

条
件

と
比

べ
て

受
益

者
に

不
利

益
を

与
え

る
条

件
で

、
信

託
財

産
に

属
す

る
財

産
に

つ
き

自
己

の
固

有
財

産
に

属
す

る
債

務
に

係
る

債
権

を
被

担
保

債
権

と
す

る
担

保
権

を
設

定
す

る
こ

と
そ

の
他

第
三

者
と

の

間
に

お
い

て
信

託
財

産
の

た
め

に
す

る
行

為
で

あ
っ

て
受

託
者

又
は

利
害

関
係

人
と

受
益

者
と

の
利

益
が

相
反

す

る
こ

と
と

な
る

取
引

（
信

託
財

産
に

係
る

受
益

者
に

対
し

、
取

引
に

関
す

る
重

要
な

事
実

を
開

示
し

、
書

面
又

は

電
磁

的
方

法
に

よ
る

同
意

を
得

て
行

う
場

合
を

除
く

。
）

 

 ５
 
【
そ
の
他
】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
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第
２
 
【
委
託
者
の
状
況
】
 

１
 
【

会
社

の
場

合
】

 

(
1
)
 
【

会
社

の
概

況
】

 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
2
)
 
【

事
業

の
内

容
及

び
営

業
の

概
況

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
3
)
 
【

経
理

の
状

況
】

 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
4
)
 
【

利
害

関
係

人
と

の
取

引
制

限
】

 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
5
)
 
【

そ
の

他
】

 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 ２
 
【

会
社

以
外

の
団

体
の

場
合

】
 

(
1
)
 
【

団
体

の
沿

革
】

 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
2
)
 
【

団
体

の
目

的
及

び
事

業
の

内
容

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
3
)
 
【

団
体

の
出

資
若

し
く

は
寄

付
又

は
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

の
額

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
4
)
 
【

役
員

の
役

名
、

職
名

、
氏

名
、

生
年

月
日

及
び

職
歴

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 ３
 
【

個
人

の
場

合
】

 

(
1
)
 
【

生
年

月
日

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
2
)
 
【

本
籍

地
】

 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
3
)
 
【

職
歴

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
4
)
 
【

破
産

手
続

開
始

の
決

定
の

有
無

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

第
３
 
【
そ
の
他
関
係
法
人
の
概
況
】
 

１
 
【
名
称
、
資
本

金
の

額
及

び
事

業
の

内
容

】
 

販
売

会
社

 

 

名
称

 
資

本
金

の
額

(
億

円
)
 

事
業

の
内

容
 

株
式

会
社

み
ず

ほ
銀

行
 

1
4
,
0
4
0
 

銀
行

業
務

を
営

ん
で

い
ま

す
。

 
 

(
2
0
2
5
年

３
月

末
日

現
在

)
 

 ２
 
【
関
係
業
務
の

概
要

】
 

販
売

会
社

：
フ

ァ
ン

ド
の

販
売

会
社

と
し

て
、

募
集

の
取

り
扱

い
、

解
約

申
込

の
受

付
け

等
を

行
い

ま
す

。
 

 ３
 
【
資
本
関
係
】

 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 ４
 
【
役
員
の
兼
職

関
係

】
 

下
記

の
者

は
届

出
会

社
の

役
員

を
兼

務
し

て
お

り
ま

す
。

（
2
0
2
5
年

1
0
月

3
1
日

現
在

）
 

取
締

役
（

監
査

等
委

員
）

 
 

菊
 
地

 
比
左

志
（

み
ず

ほ
信

託
銀

行
 

取
締

役
（

監
査

等
委

員
）

）
 

 ５
 
【
そ
の
他
】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
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２
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【
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社

以
外
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団
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団
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革
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及
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事
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の
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容

】
 

該
当

事
項
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あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
3
)
 
【

団
体

の
出

資
若

し
く

は
寄

付
又

は
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

の
額

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
4
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【

役
員

の
役

名
、

職
名

、
氏

名
、

生
年

月
日

及
び

職
歴

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 ３
 
【

個
人

の
場

合
】

 

(
1
)
 
【

生
年

月
日

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
2
)
 
【

本
籍

地
】

 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
3
)
 
【

職
歴

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

(
4
)
 
【

破
産

手
続

開
始

の
決

定
の

有
無

】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん
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第
３
 
【
そ
の
他
関
係
法
人
の
概
況
】
 

１
 
【
名
称
、
資
本

金
の

額
及

び
事

業
の

内
容

】
 

販
売

会
社

 

 

名
称

 
資

本
金

の
額

(
億

円
)
 

事
業

の
内

容
 

株
式

会
社

み
ず

ほ
銀

行
 

1
4
,
0
4
0
 

銀
行

業
務

を
営

ん
で

い
ま

す
。

 
 

(
2
0
2
5
年

３
月

末
日

現
在

)
 

 ２
 
【
関
係
業
務
の

概
要

】
 

販
売

会
社

：
フ

ァ
ン

ド
の

販
売

会
社

と
し

て
、

募
集

の
取

り
扱

い
、

解
約

申
込

の
受

付
け

等
を

行
い

ま
す

。
 

 ３
 
【
資
本
関
係
】

 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 ４
 
【
役
員
の
兼
職

関
係

】
 

下
記

の
者

は
届

出
会

社
の

役
員

を
兼

務
し

て
お

り
ま

す
。

（
2
0
2
5
年

1
0
月

3
1
日

現
在

）
 

取
締

役
（

監
査

等
委

員
）

 
 

菊
 
地

 
比
左

志
（

み
ず

ほ
信

託
銀

行
 

取
締

役
（

監
査

等
委

員
）

）
 

 ５
 
【
そ
の
他
】
 

該
当

事
項

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

 

独
立

監
査

人
の

監
査

報
告

書
 

  

2
0
2
5
年

６
月

1
6
日

 

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社
 

取
締
役
会
 
御
中
 

 

E
Y
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
 

 

東
京
事
務
所
 

  

指
定
有
限
責
任
社
員
 

業
務
執
行
社
員
 

 
公
認
会
計

士
 

中
 

 
桐

 
 

 
 

 
徹
 

 

  

指
定
有
限
責
任
社
員
 

業
務
執
行
社
員
 

 
公
認
会
計

士
 

藤
 

 
本

 
 

崇
 

 
裕

 
 

  

指
定
有
限
責
任
社
員
 

業
務
執
行
社
員
 

 
公
認
会
計

士
 

藤
 

 
波

 
 

竜
 

 
太

 
 

  監
査
意
見
 

当
監

査
法

人
は

、
金

融
商

品
取

引
法

第
1
9
3
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

監
査

証
明

を
行

う
た

め
、

「
経

理
の

状
況

」
に

掲
げ

ら
れ

て

い
る

み
ず

ほ
信

託
銀

行
株

式
会

社
の

2
0
2
4
年

４
月

１
日

か
ら

2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
連

結
会

計
年

度
の

連
結

財
務

諸
表

、
す

な
わ

ち
、

連
結

貸
借

対
照

表
、

連
結

損
益

計
算

書
、

連
結

包
括

利
益

計
算

書
、

連
結

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

、
連

結
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算

書
、

連
結

財
務
諸
表
作
成
の
た
め
の
基
本
と
な
る
重
要
な
事
項
、
そ
の
他
の
注
記
及
び
連
結
附
属
明
細

表
に

つ
い

て
監

査
を

行
っ

た
。

 

当
監

査
法

人
は

、
上

記
の

連
結

財
務

諸
表

が
、

我
が

国
に

お
い

て
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

企
業

会
計

の
基

準
に

準
拠

し
て

、
み

ず

ほ
信

託
銀

行
株

式
会

社
及

び
連

結
子

会
社

の
2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

現
在

の
財

政
状

態
並

び
に

同
日

を
も

っ
て

終
了

す
る

連
結

会
計

年
度

の
経

営
成

績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
を
、
全
て
の
重
要
な
点
に
お
い
て
適
正
に
表
示
し
て

い
る

も
の

と
認

め
る

。
 

 監
査
意
見
の
根
拠
 

当
監

査
法

人
は

、
我

が
国

に
お

い
て

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
監

査
の

基
準

に
準

拠
し

て
監

査
を

行
っ

た
。

監
査

の
基

準
に

お
け

る

当
監

査
法

人
の

責
任

は
、

「
連

結
財

務
諸

表
監

査
に

お
け

る
監

査
人

の
責

任
」

に
記

載
さ

れ
て

い
る

。
当

監
査

法
人

は
、

我
が

国
に

お
け

る
職

業
倫

理
に

関
す

る
規

定
に

従
っ

て
、

会
社

及
び

連
結

子
会

社
か

ら
独

立
し

て
お

り
、

ま
た

、
監

査
人

と
し

て
の

そ
の

他
の

倫
理

上
の

責
任

を
果

た
し
て
い
る
。
当
監
査
法
人
は
、
意
見
表
明
の
基
礎
と
な
る
十
分
か
つ
適
切
な
監
査
証
拠
を

入
手

し
た

と
判

断
し

て
い

る
。

 

 そ
の
他
の
記
載
内
容
 

そ
の

他
の

記
載

内
容

は
、

「
経

理
の

状
況

」
に

含
ま

れ
る

情
報

の
う

ち
、

連
結

財
務

諸
表

及
び

財
務

諸
表

以
外

の
情

報
で

あ
る

。
経

営
者

の

責
任

は
、

そ
の

他
の

記
載

内
容

を
作

成
し

開
示

す
る

こ
と

に
あ

る
。

ま
た

、
監

査
等

委
員

会
の

責
任

は
、

そ
の

他
の

記
載

内
容

の
報

告
プ

ロ
セ

ス
の
整
備
及
び
運
用
に
お
け
る
取
締
役
の
職
務
の
執
行
を
監
視
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

当
監

査
法

人
の

連
結

財
務

諸
表

に
対

す
る

監
査

意
見

の
対

象
に

は
そ

の
他

の
記

載
内

容
は

含
ま

れ
て

お
ら

ず
、

当
監

査
法

人
は

そ
の

他
の

記

載
内
容
に
対
し
て
意
見
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

連
結

財
務

諸
表

監
査

に
お

け
る

当
監

査
法

人
の

責
任

は
、

そ
の

他
の

記
載

内
容

を
通

読
し

、
通

読
の

過
程

に
お

い
て

、
そ

の
他

の
記

載
内

容

と
連

結
財

務
諸

表
又

は
当

監
査

法
人

が
監

査
の

過
程

で
得

た
知

識
と

の
間

に
重

要
な

相
違

が
あ

る
か

ど
う

か
検

討
す

る
こ

と
、

ま
た

、
そ

の
よ

う
な
重
要
な
相
違
以
外
に
そ
の
他
の
記
載
内
容
に
重
要
な
誤
り
の
兆
候
が
あ
る
か
ど
う
か
注

意
を

払
う

こ
と

に
あ

る
。

 

当
監

査
法

人
は

、
実

施
し

た
作

業
に

基
づ

き
、

そ
の

他
の

記
載

内
容

に
重

要
な

誤
り

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
事

実
を

報
告

す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
の
他
の
記
載
内
容
に
関
し
て
、
当
監
査
法
人
が
報
告
す
べ
き
事
項
は
な
い
。
 

  
 

連
結

財
務

諸
表

に
対

す
る

経
営

者
及

び
監

査
等

委
員

会
の

責
任

 

経
営

者
の

責
任

は
、

我
が

国
に

お
い

て
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

企
業

会
計

の
基

準
に

準
拠

し
て

連
結

財
務

諸
表

を
作

成
し

適
正

に

表
示

す
る

こ
と

に
あ

る
。

こ
れ

に
は

、
不

正
又

は
誤

謬
に

よ
る

重
要

な
虚

偽
表

示
の

な
い

連
結

財
務

諸
表

を
作

成
し

適
正

に
表

示
す

る
た

め
に

経
営

者
が

必
要

と
判

断
し

た
内

部
統

制
を

整
備

及
び

運
用

す
る

こ
と

が
含

ま
れ

る
。

 

連
結

財
務

諸
表

を
作

成
す

る
に

当
た

り
、

経
営

者
は

、
継

続
企

業
の

前
提

に
基

づ
き

連
結

財
務

諸
表

を
作

成
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
か

ど

う
か

を
評

価
し

、
我

が
国

に
お

い
て

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
企

業
会

計
の

基
準

に
基

づ
い

て
継

続
企

業
に

関
す

る
事

項
を

開
示

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
当

該
事

項
を

開
示

す
る

責
任

が
あ

る
。

 

監
査

等
委

員
会

の
責

任
は

、
財

務
報

告
プ

ロ
セ

ス
の

整
備

及
び

運
用

に
お

け
る

取
締

役
の

職
務

の
執

行
を

監
視

す
る

こ
と

に
あ

る
。

 

 連
結

財
務

諸
表

監
査

に
お

け
る

監
査

人
の

責
任

 

監
査

人
の

責
任

は
、

監
査

人
が

実
施

し
た

監
査

に
基

づ
い

て
、

全
体

と
し

て
の

連
結

財
務

諸
表

に
不

正
又

は
誤

謬
に

よ
る

重
要

な
虚

偽
表

示

が
な

い
か

ど
う

か
に

つ
い

て
合

理
的

な
保

証
を

得
て

、
監

査
報

告
書

に
お

い
て

独
立

の
立

場
か

ら
連

結
財

務
諸

表
に

対
す

る
意

見
を

表
明

す
る

こ
と

に
あ

る
。

虚
偽

表
示

は
、

不
正

又
は

誤
謬

に
よ

り
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

り
、

個
別

に
又

は
集

計
す

る
と

、
連

結
財

務
諸

表
の

利
用

者
の

意
思

決
定

に
影

響
を

与
え

る
と

合
理

的
に

見
込

ま
れ

る
場

合
に

、
重

要
性

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
。

 

監
査

人
は

、
我

が
国

に
お

い
て

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
監

査
の

基
準

に
従

っ
て

、
監

査
の

過
程

を
通

じ
て

、
職

業
的

専
門

家
と

し

て
の

判
断

を
行

い
、

職
業

的
懐

疑
心

を
保

持
し

て
以

下
を

実
施

す
る

。
 

・
 

不
正

又
は

誤
謬

に
よ

る
重

要
な

虚
偽

表
示

リ
ス

ク
を

識
別

し
、

評
価

す
る

。
ま

た
、

重
要

な
虚

偽
表

示
リ

ス
ク

に
対

応
し

た
監

査
手

続
を

立
案

し
、

実
施

す
る

。
監

査
手

続
の

選
択

及
び

適
用

は
監

査
人

の
判

断
に

よ
る

。
さ

ら
に

、
意

見
表

明
の

基
礎

と
な

る
十

分
か

つ
適

切
な

監

査
証

拠
を

入
手

す
る

。
 

・
 

連
結

財
務

諸
表

監
査

の
目

的
は

、
内

部
統

制
の

有
効

性
に

つ
い

て
意

見
表

明
す

る
た

め
の

も
の

で
は

な
い

が
、

監
査

人
は

、
リ

ス
ク

評
価

の
実

施
に

際
し

て
、

状
況

に
応

じ
た

適
切

な
監

査
手

続
を

立
案

す
る

た
め

に
、

監
査

に
関

連
す

る
内

部
統

制
を

検
討

す
る

。
 

・
 

経
営

者
が

採
用

し
た

会
計

方
針

及
び

そ
の

適
用

方
法

の
適

切
性

、
並

び
に

経
営

者
に

よ
っ

て
行

わ
れ

た
会

計
上

の
見

積
り

の
合

理
性

及
び

関
連

す
る

注
記

事
項

の
妥

当
性

を
評

価
す

る
。

 

・
 

経
営

者
が

継
続

企
業

を
前

提
と

し
て

連
結

財
務

諸
表

を
作

成
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
か

ど
う

か
、

ま
た

、
入

手
し

た
監

査
証

拠
に

基
づ

き
、

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

状
況

に
関

し
て

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
か

ど
う

か
結

論

付
け

る
。

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

監
査

報
告

書
に

お
い

て
連

結
財

務
諸

表
の

注
記

事
項

に

注
意

を
喚

起
す

る
こ

と
、

又
は

重
要

な
不

確
実

性
に

関
す

る
連

結
財

務
諸

表
の

注
記

事
項

が
適

切
で

な
い

場
合

は
、

連
結

財
務

諸
表

に
対

し

て
除

外
事

項
付

意
見

を
表

明
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

監
査

人
の

結
論

は
、

監
査

報
告

書
日

ま
で

に
入

手
し

た
監

査
証

拠
に

基
づ

い

て
い

る
が

、
将

来
の

事
象

や
状

況
に

よ
り

、
企

業
は

継
続

企
業

と
し

て
存

続
で

き
な

く
な

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
 

連
結

財
務

諸
表

の
表

示
及

び
注

記
事

項
が

、
我

が
国

に
お

い
て

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
企

業
会

計
の

基
準

に
準

拠
し

て
い

る
か

ど
う

か
と

と
も

に
、

関
連

す
る

注
記

事
項

を
含

め
た

連
結

財
務

諸
表

の
表

示
、

構
成

及
び

内
容

、
並

び
に

連
結

財
務

諸
表

が
基

礎
と

な
る

取

引
や

会
計

事
象

を
適

正
に

表
示

し
て

い
る

か
ど

う
か

を
評

価
す

る
。

 

・
 

連
結

財
務

諸
表

に
対

す
る

意
見

表
明

の
基

礎
と

な
る

、
会

社
及

び
連

結
子

会
社

の
財

務
情

報
に

関
す

る
十

分
か

つ
適

切
な

監
査

証
拠

を
入

手
す

る
た

め
に

、
連

結
財

務
諸

表
の

監
査

を
計

画
し

実
施

す
る

。
監

査
人

は
、

連
結

財
務

諸
表

の
監

査
に

関
す

る
指

揮
、

監
督

及
び

査
閲

に

関
し

て
責

任
が

あ
る

。
監

査
人

は
、

単
独

で
監

査
意

見
に

対
し

て
責

任
を

負
う

。
 

監
査

人
は

、
監

査
等

委
員

会
に

対
し

て
、

計
画

し
た

監
査

の
範

囲
と

そ
の

実
施

時
期

、
監

査
の

実
施

過
程

で
識

別
し

た
内

部
統

制
の

重
要

な

不
備

を
含

む
監

査
上

の
重

要
な

発
見

事
項

、
及

び
監

査
の

基
準

で
求

め
ら

れ
て

い
る

そ
の

他
の

事
項

に
つ

い
て

報
告

を
行

う
。

 

監
査

人
は

、
監

査
等

委
員

会
に

対
し

て
、

独
立

性
に

つ
い

て
の

我
が

国
に

お
け

る
職

業
倫

理
に

関
す

る
規

定
を

遵
守

し
た

こ
と

、
並

び
に

監

査
人

の
独

立
性

に
影

響
を

与
え

る
と

合
理

的
に

考
え

ら
れ

る
事

項
、

及
び

阻
害

要
因

を
除

去
す

る
た

め
の

対
応

策
を

講
じ

て
い

る
場

合
又

は
阻

害
要

因
を

許
容

可
能

な
水

準
に

ま
で

軽
減

す
る

た
め

の
セ

ー
フ

ガ
ー

ド
を

適
用

し
て

い
る

場
合

は
そ

の
内

容
に

つ
い

て
報

告
を

行
う

。
 

 利
害

関
係

 

会
社

及
び

連
結

子
会

社
と

当
監

査
法

人
又

は
業

務
執

行
社

員
と

の
間

に
は

、
公

認
会

計
士

法
の

規
定

に
よ

り
記

載
す

べ
き

利
害

関
係

は
な

い
。

 

 

以
 

上
 

 
 
(
注

)
 
１

．
上

記
の
監

査
報

告
書

の
原

本
は

当
行

(
有

価
証

券
報

告
書

提
出

会
社

)
が

別
途

保
管

し
て

お
り

ま
す

。
 

２
．

上
記

の
監

査
報

告
書

は
、

第
３

 
受

託
者

、
委

託
者

及
び

関
係

法
人

の
情

報
 

１
 

受
託

者
の

状
況

に
記

載
さ

れ
る

(3
)
 

経

理
の

状
況

を
対

象
と

し
た

も
の

で
す

。
 

  

116

受
託
者
、委
託
者
及
び
関
係
法
人
の
情
報



独
立

監
査

人
の

監
査

報
告

書
 

  

2
0
2
5
年

６
月

1
6
日

 

み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会
社
 

取
締
役
会
 
御
中
 

 

E
Y
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
 

 

東
京
事
務
所
 

  

指
定
有
限
責
任
社
員
 

業
務
執
行
社
員
 

 
公
認
会
計

士
 

中
 

 
桐

 
 

 
 

 
徹
 

 

  

指
定
有
限
責
任
社
員
 

業
務
執
行
社
員
 

 
公
認
会
計

士
 

藤
 

 
本

 
 

崇
 

 
裕

 
 

  

指
定
有
限
責
任
社
員
 

業
務
執
行
社
員
 

 
公
認
会
計

士
 

藤
 

 
波

 
 

竜
 

 
太

 
 

  監
査
意
見
 

当
監

査
法

人
は

、
金

融
商

品
取

引
法

第
1
9
3
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

監
査

証
明

を
行

う
た

め
、

「
経

理
の

状
況

」
に

掲
げ

ら
れ

て

い
る

み
ず

ほ
信

託
銀

行
株

式
会

社
の

2
0
2
4
年

４
月

１
日

か
ら

2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
第

1
5
5
期

事
業

年
度

の
財

務
諸

表
、

す
な

わ
ち

、
貸

借

対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
重
要
な
会
計
方
針
、
そ
の
他
の
注
記

及
び

附
属

明
細

表
に

つ
い

て
監

査
を

行
っ

た
。

 

当
監

査
法

人
は

、
上

記
の

財
務

諸
表

が
、

我
が

国
に

お
い

て
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

企
業

会
計

の
基

準
に

準
拠

し
て

、
み

ず
ほ

信

託
銀

行
株

式
会

社
の

2
0
2
5
年

３
月

3
1
日

現
在

の
財

政
状

態
及

び
同

日
を

も
っ

て
終

了
す

る
事

業
年

度
の

経
営

成
績

を
、

全
て

の
重

要
な

点
に

お

い
て
適
正
に
表
示
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
。
 

 監
査
意
見
の
根
拠
 

当
監

査
法

人
は

、
我

が
国

に
お

い
て

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
監

査
の

基
準

に
準

拠
し

て
監

査
を

行
っ

た
。

監
査

の
基

準
に

お
け

る

当
監

査
法

人
の

責
任

は
、

「
財

務
諸

表
監

査
に

お
け

る
監

査
人

の
責

任
」

に
記

載
さ

れ
て

い
る

。
当

監
査

法
人

は
、

我
が

国
に

お
け

る
職

業
倫

理
に

関
す

る
規

定
に

従
っ

て
、

会
社

か
ら

独
立

し
て

お
り

、
ま

た
、

監
査

人
と

し
て

の
そ

の
他

の
倫

理
上

の
責

任
を

果
た

し
て

い
る

。
当

監
査

法
人
は
、
意
見
表
明
の
基
礎
と
な
る
十
分
か
つ
適
切
な
監
査
証
拠
を
入
手
し
た
と
判
断
し
て

い
る

。
 

 そ
の
他
の
記
載
内
容
 

そ
の

他
の

記
載

内
容

は
、

「
経

理
の

状
況

」
に

含
ま

れ
る

情
報

の
う

ち
、

連
結

財
務

諸
表

及
び

財
務

諸
表

以
外

の
情

報
で

あ
る

。
経

営
者

の

責
任

は
、

そ
の

他
の

記
載

内
容

を
作

成
し

開
示

す
る

こ
と

に
あ

る
。

ま
た

、
監

査
等

委
員

会
の

責
任

は
、

そ
の

他
の

記
載

内
容

の
報

告
プ

ロ
セ

ス
の
整
備
及
び
運
用
に
お
け
る
取
締
役
の
職
務
の
執
行
を
監
視
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

当
監

査
法

人
の

財
務

諸
表

に
対

す
る

監
査

意
見

の
対

象
に

は
そ

の
他

の
記

載
内

容
は

含
ま

れ
て

お
ら

ず
、

当
監

査
法

人
は

そ
の

他
の

記
載

内

容
に
対
し
て
意
見
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

財
務

諸
表

監
査

に
お

け
る

当
監

査
法

人
の

責
任

は
、

そ
の

他
の

記
載

内
容

を
通

読
し

、
通

読
の

過
程

に
お

い
て

、
そ

の
他

の
記

載
内

容
と

財

務
諸

表
又

は
当

監
査

法
人

が
監

査
の

過
程

で
得

た
知

識
と

の
間

に
重

要
な

相
違

が
あ

る
か

ど
う

か
検

討
す

る
こ

と
、

ま
た

、
そ

の
よ

う
な

重
要

な
相
違
以
外
に
そ
の
他
の
記
載
内
容
に
重
要
な
誤
り
の
兆
候
が
あ
る
か
ど
う
か
注
意
を
払
う

こ
と

に
あ

る
。

 

当
監

査
法

人
は

、
実

施
し

た
作

業
に

基
づ

き
、

そ
の

他
の

記
載

内
容

に
重

要
な

誤
り

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
事

実
を

報
告

す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
の
他
の
記
載
内
容
に
関
し
て
、
当
監
査
法
人
が
報
告
す
べ
き
事
項
は
な
い
。
 

  
 

財
務

諸
表

に
対

す
る

経
営

者
及

び
監

査
等

委
員

会
の

責
任

 

経
営

者
の

責
任

は
、

我
が

国
に

お
い

て
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

企
業

会
計

の
基

準
に

準
拠

し
て

財
務

諸
表

を
作

成
し

適
正

に
表

示

す
る

こ
と

に
あ

る
。

こ
れ

に
は

、
不

正
又

は
誤

謬
に

よ
る

重
要

な
虚

偽
表

示
の

な
い

財
務

諸
表

を
作

成
し

適
正

に
表

示
す

る
た

め
に

経
営

者
が

必
要

と
判

断
し

た
内

部
統

制
を

整
備

及
び

運
用

す
る

こ
と

が
含

ま
れ

る
。

 

財
務

諸
表

を
作

成
す

る
に

当
た

り
、

経
営

者
は

、
継

続
企

業
の

前
提

に
基

づ
き

財
務

諸
表

を
作

成
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
か

ど
う

か
を

評

価
し

、
我

が
国

に
お

い
て

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
企

業
会

計
の

基
準

に
基

づ
い

て
継

続
企

業
に

関
す

る
事

項
を

開
示

す
る

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
当

該
事

項
を

開
示

す
る

責
任

が
あ

る
。

 

監
査

等
委

員
会

の
責

任
は

、
財

務
報

告
プ

ロ
セ

ス
の

整
備

及
び

運
用

に
お

け
る

取
締

役
の

職
務

の
執

行
を

監
視

す
る

こ
と

に
あ

る
。

 

 財
務

諸
表

監
査

に
お

け
る

監
査

人
の

責
任

 

監
査

人
の

責
任

は
、

監
査

人
が

実
施

し
た

監
査

に
基

づ
い

て
、

全
体

と
し

て
の

財
務

諸
表

に
不

正
又

は
誤

謬
に

よ
る

重
要

な
虚

偽
表

示
が

な

い
か

ど
う

か
に

つ
い

て
合

理
的

な
保

証
を

得
て

、
監

査
報

告
書

に
お

い
て

独
立

の
立

場
か

ら
財

務
諸

表
に

対
す

る
意

見
を

表
明

す
る

こ
と

に
あ

る
。

虚
偽

表
示

は
、

不
正

又
は

誤
謬

に
よ

り
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

り
、

個
別

に
又

は
集

計
す

る
と

、
財

務
諸

表
の

利
用

者
の

意
思

決
定

に
影

響
を

与
え

る
と

合
理

的
に

見
込

ま
れ

る
場

合
に

、
重

要
性

が
あ

る
と

判
断

さ
れ

る
。

 

監
査

人
は

、
我

が
国

に
お

い
て

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
監

査
の

基
準

に
従

っ
て

、
監

査
の

過
程

を
通

じ
て

、
職

業
的

専
門

家
と

し

て
の

判
断

を
行

い
、

職
業

的
懐

疑
心

を
保

持
し

て
以

下
を

実
施

す
る

。
 

・
 

不
正

又
は

誤
謬

に
よ

る
重

要
な

虚
偽

表
示

リ
ス

ク
を

識
別

し
、

評
価

す
る

。
ま

た
、

重
要

な
虚

偽
表

示
リ

ス
ク

に
対

応
し

た
監

査
手

続
を

立
案

し
、

実
施

す
る

。
監

査
手

続
の

選
択

及
び

適
用

は
監

査
人

の
判

断
に

よ
る

。
さ

ら
に

、
意

見
表

明
の

基
礎

と
な

る
十

分
か

つ
適

切
な

監

査
証

拠
を

入
手

す
る

。
 

・
 

財
務

諸
表

監
査

の
目

的
は

、
内

部
統

制
の

有
効

性
に

つ
い

て
意

見
表

明
す

る
た

め
の

も
の

で
は

な
い

が
、

監
査

人
は

、
リ

ス
ク

評
価

の
実

施
に

際
し

て
、

状
況

に
応

じ
た

適
切

な
監

査
手

続
を

立
案

す
る

た
め

に
、

監
査

に
関

連
す

る
内

部
統

制
を

検
討

す
る

。
 

・
 

経
営

者
が

採
用

し
た

会
計

方
針

及
び

そ
の

適
用

方
法

の
適

切
性

、
並

び
に

経
営

者
に

よ
っ

て
行

わ
れ

た
会

計
上

の
見

積
り

の
合

理
性

及
び

関
連

す
る

注
記

事
項

の
妥

当
性

を
評

価
す

る
。

 

・
 

経
営

者
が

継
続

企
業

を
前

提
と

し
て

財
務

諸
表

を
作

成
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
か

ど
う

か
、

ま
た

、
入

手
し

た
監

査
証

拠
に

基
づ

き
、

継
続

企
業

の
前

提
に

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

状
況

に
関

し
て

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
か

ど
う

か
結

論
付

け

る
。

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

監
査

報
告

書
に

お
い

て
財

務
諸

表
の

注
記

事
項

に
注

意
を

喚

起
す

る
こ

と
、

又
は

重
要

な
不

確
実

性
に

関
す

る
財

務
諸

表
の

注
記

事
項

が
適

切
で

な
い

場
合

は
、

財
務

諸
表

に
対

し
て

除
外

事
項

付
意

見

を
表

明
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

監
査

人
の

結
論

は
、

監
査

報
告

書
日

ま
で

に
入

手
し

た
監

査
証

拠
に

基
づ

い
て

い
る

が
、

将
来

の

事
象

や
状

況
に

よ
り

、
企

業
は

継
続

企
業

と
し

て
存

続
で

き
な

く
な

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
 

財
務

諸
表

の
表

示
及

び
注

記
事

項
が

、
我

が
国

に
お

い
て

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
企

業
会

計
の

基
準

に
準

拠
し

て
い

る
か

ど
う

か
と

と
も

に
、

関
連

す
る

注
記

事
項

を
含

め
た

財
務

諸
表

の
表

示
、

構
成

及
び

内
容

、
並

び
に

財
務

諸
表

が
基

礎
と

な
る

取
引

や
会

計
事

象

を
適

正
に

表
示

し
て

い
る

か
ど

う
か

を
評

価
す

る
。

 

監
査

人
は

、
監

査
等

委
員

会
に

対
し

て
、

計
画

し
た

監
査

の
範

囲
と

そ
の

実
施

時
期

、
監

査
の

実
施

過
程

で
識

別
し

た
内

部
統

制
の

重
要

な

不
備

を
含

む
監

査
上

の
重

要
な

発
見

事
項

、
及

び
監

査
の

基
準

で
求

め
ら

れ
て

い
る

そ
の

他
の

事
項

に
つ

い
て

報
告

を
行

う
。

 

監
査

人
は

、
監

査
等

委
員

会
に

対
し

て
、

独
立

性
に

つ
い

て
の

我
が

国
に

お
け

る
職

業
倫

理
に

関
す

る
規

定
を

遵
守

し
た

こ
と

、
並

び
に

監

査
人

の
独

立
性

に
影

響
を

与
え

る
と

合
理

的
に

考
え

ら
れ

る
事

項
、

及
び

阻
害

要
因

を
除

去
す

る
た

め
の

対
応

策
を

講
じ

て
い

る
場

合
又

は
阻

害
要

因
を

許
容

可
能

な
水

準
に

ま
で

軽
減

す
る

た
め

の
セ

ー
フ

ガ
ー

ド
を

適
用

し
て

い
る

場
合

は
そ

の
内

容
に

つ
い

て
報

告
を

行
う

。
 

 利
害

関
係

 

会
社

と
当

監
査

法
人

又
は

業
務

執
行

社
員

と
の

間
に

は
、

公
認

会
計

士
法

の
規

定
に

よ
り

記
載

す
べ

き
利

害
関

係
は

な
い

。
 

以
 

上
 

 
 
(
注

)
 
１

．
上

記
の
監

査
報

告
書

の
原

本
は

当
行

(
有

価
証

券
報

告
書

提
出

会
社

)
が

別
途

保
管

し
て

お
り

ま
す

。
 

２
．

上
記

の
監

査
報

告
書

は
、

第
３

 
受

託
者

、
委

託
者

及
び

関
係

法
人

の
情

報
 

１
 

受
託

者
の

状
況

に
記

載
さ

れ
る

(
3
)
 

経

理
の

状
況

を
対

象
と

し
た

も
の

で
す

。
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受
託
者
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び
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情
報
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■裏付資産
　 裏付資産とは、債権流動化などにおいて、現金収入の源泉となる資産（原資産）をいいます。裏付資産を取得することにより、投資家
への配当・元本償還を行うための資金を確保することができます。

■金銭債権
　 金銭債権とは、特定の者から金銭を受け取る権利をいい、代表的なものには次のような種類の債権があります。
　・ 割賦（分割）販売により、信販会社が購入者より売買代金の分割支払いを受ける権利 【自動車ローン、ショッピングクレジット債権 

などの割賦債権】
　・貸し手が借り手より借入金を返済してもらう権利 【住宅ローン、企業向け貸付金などの貸付債権】
　・リース契約に従い、リース会社が利用者からリース料の支払いを受ける権利 【リース料債権】
　・売り手が買い手よりまだ受け取っていない売買代金の支払いを受ける権利 【売掛債権】

■金銭債権等信託
　 金銭債権等信託とは、金銭債権等の権利の信託であり、例えば信販会社等（委託者）が個人や企業に対して持っている貸付金等の金銭債権を
信託の受託者へ信託することです。

■金銭信託
　金銭信託とは、信託引受けの際の財産が金銭であり、信託終了の際も、金銭で受益者に交付される信託をいいます。

■金銭信託（予定配当率固定型）
　 金銭信託（予定配当率固定型）とは、信託の設定に際して、受託者があらかじめ予定配当率（信託期間中は変更されません）を明示する金
銭信託です。金銭信託（予定配当率固定型）は、第１受益権と第２受益権を合同運用しており、個人のお客さまに第１受益権を「貯蓄の達
人」として販売しています。また、法人のお客さまに第２受益権を販売しています。
　 「貯蓄の達人」は信託期間毎にそれぞれ予定配当率を明示しており、この予定配当率は金利情勢等により見直しが為され、新しく設定
される信託にはその時点の予定配当率が適用されます。なお、一旦設定した信託については満期まで変更されません。

■金利スワップ契約
　 金利スワップ契約とは、一定の元本を想定して変動金利と固定金利を交換する取引をいいます。例えば、当事者Ａと当事者Ｂが 
金利スワップ契約を締結し、ＡはＢに対して固定金利を支払う一方、ＢはＡに対して変動金利を支払うような契約をいいます。金利
スワップを行うことによって、金利変動リスクの低減（ヘッジ）を図ることができます。

■コールローン
　 コールローンとは、金融機関相互間の資金運用・調達市場におけるきわめて短期（通常1日）の資金の貸し借りのことをいいます。

■債権流動化
　 債権流動化とは、企業が保有する売掛債権や金融機関が保有する貸付金などの金銭債権を信託銀行に信託する等の方法により、 
金銭債権を裏付資産とする投資商品を組成し、それらを投資家等第三者に売却して資金調達を行う仕組みをいいます。

■資産担保証券
　 資産担保証券とは、債権流動化に際して、貸付債権、売掛債権、リース料債権などの債権を裏付資産として発行され、その資産から生ずる
現金収入で配当・元本償還を行う証券をいいます。

■指定金銭信託
　 指定金銭信託とは、金銭信託のうち、大まかに指定された運用方法の範囲内で、受託者（信託銀行等）が具体的な運用対象、金額、 
期間などを決定するものをいいます。（なお、指定金銭信託のうち、運用方法が同じである複数の委託者の信託財産をまとめて運用
するものを、合同運用指定金銭信託といいます。）

■ショッピングクレジット債権
　 ショッピングクレジット債権とは、消費者がクレジット会社等のサービスを利用してモノやサービスを代金後払いで購入する
ことにより信販会社等に発生する金銭債権をいいます。
　 具体的には、信販会社等が消費者に代わって販売会社に立替払いした購入代金を後日、消費者から一括または分割払いで受領する
権利をいいます。

■信託
　 信託とは、ある人（委託者）が自分の信頼できる人（受託者）に財産（信託財産）を引き渡し、受託者が一定の目的（信託目的）に従い、 
本人もしくは他人（受益者）または社会のために、その財産の管理、処分等必要な行為をする取引の仕組みをいいます。

■信託受益権
　 信託受益権とは、信託財産の管理および運用の結果として元本の償還（信託財産の返還）や収益の交付等を受ける受益者の権利をいい
ます。

■信託報酬
　 信託報酬とは、信託事務の処理の対価として受託者が信託財産から収受する報酬であり、信託財産から見れば費用に相当するものを 
いいます。「貯蓄の達人」などの信託商品の場合においても、信託約款等の定めに従い信託財産の中から間接的に負担していただいて 
おります。
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■信託約款
　 信託金の運用方針や当行が収受する信託報酬など、信託設定から償還までの信託関係者の様々な権利・義務を定めるため、お客 
さま（委託者）と当行（受託者）との間で締結する信託契約の内容を記載したものです。

■信販会社
　 信販会社とは、消費者がモノやサービスを代金後払いで購入する際、消費者に代わって購入代金を販売会社に支払い、後日、立替
払いした代金を消費者から集金する業務を行う会社をいいます。

■第１受益権
　 第１受益権とは、金銭信託（予定配当率固定型）のうち、個人のお客さまが信託できる部分をいい、「貯蓄の達人」の愛称で 
呼んでいます。

■第２受益権
　 第２受益権とは、金銭信託（予定配当率固定型）のうち、法人のお客さまが信託できる部分をいいます。

■提携ローンファンド
　 提携ローンファンドとは、当該ファンドの受託者である当行が、主に個人のお客さまへ提携信販会社を通じて、提携ローンの貸し付け
を行うことで運用しているファンド（信託）です。回収業務等についても提携信販会社に委任しております。

■デリバティブ取引
　 デリバティブ取引とは、「金融派生商品取引」とも呼ばれ、金利・債券・株式・為替などの原資産から派生した取引の総称です。代表的な
ものには、金利スワップ取引、オプション取引（取引を行う権利を売買する取引）、先物取引などが挙げられ、将来の金利・価格等の変動
リスクの低減などを目的に取引されます。
　 取引所で会員同士が、あらかじめ規格化された取引条件で行う「市場デリバティブ取引」と、取引所を通さず金融機関等の当事者間で
取引条件を相対（あいたい）で合意して行う「店頭デリバティブ取引」があります。

■ファンド
　 ファンドとは、一般には投資信託や基金等の形態で投資家から委託を受けた資金の運用のための財産をいいます。この意味で、 
「金銭信託（予定配当率固定型）」もお客さまから信託いただいたご資金を受託者が運用し、その結果をお客さまに還元する仕組みであ
り、ファンドということができます。

■ファンド信用格付け
　 ファンド信用格付けは、当該ファンドの運用資産の平均的な信用力に対する格付会社の見解を示すものです。この格付けは、投資の 
参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。
　 また、格付けは格付会社の意見であり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。「貯蓄の達人」の格付けは、株式 
会社格付投資情報センターによるものであり、原則として依頼者（みずほ信託銀行）から所定の手数料を受領して行うものです。
　 （下記ご参照）
　情報提供：株式会社格付投資情報センター

格付けの定義について

ファンド信用
格付けの定義

AAAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAAの債券と同程度である。
AAfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、AAの債券と同程度である。
Afc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Aの債券と同程度である。
BBBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBBの債券と同程度である。
BBfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、BBの債券と同程度である。
Bfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Bの債券と同程度である。
CCCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCCの債券と同程度である。
CCfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、CCの債券と同程度である。
Cfc ファンドの運用資産の平均的な信用力が、Cの債券と同程度である。

参考：
長期個別債務の
格付けの定義

AAA 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。
AA 信用力は極めて高く、優れた要素がある。
A 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。
BBB 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。
BB 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。
B 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。
CCC 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が強い。

債務不履行に陥った債権は回収が十分には見込めない可能性がある。
CC 債務不履行に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。

債務不履行に陥った債権は回収がある程度しか見込めない。
C 債務不履行に陥っており、債権の回収もほとんど見込めない。
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■ファンド信用格付け「Afc」
　 株式会社格付投資情報センター（R＆I）のファンド信用格付け「Afc」とは、同社の定義によれば「ファンドの運用資産の平均的な信用力
が、Ａの債券と同程度である。」と判断されるファンドの格付け水準をいいます。
　なお、信用力がＡの長期個別債務（債券等）の格付けの定義については、「信用力は高く、部分的に優れた要素がある。」です。
　「貯蓄の達人」は同社よりファンド信用格付け「Afc」を取得しています。（2025年10月31日現在）

■ヘッジ
　 ヘッジとは、将来の価格変動、金利の変動、信用状況などの変化等に伴うリスクを回避もしくは低減するために行う各種の取引 
行為をいいます。金銭信託（予定配当率固定型）においても金利スワップにより金利変動リスクのヘッジを行っています。

■みなし有価証券
　 「表示されるべき権利が証券に表示されていない場合（①）」、または「証券に表示されるべき権利以外の権利（②）」であっても、金融 
商品取引法上、有価証券とみなして取り扱う権利を総称していいます。「貯蓄の達人」は、「信託の受益権」として②によるみなし 
有価証券に該当します。

■目論見書
　 有価証券の取得申込の勧誘（「募集」といいます。）を行うにあたって、金融商品取引法で作成が義務付けられている文書です。投資判断
に必要な情報を提供することを目的として、取得勧誘時には、投資家に対して、あらかじめ又は同時に交付することが義務付けら 
れています。

■予定配当率
　 予定配当率とは、信託期間中に為される配当の予定を年率表示したものです。
　 ただし、「貯蓄の達人」は実績配当型の信託商品であり、予定配当率はその実現が保証されたものではありません。
　 「貯蓄の達人」の予定配当率は、信託期間中（信託契約日から償還日の前日まで）を通じて適用され、各信託契約毎の予定配当率は、 
信託契約後に市場金利に変動があり、店頭等に表示する予定配当率の見直しがあった場合でも、信託期間中の信託には影響しま 
せん（見直しは行いません）。なお、ファンドや市場の状況等を勘案して決定し、当行店頭およびホームページに表示するほか、代理店
においてもお示しします。

■リース契約（会社）
　 リース契約とは、パソコン、機械、設備などの物品を、その利用者に代わって別の企業（リース会社）が購入し、利用者に一定期間、 
有料で貸し出す契約をいいます。

■リース料債権
　リース料債権とは、リース契約に従い、リース会社が利用者からリース料の支払いを受ける権利をいいます。

■EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）
　 「EDINET」とは、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」のことで、「貯蓄の達人」 
について提出された法定開示書類（募集事項等記載書面及び有価証券報告書等）について、インターネット上においても閲覧を可能とす
るものであり、金融庁より行政サービスの一環として提供されています。詳しくは、WEBサイト（https://disclosure2.edinet-fsa.
go.jp/）をご覧ください。
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重要事項における主なポイント
▶詳細は本商品説明書（目論見書）をご確認ください

詳しくは、窓口または担当者まで
お問い合わせください。

（受託者）
〒100－8241　東京都千代田区丸の内１－３－３

《貯蓄の達人》お問い合わせダイヤル
《貯蓄の達人》の商品内容に関するご質問・ご相談は

受付時間／午前9時～午後5時（土・日・祝日・銀行休業日を除きます）
※個別のご契約に関する事項等につきましては、お取引店までお問い合わせください。

ホームページ
https://www.mizuho-tb.co.jp/

フリーダイヤル

0120-555-160

定期預金等の預金ではありません。

元本および利益の保証はありません。
（預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。）

こちらの商品説明書（目論見書）をお受け取り、
十分にお読みください。

原則として中途解約はできません。
やむを得ず中途解約される場合は解約手数料がかかります。

各種リスク等によって元本割れとなるおそれがあります。

信託期間満了による信託終了のほか、運用の状況により元本の
償還を停止し、信託を終了する場合があります。
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